
 

 

まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

 

 
 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，常設の中央制御室換気系により放射性物質を除去し，居住性を確保

② 島根２号炉は，ＳＡ設備である中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）で十分なボンベ容量を確保

③ 島根２号炉のブローアウトパネル閉止装置はブローアウトパネルに干渉しないため,ブローアウトパネル閉止装置を閉止するためのブローアウトパネル強制開放は不要

④ 島根２号炉は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を個別に配備している。

⑤ 島根２号炉は，常設及び可搬型の代替交流電源設備で必要な電源を供給する。

⑥ 島根２号炉の有効性評価では，炉心損傷後の格納容器破損防止のシナリオにおいて非常用ディーゼルに期待するシナリオは無い（全交流動力電源喪失を仮定している)

⑦ 島根２号炉は，ブローアウトパネル閉止装置にてブローアウトパネル開口部を閉止

⑧ 島根２号炉は，「鉱山保安法施行規則」に定める許容二酸化炭素濃度1.0%以下，許容酸素濃度19%以上を適用

⑨ 島根２号炉の中央制御室は，島根１号炉と共用であり，複数号炉の同時被災時において，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑩ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違

⑪ 島根２号炉は制御室の加圧運転を実施する。

⑫ 島根２号炉は，操作者の１名を記載。柏崎6/7号炉は，操作者及び確認者の２名を記載。

⑬ 島根２号炉は，ヘッドライトにより作業しバックアップとして電源内蔵型照明を使用

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等  

<目 次> ＜ 目 次 ＞ <目 次>  

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ. 重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまる

ために必要な対応手段と設備 

(a) 対応手段 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

ｂ．手順等 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気空調系設備の運転手順等 

ａ．炉心損傷の判断時の中央制御室可搬型陽圧化空調機起

動手順 

ｂ．中央制御室換気空調系再循環運転モード停止時の中央

制御室可搬型陽圧化空調機起動手順 

ｃ．中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央

制御室内放射線量が異常上昇した場合の中央制御室可

搬型陽圧化空調機起動手順 

 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

ａ．中央制御室待避室陽圧化装置による中央制御室待避室

の陽圧化手順 

ｂ．カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避

室の陽圧化手順 

 

 

 

 

 

(3) 中央制御室の照明を確保する手順 

(4) 中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃

度管理手順 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

(6) 中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測

定と濃度管理手順 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．重大事故等時において運転員等が中央制御室にとどま

るために必要な対応手段及び設備 

(a) 対応手段 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

ｂ．手順等 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系の運転手順等 

ａ．交流動力電源が正常な場合の運転手順 

 

ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

 

 

 

 

 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 中央制御室の照明を確保する手順 

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手

順 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度

管理手順 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるため

に必要な対応手段及び設備 

(a) 対応手段 

(b) 重大事故等対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備

と資機材 

ｂ．手順等 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ａ．交流電源が正常な場合の運転手順 

 

ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

 

 

 

 

 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 中央制御室の照明を確保する手順 

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手  

順 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管

理手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設

の中央制御室換気系に

より放射性物質を除去

し，居住性を確保（以

下，①の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＳＡ

設備である中央制御室

待避室正圧化装置で十

分なボンベ容量を確保

（以下，②の相違） 
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(7) 中央制御室待避室データ表示装置によるプラントパラメー

タ等の監視手順 

 

 

 

 

(8) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

ｃ．重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の

平準化 

(9) その他の手順項目について考慮する手順 

(10) 重大事故等時の対応手段の選択 

(11) 現場操作のアクセス性 

 

 

 

 

 

(12) 操作の成立性 

 

(7) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータ等の

監視手順 

(8) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡手順 

 

 

 

(9) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスクを着用する手順 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

ｃ．重大事故等時の運転員等の被ばく低減及び被ばく線量

の平準化 

(10) その他の手順項目について考慮する手順 

(11) 重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

 

(12) 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 中央制御室待避室でのプラントパラメータ監視装置によるプ

ラントパラメータ等の監視手順 

 

 

 

 

(8) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

ｃ．重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の平準

化 

(9) その他の手順項目にて考慮する手順 

(10) 重大事故等時の対応手段の選択 

(11) 現場操作のアクセス性 

 

 

 

 

 

(12) 操作の成立性 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，常設

の衛星電話を使用 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，居住

性を確保するための現

場操作のアクセス性に

ついて記載 
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1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

 

 

 

 

 

 

 1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

 

 

 

 

 

ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

ｃ．原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 現場操作のアクセス性 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

 

 

 

 

 

 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1)  原子炉建屋ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．原子炉建屋ガス処理系起動手順 

(a) 交流動力電源が正常な場合の運転手順 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合等の運転手順 

 

 

 

ｂ．原子炉建屋ガス処理系停止手順 

ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネル部の閉止手順 

ｄ．原子炉建屋外側ブローアウトパネルの強制開放手順 

 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設営及び運用手順 

(2) 現場操作のアクセス性 

 

 

 

 

 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

(a) 交流電源が正常な場合の運転手順 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

 

 

 

ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

ｃ．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現場操作のアクセス性 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，チェ

ンジングエリア設営を

行う場合のアクセス性

について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のブロー

アウトパネル閉止装置

はブローアウトパネル

に干渉しないため,ブロ

ーアウトパネル閉止装

置を閉止するためのブ

ローアウトパネル強制

開放は不要（以下，③

の相違） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ブロ

ーアウトパネル閉止装

置を操作する場合のア

クセス性について記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.16.1  6号及び 7号炉中央制御室給電系統概要図

（重大事故等） 

添付資料 1.16.2  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.16.3  重大事故等時における中央制御室の被ばく評

価に係る事象の選定 

 

 

 

添付資料 1.16.4  中央制御室待避室使用時の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度 

 

添付資料 1.16.5  炉心損傷の判断基準 

 

 

 

 

添付資料 1.16.6  現場作業の成立性 

 

 

 

 

添付資料 1.16.7  可搬型照明を用いた場合の中央制御室の監視

操作 

添付資料 1.16.8  チェンジングエリア 

添付資料 1.16.9  中央制御室内に配備する資機材の数量 

 

添付資料 1.16.10  運転員等の交替要員体制の被ばく評価 

 

添付資料 1.16.11  交替要員の放射線防護と移動経路 

添付資料 1.16.12  操作手順の解釈一覧 

添付資料 1.16.1 対応手段として選定した設備の電源構成図 

 

添付資料 1.16.2 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

 

 

 

 

 

添付資料 1.16.3 中央制御室換気系閉回路循環運転時及び中央

制御室待避室使用時の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.16.4 可搬型照明（ＳＡ）を用いた場合の中央制御

室の監視操作について 

添付資料 1.16.5 チェンジングエリアについて 

添付資料 1.16.6 中央制御室内に配備する資機材の数量につい

て 

添付資料 1.16.7 運転員等の交替要員体制の被ばく評価につい

て 

添付資料 1.16.8 交替要員の放射線防護と移動経路について 

添付資料 1.16.1  対応手段として選定した設備の電源構成図 

 

添付資料 1.16.2  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.16.3  重大事故等時における中央制御室の被ばく評価

に係る事象の選定 

 

 

 

添付資料 1.16.4  中央制御室待避室使用時の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度について 

 

添付資料 1.16.5  炉心損傷の判断基準 

 

 

 

 

添付資料 1.16.6  作業の成立性について 

 

 

 

 

添付資料 1.16.7  可搬型照明を用いた場合の中央制御室の監視操

作について 

添付資料 1.16.8  チェンジングエリアについて 

添付資料 1.16.9  中央制御室内に配備する資機材の数量について 

 

添付資料 1.16.10 運転員等の交替要員体制の被ばく評価について 

 

添付資料 1.16.11 交替要員の放射線防護と移動経路について 

添付資料 1.16.12 操作手順の解釈一覧 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ば

く評価に係る事象の選

定について記載 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，炉心

損傷の判断基準の設定

根拠について記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場

操作を想定する操作の

成立性について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中の記載の解釈を表に

整理 

1.16-5



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.16.13  事故発生直後から中央制御室内放射線量が急

上昇した時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.16.9 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.16.13 手順のリンク先について 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，本文

中に記載されたリンク

先を記載 
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1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

  発電用原子炉設置者において，原子炉制御室に関し、重大

事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要

な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置（原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマ

ネジメント（マスク及びボンベ等）により対応する場合）又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置

等により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備

すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交

流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装

備等）を整備すること。 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室にと

どまるために必要な設備と資機材を整備しており，ここでは，こ

の対処設備と資機材を活用した手順等について説明する。 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，運転員等が中央制御室

にとどまるために必要な設備及び資機材を整備しており，ここ

では，この対処設備及び資機材を活用した手順等について説明

する。 

 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

  発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大

事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要

な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置（原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマ

ネジメント（マスク及びボンベ等）により対応する場合）又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置

等により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備

すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交

流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装

備等）を整備すること。 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室にとど

まるために必要な設備及び資機材を整備しており，ここでは，この

対処設備及び資機材を活用した手順等について説明する。 

 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大

事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要

な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

【解釈】 

1 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置（原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加え

てマネジメント（マスク及びボンベ等）により対応する場

合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 

a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措

置等により、運転員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代

替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手

順及び装備等）を整備すること。 
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1.16.1 対応手段と設備の選定 1.16.1 対応手段と設備の選定 1.16.1 対応手段と設備の選定 1.16.1 対応手段と設備の選定  

 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 (1) 対応手段と設備の選定の考え方  

   重大事故等が発生した場合において，運転員

が中央制御室にとどまるために必要な対応手段

と重大事故等対処設備を選定する。 

 

   重大事故等対処設備，設計基準事故対処設

備，設計基準対象施設，自主対策設備※1の他に

資機材※2を用いた対応手段を選定する。 

 

   ※１ 自主対策設備：技術基準上全ての要求

事項を満たすことや全

てのプラント状況で使

用することは困難であ

るが，プラント状況に

よっては，事故対応に

有効な設備。 

   ※２ 資機材：防護具及びチェンジングエリ

ア設営用資機材については，

資機材であるため重大事故等

対処設備としない。 

 

   また，選定した重大事故等対処設備により，

技術的能力審査基準（以下「審査基準」とい

う。）だけでなく，設置許可基準規則第五十九

条及び技術基準規則第七十四条（以下「基準規

則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，自主対

策設備との関係を明確にする。 

（添付資料 1.16.1，1.16.2） 

 

 

重大事故等が発生した場合において，運転

員等が中央制御室にとどまるために必要な対

応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

重大事故等対処設備，設計基準事故対処設

備，設計基準対象施設，自主対策設備※１の他

に資機材※２を用いた対応手段を選定する。 

 

※1 自主対策設備：技術基準上全ての要求事

項を満たすことや全ての

プラント状況で使用する

ことは困難であるが，プ

ラント状況によっては，

事故対応に有効な設備。 

 

※2 資機材：防護具（全面マスク等）及び

チェンジングエリア設営用資

機材については，資機材であ

るため重大事故等対処設備と

しない。 

 

また，選定した重大事故等対処設備によ

り，技術的能力審査基準（以下「審査基準」

という。）だけでなく，設置許可基準規則第

五十九条及び技術基準規則第七十四条（以下

「基準規則」という。）の要求機能を満足す

る設備が網羅されていることを確認するとと

もに，自主対策設備との関係を明確にする。 

（添付資料 1.16.1，1.16.2） 

 

重大事故が発生した場合において，運転員が中

央制御室にとどまるために必要な対応手段と重大

事故等対処設備を選定する。 

 

重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，

自主対策設備※１の他に資機材※２を用いた対応手

段を選定する。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上全ての要求事項を

満たすことや全てのプラント状

況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっ

ては，事故対応に有効な設備。 

 

 

※２ 資機材  ：防護具及びチェンジングエリア

用資機材については，資機材で

あるため重大事故等対処設備と

しない。 

 

 

選定した重大事故等対処設備により，「技

術的能力審査基準」（以下「審査基準」とい

う。）だけでなく，「設置許可基準規則」第

五十九条及び「技術基準規則」第七十四条

（以下「基準規則」という。）の要求機能を

満足する設備が網羅されていることを確認す

るとともに，自主対策設備との関係を明確に

する。 

(添付資料 1.16.1，1.16.2） 

重大事故等が発生した場合において，運転

員が中央制御室にとどまるために必要な対応

手段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

重大事故等対処設備，設計基準事故対処設

備，設計基準対象施設及び自主対策設備※１の

他に資機材※２を用いた対応手段を選定する。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求

事項を満たすことやすべて

のプラント状況で使用する

ことは困難であるが，プラ

ント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

 

※２ 資機材：防護具（全面マスク等）及

びチェンジングエリア用資

機材については，資機材で

あるため重大事故等対処設

備としない。 

 

また，選定した重大事故等対処設備によ

り，「技術的能力審査基準」（以下「審査基

準」という。）だけでなく，「設置許可基準

規則」第五十九条及び「技術基準規則」第七

十四条（以下「基準規則」という。）の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを

確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。 

（添付資料 1.16.1，1.16.2） 
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 (2) 対応手段と設備の選定の結果 (2)  対応手段と設備の選定の結果 (2) 対応手段と設備の選定の結果 (2) 対応手段と設備の選定の結果  

   審査基準及び基準規則要求により選定した対

応手段と，その対応に使用する重大事故等対処

設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施

設，自主対策設備と資機材を以下に示す。 

   なお，重大事故等対処設備，設計基準事故対

処設備，設計基準対象施設，自主対策設備及び

資機材と整備する手順についての関係を第

1.16.1表に示す。 

審査基準及び基準規則要求により選定した

対応手段と，その対応に使用する重大事故等

対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準

対象施設，自主対策設備と資機材を以下に示

す。 

なお，重大事故等対処設備，重大事故等対

処施設及び資機材と整備する手順についての

関係を第1.16－1表に示す。 

「審査基準」及び「基準規則」要求により

選定した対応手段と，その対応に使用する重

大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，

自主対策設備と資機材を以下に示す。 

 

なお，重大事故等対処設備，設計基準事故

対処設備，自主対策設備及び資機材と整備す

る手順についての関係を第 1.16－1表に示

す。 

「審査基準」及び「基準規則」要求により

選定した対応手段と，その対応に使用する重

大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，

設計基準対象施設，自主対策設備と資機材を

以下に示す。 

なお，重大事故等対処設備，設計基準事故

対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備

及び資機材と整備する手順についての関係を

第 1.16－1表に示す。 

 

 

  ａ．重大事故等が発生した場合において運転員

が中央制御室にとどまるために必要な対応手

段と設備 

ａ．重大事故等時において運転員等が中央制

御室にとどまるために必要な対応手段及び

設備 

a. 重大事故等時において運転員が中央制御室

にとどまるために必要な対応手段と設備 

ａ．重大事故等時において運転員が中央制御

室にとどまるために必要な対応手段及び

設備 

 

   (a) 対応手段 

     重大事故等が発生した場合に環境に放出

された放射性物質等による放射線被ばくか

ら運転員を防護するため，全交流動力電源

が喪失した場合は代替交流電源設備から中

央制御室用の電源を確保する手段がある。 

(a)  対応手段 

重大事故等時に環境に放出された放射

性物質等による放射線被ばくから運転員

等を防護するため，全交流動力電源が喪

失した場合は代替交流電源設備から中央

制御室用の電源を確保する手段がある。 

 

(a) 対応手段 

重大事故が発生した場合に環境に放

出された放射性物質等による放射線被

ばくから運転員を防護するため，全交

流動力電源が喪失した場合は常設代替

交流電源設備から中央制御室用の電源

を確保する手段がある。 

(a) 対応手段 

重大事故等時に環境に放出された放射

性物質による放射線被ばくから運転員を

防護するため，全交流動力電源が喪失し

た場合は，代替交流電源設備から中央制

御室用の電源を確保する手段がある。 

 

     中央制御室の居住性を確保する設備は以

下のとおり。 

 

     ・中央制御室遮蔽 

     ・中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィ

ルタユニット・ブロワユニット） 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設

ダクト 

     ・中央制御室換気空調系給排気隔離弁

（MCR外気取入ダンパ，MCR排気ダン

パ，MCR 非常用外気取入ダンパ） 

 

・中央制御室換気空調系ダクト（MCR外

気取入ダクト，MCR排気ダクト） 

 

     ・中央制御室待避室遮蔽 

 

中央制御室の居住性を確保する設備は

以下のとおり。 

・中央制御室遮蔽 

・中央制御室換気系 空気調和機フ

ァン 

・中央制御室換気系 フィルタ系ファ

ン 

・中央制御室換気系 フィルタユニ

ット 

・中央制御室換気系 ダクト・ダン

パ 

・中央制御室換気系 給気隔離弁 

・中央制御室換気系 排気隔離弁 

・中央制御室換気系 排煙装置隔離

弁 

・中央制御室待避室遮蔽 

 

中央制御室の居住性を確保する設備は

以下のとおり。 

・中央制御室遮蔽 

・中央制御室送風機 

・中央制御室排風機 

・中央制御室再循環送風機 

・中央制御室再循環フィルタ装置 

 

・中央制御室換気空調系ダクト・ダン

パ 

 

 

 

 

 

・中央制御室待避所遮蔽 

 

中央制御室の居住性を確保する設備は

以下のとおり。 

・中央制御室遮蔽 

・再循環用ファン 

・チャコール・フィルタ・ブースタ・

ファン 

・非常用チャコール・フィルタ・ユニ

ット 

・中央制御室換気系弁（中央制御室外

気取入調節弁，中央制御室給気外側

隔離弁，中央制御室給気内側隔離

弁，中央制御室排気内側隔離弁，中

央制御室排気外側隔離弁） 

 

・中央制御室換気系ダクト 

・中央制御室待避室遮蔽 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【女川２号】 

島根２号炉は中央制

御室排気ファンを用い

ない 
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     ・中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボ

ンベ） 

・中央制御室待避室陽圧化装置（配管・

弁） 

     ・可搬型蓄電池内蔵型照明 

     ・差圧計 

 

     ・酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 

     ・無線連絡設備（常設） 

・無線連絡設備（常設）（屋外アンテ

ナ） 

     ・衛星電話設備（常設） 

・衛星電話設備（常設）（屋外アンテ

ナ） 

 

     ・データ表示装置（待避室） 

 

     ・常設代替交流電源設備 

 

     ・第二代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室待避室 空気ボンベユ

ニット（空気ボンベ） 

・中央制御室待避室 空気ボンベユ

ニット（配管・弁） 

・可搬型照明（ＳＡ） 

 

・中央制御室待避室差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

 

・衛星電話設備（可搬型）（待避

室） 

・衛星電話設備（屋外アンテナ） 

・衛星制御装置 

・衛星制御装置～衛星電話設備（屋

外アンテナ）電路 

・データ表示装置（待避室） 

 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室待避所加圧設備（空気ボ

ンベ） 

・中央制御室待避所加圧設備（配管・

弁） 

 

・差圧計 

 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

・無線連絡設備（固定型） 

・衛星電話設備（固定型） 

・無線連絡設備（屋外アンテナ） 

・衛星電話設備（屋外アンテナ） 

 

 

 

・データ表示装置（待避所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ） 

・中央制御室待避室正圧化装置（配

管・弁） 

・ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

・中央制御室差圧計 

・待避室差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

・無線通信設備（固定型） 

・無線通信設備（固定型）（屋外アン

テナ） 

・衛星電話設備（固定型） 

・衛星電話設備（固定型）（屋外アン

テナ） 

 

・プラントパラメータ監視装置（中央

制御室待避室） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，酸素

濃度計及び二酸化炭素

濃度計を個別に配備し

ている（以下，④の相

違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川２号】 

島根２号炉は，常設

及び可搬型の代替交流

電源設備で必要な電源

を供給する 

（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の有効性

評価では，炉心損傷後

の格納容器破損防止の

シナリオにおいて非常

用ディーゼルに期待す

るシナリオは無い（全

交流動力電源喪失を仮

定している）（以下，

⑥の相違） 
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     ・非常用照明 

     ・カードル式空気ボンベユニット 

 

 

 

 

・乾電池内蔵型照明 

・非常用照明 ・非常用照明 

 

・可搬型照明（SA） 

・可搬型照明 

・常設代替交流電源設備（ガスタービ

ン発電機） 

・非常用照明 

 

 

 

・全面マスク 

・ＬＥＤライト（ランタンタイプ） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，居住

性確保の為全面マスク

を着用 

     中央制御室の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において，中央制御室

への汚染の持ち込みを防止する手段があ

る。 

     中央制御室への汚染の持ち込みを防止す

るための設備は以下のとおり。 

     ・乾電池内蔵型照明 

     ・非常用照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・防護具及びチェンジングエリア設営用

資機材 

中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，中央制

御室への汚染の持ち込みを防止する手段

がある。 

中央制御室への汚染の持ち込みを防

止するための設備は以下のとおり。 

・可搬型照明（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・防護具及びチェンジングエリア設

営用資機材 

中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，中 

央制御室への汚染の持込みを防止する

手段がある。 

中央制御室への汚染の持込みを防止

するための設備は以下のとおり。 

・非常用照明 

・乾電池内蔵型照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護具及びチェンジングエリア用

資機材 

中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，中央制

御室への汚染の持ち込みを防止する手段

がある。 

中央制御室への汚染の持ち込みを防止

するための設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・防護具（全面マスク等）及びチェン

ジングエリア用資機材 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

島根２号炉は，使用

する照明等はチェンジ

ングエリア用資機材に

含む 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,女川２号】 

⑤の相違 

原子炉建屋原子炉区域内を負圧に維持

することで，重大事故等により原子炉格

納容器から原子炉建屋原子炉区域内に漏

えいしてくる放射性物質が原子炉建屋原

子炉区域から直接環境へ放出されること

を防ぎ，運転員等の被ばくを未然に防止

する手段がある。 

運転員等の被ばくを未然に防止するた

めの設備は以下のとおり。 

 

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持

することで，重大事故等により原子炉格

納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いしてくる放射性物質が原子炉建屋原子

炉棟から直接環境へ放出されることを防

ぎ，運転員等の被ばくを未然に防止する

手段がある。 

運転員等の被ばくを未然に防止する

ための設備は以下のとおり。 

 

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持す

ることで，重大事故等により原子炉格納

容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えい

してくる放射性物質が原子炉建屋原子炉

棟から直接環境へ放出されることを防

ぎ，運転員等の被ばくを低減する手段が

ある。 

運転員等の被ばくを低減するための設

備は以下のとおり。 

 

原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持す

ることで，重大事故等により原子炉格納

容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えい

してくる放射性物質が原子炉建物原子炉

棟から直接環境へ放出されることを防

ぎ，運転員等の被ばくを低減する手段が

ある。 

運転員等の被ばくを低減するための設

備は以下のとおり。 
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・非常用ガス処理系排風機 

 

 

・非常用ガス処理系フィルタ装置 

・非常用ガス処理系乾燥装置 

・非常用ガス処理系配管・弁 

 

 

・主排気筒（内筒） 

・非常用ガス処理系排気流量 

・原子炉建屋外気差圧 

・原子炉建屋原子炉区域 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

・非常用ガス処理系 排風機 

・非常用ガス再循環系 排風機 

・非常用ガス処理系 配管・弁・フ

ィルタトレイン 

 

 

・非常用ガス再循環系 配管・弁・

フィルタトレイン 

・非常用ガス処理系排気筒 

 

 

・原子炉建屋原子炉棟 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

・ブローアウトパネル閉止装置 

 

・ブローアウトパネル開閉状態表示 

 

・ブローアウトパネル閉止装置開閉

状態表示 

 

・ブローアウトパネル強制開放装置 

・非常用ガス処理系排風機 

 

・非常用ガス処理系空気乾燥装置 

・非常用ガス処理系フィルタ装置 

 

・非常用ガス処理系配管・弁 

 

 

 

 

 

・排気筒 

・原子炉建屋原子炉棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備（ガスタービ

ン発電機） 

・非常用ガス処理系排気ファン 

 

・前置ガス処理装置 

・後置ガス処理装置 

 

・非常用ガス処理系配管・弁 

 

 

・非常用ガス処理系排気管 

 

 

・原子炉建物原子炉棟 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル閉止装置 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎固有の自主対策

設備 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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   (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

     中央制御室の居住性を確保する設備及び

運転員の被ばく線量を低減する設備のうち

中央制御室遮蔽，中央制御室可搬型陽圧化

空調機（フィルタユニット・ブロワユニッ

ト），中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮

設ダクト，中央制御室換気空調系給排気隔

離弁（MCR外気取入ダンパ，MCR排気ダン

パ，MCR非常用外気取入ダンパ），中央制

御室換気空調系ダクト（MCR外気取入ダク

ト，MCR排気ダクト），中央制御室待避室

遮蔽，中央制御室待避室陽圧化装置（空気

ボンベ，配管・弁），可搬型蓄電池内蔵型

照明，差圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度

計，無線連絡設備（常設），無線連絡設備

（常設）（屋外アンテナ），衛星電話設備

（常設），衛星電話設備（常設）（屋外ア

ンテナ），データ表示装置（待避室），非

常用交流電源設備，常設代替交流電源設

備，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス

処理系フィルタ装置，非常用ガス処理系乾

燥装置，非常用ガス処理系配管・弁，主排

気筒（内筒），非常用ガス処理系排気流

量，原子炉建屋外気差圧及び原子炉建屋原

子炉区域は重大事故等対処設備と位置づけ

る。 

 

 

 

 

 

     以上の設備により，重大事故等が発生し

た場合においても中央制御室に運転員がと

どまることができるため，以下の設備は自

主対策設備と位置づける。あわせて，その

理由を示す。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

中央制御室の居住性の確保する設備及び

運転員の被ばく線量を低減する設備のうち

中央制御室遮蔽，中央制御室換気系 空気

調和機ファン，中央制御室換気系 フィル

タ系ファン，中央制御室換気系 フィルタ

ユニット，中央制御室換気系 ダクト・ダ

ンパ，中央制御室換気系 給気隔離弁，中

央制御室換気系 排気隔離弁，中央制御室

換気系 排煙装置隔離弁，中央制御室待避

室遮蔽，中央制御室待避室 空気ボンベユ

ニット（空気ボンベ），中央制御室待避室 

空気ボンベユニット（配管・弁），可搬型

照明（ＳＡ），中央制御室待避室差圧計，

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，衛星電話

設備（可搬型）（待避室），衛星電話設備

（屋外アンテナ），衛星制御装置・衛星制

御装置～衛星電話設備（屋外アンテナ）電

路，データ表示装置（待避室），常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

非常用交流電源設備，非常用ガス処理系 

排風機，非常用ガス再循環系 排風機，非

常用ガス処理系 配管・弁・フィルタトレ

イン，非常用ガス再循環系 配管・弁・フ

ィルタトレイン，非常用ガス処理系排気

筒，原子炉建屋原子炉棟，ブローアウトパ

ネル閉止装置，ブローアウトパネル開閉状

態表示及びブローアウトパネル閉止装置開

閉状態表示は重大事故等対処設備と位置付

ける。 

 

以上の設備により，重大事故等が発生し

た場合においても中央制御室に運転員がと

どまることができるため，以下の設備は自

主対策設備と位置付ける。あわせてその理

由を示す。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

中央制御室の居住性を確保する設備及

び運転員の被ばく線量を低減する設備の

うち中央制御室遮蔽，中央制御室送風

機，中央制御室排風機，中央制御室再循

環送風機，中央制御室再循環フィルタ装

置，中央制御室換気空調系ダクト・ダン

パ，中央制御室待避所遮蔽，中央制御室

待避所加圧設備（空気ボンベ，配管・

弁），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素

濃度計，無線連絡設備（固定型），衛星

電話設備（固定型），無線連絡設備（屋

外アンテナ），衛星電話設備（屋外アン

テナ），データ表示装置（待避所），可

搬型照明（SA），常設代替交流電源設備

（ガスタービン発電機），非常用交流電

源設備，非常用ガス処理系排風機，非常

用ガス処理系空気乾燥装置，非常用ガス

処理系フィルタ装置，非常用ガス処理系

配管・弁，排気筒，原子炉建屋原子炉

棟，原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置は重大事故等対処設備と位置付け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の設備により，重大事故が発生し

た場合においても中央制御室に運転員が

とどまることができるため，以下の設備

は自主対策設備と位置付ける。あわせて

その理由を示す。 

(b) 重大事故等対処設備，設計基準対象施

設，自主対策設備と資機材 

中央制御室の居住性を確保する設備及

び運転員等の被ばくを低減する設備のう

ち中央制御室遮蔽，再循環用ファン，チ

ャコール・フィルタ・ブースタ・ファ

ン，非常用チャコール・フィルタ・ユニ

ット，中央制御室換気系弁（中央制御室

外気取入調節弁，中央制御室給気外側隔

離弁，中央制御室給気内側隔離弁，中央

制御室排気内側隔離弁，中央制御室排気

外側隔離弁），中央制御室換気系ダク

ト，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室

待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央

制御室待避室正圧化装置（配管・弁），

ＬＥＤライト（三脚タイプ），中央制御

室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計，無線通信設備（固定

型），無線通信設備（固定型）（屋外ア

ンテナ），衛星電話設備（固定型），衛

星電話設備（固定型）（屋外アンテ

ナ），プラントパラメータ監視装置（中

央制御室待避室），常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備，非常用ガス処理系排気ファ

ン，前置ガス処理装置，後置ガス処理装

置，非常用ガス処理系配管・弁，非常用

ガス処理系排気管，原子炉建物原子炉棟

及び原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル閉止装置は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

 

以上の設備により，重大事故等が発生し

た場合においても中央制御室に運転員がと

どまることができるため，以下の設備は自

主対策設備として位置付ける。併せて，そ

の理由を示す。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，ブロ

ーアウトパネル閉止装

置にてブローアウトパ

ネル開口部を閉止（以

下，⑦の相違） 
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・非常用照明 

非常用照明は設計基準対象施設であ

り耐震性は確保されていないが，全交

流動力電源喪失時に代替交流電源設備

から給電可能であるため，可搬型蓄電

池内蔵型照明の代替設備として有効で

ある。 

 

・カードル式空気ボンベユニット 

カードル式空気ボンベユニットの準

備操作は，参集した緊急時対策要員に

よって実施すること，さらには空気の

供給開始までに時間を要するが，仮に

6号及び 7号炉の格納容器ベントのタ

イミングのずれを考慮した場合でも，

中央制御室待避室に必要空気量を供給

する際に有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設

代替交流電源設備と同等の機能を有す

ることから，健全性が確認できた場合

において，事故対応時に必要な電源を

確保するための手段として有効であ

る。 

 

なお，乾電池内蔵型照明，防護具及び

チェンジングエリア設営用資機材につい

ては，資機材であるため重大事故等対処

設備とはしない。 

・非常用照明 

 非常用照明は設計基準対象施設であり

耐震性が確保されていないが，全交流動

力電源喪失時に代替交流電源設備から給

電可能であるため，照明を確保する手段

として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ブローアウトパネル強制開放装置 

状況に応じて必要な箇所全てを開放す

るまでに時間を要するが，原子炉建屋外

側ブローアウトパネルを強制的に開放す

る必要が生じた場合の手段として有効で

ある。 

なお，防護具（全面マスク等）及びチ

ェンジングエリア設営用資機材について

は，資機材であるため重大事故等対処設

備とはしない。 

・非常用照明 

非常用照明は設計基準事故対処設備

であり耐震性は確保されていないが，

全交流動力電源喪失時に常設代替交流

電源設備から給電可能であるため，照

明を確保する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型照明，乾電池内蔵型照

明，防護具及びチェンジングエリア用資

機材については，資機材であるため重大

事故等対処設備とはしない。 

・非常用照明 

非常用照明は設計基準対象施設であ

り耐震性が確保されていないが，全交

流動力電源喪失時に代替交流電源設備

から給電可能であるため，照明を確保

する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，防護具（全面マスク等）及びチ

ェンジングエリア用資機材については，

資機材であるため重大事故等対処設備と

はしない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

ｂ．手順等 

    上記の a.により選定した対応手段に係る手

順を整備する。また，重大事故時に監視が必

要となる計器及び重大事故時に給電が必要と

なる設備についても整備する（第 1.16.2

表，第 1.16.3表）。 

 

 

    これらの手順は，運転員及び復旧班要員※３

ｂ．手順等 

上記のａ．により選定した対応手段に係

る手順を整備する。また，重大事故時に監

視が必要となる計器及び重大事故時に給電

が必要となる設備についても整備する（第

1.16－2表，第 1.16－3表）。 

 

 

これらの手順は，運転員等※３及び重大事

b. 手順等 

上記の a. により選定した対応手段に係

る手順を整備する。また，重大事故時に監

視が必要となる計器及び重大事故時に給電

が必要となる設備についても整備する（第

1.16－2表，第 1.16－3表）。 

 

 

これらの手順は，重大事故等対策要員の

ｂ．手順等 

上記「ａ．重大事故等時において運転員

が中央制御室にとどまるために必要な対応

手段及び設備」により選定した対応手段に

係る手順を整備する。また，重大事故等時

に監視が必要となる計器及び給電が必要と

なる設備についても整備する（第 1.16－2

表，第 1.16－3表）。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策
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の対応として全交流動力電源喪失の対応手順

等に定める。また，保安班要員※４の対応とし

て汚染の持ち込みを防止するための手順に定

める。 

 

 

※３ 復旧班要員：緊急時対策要員のう

ち応急復旧計画の立

案と措置，電源機能

等喪失時の措置を行

う要員をいう。 

※４ 保安班要員：緊急時対策要員のう

ち所内外の放射線・

放射能の状況把握，

被ばく・汚染管理を

行う要員をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故等対応要員の対応とし，「非常時運転手

順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転手

順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「ＡＭ設

備別運転手順書」及び「重大事故等対策要

領」に定める。（第 1.16－1表） 

 

※3 運転員等：運転員（当直運転員）

及び重大事故等対応要員（運転操作

対応）をいう。 

 

対応とし，「非常時操作手順書（設備

別）」，「重大事故等対応要領書」に定め

る（第 1.16－1表）。 

要員の対応とし，事故時操作要領書（徴候

ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），事

故時操作要領書（シビアアクシデント）

（以下「ＳＯＰ」という。），ＡＭ設備別

操作要領書及び原子力災害対策手順書に定

める（第 1.16－1表）。 
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1.16.2 重大事故等時の手順 1.16.2 重大事故等時の手順 1.16.2 重大事故等時の手順  

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 1.16.2.1 居住性を確保するための手順等  

  重大事故が発生した場合において，中央制御室にとどまる運

転員の被ばく量を 7日間で 100mSvを超えないようにするため

に必要な設備として，6号及び 7号炉中央制御室換気空調系に

外気との隔離を行うための隔離ダンパをそれぞれ設置する。 

また，中央制御室可搬型陽圧化空調機を設置し，放射性物質

を取り除いた後の外気を中央制御室へ供給することで，中央制

御室空調バウンダリ全体を陽圧化する。 

 

 

  さらに，格納容器圧力逃がし装置を使用した際のプルームの

影響による運転員の被ばくを低減させるための設備として，中

央制御室バウンダリエリアの内側に中央制御室待避室を設置す

る。中央制御室待避室は遮蔽及び中央制御室待避室陽圧化装置

により，居住性を確保する設計とする。中央制御室及び中央制

御室待避室の陽圧化バウンダリ構成を第 1.16.2図に示す。 

 

  なお，重大事故等時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価

については，炉心損傷が早く原子炉格納容器内の圧力が高く推

移する事象が中央制御室の運転員の被ばく評価上最も厳しくな

る事故シーケンスとなることから，「大破断 LOCA＋ECCS注水

機能喪失＋全交流動力電源喪失」を選定する。 

（添付資料 1.16.3） 

 

 

 

  中央制御室待避室を使用する場合，居住性確保の観点より，

中央制御室待避室の酸素濃度が許容濃度の 18％を下回るおそ

れがある場合又は二酸化炭素濃度が許容濃度の 0.5％を上回る

おそれがある場合は，中央制御室待避室内に設置する給気弁・

排気弁で酸素濃度及び二酸化炭素濃度を調整する。 

（添付資料 1.16.4） 

 

重大事故等が発生した場合において，中央制御室にとどまる

運転員等の被ばく量を 7日間で 100mSvを超えないようにする

ために必要な設備として，中央制御室換気系を設置する。 

 

中央制御室換気系は，外気との隔離を行うための隔離弁を設

置するとともに，中央制御室換気系 フィルタ系ファンを設置

し，中央制御室換気系 フィルタユニットを通る閉回路循環運

転により放射性物質を取り除いた後の空気を中央制御室へ供給

することで，中央制御室内の空気を清浄に保つ。 

さらに，格納容器圧力逃がし装置を使用した際のプルームの

影響による運転員等の被ばくを低減させるための設備として，

中央制御室バウンダリエリアの内側に中央制御室待避室を設置

する。中央制御室待避室は遮蔽及び中央制御室待避室空気ボン

ベユニット（空気ボンベ）により，居住性を確保する設計とす

る。中央制御室待避室の正圧化バウンダリ構成を第 1.16－5図

に示す。 

なお，重大事故等時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価

については，炉心損傷が早く原子炉格納容器内の圧力が高く推

移する事象が中央制御室の運転員等の被ばく評価上最も厳しく

なる事故シーケンスとなることから，原子炉格納容器破損モー

ド「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」で想定される事故シーケンス「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉

心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」（全交流動力電源喪失の重畳

を考慮）シナリオを選定する。 

 

中央制御室待避室を使用する場合，居住性確保の観点より，

中央制御室待避室の酸素濃度が許容濃度の19％を下回るおそれ

がある場合又は二酸化炭素濃度が許容濃度の1％を上回るおそ

れがある場合は，中央制御室待避室空気ボンベユニットの空気

供給差圧調整弁で酸素濃度及び二酸化炭素濃度を調整する。 

 

重大事故等が発生した場合において，中央制御室にとどまる運

転員の被ばく量を７日間で 100mSvを超えないようにするために

必要な設備として，中央制御室換気系に外気との隔離を行うため

の隔離弁を設置する。 

また，中央制御室換気系を加圧運転にして，非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニット内に内蔵された粒子用高効率フィルタ及

びチャコール・フィルタにより放射性物質を取り除いた後の外気

を中央制御室へ供給することで，中央制御室バウンダリ全体を正

圧化する。 

さらに，格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを実

施した際のプルームの影響による運転員の被ばくを低減させるた

めの設備として，中央制御室バウンダリエリアの内側に中央制御

室待避室を設置する。中央制御室待避室は，遮蔽及び中央制御室

待避室正圧化装置（空気ボンベ）により，居住性を確保する設計

とする。中央制御室及び中央制御室待避室の正圧化バウンダリ構

成を第 1.16－2図に示す。 

なお，重大事故等時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価に

ついては，炉心損傷が早く，原子炉格納容器内の圧力が高く推移

する事象が中央制御室の運転員の被ばく評価上最も厳しくなる事

故シーケンスとなることから，「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）

＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」を選定する。 

（添付資料 1.16.3） 

 

 

 

中央制御室待避室を使用する場合，居住性確保の観点より，中

央制御室待避室の酸素濃度が許容濃度の 19％を下回るおそれがあ

る場合又は二酸化炭素濃度が許容濃度の 1.0％を上回るおそれが

ある場合は，中央制御室待避室内に設置する流量調節弁で酸素濃

度及び二酸化炭素濃度を調整する。 

（添付資料 1.16.4） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「鉱

山保安法施行規則」に

定める許容二酸化炭素

濃度 1.0%以下，許容酸

素濃度 19%以上を適用

（以下，⑧の相違） 
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  中央制御室待避室への酸素ガスの供給は空気ボンベで行い，

6 号及び 7号炉の格納容器圧力逃がし装置を時間差で使用した

場合においても基準値を逸脱しない設計となっている。 

 

  なお，これらの運用解除については，緊急時対策所本部との

協議の上，中央制御室制御盤エリアでの対応を再開する。 

さらに，運転員の被ばく低減のため，緊急時対策本部は，長

期的な保安確保の観点から，運転員の交替体制を整備する。 

中央制御室待避室への酸素の供給は空気ボンベで行い，基準

値を逸脱することはない設計となっている。 

 

 

なお，これらの運用解除については，緊急時対策所本部との

協議の上，中央制御室制御盤エリアでの対応を再開する。 

さらに，運転員の被ばく低減のため，緊急時対策所本部は，

長期的な保安確保の観点から，運転員の交替体制を整備する。 

中央制御室待避室への酸素の供給は空気ボンベで行い，基準値

を逸脱しない設計となっている。 

 

 

なお，これらの運用解除については，緊急時対策本部との協議

の上，中央制御室制御盤エリアでの対応を再開する。 

さらに，運転員の被ばく低減のため，緊急時対策本部は，長期

的な保安確保の観点から，運転員の交替体制を整備する。 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 (1) 中央制御室換気空調系設備の運転手順等 (1) 中央制御室換気系の運転手順等 (1) 中央制御室換気系設備の運転手順等  

   環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運

転員等を防護するため，中央制御室換気空調系再循環運転モ

ードの使用，又は中央制御室内を中央制御室可搬型陽圧化空

調機で加圧を行い，隣接区域からの放射性物質のインリーク

を防止する。 

   全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設備

又は第二代替交流電源設備により受電し，系統構成実施後に

中央制御室可搬型陽圧化空調機を起動する。 

 

中央制御室換気空調系再循環運転モードは，重大事故等

時の炉心損傷前の段階において，環境に放出された放射性

物質等による放射線被ばくから運転員等を防護する設備で

はあるが，設計基準事故対処設備であることから，本事項

では重大事故対処設備である中央制御室可搬型陽圧化空調

機の使用手順を示す。 

環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運

転員等を防護するため，中央制御室換気系による閉回路循

環運転を行い中央制御室の空気を清浄に保つ。 

 

 

全交流動力電源喪失により閉回路循環運転が停止した場

合は，常設代替交流電源設備により受電し，手動で起動す

る手順に着手する。 

環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運転員

等を防護するため，中央制御室換気系系統隔離運転の実施，又

は中央制御室内の加圧運転の実施により，隣接区域からの放射

性物質のインリークを防止する。 

 

全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備により受電し，系統構成実施後に中

央制御室換気系を運転する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 ａ．交流動力電源が正常な場合の運転手順 

重大事故等時に，交流動力電源が正常な場合において，中央

制御室換気系は原子炉水位低（レベル 3），ドライウェル圧力

高，原子炉建屋換気系排気ダクトモニタ放射能高及び原子炉建

屋換気系燃料取替床排気ダクトモニタ放射能高の何れかの隔離

信号により自動的に閉回路循環運転となるため，閉回路循環運

転状態を確認するための手順を整備する。 

ａ．交流電源が正常な場合の運転手順 

ａ－１ 中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 

中央制御室換気系は，重大事故等時の炉心損傷前の段階に

おいて，交流電源が正常な場合には，通常運転又は系統隔離

運転で運転しており，原子炉冷却材圧力バウンダリからの一

次冷却材の漏えい等により，通常運転から系統隔離運転に自

動的に切り替わり，環境に放出された放射性物質による放射

線被ばくから運転員等を防護する。 

重大事故等時の炉心損傷前の段階において，中央制御室換

気系隔離信号が発信し，中央制御室換気系が通常運転から系

統隔離運転へ自動的に切り替わることを確認する手順を整備

する。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，可搬

型でなく常設の中央制

御室換気系にて居住性

を確保するため，系統

隔離運転手順について

記載 
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 (a) 手順着手の判断基準 

中央制御室換気系の電源が，外部電源又は非常用ディー

ゼル発電機から供給可能な場合で隔離信号の発信を確認し

た場合。 

 

 

 

(b) 操作手順 

自動起動した中央制御室換気系の動作状況を確認する

手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室換気系概要図を第 1.16－1図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に中央制御室換気系の自動起動の確認を指示す

る。 

②運転員等は，中央制御室にて中央制御室換気系給

気隔離弁，排気隔離弁並びに排煙装置隔離弁が閉

していること及び中央制御室換気系空気調和機フ

ァン並びに中央制御室換気系フィルタ系ファンが

運転していることを確認し，発電長に報告する。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室の運転員等 1名にて作業を実施

し，中央制御室換気系が自動起動したことを確認するまで

6分以内で対応可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

中央制御室換気系の電源が，外部電源又は非常用ディ

ーゼル発電機から供給可能な場合で，原子炉冷却材圧力

バウンダリからの一次冷却材の漏えい等により，燃料取

替階放射線高，原子炉棟排気放射線高，換気系放射線高

のいずれかの中央制御室換気系隔離信号の発信を確認し

た場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室換気系が通常運転から系統隔離運転に自動

的に切り替わることを確認する手順の概要は以下のとお

り。中央制御室換気系概要図を第 1.16－1図に，タイム

チャートを第 1.16－4図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に中央制御室換気系隔離の作動状況の確

認を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室換気系隔離信号

の発信を確認するとともに，制御室排気ファンの停

止，中央制御室給気外側隔離弁，中央制御室給気内

側隔離弁，中央制御室排気内側隔離弁及び中央制御

室排気外側隔離弁の全閉，中央制御室非常用再循環

装置入口隔離弁の全開，チャコール・フィルタ・ブ

ースタ・ファンの起動，中央制御室換気系が系統隔

離運転であることを確認する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから中央制御室換気系が

系統隔離運転に切り替わるまで 10分以内で対応可能であ

る。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，可搬

型でなく常設の中央制

御室換気系にて居住性

を確保するため，系統

隔離運転手順について

記載 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と

共用であり，複数号炉

の同時被災時におい

て，情報の混乱や指揮

命令が遅れることのな

いよう当直副長の指揮

に基づき運転操作対応

を実施（以下，⑨の相

違） 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違（以下⑩の相違） 

1.16-18
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  ａ．炉心損傷の判断時の中央制御室可搬型陽圧化空調機起動

手順 

 ａ－２ 炉心損傷の判断時の中央制御室換気系加圧運転の実施手

順 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

    炉心損傷時に，環境に放出された放射性物質等による放

射線被ばくから運転員等を防護するため，中央制御室可搬

型陽圧化空調機にて，放射性物質を取り除いた後の外気を

中央制御室へ供給し，中央制御室空調バウンダリ全体を陽

圧化する。 

 

交流電源が正常な場合において，中央制御室換気空調

系の運転モードは通常運転モード又は再循環運転モード

の 2 種類が考えられるため，各運転モードから重大事故

等時に使用する中央制御室可搬型陽圧化空調機への切替

え手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷時に環境に放出された放射性物質による放射線被

ばくから運転員等を防護するため，非常用チャコール・フィ

ルタ・ユニット内に内蔵された粒子用高効率フィルタ及びチ

ャコール・フィルタにより放射性物質を取り除いた後の外気

を中央制御室へ供給し，中央制御室バウンダリ全体を正圧化

する。 

交流電源が正常な場合において，中央制御室換気系は通常

運転又は系統隔離運転の２種類が考えられるため，各運転状

況から重大事故等時に使用する中央制御室換気系の加圧運転

手順を整備する。 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は制御室

の加圧運転を実施する 

 

   (a) 手順着手の判断基準 

     炉心損傷を判断した場合※1。 

 

 

     ※１：格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル計

(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度計で 300℃以上を確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 (a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を当直副長が判断した場合※１。 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

 

   (b) 操作手順 

     中央制御室換気空調系の運転モードにより，使用する

手順書を選定する。 

     ・中央制御室換気空調系が通常運転モードで運転して

いる場合の中央制御室可搬型陽圧化空調機への切替

え手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室換気空調系概要図を第 1.16.1図に，中央

制御室可搬型陽圧化空調機の構成を第 1.16.3図に，6

号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を第 1.16.4

図に，7号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を

第 1.16.5図に示す。 

 

 (b) 操作手順 

中央制御室換気系の運転状況により，使用する手順書

を選定する。 

ⅰ 中央制御室換気系が通常運転している場合 

加圧運転への切替手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室換気系概要図を第 1.16－1図に，チャ

コール・フィルタ・ブースタ・ファン及び非常用チ

ャコール・フィルタ・ユニットの配置図を第 1.16－

3図に，タイムチャートを第 1.16－5図に示す。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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     ①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に

中央制御室換気空調系の停止・隔離，中央制御室可

搬型陽圧化空調機の起動を指示する。 

     ②中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室

換気空調系排風機を停止し，中央制御室換気空調系

送風機を停止する。 

中央制御室換気空調系送風機停止後に，換気空調補

機非常用冷却水系の停止を確認する。 

     ③中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室

換気空調系給排気隔離弁（MCR外気取入ダンパ，

MCR排気ダンパ）を閉操作し，中央制御室を換気隔

離する。 

     ④現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御

電源盤区域(B)送・排風機室にて中央制御室可搬型

陽圧化空調機フィルタユニットと中央制御室可搬型

陽圧化空調機ブロワユニット，中央制御室可搬型陽

圧化空調機フィルタユニットと中央制御室給気口を

仮設ダクトで接続し，中央制御室可搬型陽圧化空調

機を起動することで中央制御室の陽圧化を開始す

る。 

 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に中央制御室換気系を加圧運転とするための系統構

成及び加圧運転での起動準備を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

換気系を系統隔離運転により運転するための系統構

成を行う。 

 

 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

換気系を系統隔離運転にて運転後，中央制御室外気

取入調節弁を閉操作する。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は制御室

の加圧運転を実施する

（以下，⑪の相違） 

 

 

 

 

 

 

     ⑤当直副長は，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧

に維持するよう，現場運転員 E及び Fに中央制御室

可搬型陽圧化空調機の流量調整を指示する。 

 

 

     ⑥現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御

電源盤区域(B)送・排風機室にて中央制御室と隣接

区画の差圧を確認しながら中央制御室可搬型陽圧化

空調機の流量を調整し，中央制御室の圧力を隣接区

画より陽圧に維持する。（中央制御室可搬型陽圧化

空調機の流量調整は，起動時に調整後は再調整不

要） 

 ④ 現場運転員Ｄ及びＥは，廃棄物処理建物２階中央制

御室非常用再循環送風機室にて中央制御室給気内側

隔離弁及び中央制御室給気外側隔離弁を開操作す

る。 

⑤ 当直副長は，中央制御室の圧力を外気より正圧に維

持するために，中央制御室運転員に中央制御室換気

系を加圧運転するように指示する。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室外気取入調節弁

を開操作し，中央制御室の正圧化を開始する。 

⑦ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室と外気の差圧を

確認しながら中央制御室外気取入調節弁の流量を調

整し，中央制御室の圧力を外気より正圧に維持す

る。 
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     ・中央制御室換気空調系が再循環運転モードで運転し

ている場合の中央制御室可搬型陽圧化空調機への切

替え手順の概要は以下のとおり。 

      中央制御室換気空調系概要図を第 1.16.1図に，中

央制御室可搬型陽圧化空調機の構成を第 1.16.3図

に，6号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を

第 1.16.4図に，7号炉中央制御室可搬型陽圧化空

調機の配置を第 1.16.5図に示す。 

 ⅱ 中央制御室換気系が系統隔離運転している場合 

加圧運転への切替手順の概要は以下のとおり。 

 

中央制御室換気系概要図を第 1.16－1図に，チャコ

ール・フィルタ・ブースタ・ファン及び非常用チャコ

ール・フィルタ・ユニットの配置図を第 1.16－3図

に，タイムチャートを第 1.16－6図に示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

     ①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に

中央制御室換気空調系隔離の確認，中央制御室換気

空調系の停止，中央制御室可搬型陽圧化空調機の起

動を指示する。 

     ②中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室

の換気空調系が隔離されていることを確認する。 

 

     ③中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室

換気空調系再循環送風機を停止し，中央制御室換気

空調系送風機を停止する。中央制御室換気空調系送

風機停止後に，換気空調補機非常用冷却水系の停止

を確認する。 

     ④現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御

電源盤区域(B)送・排風機室にて中央制御室可搬型

陽圧化空調機フィルタユニットと中央制御室可搬型

陽圧化空調機ブロワユニット，中央制御室可搬型陽

圧化空調機フィルタユニットと中央制御室給気口を

仮設ダクトで接続し，中央制御室可搬型陽圧化空調

機を起動することで中央制御室の陽圧化を開始す

る。 

 

 

 

 

     ⑤当直副長は，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧

に維持するよう，現場運転員 E 及び F に中央制御

室可搬型陽圧化空調機の流量調整を指示する。 

 

 

 

 ① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に中央制御室換気系を加圧運転とするための系統構

成及び加圧運転での起動準備を指示する。 

 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

換気系が系統隔離運転となっていることを確認す

る。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

外気取入調節弁を閉操作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 現場運転員Ｄ及びＥは，廃棄物処理建物２階中央制

御室非常用再循環送風機室にて中央制御室給気内側

隔離弁及び中央制御室給気外側隔離弁を開操作す

る。 

⑤ 当直副長は，中央制御室の圧力を外気より正圧に維

持するために，中央制御室運転員に中央制御室換気

系を加圧運転するように指示する。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室外気取入調節弁

を開操作し，中央制御室の正圧化を開始する。 
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     ⑥現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御

電源盤区域(B)送・排風機室にて中央制御室と隣接

区画の差圧を確認しながら中央制御室可搬型陽圧化

空調機の流量を調整し，中央制御室の圧力を隣接区

画より陽圧に維持する。（中央制御室可搬型陽圧化

空調機の流量調整は，起動時に調整後は再調整不

要） 

 ⑦ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

と外気の差圧を確認しながら中央制御室外気取入調

節弁の流量を調整し，中央制御室の圧力を外気より

正圧に維持する。 

 

   (c) 操作の成立性 

上記の中央制御室換気空調系から中央制御室可搬型

陽圧化空調機への切替え操作は，炉心損傷の判断後に

実施する。換気空調系の停止，隔離操作は，6号及び 7

号炉の中央制御室運転員各 2名（操作者及び確認者）

の計 4名で実施し，約 10分で対応可能である。また，

中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作は，6号及

び 7号炉の現場運転員各 2 名の合計 4 名で実施し，約

30 分で対応可能である。 

 (c) 操作の成立性 

上記の中央制御室換気系の加圧運転操作は，炉心損傷

判断後に実施する。中央制御室換気系の加圧運転操作

は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名で実施

し，40分以内で対応可能である。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違 

  ａ－３．炉心損傷後に格納容器ベントを実施する際の中央制御室

換気系系統隔離運転の実施手順 

 

炉心損傷後に格納容器ベントを実施する際に，環境に放出さ

れる希ガスを中央制御室に取込むことによる放射線被ばくから

運転員等を防護するため，中央制御室換気系を系統隔離運転に

切替える手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

中央制御室待避室正圧化装置による中央制御室待避室

の加圧操作が完了した場合。 

(b) 操作手順 

炉心損傷後に格納容器ベントを実施する場合に加圧運

転から系統隔離運転に切り替える手順の概要は以下のと

おり。タイムチャートを第 1.16－7図に示す。 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に中央制御室換気系を系統隔離運転とす

るための系統構成を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

外気取入調節弁を全閉する。 

 

・手順の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は格納容

器ベントによるプルー

ム通過中は加圧運転か

ら系統隔離運転に切替

える 
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  (c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，５分以内で対応可能である。 

 

 

  ａ－４．中央制御室待避室から退出した後の中央制御室換気系に

よる加圧運転の実施手順 

中央制御室待避室から退出した後に，環境に放出された放射

性物質による放射線被ばくから運転員等を防護するため，非常

用チャコール・フィルタ・ユニット内に内蔵された粒子用高効

率フィルタ及びチャコール・フィルタにより放射性物質を取り

除いた後の外気を中央制御室へ供給し，中央制御室バウンダリ

全体を正圧化する。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷後の格納容器ベント実施による中央制御室待

避室への待避が終了し，中央制御室待避室から退出した

場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室待避室から退出した後に中央制御室換気系

を加圧運転する手順の概要は以下のとおり。タイムチャ

ートを第 1.16－8図に示す。 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室の圧力を外気より正圧に維持するために，中央

制御室運転員に中央制御室換気系を加圧運転するよ

うに指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室外気取入調節弁

を開操作し，中央制御室の正圧化を開始する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

と外気の差圧を確認しながら中央制御室外気取入調

節弁の流量を調整し，中央制御室の圧力を外気より

正圧に維持する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，５分以内で対応可能である。 

・手順の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は格納容

器ベントによるプルー

ム通過中は加圧運転か

ら系統隔離運転に切替

える 
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 ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順  

  

全交流動力電源喪失等により中央制御室換気系が自動

で閉回路循環運転に切り替わらない場合に，手動で起動

し閉回路循環運転に切り替える手順を整備する。 

全交流動力電源喪失時には，常設代替交流電源設備で

ある常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備

である可搬型代替低圧電源車によりＭＣＣ ２Ｃ系又は

ＭＣＣ ２Ｄ系が受電されたことを確認した後，中央制

御室換気系を起動する。 

ｂ－１．中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 

全交流動力電源喪失等により中央制御室換気系が自動で系

統隔離運転に切り替わらない場合に，手動で起動し系統隔離

運転に切り替える手順を整備する。 

全交流動力電源喪失時には，常設代替交流電源設備である

ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である高圧

発電機車により非常用母線（緊急用メタクラ含む）が受電さ

れたことを確認した後，中央制御室換気系を起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により，中央制御室換気系が

自動で閉回路循環運転に切り替わらない場合。全交流

動力電源喪失後には，代替交流電源設備により緊急用

Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭＣＣ ２Ｃ又

はＭＣＣ ２Ｄが受電完了した場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により中央制御室換気系が自動

で系統隔離運転に切り替わらない場合。全交流動力電源

喪失後には，代替交流電源設備により非常用母線（緊急

用メタクラ含む）が受電完了した場合。 

 

 

 

 

 

 

 (b) 操作手順 

全交流動力電源喪失により中央制御室換気系が停止

している場合に，中央制御室換気系を再起動する手順

の概要は以下のとおり。中央制御室換気系概要図を第

1.16－1図に，タイムチャートを第 1.16－2図に示

す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に中央制御室換気系の起動の準備を指示する。 

②運転員等は，中央制御室にて中央制御室換気系によ

る閉回路循環運転を実施するために必要な電源が確

保されていることを確認し，中央制御室換気系給気

隔離弁，排気隔離弁及び排煙装置隔離弁が閉してい

ることを確認する。なお，中央制御室換気系給気隔

離弁，排気隔離弁及び排煙装置隔離弁が閉していな

いことを確認した場合，運転員等は中央制御室に

て，中央制御室換気系給気隔離弁，排気隔離弁及び

排煙装置隔離弁を閉にし，発電長に報告する。 

③発電長は，中央制御室換気系の起動を指示する。 

④運転員等は，中央制御室にて中央制御室換気系空気

調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファ

ンを起動し，発電長に報告する。 

(b) 操作手順 

全交流動力電源喪失により中央制御室換気系が停止し

ている場合に，中央制御室換気系を再起動する手順の概

要は以下のとおり。中央制御室換気系概要図を第 1.16－1

図に，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン及び非

常用チャコール・フィルタ・ユニットの配置図を第 1.16

－3図に，タイムチャートを第 1.16－9図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に中央制御室換気系の起動の準備を指示

する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

換気系による系統隔離運転を実施するために必要な

電源が確保されていることを確認し，中央制御室給

気外側隔離弁，中央制御室給気内側隔離弁，中央制

御室排気内側隔離弁及び中央制御室排気外側隔離弁

の全閉，中央制御室非常用再循環装置入口隔離弁の

全開を確認する。 

 

③ 当直副長は，中央制御室換気系の起動を指示する。 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて再循環用フ

ァン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

を起動し，当直副長へ報告する。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，全交

流動力電源喪失時には

自動で系隔隔離状態と

なる 
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 (c)  操作の成立性 

上記の操作は中央制御室の運転員等 1名にて作業を

実施し，中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央

制御室換気系フィルタ系ファンの起動まで 6分以内で

対応可能である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから中央制御室換気系の

系統隔離運転起動まで 20分以内で対応可能である。 

 

  ｂ．中央制御室換気空調系再循環運転モード停止時の中央制

御室可搬型陽圧化空調機起動手順 

    全交流動力電源喪失等により，中央制御室換気空調系再

循環運転モードが停止して復旧の見込みがない場合は，

中央制御室の居住性を確保するため，中央制御室可搬型

陽圧化空調機を起動する手順を整備する。全交流動力電

源喪失により，中央制御室換気空調系再循環運転モード

が停止した場合は，常設代替交流電源設備又は第二代替

交流電源設備により中央制御室可搬型陽圧化空調機の電

源を受電し，起動を実施する。 

 ｂ－２．炉心損傷の判断時の中央制御室換気系加圧運転の実施手

順 

炉心損傷時に環境に放出された放射性物質による放射線被ば

くから運転員等を防護するため，非常用チャコール・フィル

タ・ユニット内に内蔵された粒子用高効率フィルタ及びチャコ

ール・フィルタにより放射性物質を取り除いた後の外気を中央

制御室へ供給し，中央制御室バウンダリ全体を正圧化する手順

を整備する。 

全交流動力電源喪失時には，常設代替交流電源設備であるガ

スタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である高圧発電

機車により非常用母線（緊急用メタクラ含む）が受電し，中央

制御室換気系を加圧運転する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設

空調を重大事故等対処

設備として位置付けて

いるため，全交流動力

電源発生時においても

炉心損傷により加圧運

転の実施を判断する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

   (a) 手順着手の判断基準 

中央制御室換気空調系再循環運転モードが停止し，復

旧の見込みがない場合。 

 (a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失発生後に炉心損傷を当直副長が判断し

た場合※１。全交流動力電源喪失後には，代替交流電源設備に

より非常用母線（緊急用メタクラ含む）が受電完了した場

合。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設

空調を重大事故等対処

設備として位置付けて

いるため，全交流動力

電源発生時においても

炉心損傷により加圧運

転の実施を判断する 

   (b) 操作手順 

     中央制御室の居住性を確保するため，中央制御室可搬

型陽圧化空調機を起動する手順の概要は以下のとおり。

中央制御室換気空調系概要図を第 1.16.1図に，中央制

御室可搬型陽圧化空調機の構成を第 1.16.3図に，6号

炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を第 1.16.4 図

に，7号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を第

1.16.5図に示す。 

 

 (b) 操作手順 

中央制御室の居住性を確保するため，加圧運転する手

順の概要は以下のとおり。 

中央制御室換気系概要図を第 1.16－1図，チャコー

ル・フィルタ・ブースタ・ファン及び非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニットの配置図を第 1.16－3図に，タ

イムチャートを第 1.16－10図に示す。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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     ①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に

中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作を指示す

る。全交流動力電源喪失が原因で再循環運転モード

が停止している場合は，常設代替交流電源設備又は

第二代替交流電源設備による非常用母線（AM用 MCC

含む）の受電操作が完了していることを確認し，中

央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作を指示す

る。 

     ②中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室

換気空調系送風機，再循環送風機の停止を確認す

る。 

 ① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に中央制御室換気系を加圧運転とするための系統構

成及び加圧運転での起動準備を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備により非常用母線（緊急用

メタクラ含む）が受電完了されていることを確認

し，中央制御室にて中央制御室換気系を加圧運転に

より運転するための系統構成を行う。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

⑤の相違 

     ③中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室

換気空調系給排気隔離弁（MCR外気取入ダンパ，

MCR排気ダンパ）を閉操作し，中央制御室の隔離を

確認する。 

 

 ③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

換気系を系統隔離運転にて運転後，中央制御室外気

取入調節弁を閉操作する。 

・設備及び体制の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

     ④現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御

電源盤区域(B)送・排風機室にて中央制御室可搬型

陽圧化空調機ブロワユニットと中央制御室可搬型陽

圧化空調機フィルタユニット，中央制御室可搬型陽

圧化空調機フィルタユニットと中央制御室給気口を

仮設ダクトで接続し，中央制御室可搬型陽圧化空調

機を起動することで中央制御室の陽圧化を開始す

る。 

     ⑤当直副長は，現場運転員 E 及び F に中央制御室の

圧力を隣接区画より陽圧に維持するよう，中央制御

室可搬型陽圧化空調機の流量調整を指示する。 

     ⑥現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御

電源盤区域(B)送・排風機室にて中央制御室と隣接

区画の差圧を確認しながら中央制御室可搬型陽圧化

空調機の流量を調整し，中央制御室の圧力を隣接区

画より陽圧に維持する。（中央制御室可搬型陽圧化

空調機の流量調整は，起動時に調整後は再調整不

要。） 

 ④ 現場運転員Ｄ及びＥは，廃棄物処理建物２階中央制

御室非常用再循環送風機室にて中央制御室給気内側

隔離弁及び中央制御室給気外側隔離弁を開操作す

る。 

 

 

 

 

⑤ 当直副長は，中央制御室の圧力を外気より正圧に維

持するために，中央制御室運転員に中央制御室の正

圧化を指示する。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室外気取入調節弁

を開操作し，中央制御室の正圧化を開始する。 

 

⑦ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室

と外気の差圧を確認しながら中央制御室外気取入調

節弁の流量を調整し，中央制御室の圧力を外気より

正圧に維持する。 

・設備及び体制の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・設備及び体制の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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   (c) 操作の成立性 

     上記の中央制御室換気空調系再循環運転モード停止に

よる中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作は，常設

代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備からの受電

後に実施する。換気空調系の停止，隔離確認は，6号及

び 7 号炉の中央制御室運転員各 2名（操作者及び確認

者）の計 4名で実施し約 10分で対応可能である。ま

た，中央制御室可搬型陽圧化空調機起動操作は，6号及

び 7 号炉の現場運転員各 2名の合計 4 名で実施し，約

30分で対応可能である。 

     中央制御室換気空調系再循環運転モード停止時に炉心

損傷を判断した場合は，速やかに中央制御室可搬型陽圧

化空調機を起動するが，炉心損傷を判断していない場合

は，原子炉及び使用済燃料プールの安全確保を優先的に

対応し，酸素ガス及び二酸化炭素ガスが許容濃度に到達

する前までに実施する。 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室換気系の加圧運転操作は，炉心損傷

の判断及び常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備により非常用母線（緊急用メタクラ含む）が受電

完了後に実施する。中央制御室換気系の加圧運転操作

は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名で実施

し，40分以内で対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は重大事故

等発生時において常設

空調を用いないため，

空調停止時には炉心損

傷に依らず可搬空調を

用いた加圧運転により

外気を取り込む。島根

２号炉は常設空調を用

いて外気取込が可能な

ため，炉心損傷判断時

に加圧運転を実施する 

     なお，中央制御室換気空調系給排気隔離弁について

は，全交流動力電源喪失等により中央制御室から当該弁

を閉操作できない場合，現場閉操作は，6号及び 7号炉

の現場運転員各 2名の合計 4名で実施し，約 30分で対

応可能である。（全交流動力電源喪失等発生時に中央制

御室内放射線量が上昇した場合に，常設代替交流電源設

備又は第二代替交流電源設備からの受電を待たずして中

央制御室を換気隔離する。） 

（添付資料 1.16.13） 

全交流動力電源喪失＋直流電源喪失においても，非

常用電源の復電手順が異なるが，中央制御室可搬型陽

圧化空調機を起動する手順は変わらない。 

     現場操作については，円滑に操作ができるように移動

経路を確保し，可搬型照明を整備する。 

（添付資料 1.16.6） 

 

 なお，全交流動力電源喪失時の中央制御室換気系隔離

弁閉処置については，隔離弁は自動で「閉」状態となる

ため，現場での隔離操作は不要である。 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失＋直流電源喪失においても，非常

用所内電気設備の復電手順が異なるが，加圧運転する手

順は変わらない。 

現場操作については，円滑に操作ができるように移動

経路を確保し，照明を整備する。 

（添付資料 1.16.6） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は全交流

動力電源喪失時に自動

で隔離されるため現場

操作は不要 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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  ｃ．中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央制

御室内放射線量が異常上昇した場合の中央制御室可搬型陽

圧化空調機起動手順 

中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央

制御室内放射線量が上昇した場合、中央制御室換気空調

系再循環運転モードから中央制御室可搬型陽圧化空調機

への切り替えを実施する手順を整備する。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は炉心損

傷判断時に加圧運転を

開始するため，中央制

御室内放射線が異常上

昇する前に加圧運転を

開始出来る 

(a) 手順着手の判断基準 

中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中

央制御室内放射線量が上昇した場合。 

   

   (b) 操作手順及び(c) 操作の成立性 

操作手順及び操作の成立性は，中央制御室換気空調系再

循環運転モードから中央制御室可搬型陽圧化空調機への切

替え操作であるので 1.16.2.1(1)ａ.炉心損傷の判断時の中

央制御室可搬型陽圧化空調機起動手順の「中央制御室換気

空調系が再循環運転モードで運転している場合の中央制御

室可搬型陽圧化空調機への切替え手順の概要」と同様であ

る。 

   

  ｂ－３．炉心損傷後に格納容器ベントを実施する際の中央制御室

換気系系統隔離運転の実施手順 

ａ－３に同じ 

 

・手順の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は格納容

器ベントによるプルー

ム通過中は加圧運転か

ら系統隔離運転に切替

える 

  ｂ－４．中央制御室待避室から退出した後の中央制御室換気系に

よる加圧運転の実施手順 

ａ－４に同じ 

・手順の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は格納容

器ベントによるプルー

ム通過中は加圧運転か

ら系統隔離運転に切替

える 
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(2) 中央制御室待避室の準備手順 (2) 中央制御室待避室の準備手順 (2) 中央制御室待避室の準備手順  

   格納容器圧力逃がし装置を使用する際に待避する中央制御

室待避室を中央制御室待避室陽圧化装置により加圧し，中央

制御室待避室の居住性を確保するための手順を整備する。 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に待避する中央制

御室待避室を中央制御室待避室空気ボンベユニットにより

加圧し，中央制御室待避室の居住性を確保するための手順

を整備する。 

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを実施する

際に待避する中央制御室待避室を中央制御室待避室正圧化装置

により加圧し，中央制御室待避室の居住性を確保するための手

順を整備する。 

 

 

 

 

ａ．中央制御室待避室陽圧化装置による中央制御室待避室

の陽圧化手順 

 (ａ) 手順着手の判断基準 

      炉心損傷を判断した場合※1で，中央制御室可搬型陽

圧化空調機による中央制御室の陽圧化を実施した場

合。 

 

    ※１：格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相

当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が使用で

きない場合に原子炉圧力容器温度計で 300℃以上

を確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

① 炉心損傷を判断した場合※１において，サプレッシ

ョン・プール水位指示値が通常水位＋6.4m※２に到

達した場合 

② 炉心損傷を判断した場合※１において，可燃性ガス

濃度制御系による水素濃度制御ができず，かつ原

子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol％に到達した

場合で，原子炉格納容器内へ不活性ガス（窒素）

を注入している場合 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当

のガンマ線線量率の10倍以上となった場合，

又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度計で300℃以上

を確認した場合。 

※2 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベン

トの前に,速やかに中央制御室待避室の加圧を

行えるよう設定している。なお，サプレッシ

ョン・プール水位が通常水位＋6.4mから＋

6.5mに到達するまでは評価上約20分である。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を当直副長が判断した場合※１で，中央制御室換

気系による加圧運転を実施した場合。 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

  (ｂ)操作手順 

中央制御室待避室の陽圧化設備による加圧手順の概要

は以下のとおり。 

中央制御室待避室を加圧するための中央制御室待避室

陽圧化装置の概要を第 1.16.6図に示す。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室の中央制御室待避室空気ボンベユニ

ットによる加圧手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室待避室の正圧化バウンダリ構成図を第 1.16

－5図に，中央制御室待避室を加圧するための中央制御室

待避室空気ボンベユニットの概要図を第 1.16－6図に示

す。タイムチャートを第 1.16－4図に示す。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室の中央制御室待避室正圧化装置による加

圧手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室待避室を加圧するための中央制御室待避室正圧

化装置の概要を第 1.16－11図に，タイムチャートを第 1.16

－12図に示す。 
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    ①当直副長は，炉心損傷時の中央制御室可搬型陽圧化空

調機による中央制御室内の加圧操作後に，現場運転員

E 及び F に中央制御室待避室の加圧準備を指示する。 

 

    ②現場運転員 E及び Fは，中央制御室可搬型陽圧化空調

機による中央制御室内の加圧操作後に，コントロール

建屋 1階通路，廃棄物処理建屋 1階通路に設置した中

央制御室陽圧化装置空気ボンベ元弁を開操作し，中央

制御室待避室の加圧準備を完了する。 

 

 

    ③当直副長は，格納容器圧力逃がし装置を使用する約

30 分前，又は現場運転員 C及び Dに格納容器圧力逃

がし装置の一次隔離弁の開操作を指示し，現場運転員

C 及び Dが現場へ移動開始した時に，現場運転員 E 及

び Fに中央制御室待避室の加圧を指示する。 

 

    ④運転員 E及び Fは，中央制御室待避室内に設置された

中央制御室空気ボンベ陽圧化装置空気給気第一，第二

弁を開操作し，中央制御室待避室の陽圧化を開始す

る。（第 1.16.6図中央制御室待避室陽圧化装置概

要） 

 

    ⑤当直副長は，現場運転員 E又は Fに中央制御室待避室

の圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に維持するよう

指示する。 

    ⑥現場運転員 E及び Fは，中央制御室待避室にて中央制

御室待避室と中央制御室の差圧を確認しながら，中央

制御室内に設置した排気弁を操作し，中央制御室待避

室圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に維持する。 

① 発電長は，炉心損傷時の中央制御室換気系による

閉回路循環運転後に，手順着手の判断基準に基づ

き，運転員等に中央制御室待避室の加圧準備を指

示する。 

② 運転員等は，中央制御室待避室空気ボンベユニッ

トの空気ボンベ集合弁を開操作し，中央制御室待

避室の加圧準備を完了する。（第 1.16－6図 中央

制御室待避室空気ボンベユニット概要図） 

 

 

 

③ 発電長は，格納容器圧力逃がし装置を使用する約 

20分前，運転員等に中央制御室待避室の加圧を指

示する。 

 

 

 

④ 運転員等は，中央制御室待避室空気ボンベユニッ

トの空気供給差圧調整弁前後弁を開操作した後

に，中央制御室待避室内の空気供給差圧調整弁の

調整開操作を実施し，中央制御室待避室の加圧を

開始する。（第 1.16－6図 中央制御室待避室空気

ボンベユニット概要図） 

⑤ 発電長は，運転員等に中央制御室待避室の圧力を

中央制御室より正圧に維持するよう指示する。 

 

⑥ 運転員等は，中央制御室待避室にて中央制御室待

避室と中央制御室の差圧を確認しながら，中央制

御室待避室内に設置した中央制御室待避室空気ボ

ンベユニットの空気供給差圧調整弁を操作し，中

央制御室待避室圧力を中央制御室より正圧に維持

する。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，炉心損傷

時の中央制御室換気系による中央制御室内の加圧操作

後に，現場運転員に中央制御室待避室の加圧準備を指

示する。 

② 現場運転員Ｄ及びＥは，廃棄物処理建物１階会議室，

運転員控室及び消火用ボンベ室に設置した中央制御室

空気供給系空気ボンベラック出口止め弁及び中央制御

室空気供給系１次減圧弁入口弁を開操作し，中央制御

室待避室の加圧準備を完了する（第 1.16－11図 中

央制御室待避室正圧化装置概要）。 

 

③ 当直副長は，格納容器フィルタベント系による格納容

器ベント実施予測時刻の約 20分前に，中央制御室運

転員に中央制御室待避室の加圧を指示する。 

 

 

 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室待避室内に設置さ

れた中央制御室空気供給系出口止め弁を開操作し，中

央制御室待避室の正圧化を開始する（第 1.16－11図 

中央制御室待避室正圧化装置概要）。 

 

 

⑤ 当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室待避室の

圧力を隣接区画より正圧に維持するよう指示する。 

 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室待避室にて中央制

御室待避室と中央制御室の差圧を確認しながら，中央

制御室空気供給系流量調節弁を操作し，中央制御室待

避室圧力を隣接区画より正圧に維持する。 

・体制及び設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

①，⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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  (ｃ)操作の成立性 

    中央制御室待避室の加圧準備操作は，中央制御室可搬型

陽圧化空調機起動後に実施し，現場運転員 2名で約 30分

で対応可能である。（6号及び 7号炉が同時に炉心損傷し

た場合は，7号炉の現場運転員が中央制御室待避室の加圧

準備操作を行う。） 

    中央制御室待避室の加圧操作は，当直副長の加圧操作指

示後（格納容器圧力逃がし装置を使用する約 30分前，又

は現場運転員 C及び Dに格納容器圧力逃がし装置の一次隔

離弁の開操作を指示し，現場運転員 C及び Dが現場へ移動

開始した時），運転員 1名にて 5分以内で対応可能であ

る。（6号及び 7号炉が同時に炉心損傷した場合は，7号

炉の中央制御室運転員が中央制御室待避室の加圧操作を行

う。） 

c．操作の成立性 

中央制御室待避室の加圧準備操作は，中央制御室換気

系起動後に実施し，運転員等 1名で 5分以内で対応可能

である。 

 

 

中央制御室待避室の加圧操作は，発電長の加圧操作指

示後（格納容器圧力逃がし装置を使用する約 20分前），

運転員等 1名にて 5分以内で対応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

中央制御室待避室の加圧準備操作は，中央制御室換気系に

よる加圧運転後に実施し，現場運転員２名にて 30分以内で

対応可能である。 

 

 

中央制御室待避室の加圧操作は，当直副長の加圧操作指示

後（格納容器フィルタベント系による格納容器ベント実施予

測時刻の約 20分前），中央制御室運転員１名にて５分以内

で対応可能である。 

 

・設備，体制及び運用

の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

①，⑩の相違 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑨，⑩の相違 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

ｂ. カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避

室の陽圧化手順 

(ａ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1で，中央制御室待避室陽

圧化装置を使用できない場合，又は 6号及び 7号炉の

同時でない原子炉格納容器ベント操作を実施する場

合。 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で

300℃以上を確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

(ｂ) 操作手順 

カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待

避室の加圧手順の概要は以下のとおり。 

   

[カードル式空気ボンベユニットの準備操作] 

① 当直長は，当直副長の依頼に基づき，緊急時対策本

部に中央制御室待避室の陽圧化のためのカードル式

空気ボンベユニットの準備を依頼する。 

② 緊急時対策本部は，緊急時対策要員にカードル式空

気ボンベユニットの準備を指示する。 
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③ 緊急時対策要員は，廃棄物処理建屋近傍へカードル

式空気ボンベユニットを移動させる。 

④ 緊急時対策要員は，カードル式空気ボンベユニット

5台をホースにて接続し，更に中央制御室待避室陽

圧化装置（ 配管）と接続するため，廃棄物処理建

屋接続口へホースを接続する。 

⑤ 緊急時対策要員は，カードル式空気ボンベユニット

のボンベ元弁を開操作し，カードル式空気ボンベユ

ニット建屋接続外弁を開操作する。 

⑥ 緊急時対策要員は，カードル式空気ボンベユニット

の準備完了を緊急時対策本部経由で当直長へ報告す

る。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違

[中央制御室待避室の陽圧化] 

① 当直副長は，格納容器圧力逃がし装置を使用する約

30分前，又は現場運転員 C 及び D に格納容器圧力

逃がし装置の一次隔離弁の開操作を指示し，現場運

転員 C 及び D が現場へ移動開始した時に，現場運

転員 E 及び Fに中央制御室待避室の加圧 

を指示する。 

② 現場運転員 E 及び F は，廃棄物処理建屋 1 階にて

カードル式空気ボンベユニット建屋接続内弁を開操

作する。 

③ 中央制御室運転員は，中央制御室待避室内に設置さ

れた中央制御室陽圧化装置空気ボンベ空気給気第

一，第二弁を開操作することで，中央制御室待避室

の加圧を開始する。 

④ 当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室待避室

の圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に維持するよ

う指示する。 

⑤ 中央制御室運転員は，中央制御室待避室にて中央制

御室待避室と中央制御室の差圧を確認しながら，中

央制御室待避室内に設置した排気弁を操作し，中央

制御室待避室圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に

維持する。 
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(c) 操作の成立性 

カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待

避室の加圧準備操作は，緊急時対策要員 7 名で実施

し，約 150分で対応可能である。 

中央制御室待避室の加圧操作は，当直副長の加圧操

作指示後（格納容器圧力逃がし装置を使用する約 30 

分前，又は現場運転員 C及び Dに格納容器圧力逃がし

装置の一 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違

次隔離弁の開操作を指示し，現場運転員 C及び Dが

現場へ移動開始した時），中央制御室運転員 1名，現

場運転員 2名の合計 3名で実施し，約 20分で対応可能

である。 

カードル式空気ボンベユニットの準備操作は，参集

した緊急時対策要員によって行う。なお，中央制御室

待避室が建屋内の空気ボンベによって陽圧化されてい

る時に，カードル式空気ボンベユニットによる空気の

供給を開始した場合も，空気ボンベの下流側に設置さ

れている圧力調整ユニットにより系統圧力が制御され

ているため，中央制御室待避室に影響がでることはな

い。 

 (3) 中央制御室の照明を確保する手順 (3) 中央制御室の照明を確保する手順 (3) 中央制御室の照明を確保する手順 

中央制御室の居住性確保の観点から，中央制御室の照明

が使用できない場合において，可搬型蓄電池内蔵型照明に

より照明を確保する手順を整備する。 

中央制御室の居住性確保の観点から，中央制御室の照明

が使用できない場合において，可搬型照明（ＳＡ）により

照明を確保する手順を整備する。 

中央制御室の居住性確保の観点から，中央制御室の照明が使

用できない場合において，ＬＥＤライト（三脚タイプ）により

照明を確保する手順を整備する。 

ａ. 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制

御室の照明が使用できない場合。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制

御室の照明が使用できない場合。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制御室

の照明が使用できないと当直副長が確認した場合。 

ｂ. 操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型蓄電池内蔵型照明の設

置手順の概要は以下のとおり。 

ｂ．操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型照明（ＳＡ）の設置手

順の概要は以下のとおり。タイムチャートを第 1.16－3

図に示す。 

ｂ．操作手順 

全交流動力電源喪失時のＬＥＤライト（三脚タイプ）の設

置手順の概要は以下のとおり。タイムチャートを第 1.16－

13図に示す。 

1.16-33



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

① 当直副長は， 手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に中央制御室の照明を確保するため，

可搬型蓄電池内蔵型照明の点灯の確認，可搬型蓄電

池内蔵型照明の設置を指示する。 

 

② 中央制御室運転員B は，可搬型蓄電池内蔵型照明の

点灯を確認の上，可搬型蓄電池内蔵型照明を設置

し，中央制御室の照明を確保する。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に中央制御室の照明を確保するため，可搬型照明

（ＳＡ）の点灯確認，可搬型照明（ＳＡ）の設置を

指示する。 

 

② 運転員等は，可搬型照明（ＳＡ）の内蔵蓄電池によ

る点灯を確認の上，可搬型照明（ＳＡ）を設置し，

中央制御室の照明を確保する。なお，常設代替交流

電源設備による給電再開後においても非常用照明が

使用できない場合は，常設代替交流電源設備である

常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備

である可搬型代替低圧電源車より可搬型照明（Ｓ

Ａ）へ給電するため，可搬型照明（ＳＡ）を緊急用

コンセントに接続しておく。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員に中央制御室の照明を確保するため，ＬＥＤライト

（三脚タイプ）の設置を指示する。 

 

 

② 現場運転員Ｂは，ＬＥＤライト（三脚タイプ）を設置

するとともに点灯を確認し，ＬＥＤライト（三脚タイ

プ）の内蔵蓄電池により中央制御室の照明を確保す

る。なお，常設代替交流電源設備による給電再開後に

おいても非常用照明が使用できない場合に備え，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ）を常設代替交流電源設備であ

るガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備で

ある高圧発電機車より給電可能な緊急用コンセントに

接続する。 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

③ 当直副長は，代替交流電源設備による非常用母線の

受電操作が完了していることを確認し，中央制御室

運転員に非常用照明の点灯確認を指示する。 

④ 中央制御室運転員Bは，中央制御室にて非常用照明

の点灯を確認する。 

   

ｃ. 操作の成立性 

上記の可搬型蓄電池内蔵型照明の設置・点灯操作は，

代替常設交流電源受電準備完了後に6号及び7号炉の中央

制御室運転員各1名の合計2名で実施し，約15分で対応可

能である。（添付資料1.16.7） 

ｃ．操作の成立性 

上記の可搬型照明（ＳＡ）の設置・点灯操作は，運転

員等 1名で実施し，30分以内で対応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記のＬＥＤライト（三脚タイプ）の設置・点灯操作は，

現場運転員１名で実施し，10分以内で対応可能である。 

（添付資料 1.16.7） 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

(4) 中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃

度管理手順 

(4)  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理

手順 

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順  

中央制御室の居住性の観点から，中央制御室内の酸素ガ

ス及び二酸化炭素ガスの濃度測定及び管理を行う手順を整

備する。 

中央制御室の居住性の観点から，中央制御室内の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定及び管理を行う手順を整備する。 

中央制御室の居住性確保の観点から，中央制御室内の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定及び管理を行う手順を整備する。 

 

ａ. 手順着手の判断 

中央制御室換気空調系が再循環運転モードで運転中

等，中央制御室換気空調系給排気隔離弁が全閉の場合

で，中央制御室可搬型陽圧化空調機による中央制御室の

加圧操作を実施していない場合。 

ａ．手順着手の判断基準 

中央制御室換気系が閉回路循環運転で運転中等，中央制御

室換気系給気隔離弁，排気隔離弁及び排煙装置隔離弁が全

閉の場合。 

ａ．手順着手の判断基準 

中央制御室換気系の系統隔離運転中等において，中央制御

室外気取入調節弁，中央制御室給気外側隔離弁，中央制御室

給気内側隔離弁のうちいずれかが全閉となったことを当直副

長が確認した場合。 

・”等”は,外部電源喪

失による中央制御室換

気系の停止やエアーの

喪失による給気隔離弁

（空気作動弁）の全閉

を想定 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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ｂ. 操作手順 

中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度を測

定・管理する手順の概要は以下のとおり。 

ｂ．操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理

する手順の概要は以下のとおり。 

ｂ．操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する

手順の概要は以下のとおり。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運

転員に中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの

濃度測定を指示する。

② 現場運転員C及びDは，酸素濃度・二酸化炭素濃度計

にて，中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの

濃度測定を開始する。

③ 当直副長は，中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素

ガスの濃度を適宜確認し，酸素濃度が許容濃度の

18%を下回る，又は二酸化炭素濃度が許容濃度の

0.5%を上回るおそれがある場合は，MCR非常用外気

取入ダンパの開閉を現場運転員に指示する。

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定

を指示する。

② 運転員等は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計に

て，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定

を開始する。

③ 運転員等は，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の

濃度を適宜確認し，酸素濃度が許容濃度の 19％を

下回る，又は二酸化炭素濃度が 0.5％を超え上昇

している場合は，災害対策本部と換気のタイミン

グを協議により決定し，二酸化炭素濃度が許容濃

度の 1％を超えるまでに，中央制御室にて外気取

入れによる換気を行い，酸素及び二酸化炭素の濃

度調整を行う。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測

定を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計にて，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測

定を開始する。

③ 当直副長は，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度

を適宜確認し，酸素濃度が許容濃度の 18％を下回る，

又は二酸化炭素濃度が許容濃度の 0.5％を上回るおそ

れがある場合は，運転員に中央制御室給排気隔離弁の

開閉を指示する。

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違

・適用基準の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は酸素欠

乏症等防止規定から許

容酸素濃度を規定して

いる 

④ 現場運転員は，MCR非常用外気取入ダンパを開閉操

作し，酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度調整を行

う。

（添付資料1.16.4） 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室給排気隔離弁を開

閉操作し，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行う。

ｃ. 操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，6号及び7号炉現場運転員8

名のうち2名で実施し，MCR非常用外気取入ダンパの手動

開操作まで行った場合でも約10分で対応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，運転員等 1名で行い，中

央制御室換気系給気隔離弁及び排気隔離弁の開操作まで

行った場合でも 10分以内で対応可能である。 

（添付資料 1.16.3） 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，中央制御室運転員１名で実施

し，中央制御室給排気隔離弁の開操作まで行った場合でも

10分以内で対応可能である。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 (5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 (5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室

待避室に可搬型蓄電池内蔵型照明を設置する手順を整備す

る。 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室

待避室に可搬型照明（ＳＡ）を設置する手順を整備する。 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室待避

室にＬＥＤライト（ランタンタイプ）を設置する手順を整備す

る。 
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ａ. 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※ 1。 

 

※ 1： 格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合， 

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で

300℃以上を確認した場合。 

（添付資料1.16.5） 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器圧力逃

がし装置第一弁の開操作が完了した場合。 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気放射

線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度計

で 300℃以上を確認した場合。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を当直副長が判断した場合※１。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

ｂ. 操作手順 

中央制御室待避室に可搬型蓄電池内蔵型照明を設置す

る手順の概要は以下のとおり。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室に可搬型照明（ＳＡ）を設置する手

順の概要は以下のとおり。タイムチャートを第 1.16－4

図に示す。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室にＬＥＤライト（ランタンタイプ）を設

置する手順の概要は以下のとおり。タイムチャートを第

1.16－12図に示す。 

 

 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に中央制御室待避室の照明の設置を指示

する。 

 

 

 

② 中央制御室運転員Bは，可搬型蓄電池内蔵型照明を

あらかじめ定められた場所に設置し，中央制御室待

避室使用時に点灯できるよう準備する。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に

可搬型照明（ＳＡ）の点灯確認，可搬型照明（ＳＡ）

の設置を指示する。 

 

 

 

② 運転員等は，可搬型照明（ＳＡ）をあらかじめ定め

られた場所に設置し，中央制御室待避室使用時に点

灯できるよう準備する。なお，常設代替交流電源設

備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流

電源設備である可搬型代替低圧電源車による給電再

開後は，常設代替交流電源より可搬型照明（ＳＡ）

へ給電するため，可搬型照明（ＳＡ）を緊急用コン

セントに接続しておく。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員に中央制御室待避室の照明の設置を指示する。 

 

 

 

 

② 現場運転員Ｄは，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）を

あらかじめ定められた場所に設置し，中央制御室待避

室使用時に点灯できるよう準備する。 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号のＬＥＤラ

イト（ランタンタイ

プ）は，乾電池にて点

灯可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16-36



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ｃ. 操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明

確保，原子炉圧力容器への注水を実施後に6号及び7号炉

の中央制御室運転員各1名の合計2名で実施し，中央制御

室待避室データ表示装置の起動操作と併せて約10分で対

応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明

確保，第一弁の開操作を実施後に運転員等 1名で実施

し，15分以内で対応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確

保，中央制御室待避室の準備作業を実施後に現場運転員１名

で実施し，プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室）の起動操作と合わせて 10分以内で対応可能である。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

(6) 中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測

定と濃度管理手順 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度

管理手順 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管

理手順 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から， 中央制御室

待避室内の酸素ガス及び二酸化炭素ガス濃度の測定及び管

理を行う手順を整備する。 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室

待避室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う

手順を整備する。 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室待避

室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手順を整

備する。 

ａ. 手順着手の判断基準 ａ．手順着手の判断基準 ａ．手順着手の判断基準 

運転員が中央制御室待避室へ待避した場合。 中央制御室待避室へ待避した場合。 運転員が中央制御室待避室へ待避した場合。 

ｂ. 操作手順 

中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの

濃度を測定・管理する手順の概要は以下のとおり。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測

定・管理する手順の概要は以下のとおり。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管

理する手順の概要は以下のとおり。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員に中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガス

の濃度測定を指示する。

② 現場運転員C及びDは，酸素濃度・二酸化炭素濃度計に

て，中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガス

の濃度測定を開始する。

③ 現場運転員C及びDは，中央制御室待避室の酸素ガス及

び二酸化炭素ガスの濃度を適宜確認し，中央制御室待

避室の酸素濃度が許容濃度の18%を下回る，又は二酸

化炭素濃度が許容濃度の0.5%を上回るおそれがある場

合は，中央制御室待避室圧力を中央制御室隣接区画よ

り陽圧に維持しながら，中央制御室待避室給・排気弁

を開閉操作し，酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度調

整を行う。

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測

定を指示する。

② 運転員等は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計に

て，中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度

測定を開始する。

③ 運転員等は，中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭

素の濃度を適宜確認し，中央制御室待避室の酸素濃

度が許容濃度の 19％を下回る，又は二酸化炭素濃度

が 0.5％を超え上昇している場合は，二酸化炭素濃

度が許容濃度の 1％を超えるまでに，中央制御室待

避室圧力を中央制御室に対して正圧に維持しなが

ら，中央制御室待避室空気ボンベユニットの空気供

給差圧調整弁を操作し，酸素及び二酸化炭素の濃度

調整を行う。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の

濃度測定を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計にて，中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の

濃度測定を開始する。

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室待避室の酸素及び

二酸化炭素の濃度を適宜確認し，中央制御室待避室の

酸素濃度が許容濃度の 19％を下回る，又は二酸化炭素

濃度が許容濃度の 1.0％を上回るおそれがある場合

は，中央制御室待避室圧力を隣接区画より正圧に維持

しながら，流量調節弁を開閉操作し，酸素及び二酸化

炭素の濃度調整を行う。 

（添付資料 1.16.4） 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違
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ｃ. 操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，運転員が中央制御

室待避室へ待避した場合に6号及び7号炉現場運転員8名の

うち2名で行うことが可能である。 

酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度調整が必要となっ

た場合は，酸素濃度・二酸化炭素濃度計確認後，5分以内

に調整開始が可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，運転員が中央制御

室待避室へ待避した場合に運転員等 1名で行うことが可

能である。 

酸素及び二酸化炭素の濃度調整が必要となった場合

は，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計確認後，10分以内に

調整開始が可能である。  

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室運転員が中

央制御室待避室へ待避した場合に中央制御室運転員１名で行

うことが可能である。 

酸素及び二酸化炭素の濃度調整が必要となった場合は，酸

素濃度計，二酸化炭素濃度計確認後，５分以内で調整開始が

可能である。 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

(7) 中央制御室待避室データ表示装置によるプラントパラメー

タ等の監視手順 

(7) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータ等の

監視手順 

(7) 中央制御室待避室でのプラントパラメータ監視装置によるプ

ラントパラメータ等の監視手順 

 

運転員が中央制御室待避室に待避後も，中央制御室待避

室データ表示装置にてプラントパラメータを継続して監視

できるよう手順を整備する。 

 

運転員等が中央制御室待避室に待避後も，データ表示装

置（待避室）にてプラントパラメータを継続して監視でき

るよう手順を整備する。 

運転員が中央制御室待避室に待避後も，プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室）にてプラントパラメータを継続

して監視できるよう手順を整備する。 

 

ａ. 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※ 1。 

 

※ 1： 格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で

300℃以上を確認した場合。 

（添付資料1.16.5） 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器圧力逃

がし装置第一弁の開操作が完了した場合。 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内

のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格納容

器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を当直副長が判断した場合※１。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

ｂ. 操作手順 

中央制御室待避室にて，中央制御室待避室データ表示

装置を起動し，監視する手順の概要は以下のとおり。デ

ータ表示装置に関するデータ伝送の概要を第1.16.7図に

示す。 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に中央制御室待避室データ表示装置の起動，

パラメータ監視を指示する。 

② 中央制御室運転員は，中央制御室待避室データ表示装

置を電源に接続し，端末を起動し，プラントパラメー

タの監視準備を行う。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室にて，データ表示装置（待避室）を

起動し，監視する手順の概要は以下のとおり。データ表

示装置（待避室）に関するデータ伝送の概要を第 1.16－7

図に示す。 

 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等にデータ表示装置（待避室）の起動，パラメー

タ監視を指示する。 

② 運転員等は，データ表示装置（待避室）を設置

し，電源及びネットワークケーブルに接続し，端

末を起動し，プラントパラメータの監視準備を行

う。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室にて，プラントパラメータ監視装置（中

央制御室待避室）を起動し，監視する手順の概要は以下のと

おり。プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）に

関するデータ伝送の概要を第 1.16－14図に，タイムチャー

トを第 1.16－12 図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転

員にプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室）の起動，パラメータ監視を指示する。 

② 現場運転員Ｄは，プラントパラメータ監視装置（中央

制御室待避室）を電源及びネットワークケーブルに接

続し，端末を起動し，プラントパラメータの監視準備

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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ｃ. 操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明

確保，原子炉圧力容器への注水実施後に6号及び7号炉の

中央制御室運転員各1名の合計2名で実施し，中央制御室

待避室の照明の確保操作と併せて約10分で対応可能であ

る。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明

確保，第一弁開操作の実施後に運転員等 1名で実施し，

15分以内で対応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確

保，中央制御室待避室の準備作業を実施後に現場運転員１名

で実施し，中央制御室待避室の照明の確保操作と合わせて

10分以内で対応可能である。 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違 

 (8) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡手順 

運転員等が中央制御室待避室に待避後も，衛星電話設備

（可搬型）（待避室）にて発電所内の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡できるように手順を整備する。 

  

 ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器圧力逃

がし装置第一弁の開操作が完了した場合。 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

  

 ｂ．操作手順 

中央制御室待避室に衛星電話設備（可搬型）（待避

室）を設置する手順は以下のとおり。タイムチャートを

第 1.16－4図に示す。 

  

 ① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員等に衛星電話設備（可搬型）（待避室）の設置

を指示する。 

② 運転員等は，衛星電話設備（可搬型）（待避室）

を衛星制御装置に接続し，電源を「入」操作

し，通信連絡準備を行う。 

③  通信連絡を行う場合は，一般の電話機と同様の

操作により，通信先の電話番号をダイヤルし，連

絡する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明

確保，第一弁開操作の実施後に運転員等 1名で行い，5分

以内で対応可能である。 
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(8) その他の放射線防護措置等に関する手順等 (9) その他の放射線防護措置等に関する手順等 (8) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

ａ. 炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

炉心損傷の判断後に運転員が中央制御室に滞在する場

合，又は現場作業を実施する場合において，全面マスク

等（電動ファン付き全面マスク又は全面マスク）を着用

する手順を整備する。なお，中央制御室の被ばく評価に

おいて，事故後１日目の滞在時は，電動ファン付き全面

マスクを着用するとして評価していることから，事故後

１日目の滞在時は電動ファン付き全面マスクを着用す

る。 

ただし，いずれの期間においても空気中の放射性物質

の濃度が推定できる場合は，空気中の放射性物質の濃度

に応じて，着用する全面マスク等を決定する。 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスクを着用する手順 

炉心損傷の判断後に運転員等が中央制御室に滞在する

場合，又は現場作業を実施する場合において，全面マス

クを着用する手順を整備する。なお，中央制御室の被ば

く評価において，中央制御室換気系又は原子炉建屋ガス

処理系の機能喪失時は，全面マスクを着用するとして評

価していることから，中央制御室換気系又は原子炉建屋

ガス処理系の復旧までは全面マスクを着用する。 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

炉心損傷の判断後に運転員が中央制御室に滞在する場合，

又は現場作業を実施する場合において，全面マスク等（電動

ファン付き全面マスク又は全面マスク）を着用する手順を整

備する。 ・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，全面

マスクを着用するとし

て評価している 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※ 1。 

※ 1： 格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル

計(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度計で300℃以上を確認した場合。 

（添付資料1.16.5） 

(a) 手順着手の判断基準 

 以下のいずれかの状況に至った場合。 

・炉心損傷を判断した場合※１で，中央制御室換気系又

は原子炉建屋ガス処理系が機能喪失した状態で中央

制御室に滞在する場合 

・炉心損傷を判断した場合※１で，その後現場作業等を

行う場合 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器

温度計で 300℃以上を確認した場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を当直副長が判断した場合※１。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 
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(b) 操作手順 

炉心損傷の判断後に全面マスクを等着用する手順の

概要は以下のとおり。 

(b) 操作手順 

炉心損傷の判断後に全面マスクを着用する手順の概

要は以下のとおり。 

(b) 操作手順 

炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順の概

要は以下のとおり。 

 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき炉心

損傷の直後に中央制御室に滞在する場合，又は

現場作業を実施する場合において，運転員に電

動ファン付き全面マスク着用を指示する。 

② 運転員は，電動ファン付き全面マスクの使用前

点検を行い，異常がある場合は予備品と交換す

る。運転員は，電動ファン付き全面マスクを着

用しリークチェックを行う。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，炉心損

傷の直後に中央制御室に滞在する場合，又は現場

作業を実施する場合において，運転員等に全面マ

スクの着用を指示する。 

② 運転員等は，全面マスクの使用前点検を行い，異

常がある場合は予備品と交換する。運転員等は，

全面マスクを着用しリークチェックを行う。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，炉心損

傷後に中央制御室に滞在する場合，又は現場作業を

実施する場合において，運転員に全面マスク等着用

を指示する。 

② 運転員は，全面マスク等の使用前点検を行い，異常

がある場合は予備品と交換する。運転員は，全面マ

スク等を着用しリークチェックを行う。 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，被ば

く評価で期待する全面

マスクを記載 

(c) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失時においても，可搬型蓄電池内

蔵型照明及び乾電池内蔵型照明を設置し，常設代替交

流電源設備又は第二代替交流電源設備から給電するこ

とで照明を確保できるため，全面マスク等の装着は対

応可能である。 

(c) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失時においても，内蔵蓄電池又は

代替交流電源設備より受電可能な可搬型照明（ＳＡ）

を設置することで照明を確保できるため，全面マスク

の装着は対応可能である。 

(c) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失時においても，内蔵蓄電池又は代

替交流電源設備より受電可能なＬＥＤライト（三脚タイ

プ）を設置することで照明を確保できるため，全面マス

ク等の着用は対応可能である。 

 

 

ｂ. 放射線防護に関する教育等 

定期検査等においてマスク着用の機会があることか

ら，基本的にマスク着用に関して習熟している。 

また，放射線業務従事者指定時及び定期的に，放射線

防護に関する教育・訓練を実施している。講師による指

導のもとフィッティングテスターを使用したマスク着用

訓練において，漏れ率（フィルタ透過率含む）2％を担保

できるよう正しくマスクを着用できることを確認する。 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

定期検査等においてマスク着用の機会があることか

ら，基本的にマスク着用に関して習熟している。 

また，放射線業務従事者指定時及び定期的に，放射線

防護に関する教育・訓練を実施している。講師による指

導のもとフィッティングテスターを使用したマスク着用

訓練において，漏れ率（フィルタ透過率含む）2％を担保

できるよう正しくマスクを着用できることを確認する。 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

定期事業者検査等においてマスク着用の機会があることか

ら，基本的にマスクの着用に関して習熟している。 

また，放射線業務従事者指定時及び定期的に，放射線防護

に関する教育・訓練を実施している。講師による指導のも

と，フィッティングテスターを使用したマスク着用訓練にお

いて，漏れ率（フィルタ透過率を含む）２％を担保できるよ

う正しくマスクを着用できることを確認する。 
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ｃ. 重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の

平準化 

炉心損傷が予想される事態となった場合又は炉心損傷

の徴候が見られた場合，運転員等の被ばく低減及び被ば

く線量の平準化のため，長期的な保安確保の観点から運

転員の交替要員体制を整備する。交替要員体制は，交替

要員として通常勤務帯の運転員等を当直交替サイクルに

充当する等の運用を行うことで，被ばく線量の平準化を

行う。また，運転員について運転員交替に伴う移動時の

放射線防護措置や，チェンジングエリア等の各境界にお

ける汚染管理を行うことで運転員の被ばく低減を図る。 

（添付資料 1.16.9～1.16.11） 

ｃ．重大事故等時の運転員等の被ばく低減及び被ばく線量

の平準化 

炉心損傷が予想される事態となった場合又は炉心損傷

の徴候が見られた場合，運転員等の被ばく低減及び被ば

く線量の平準化のため，長期的な保安確保の観点から運

転員等の交替要員体制を整備する。交替要員体制は，交

替要員として通常勤務帯の運転員等を当直交替サイクル

に充当する等の運用を行うことで，被ばく線量の平準化

を行う。また，運転員等について運転員等交替に伴う移

動時の放射線防護措置や，チェンジングエリア等の各境

界における汚染管理を行うことで運転員等の被ばく低減

を図る。 

（添付資料 1.16.5，添付資料 1.16.6，添付資料 1.16.7） 

ｃ．重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の平準

化 

炉心損傷が予想される事態となった場合，又は炉心損傷の

徴候が見られた場合，運転員の被ばく低減及び被ばく線量の

平準化のため，長期的な保安確保の観点から運転員の交替要

員体制を整備する。交替要員体制は，交替要員として通常勤

務帯の運転員を当直交替サイクルに充当する等の運用を行う

ことで，被ばく線量の平準化を行う。また，運転員について

運転員交替に伴う移動時の放射線防護措置や，チェンジング

エリア等の各境界における汚染管理を行うことで運転員の被

ばく低減を図る。 

（添付資料 1.16.9～1.16.11） 

(9) その他の手順項目について考慮する手順 (10) その他の手順項目について考慮する手順 (9) その他の手順項目にて考慮する手順 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備からの

受電後の原子炉圧力容器への注水手順は，「1.4 原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備による

中央制御室の電源への給電に関する手順は，「1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」に整備する。 

中央制御室，屋内現場，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

等の相互に通信連絡が必要な個所と通信連絡を行う手順

は，「1.19 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

代替交流電源設備からの受電後の原子炉圧力容器への注

水手順は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

代替交流電源設備による中央制御室の電源への給電に関

する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

中央制御室，緊急時対策所等の相互に通信連絡が必要な

箇所と通信連絡を行う手順は，「1.19 通信連絡に関する

手順等」にて整備する。 

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの実施手順

は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」にて整備する。 

代替交流電源設備による中央制御室の電源への給電に関する

手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

中央制御室，屋内現場，緊急時対策所等の相互に通信連絡が

必要な箇所と通信連絡を行う手順は，「1.19 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，待避

室空気ボンベによる加

圧判断に関連する格納

容器ベントの実施を記

載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(10) 重大事故等時の対応手段の選択 (11) 重大事故等時の対応手段の選択 (10) 重大事故等時の対応手段の選択  

 

 

中央制御室の照明は，設計基準対象施設である非常用照

明を優先して使用する。非常用照明が使用できない場合

は，可搬型蓄電池内蔵型照明を設置し，照明を確保する。

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備からの受

電操作が完了すれば，非常用照明へ給電を行い，引き続き

中央制御室の照明を確保する。 

重大事故等時の対応手段の選択フローチャートを第 1.16

－10図に示す。 

中央制御室の照明は，設計基準対象施設である非常用照

明を優先して使用する。非常用照明が使用できない場合

は，可搬型照明（ＳＡ）を設置し，照明を確保する。代替

交流電源設備からの給電開始後においても非常用照明が使

用できない場合は，可搬型照明（ＳＡ）を代替交流電源設

備からの給電に切り替え，引き続き照明を確保する。 

重大事故等時の対応手段の選択フローチャートを第 1.16－

15図に示す。 

中央制御室の照明は，設計基準対象施設である非常用照明を

優先して使用する。非常用照明が使用できない場合は，ＬＥＤ

ライト（三脚タイプ）を設置し，照明を確保する。常設代替交

流電源設備からの給電開始後においても非常用照明が使用でき

ない場合は，ＬＥＤライト（三脚タイプ）を代替交流電源設備

からの給電に切り替え，引き続き中央制御室の照明を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(11) 現場操作のアクセス性 

中央制御室の居住性を確保するための操作のうち現場操

作が必要なものは，中央制御室可搬型陽圧化空調機起動時

の以下の操作である。 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機ブロワユニットと中央

制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットの仮設ダ

クトでの接続操作 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットと中

央制御室給気口の仮設ダクトでの接続操作 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作 

・全交流動力電源喪失時に中央制御室を陽圧化するため

の中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR外気取入ダ

ンパ，MCR排気ダンパ）の手動閉操作 

 

上記操作は，コントロール建屋計測制御電源盤区域（B）

送・排風機室での操作のため当該個所へのアクセスルート

を第1.16.9図～第1.16.11 図に示す。 

中央制御室待避室の居住性を確保するための操作のうち

現場操作が必要なものは，陽圧化装置の準備のうち以下の

操作である。 

・中央制御室陽圧化装置空気ボンベ元弁の手動開操作 

 

・カードル式空気ボンベユニット建屋接続内弁の手動開

操作 

 

上記操作は，コントロール建屋1階通路と廃棄物処理建屋

１階通路での操作のため，当該個所へのアクセスルートに

ついても第1.16.9図～第1.16.11 図に示す。 

（添付資料1.16.6） 

上記の現場操作が必要な個所へのアクセス性について

は，外部起因事象として地震，地震随伴火災及び地震によ

る内部溢水を想定した場合のアクセスルートの成立性につ

いても評価し，アクセス性に影響がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 現場操作のアクセス性 

中央制御室の居住性を確保するための操作のうち現場操作が

必要なものは，中央制御室換気系の以下の操作である。 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室換気系の加圧運転時において，中央制御室給気

内側隔離弁及び中央制御室給気外側隔離弁の操作 

 

 

上記操作は，廃棄物処理建物２階中央制御室非常用再循環処

理装置室での操作のため，当該箇所へのアクセスルートを第

1.16－16図に示す。 

中央制御室待避室の居住性を確保するための操作のうち現場

操作が必要なものは，中央制御室待避室正圧化装置の準備のう

ち以下の操作である。 

・中央制御室空気供給系空気ボンベラック出口止め弁及び中

央制御室空気供給系１次減圧弁入口弁の手動開操作 

 

 

 

上記操作は，廃棄物処理建物１階会議室，運転員控室，及び

消火用ボンベ室での操作のため，当該箇所へのアクセスルート

を第 1.16－17図に示す。 

 

上記の現場操作が必要な箇所へのアクセス性については，外

部起因事象として地震，地震随伴火災及び地震による内部溢水

を想定した場合のアクセスルートの成立性についても評価し，

アクセス性に影響がないことを確認した。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(12) 操作の成立性 (12) 操作の成立性 (12) 操作の成立性 

中央制御室及び中央制御室待避室の居住性確保のための

設備である中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室陽

圧化装置の使用又は準備は，炉心損傷の確認が起因となっ

ており，当該操作は運転員の被ばく防護の観点から，事象

発生後の短い時間で対応することが望ましい。よって，現

状の有効性評価シーケンスにおいて，炉心損傷が起こるシ

ーケンスである「大破断LOCA＋ECCS注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失」の事象発生から300分のタイムチャート（第

1.16.13図）で作業の全体像と必要な要員数を示し，それぞ

れ個別の運転員のタイムチャート（第1.16.14図～第

1.16.15図）で作業項目の成立性を確認した。 

中央制御室及び中央制御室待避室の居住性確保のための

設備である中央制御室換気系，中央制御室待避室空気ボン

ベユニットの使用又は準備は，炉心損傷の確認が起因とな

っており，当該操作は運転員等の被ばく防護の観点から，

事象発生後の短い時間で対応することが望ましい。よっ

て，現状の有効性評価シーケンスにおいて，炉心損傷が起

こるシーケンスである「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失

敗＋低圧炉心冷却失敗」を含む雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使

用できない場合）の事象発生から 150 分，50時間のタイム

チャート（第 1.16－8図，第 1.16－9 図）で作業の全体像

と必要な要員数を示し，作業項目の成立性を確認した。 

中央制御室及び中央制御室待避室の居住性を確保するための

設備である中央制御室換気系を加圧運転する際に使用する設

備，中央制御室待避室正圧化装置の使用又は準備は，炉心損傷

の確認が起因となっており，当該操作は運転員の被ばく防護の

観点から，事象発生後の短い時間で対応することが望ましい。

よって，現状の有効性評価シーケンスにおいて，炉心損傷が起

こるシーケンスである「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣ

ＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の事象発生以降のタ

イムチャート（第 1.16－18図）で作業の全体像と必要な要員

数を示し，作業項目の成立性を確認した。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違

1.16-45



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 (1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 (1) チェンジングエリアの設営及び運用手順 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，モニタリング及び作業服の着替え等を行うためのチ

ェンジングエリアを設置する手順を整備する。 

チェンジングエリアには，防護具を脱衣する脱衣エリ

ア，放射性物質による要員や物品の汚染を確認するための

サーベイエリア，汚染が確認された際に除染を行う除染エ

リアを設け，運転員等が汚染検査及び除染を行うととも

に，チェンジングエリアの汚染管理を行う。除染エリア

は，サーベイエリアに隣接して設置し，除染はウェットテ

ィッシュでの拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染

できない場合は，簡易シャワーにて水洗による除染を行

う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエ

スへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯

した場合は，乾電池内蔵型照明を設置する。 

（添付資料1.16.8） 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，モニタリング及び作業服の着替え等を行うためのチ

ェンジングエリアを設置する手順を整備する。 

チェンジングエリアには，防護具を脱衣する脱衣エリ

ア，放射性物質による要員や物品の汚染を確認するための

サーベイエリア，汚染が確認された際に除染を行う除染エ

リア，中央制御室への汚染の流入を防止するためのクリー

ンエリアを設け，運転員等が汚染検査及び除染を行うとと

もに，チェンジングエリアの汚染管理を行う。除染エリア

は，サーベイエリアに隣接して設置し，除染はウェットテ

ィッシュでの拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染

できない場合は，簡易シャワーにて水洗による除染を行

う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエ

スへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯

した場合は，可搬型照明（ＳＡ）を設置する。 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため，モ

ニタリング及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエ

リアを設営する手順を整備する。 

チェンジングエリアには，防護具を脱衣する脱衣エリア，放

射性物質による要員や物品の汚染を確認するためのサーベイエ

リア，汚染が確認された際に除染を行う除染エリアを設け，緊

急時対策要員が汚染検査及び除染を行うとともに，チェンジン

グエリアの汚染管理を行う。除染エリアは，サーベイエリアに

隣接して設置し，除染は，ウェットティッシュでの拭き取りを

基本とするが，拭き取りにて除染できない場合は，簡易シャワ

ーにて水洗による除染を行う。簡易シャワーで発生した汚染水

は，必要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物と

して廃棄する。 

また，チェンジングエリア設営場所付近の全照明が消灯した

場合は，チェンジングエリア用照明を設置する。 

（添付資料 1.16.8） 

・運用及び体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

式空気浄化装置による

エリア内の浄化及び定

期定期なエリア内の環

境測定により汚染流入

を防止 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ａ. 手順着手の判断基準 

当直副長が，原子力災害対策特別措置法第10条特定事

象が発生したと判断した後，保安班長が，事象進展の状

況（格納容器内雰囲気放射線レベル計（CAMS）等により

炉心損傷※1を判断した場合等），参集済みの要員数及び

保安班が実施する作業の優先順位を考慮して，チェンジ

ングエリア設営を行うと判断した場合。 

※ 1： 格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合， 

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で

300℃以上を確認した場合。 

（添付資料1.16.5） 

ａ．手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第10条の特定事象が発生し

たと判断した場合 

ａ．手順着手の判断基準 

当直副長が，「原子力災害対策特別措置法」第十条第一項

に該当する事象又は「原子力災害対策特別措置法」第十五条

第一項に該当する事象（以下「原災法該当事象」）が発生し

たと判断した後，緊急時対策本部が事象進展の状況（炉心損

傷を当直副長が判断した場合※1等），参集済みの要員数及び

緊急時対策要員が実施する作業の優先順位を考慮して，チェ

ンジングエリアの設営を行うと判断した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用

できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合。 

（添付資料 1.16.5） 

 

 

 

 

ｂ. 操作手順 

チェンジングエリアを設置するための手順の概要は以

下のとおり。タイムチャートを第1.16.16図に示す。 

ｂ．操作手順 

チェンジングエリアを設置するための手順の概要は以

下のとおり。タイムチャートを第1.16－11図に示す。 

ｂ．操作手順 

チェンジングエリアを設営するための手順の概要は以下の

とおり。タイムチャートを第 1.16－19図に示す。 

 

① 保安班長は，手順着手の判断基準に基づき，保安班

に中央制御室の出入口付近に，チェンジングエリア

を設置するよう指示する。 

 

② 保安班は，チェンジングエリア設置場所の照明が確

保されていない場合，乾電池内蔵型照明を設置し，

照明を確保する。 

③ 保安班は，チェンジングエリア用資機材を移動・設

置し，エアーテントを展開し，床・壁等を養生シー

ト及びテープを用いて隙間なく養生する。 

 

④ 保安班は，各エリアの間にバリア，入口に粘着マッ

ト等を設置する。 

⑤保安班は，簡易シャワー等を設置する。 

 

⑥ 保安班は，脱衣回収箱，GM汚染サーベイメータ等を

必要な箇所に設置する。 

① 災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基

づき，重大事故等対応要員に中央制御室の出入口

付近に，チェンジングエリアを設置するよう指示

する。 

② 重大事故等対応要員は，チェンジングエリア設置

場所の照明が確保されていない場合，可搬型照明

（ＳＡ）を設置し，照明を確保する。 

③ 重大事故等対応要員は，チェンジングエリア用資

機材を移動・設置し，テントハウスを展開し，

床・壁等を養生シート及びテープを用い，隙間な

く養生する。 

④ 重大事故等対応要員は，各エリアの間にバリア，

入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 重大事故等対応要員は，簡易シャワー等を設置す

る。 

⑥ 重大事故等対応要員は，脱衣収納袋，ＧＭ汚染サ

ーベイメータ等を必要な箇所に設置する。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊

急時対策要員に中央制御室の出入口付近に，チェンジ

ングエリアの設営を指示する。 

 

② 緊急時対策要員は，チェンジングエリア設営場所の照

明が確保されていない場合，チェンジングエリア用照

明を設置し，照明を確保する。 

③ 緊急時対策要員は，チェンジングエリア用資機材を移

動し，床・壁等を養生シート及びテープを用い隙間な

く養生した後，パネルを取り付けることにより設置す

る。 

④ 緊急時対策要員は，各エリアの間にバリア，入口に粘

着マット等を設置する。 

⑤ 緊急時対策要員は，簡易シャワー等を設置する。 

 

⑥ 緊急時対策要員は，脱衣回収箱，ＧＭ汚染サーベイ・

メータ等を必要な箇所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネ

ル取付ユニット方式を

採用 
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ｃ. 操作の成立性 

上記の対応は，保安班2名で行い，作業開始から約60分

で対応可能である。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，重大事故等対応要員 2名で行い，作業

開始から 170分以内で対応可能である。  

（添付資料 1.16.5，1.16.8） 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，緊急時対策要員２名で行い，作業開始を判

断してから一連の作業完了まで２時間以内で対応可能であ

る。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

  (2) 現場操作のアクセス性 ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，チェ

ンジングエリア設営を

行う場合のアクセス性

について記載 

  中央制御室への汚染の持ち込みを防止するための対応のうち

現場対応が必要なものは，チェンジングエリアの設営である。 

・チェンジングエリアの設営 

上記作業は，タービン建物２階運転員控室前通路帯での作業

のため，当該箇所へのアクセスルートを第 1.16－20図に示

す。 

上記，現場操作が必要な箇所へのアクセス性については，外

部起因事象として地震，地震随伴火災及び地震による内部溢水

を想定した場合のアクセスルートの成立性についても評価し，

アクセス性に影響がないことを確認した。 
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1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順

等 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順

等 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順

等 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順

等 

 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防

止手順 

(1) 原子炉建屋ガス処理系による運転員等の被ば

く防止手順 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防

止手順 

 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防

止手順 

 

ａ. 非常用ガス処理系起動手順 

原子炉建屋原子炉区域内を負圧に維持す

ることで，重大事故等により原子炉格納容

器から原子炉建屋原子炉区域内に漏えいし

てくる放射性物質が原子炉建屋原子炉区域

から直接環境へ放出されることを防ぎ，運

転員等の被ばくを未然に防ぐために非常用

ガス処理系を起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処

理系が起動できない場合は，常設代替交流

電源設備又は第二代替交流電源設備により

非常用ガス処理系の電源を確保する。 

 

 

常設代替交流電源設備及び第二代替交流

電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

ａ．原子炉建屋ガス処理系起動手順 

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持する

ことで，重大事故等により原子炉格納容器

から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいしてく

る放射性物質が原子炉建屋原子炉棟から直

接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等

の被ばくを未然に防ぐために原子炉建屋ガ

ス処理系を起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により原子炉建屋ガ

ス処理系が起動できない場合は，常設代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置

により原子炉建屋ガス処理系の電源を確保

する。 

 

常設代替交流電源設備に関する手順等は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

a. 非常用ガス処理系起動手順 

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持すること

で，重大事故等により原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟内に漏えいしてくる放射性

物質が原子炉建屋原子炉棟から直接環境へ放

出されることを防ぎ，運転員等の被ばくを未

然に防ぐために非常用ガス処理系を起動する

手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処理系

が起動できない場合は，常設代替交流電源設

備により非常用ガス処理系の電源を確保す

る。 

 

 

常設代替交流電源設備に関する手順等は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備

する。 

 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

原子炉建物原子炉棟を負圧に維持するこ

とで，重大事故等により原子炉格納容器か

ら原子炉建物原子炉棟に漏えいしてくる放

射性物質が原子炉建物原子炉棟から直接環

境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被

ばくを低減するために非常用ガス処理系を

起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処

理系が起動できない場合は，常設代替交流

電源設備であるガスタービン発電機又は可

搬型代替交流電源設備である高圧発電機車

により非常用ガス処理系の電源を確保す

る。 

代替交流電源設備に関する手順等は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉区域排気放射能高，燃料取替エ

リア放射能高，ドライウェル圧力高，原

子炉水位低(L-3)及び原子炉区域・タービ

ン区域換気空調系全停のいずれかの信号

が発生した場合又は，原子炉区域・ター

ビン区域換気空調系が全停している場

合。 

(a) 交流動力電源が正常な場合の運転手順 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉水位低（レベル3），ドライウ

ェル圧力高，原子炉建屋換気系排気ダク

トモニタ放射能高及び原子炉建屋換気系

燃料取替床排気ダクトモニタ放射能高の

いずれかの信号が発生した場合。 

(a) 交流動力電源が確保されている場合 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

原子炉水位低（L-3），ドライウェル圧力高，

原子炉建屋原子炉棟排気放射能高，燃料取替

エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気

空調系全停のいずれかの信号が発生した場

合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 交流電源が正常な場合の運転手順 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉棟排気放射線高，燃料取替階放

射線高，格納容器圧力高及び原子炉水位

低（レベル３）のいずれかの信号が発生

した場合。  
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(b) 操作手順 

非常用ガス処理系を起動する手順は以

下の通り。非常用ガス処理系の概要図を

第1.16.8 図に示す。 

ⅱ) 操作手順 

原子炉建屋ガス処理系を起動する手順

は以下のとおり。原子炉建屋ガス処理系

の概要図を第1.16－12図に，タイムチャ

ートを第1.16－13図に示す。 

ⅱ. 操作手順 

非常用ガス処理系を起動する手順は以下のと

おり。非常用ガス処理系の概要図を第1.16－

14図に示す。タイムチャートを第1.16－15図

に示す。 

ⅱ 操作手順 

非常用ガス処理系を起動する手順は以

下のとおり。非常用ガス処理系の概要図

を第1.16－21図に，タイムチャートを第

1.16－22図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に

基づき，中央制御室運転員に非常用

ガス処理系の起動準備を開始するよ

う指示する。

② 中央制御室運転員A及びBは，中央制

御室からの手動起動操作，又は自動

起動信号（原子炉区域排気放射能

高，燃料取替エリア放射能高，ドラ

イウェル圧力高，原子炉水位低(L-

3)及び原子炉区域・タービン区域換

気空調系全停） による非常用ガス

処理系排風機が起動によって，非常

用ガス処理系入口隔離弁及び非常ガ

ス処理系フィルタ装置出口隔離弁が

全開，非常用ガス処理系乾燥装置入

口弁が調整開となることを確認す

る。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に

基づき，運転員等に原子炉建屋ガ

ス処理系Ａ系及びＢ系の自動起動

の確認を指示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて，隔

離信号により非常用ガス処理系排

風機（Ａ）及び（Ｂ）並びに非常

用ガス再循環系排風機（Ａ）及び

（Ｂ）が起動したことを確認する

とともに，非常用ガス再循環系空

気流量及び非常用ガス処理系空気

流量の上昇を確認する。 

③ 運転員等は，中央制御室にて，非

常用ガス再循環系原子炉建屋通常

排気系隔離弁及び中央制御室換気

系排煙装置隔離弁の閉を確認する

とともに，非常用ガス再循環系系

統入口弁，非常用ガス再循環系ト

レイン入口弁，非常用ガス再循環

系トレイン出口弁，非常用ガス処

理系トレイン入口弁，非常用ガス

処理系トレイン出口弁及び非常用

ガス再循環系系統再循環弁の開を

確認する。 

①発電課長は，手順着手の判断基準に

基づき，運転員に非常用ガス処理系

Ａ系及びＢ系の自動起動の確認を指

示する。 

②運転員（中央制御室）Ａは，中央制

御室にて，隔離信号により非常用ガ

ス処理系排風機Ａ系及びＢ系が起動

したことを確認するとともに，非常

用ガス処理系トレイン出口流量指示

値の上昇を確認する。

③運転員（中央制御室）Ａは，中央制

御室にて，非常用ガス処理系入口弁

及び非常用ガス処理系フィルタ装置

出口弁が全開，非常用ガス処理系空

気乾燥装置入口弁が調整開となるこ

とを確認する。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に

基づき，中央制御室運転員に非常用

ガス処理系の自動起動の確認を指示

する。 

② 中央制御室運転員Ａは，非常用ガス

処理系排気ファン起動によって，Ｓ

ＧＴ排風機入口弁，ＳＧＴ入口弁及

びＲ／Ｂ連絡弁が全開，ＳＧＴ出口

弁が調整開，Ｒ／Ｂ給排気隔離弁が

全閉となることを確認する。 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作

者の１名を記載。柏崎

6/7は，操作者及び確

認者の２名を記載（以

下，⑫の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 
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①  中央制御室運転員A及びBは，非常用

ガス処理系の運転が開始されたこと

を非常用ガス処理系排気流量指示値

の上昇及び原子炉建屋外気差圧指示

値が負圧であることにより確認し当

直副長に報告するとともに，原子炉

建屋外気差圧指示値を規定値で維持

する。非常用ガス処理系起動時に原

子炉建屋ブローアウトパネルの開閉

状態を確認し，開放状態になってい

る場合は，中央制御室からの操作に

より閉止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 運転員等は，中央制御室にて，発

電長に原子炉建屋ガス処理系Ａ系

及びＢ系が自動起動したことを報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 発電長は，環境へのガス放出量の

増大，フィルタトレインに湿分を

含んだ空気が流入すること等を考

慮し，運転員等に原子炉建屋ガス

処理系Ａ系又はＢ系の停止を指示

する。 

 

 

 

 

⑥運転員等は，中央制御室にて，非常

用ガス処理系排風機（Ａ）又は

（Ｂ）若しくは非常用ガス再循環

系排風機（Ａ）又は（Ｂ）を停止

し，発電長に報告する。 

⑦ 発電長は，運転員等に原子炉建屋

換気系が隔離され全停しているこ

とを確認するように指示する。 

⑧ 運転員等は，中央制御室にて原子

炉建屋換気系が隔離され全停して

いることを確認し，発電長に報告

する。 

④運転員（中央制御室）Ａは，中央制

御室にて，非常用ガス処理系排風機

Ａ系及びＢ系が起動したことを発電

課長に報告する。 

 

 

⑤運転員（中央制御室）Ａは，非常用

ガス処理系起動後に原子炉建屋ブロ

ーアウトパネルの開閉状態を確認

し，開放状態になっている場合は，

「1.16.2.3 (1) c. (a) 中央制御室

での原子炉建屋ブローアウトパネル

部の閉止手順」の操作手順を実施

し，原子炉建屋ブローアウトパネル

部を閉止する。 

 

 

⑥発電課長は，環境へのガス放出量の

増大，フィルタトレインに湿分を含

んだ空気が流入すること等を考慮

し，運転員に非常用ガス処理系Ａ系

又はＢ系の停止準備を開始するよう

指示する。 

⑦運転員（中央制御室）Ａは，中央制

御室にて，非常用ガス処理系排風機

Ａ系又はＢ系を停止し，発電課長に

報告する。 

 

⑧発電課長は，運転員に原子炉建屋換

気空調系が隔離され全停しているこ

とを確認するように指示する。 

⑨運転員（中央制御室）Ａは，中央制

御室にて原子炉建屋換気空調系が隔

離され全停していることを確認し，

発電課長に報告する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，非常用ガス

処理系の運転が開始されたことを非

常用ガス処理系系統流量指示値の上

昇及び原子炉建物外気差圧指示値が

負圧であることにより確認し当直副

長に報告するとともに，原子炉建物

外気差圧指示値を規定値で維持す

る。非常用ガス処理系を起動する際

に原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネルの開閉状態を確認し，開放

状態になっている場合は，「ｃ．原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル部の閉止手順」に従い原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル閉

止装置を閉止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑫の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は閉止装

置閉止手順を記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二，女川２

号】 

島根２号炉は非常用

ガス処理系の停止を行

わない 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員2名

（操作者及び確認者）にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから非常用

ガス処理系の起動まで5分以内で対応可能

である。 

原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止

操作については，中央制御室運転員２名

（操作者及び確認者）にて10分以内で対

応可能である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等

（当直運転員）1名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから原子炉

建屋ガス処理系の起動まで6分以内で対

応可能である。 

原子炉建屋ブローアウトパネルの閉

止操作については，運転員等1名にて17

分以内で対応可能である。 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御室）１名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから非常用ガス処理系の起動まで５分以内

で対応可能である。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止操

作については，運転員（中央制御室）1 名に

て５分以内で対応可能である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名

にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから非常用ガス処理系の自動起動

信号による起動まで５分以内で対応可能

である。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル部の中央制御室からの閉止操作につ

いては，運転員１名にて５分以内で対応

可能である。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

 (b) 全交流動力電源が喪失した場合の運転

手順 

全交流動力電源喪失等により原子炉建

屋ガス処理系が自動起動しない場合に原

子炉建屋ガス処理系を手動で起動する手

順を整備する。 

全交流動力電源喪失時には，原子炉建

屋ガス処理系が停止中であるため，代替

交流電源設備によりＭＣＣ ２Ｃ系又は

ＭＣＣ ２Ｄ系が受電されたことを確認

した後，原子炉建屋ガス処理系を起動す

る。 

なお，原子炉建屋外側ブローアウトパ

ネルが開放した場合は，「1.16.2.3 (1) 

ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネル

部の閉止手順」に従い閉止を行う。 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合 

 

全交流動力電源喪失時において，常設代替交

流電源設備からの受電により非常用ガス処理

系が自動起動しない場合に非常用ガス処理系

を手動で起動する手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉建屋ブローアウトパネルが開放

した場合は，「1.16.2.3 (1)c. (a) 中央制

御室での原子炉建屋ブローアウトパネル部の

閉止手順」に従い閉止を行う。 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合の運転

手順 

全交流動力電源喪失等により非常用ガ

ス処理系が自動起動しない場合に非常用

ガス処理系を手動で起動する手順を整備

する。 

全交流動力電源喪失時には，非常用ガ

ス処理系が停止中であるため，代替交流

電源設備によりＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ 

Ｄ系が受電されたことを確認した後，非

常用ガス処理系を起動する。 

 

なお，原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネルが開放した場合は，「ｃ．原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

部の閉止手順」に従い原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル閉止装置を閉止

する。 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手動

起動操作の場合も記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により，原子

炉建屋ガス処理系が自動起動せず，原

子炉建屋換気系が全停している場合。

全交流動力電源喪失後には，代替交流

電源設備により緊急用Ｍ／Ｃが受電さ

れ，緊急用Ｍ／ＣからＭＣＣ ２Ｃ又

はＭＣＣ ２Ｄが受電完了した場合。 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時において，常設代

替交流電源設備からの受電により非常用ガ

ス処理系が自動起動しない場合 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により，非常

用ガス処理系が自動起動せず，原子炉

棟換気系が全停している場合。全交流

動力電源喪失後には，代替交流電源設

備により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊

急用Ｍ／ＣからＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／

Ｃ Ｄ系が受電完了した場合。 
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ⅱ) 操作手順 

全交流動力電源喪失により原子炉建屋

ガス処理系が停止している場合に，原子

炉建屋ガス処理系Ａ系を再起動する手順

の概要は以下のとおり。（原子炉建屋ガ

ス処理系Ｂ系の起動手順も同様。）原子

炉建屋ガス処理系概要図を第1.16－12図

に，タイムチャートを第1.16－14図に示

す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準

に基づき，運転員等に原子炉建

屋ガス処理系の起動の準備を指

示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて原

子炉建屋外側ブローアウトパネ

ルの閉止を確認し，非常用ガス

処理系及び非常用ガス再循環系

の運転を実施するために必要な

排風機，電動弁及び監視計器の

電源が確保されていることを状

態表示等により確認する。 

 

③ 運転員等は，中央制御室にて非

常用ガス再循環系原子炉建屋通

常排気系隔離弁の閉を確認する

とともに，非常用ガス再循環系

系統入口弁，非常用ガス再循環

系トレイン入口弁，非常用ガス

再循環系トレイン出口弁，非常

用ガス処理系トレイン入口弁，

非常用ガス処理系トレイン出口

弁及び非常用ガス再循環系系統

再循環弁の開を確認する。 

  なお，非常用ガス再循環系原

子炉建屋通常排気系隔離弁が閉

でない場合又は非常用ガス再循

環系系統入口弁，非常用ガス再

循環系トレイン入口弁，非常用

ⅱ. 操作手順 

 非常用ガス処理系が自動起動しない場合

に，非常用ガス処理系Ａ系を再起動する手

順の概要は以下のとおり（非常用ガス処理

系Ｂ系の起動手順も同様。）。非常用ガス

処理系概要図を第1.16－14 図に，タイム

チャートを第1.16－16 図に示す。 

 

 

①発電課長は，手順着手の判断基準に基づ

き，運転員に非常用ガス処理系の起動の

準備を指示する。 

 

②運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室

にて原子炉建屋ブローアウトパネルの閉

止を確認し，非常用ガス処理系の運転を

実施するために必要な排風機，電動弁及

び監視計器の電源が確保されていること

を状態表示にて確認する。 

 

 

 

③運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室

にて非常用ガス処理系入口弁及び非常用

ガス処理系フィルタ装置出口弁が全開で

あることを確認する。なお，非常用ガス

処理系入口弁及び非常用ガス処理系フィ

ルタ装置出口弁が全開でない場合は，中

央制御室にて系統構成を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処

理系が停止している場合に，非常用ガス処

理系を起動する手順は以下のとおり。非常

用ガス処理系の概要図を第1.16－21図に，

タイムチャートを第1.16－23図に示す。 

 

 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に

基づき，中央制御室運転員に非常用

ガス処理系の起動の準備を開始する

よう指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室

にて原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネルの閉止確認，Ｒ／Ｂ給排

気隔離弁の全閉，Ｒ／Ｂ連絡弁の全

開操作を実施し，非常用ガス処理系

排気ファンを起動することによっ

て，ＳＧＴ排風機入口弁及びＳＧＴ

入口弁が全開，ＳＧＴ出口弁が調整

開となることを確認する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，非常用ガス

処理系の運転が開始されたことを非

常用ガス処理系系統流量指示値の上

昇及び原子炉建物外気差圧指示値が

負圧であることにより確認し当直副

長に報告するとともに，原子炉建物

外気差圧指示値を規定値で維持す

る。非常用ガス処理系を起動する際

に原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネルの開閉状態を確認し，開放

状態になっている場合は，「ｃ．原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル部の閉止手順」に従い原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル閉

止装置を閉止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 
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ガス再循環系トレイン出口弁，

非常用ガス処理系トレイン入口

弁，非常用ガス処理系トレイン

出口弁及び非常用ガス再循環系

系統再循環弁が開でない場合

は，中央制御室にて系統構成を

実施する。 

④ 運転員等は，中央制御室にて発

電長に原子炉建屋ガス処理系の

準備が完了したことを報告す

る。 

⑤ 発電長は，運転員等に原子炉建

屋ガス処理系の起動を指示す

る。 

⑥ 運転員等は，中央制御室にて非

常用ガス処理系排風機（Ａ）及

び非常用ガス再循環系排風機

（Ａ）を起動し，非常用ガス再

循環系空気流量及び非常用ガス

処理系空気流量の上昇を確認し

た後，発電長に報告する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室の運転員等1

名にて作業を実施し，中央制御室換気系

及び原子炉建屋ガス処理系の起動までの

所要時間を5分以内で対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室

にて発電課長に非常用ガス処理系の準備

が完了したことを報告する。 

 

⑤発電課長は，運転員に非常用ガス処理系

の起動を指示する。 

 

⑥運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室

にて非常用ガス処理系排風機（Ａ）を起

動し，非常用ガス処理系トレイン出口流

量指示値の上昇を確認した後，発電課長

に報告する。 

 

 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御

室）１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから非常用ガス処理

系の起動まで５分以内で対応可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから非常用ガス処理系の起動まで10分以

内で対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二，女川２

号】 

⑩の相違 
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ｂ. 非常用ガス処理系停止手順 ｂ．原子炉建屋ガス処理系停止手順 b. 非常用ガス処理系停止手順 ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

非常用ガス処理系が運転中に，原子炉棟

オペレーティングフロアの水素濃度の上昇

を確認した場合は，非常用ガス処理系の系

統内での水素爆発を回避するため，非常用

ガス処理系を停止する。 

また，耐圧強化ベント系及び格納容器圧

力逃がし装置による原子炉格納容器ベント

操作を実施する場合についても，原子炉格

納容器ベント時の系統構成のため，非常用

ガス処理系を停止する。 

原子炉建屋ガス処理系が運転中に，原子

炉建屋内の水素濃度の上昇を確認した場合

は，原子炉建屋ガス処理系の系統内での水

素爆発を回避するため，原子炉建屋ガス処

理系を停止する。 

また，耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器ベント操作を実施する場合について

も，原子炉格納容器ベント時の系統構成の

ため，非常用ガス処理系を停止する。 

非常用ガス処理系が運転中に，原子炉建

屋内の水素濃度の上昇を確認した場合は，

非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を

回避するため，非常用ガス処理系を停止す

る。 

また，耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器ベント操作を実施する場合について

も，原子炉格納容器ベント時の系統構成の

ため，非常用ガス処理系を停止する。 

非常用ガス処理系が運転中に，非常用ガ

ス処理系吸込配管付近の水素濃度の上昇を

確認した場合は，非常用ガス処理系の系統

内での水素爆発を回避するため，非常用ガ

ス処理系を停止する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

島根２号炉は，フィ

ルタベント時に非常用

ガス処理系停止は不要 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋オペレーティングフロアの

水素濃度が，1.3vol%に到達した場合，又

は耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃が

し装置による原子炉格納容器ベント操作

を実施する場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋原子炉棟の水素濃度が，

2.0vol％に到達した場合，又は耐圧強化

ベント系による原子炉格納容器ベント操

作を実施する場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋地上３階（原子炉建屋原子炉

棟内）の水素濃度が，1.3％に到達した場

合，又は耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器ベント操作を実施する場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

非常用ガス処理系吸込配管付近の水素

濃度が，1.8vol%に到達した場合。 ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

原子炉建物水素濃度

の判断基準値の相違 

(b) 操作手順 (b) 操作手順 (b) 操作手順 (b) 操作手順 

非常用ガス処理系を停止する手順は以

下の通り。非常用ガス処理系の概要図を

1.16.8 図に示す。 

原子炉建屋ガス処理系を停止する手順

は以下のとおり。原子炉建屋ガス処理系

の概要図を第1.16－12図に，タイムチャ

ートを第1.16－15図に示す。 

非常用ガス処理系を停止する手順は以

下のとおり。非常用ガス処理系の概要図

を第1.16－14図に示す。タイムチャート

を第1.16－17図に示す。 

非常用ガス処理系を停止する手順は以

下のとおり。非常用ガス処理系の概要図

を第1.16－21図に，タイムチャートを第

1.16－24図に示す。 
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① 当直副長は，手順着手の判断基準に

基づき，中央制御室運転員に非常用

ガス処理系の停止準備を開始するよ

う指示する。 

② 中央制御室運転員A及びBは，非常用

ガス処理系排風機のコントロールス

イッチを「切保持」とし，非常用ガ

ス処理系排風機が停止，非常用ガス

処理系乾燥装置入口弁が全閉となる

ことを確認する。 

 

③ 中央制御室運転員A及びBは，非常用

ガス処理系入口隔離弁及び非常ガス

処理系フィルタ装置出口隔離弁の全

閉操作を実施する。 

④ 中央制御室運転員A及びBは，非常用

ガス処理系の停止操作が完了したこ

とを当直副長に報告する。 

   (c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員2名

（操作者及び確認者）にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから非常用

ガス処理系の停止まで5分以内で対応可能

である。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に

基づき，運転員等に原子炉建屋ガ

ス処理系の停止準備を開始するよ

う指示する。  

② 運転員等は，非常用ガス処理系排

風機のコントロールスイッチを

「切保持」とし，非常用ガス処理

系排風機，非常用ガス再循環系排

風機が停止，非常用ガス再循環系

系統入口弁，非常用ガス再循環系

トレイン入口弁が全閉となること

を確認する。  

 

 

③ 運転員等は，原子炉建屋ガス処理

系の停止操作が完了したことを発

電長に報告する。  

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転

員）1名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから非常用ガス処理系の停

止まで5分以内で対応可能である。 

①発電課長は，手順着手の判断基準に

基づき，運転員に非常用ガス処理系

の停止準備を開始するよう指示す

る。 

②運転員（中央制御室）Ａは，非常用

ガス処理系排風機の操作スイッチを

「引ロック」とし，非常用ガス処理

系排風機が停止及び非常用ガス処理

系空気乾燥装置入口弁が全閉となる

ことを確認する。 

③運転員（中央制御室）Ａは，非常用

ガス処理系入口弁及び非常用ガス処

理系フィルタ装置出口弁を全閉操作

する。 

④運転員（中央制御室）Ａは，非常用

ガス処理系の停止操作が完了したこ

とを発電課長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御室）１

名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから非常用ガス処理系の停止まで５

分以内で対応可能である。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に

基づき，中央制御室運転員に非常用

ガス処理系の停止準備を開始するよ

う指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，非常用ガス

処理系排気ファンのコントロールス

イッチを「引保持」とし，非常用ガ

ス処理系排気ファンが停止すること

によって，ＳＧＴ排風機入口弁，Ｓ

ＧＴ入口弁及びＳＧＴ出口弁が全閉

となることを確認する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，Ｒ／Ｂ連絡

弁の全閉操作を実施する。 

 

④ 中央制御室運転員Ａは，非常用ガス

処理系の停止操作が完了したことを

当直副長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名

にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから非常用ガス処理系の停止まで

５分以内で対応可能である。 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，非常

用ガス再循環系はない 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 
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  ｃ．原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止手順 ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネル部の

閉止手順 

c. 原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手

順 

ｃ．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル部の閉止手順 

 

 原子炉建屋原子炉区域は，重大事故等時

においても，非常用ガス処理系により，内

部の負圧を確保することができる。原子炉

建屋原子炉区域の気密バウンダリの一部と

して原子炉建屋に設置する原子炉建屋ブロ

ーアウトパネルが非常用ガス処理系起動時

に開放状態となっている場合は，内部の負

圧を確保するために閉止する。 

原子炉建屋原子炉棟は，重大事故等時に

おいても，原子炉建屋ガス処理系により，

内部の負圧を確保することができる。原子

炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部と

して原子炉建屋に設置する原子炉建屋外側

ブローアウトパネルが原子炉建屋ガス処理

系起動時に開放状態となっている場合は，

内部の負圧を確保するために閉止する。 

原子炉建屋原子炉棟は，重大事故等時に

おいても非常用ガス処理系により内部の負

圧を確保することができる。原子炉建屋原

子炉棟の気密バウンダリの一部として原子

炉建屋に設置する原子炉建屋ブローアウト

パネルが非常用ガス処理系運転時に開放状

態となっている場合は，内部の負圧を確保

するために閉止する。 

原子炉建物原子炉棟は，重大事故等時に

おいても，非常用ガス処理系により，内部

の負圧を確保することができる。原子炉建

物原子炉棟の気密バウンダリの一部として

原子炉建物に設置する原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネルが非常用ガス処理系

の運転が必要な時に開放状態となっている

場合は，内部の負圧を確保するために閉止

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央制御室からの原子炉建屋ブローアウ

トパネル閉止手順】 

【原子炉建屋ガス処理系が運転していない場合

の中央制御室からの原子炉建屋外側ブローア

ウトパネル閉止手順】 

(a) 中央制御室での原子炉建屋ブローアウ

トパネル部の閉止手順 

【中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル部の閉止手順】 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は非常用 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状

態で交流動力電源が健全な場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開

放状態で交流動力電源が健全な場合で原子

炉建屋ガス処理系が運転していない場合。 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で

交流動力電源が健全な場合。 

(a) 手順着手の判断基準 

以下の条件がすべて成立した場合。 

・非常用ガス処理系が運転中又は起動操

作が必要な場合。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが破損し

た状況においては，漏えい箇所の隔離

又は原子炉圧力容器の減圧が完了して

いる場合。 

・炉心損傷を当直副長が判断した場合※１。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネルが開放している場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｃ

ＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ

線線量率が，設計基準事故相当のガン

マ線線量率の10倍を超えた場合，又は

格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

ガス処理系の停止を行

わない 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第

二，女川２号】 

島根２号炉は，炉心

損傷判断及び漏えい箇

所の隔離等も判断基準

に加えている。 
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   (b) 操作手順 

     中央制御室からの原子炉建屋ブローアウ

トパネルを閉止する手順は以下のとおり。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネル部を閉止する手順は以下の

とおり。タイムチャートを第 1.16－16図

に示す。 

ⅱ. 操作手順 

中央制御室からの原子炉建屋ブローアウト

パネル部を閉止する手順は以下のとおり。タ

イムチャートを第1.16－18図に示す。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネル部を閉止する手順

は以下のとおり。タイムチャートを第

1.16－25図に示す。 

 

 

 

 

     ①当直副長は，手順着手の判断基準に基

づき，中央制御室運転員Ａ及びＢに，

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止操

作を指示する。 

     ②中央制御室運転員Ｂは，操作スイッチ

により原子炉建屋ブローアウトパネル

閉止操作を実施する。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基

づき，運転員等に，原子炉建屋外側

ブローアウトパネル閉止操作を指示

する。 

② 運転員等は，ブローアウトパネル閉

止装置の遠隔操作により原子炉建屋

外側ブローアウトパネル部閉止操作

を実施する。 

①発電課長は，手順着手の判断基準に

基づき，運転員に原子炉建屋ブロー

アウトパネル部の閉止操作を指示す

る。 

②運転員（中央制御室）Ａは，原子炉

建屋ブローアウトパネル閉止装置の

遠隔操作により原子炉建屋ブローア

ウトパネル部の閉止操作を実施す

る。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に

基づき，中央制御室運転員Ａに，原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル閉止装置の閉止操作を指示す

る。 

② 中央制御室運転員Ａは，操作スイッ

チにより原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル閉止装置の閉止操作

を実施する。 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 【原子炉建屋ガス処理系が運転している場合の

中央制御室からの原子炉建屋外側ブローアウ

トパネル閉止手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが

開放状態で交流動力電源が健全な場合で

原子炉建屋ガス処理系が運転している場

合。 

  ・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ブロ

ーアウトパネル閉止装

置の閉止時に非常用ガ

ス処理系を停止しない 

 (b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネル部を閉止する手順は以下の

とおり。タイムチャートを第 1.16－16図

に示す。 

   

 ① 発電長は，手順着手の判断基準に基

づき， 運転員等に，原子炉建屋外側

ブローアウトパネル閉止操作を指示

する。 

② 運転員等は，中央制御室にて原子炉

建屋ガス処理系の運転を停止する。 

③ 運転員等は，ブローアウトパネル閉

止装置の遠隔操作により原子炉建屋

外側ブローアウトパネル部閉止操作

を実施する。 
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 (c) 操作の成立性 

     上記の操作は，中央制御室運転員２名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから原子炉建屋

ブローアウトパネル閉止操作まで10分以内

で対応可能である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室の運転員等1

名にて作業を実施した場合，原子炉建屋

外側ブローアウトパネルが，10箇所全て

開放した場合に全ての開口部を閉止する

まで17分以内で対応可能である。なお，

遠隔操作による原子炉建屋外側ブローア

ウトパネル開口部の閉止操作を行い，そ

の後に原子炉建屋ガス処理系を手動で起

動するまで22分以内で対応可能である。 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御室）１

名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから原子炉建屋ブローアウトパネル

閉止装置の閉止操作まで５分以内で対応可

能である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名

にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置の閉止操作まで５

分以内で対応可能である。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

   【現場での原子炉建屋ブローアウトパネル閉

止手順】 

【現場での原子炉建屋外側ブローアウトパネル

部閉止手順】 

(b) 現場での原子炉建屋ブローアウトパネ

ル部の閉止手順 

【現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル部の閉止手順】 

 

   (a) 手順着手の判断基準 

     原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状

態で全交流動力電源が喪失及び炉心が健全 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが

開放状態で全交流動力電源が喪失及び 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態

で全交流動力電源が喪失及び炉心が健全で 

(a) 手順着手の判断基準 

以下の条件がすべて成立した場合。 

 

 

であることを確認した場合。 炉心が健全であることを確認した場合。 あることを確認した場合。 ・炉心が健全であることを確認した場

合。 

・非常用ガス処理系が運転中又は起動

操作が必要な場合。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが破損

した状況においては，漏えい箇所の

隔離又は原子炉圧力容器の減圧が完

了している場合。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネルが開放している場合。 

・中央制御室からの原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル閉止装置の

閉止操作ができない場合。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第

二，女川２号】 

島根２号炉は漏えい

箇所の隔離等も判断基

準に加えている 

   (b) 操作手順 

     現場での原子炉建屋ブローアウトパネル

を閉止する手順は以下のとおり。 

    （運転員が実施する場合） 

     ①当直副長は，手順着手の判断基準に基

づき，現場運転員に，原子炉建屋ブロ

ーアウトパネル閉止操作を指示する。 

     ②現場運転員Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦは，原子

炉建屋原子炉区域内の開放状態の原子

炉建屋ブローアウトパネルへ移動後， 

(b) 操作手順 

現場での原子炉建屋外側ブローアウト

パネル部を閉止する手順は以下のとお

り。タイムチャートを第1.16－17図に示

す。 

ⅱ. 操作手順 

現場での原子炉建屋ブローアウトパネル

部を閉止する手順は以下のとおり。タイム

チャートを第1.16－19図に示す。 

(b) 操作手順 

現場での原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル部を閉止する手順は以下の

とおり。タイムチャートを第1.16－26図

に示す。 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急

時対策要員が操作を実

施 
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牽引装置等を操作し，原子炉建屋ブロ

ーアウトパネルを引き上げる。 

③現場運転員Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦは，原子

炉建屋ブローアウトパネルの引き上げ

後に原子炉建屋ブローアウトパネルを

原子炉建屋に固定する。 

（緊急時対策要員が実施する場合） 

①当直長は，当直副長の依頼に基づき，

緊急時対策本部に，原子炉建屋ブロー

アウトパネル閉止操作を依頼する。

① 発電長は，手順着手の判断基準に

基づき，災害対策本部長代理に原

子炉建屋外側ブローアウトパネル

閉止部操作を依頼する。

①発電課長は，手順着手の判断基準に基

づき，運転員に原子炉建屋ブローアウ

トパネル部の閉止操作を指示する。

① 当直長は，緊急時対策本部に，原子

炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル閉止装置の閉止操作を依頼する。 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に

原子炉建屋ブローアウトパネルへ閉止

操作を指示する。

③緊急時対策要員は，原子炉建屋原子炉

区域内の開放状態の原子炉建屋ブロー

アウトパネルへ移動後，牽引装置等を

操作し，原子炉建屋ブローアウトパネ

ルを引き上げる。

② 災害対策本部長代理は，重大事故

等対応要員に原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネル閉止部操作を指示

する。

③ 重大事故等対応要員は，原子炉建

屋原子炉棟の開放状態の原子炉建

屋外側ブローアウトパネルへ移動

後，人力でのブローアウトパネル

閉止装置の操作により，原子炉建

屋外側ブローアウトパネル開口部

の閉止を行う。

②運転員（現場）Ａ，Ｂは，原子炉建屋

地上３階（原子炉建屋原子炉棟内）に

設置してある開放状態の原子炉建屋ブ

ローアウトパネル閉止装置へ移動後，

人力での原子炉建屋ブローアウトパネ

ル閉止装置の操作により，原子炉建屋

ブローアウトパネル部の閉止を行う。

② 緊急時対策本部は，緊急時対策要員

に原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル閉止装置の閉止操作を指示

する。 

③ 緊急時対策要員は，原子炉建物原子

炉棟の原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル部へ移動後，人力での

操作により，原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル閉止装置を閉止

する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建屋ブロー

アウトパネルの引き上げ後に原子炉建

屋ブローアウトパネルを原子炉建屋に

固定する。

⑤緊急時対策要員は，原子炉建屋ブロー

アウトパネルの閉止操作完了を緊急時

対策本部経由で当直長へ報告する。

④ 重大事故等対応要員は，原子炉建

屋外側ブローアウトパネル部の閉

止操作完了を災害対策本部長代理

経由で発電長へ報告する。

③運転員（現場）Ａ，Ｂは，原子炉建

屋ブローアウトパネル部の閉止操作

完了を発電課長へ報告する。

④ 緊急時対策要員は，原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル閉止装置

の閉止操作完了を緊急時対策本部経

由で当直長へ報告する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違

   (c) 操作の成立性 

 上記の操作は，運転員又は緊急時対策要

員４名で実施し，作業開始を判断してから

原子炉建屋ブローアウトパネル１枚あたり

約10時間で対応可能である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は重大事故等対応要員 2名

で実施し，作業開始を判断してから原子

炉建屋外側ブローアウトパネル 1枚あた

り 40分以内で対応可能である。 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，運転員（現場）２名で実施

し，作業開始を判断してから原子炉建屋ブロ

ーアウトパネル閉止装置の閉止操作まで200

分以内で対応可能である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名で

実施し，作業開始を判断してから各ブロ

ーアウトパネル閉止装置１個あたり２時

間以内で対応可能である。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

⑩の相違
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 ｄ．原子炉建屋外側ブローアウトパネルの強制

開放手順 

  ・設備の相違 

【東海第二】 

 (a) 手順着手の判断基準 

ブローアウトパネル閉止装置による閉

止を行うために原子炉建屋外側ブローア

ウトパネルの開放を行う必要があると判

断した場合。 

  ③の相違 

 (b) 操作手順 

現場においてのブローアウトパネル強

制開放装置の操作手順の概要は以下のと

おり。タイムチャートを第 1.16－18図に

示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に

基づき，原子炉建屋外側ブローア

ウトパネルの開放を，災害対策本

部長代理に依頼する。 

② 災害対策本部長代理は，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルの開放

を，重大事故等対応要員に指示す

る。 

③ 重大事故等対応要員は，現場（二

次格納施設外）にてブローアウト

パネル強制開放装置の操作によ

り，原子炉建屋外側ブローアウト

パネルの開放を行う。 

④ 重大事故等対応要員は，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルの開放

を確認した後，災害対策本部長代

理経由で発電長に報告する。 

   

 (c) 操作の成立性 

上記の操作は重大事故等対応要員 2名

にて作業を実施し，1箇所を開放するま

で 50分で対応可能である。 

その後にブローアウトパネル閉止装置

による閉止を現場において人力で行う場

合，閉止まで 60分以内で対応可能であ

る。 
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(2) 現場操作のアクセス性 

   被ばく線量の低減のための操作のうち現場操

作が必要なものは，原子炉建屋ブローアウトパ

ネルの閉止のうち以下の操作である。 

 (2) 現場操作のアクセス性 

被ばく線量の低減のための操作のうち現場操作が

必要なものは，原子炉建屋ブローアウトパネル閉

止装置の閉止のうち以下の操作である。 

 

(2) 現場操作のアクセス性 

被ばく線量の低減のための操作のうち現場

操作が必要なものは，原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル部の閉止のうち以下の操

作である。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ブロ

ーアウトパネル閉止装

置を操作する場合のア

クセス性について記載 

 

 

    ・現場での原子炉建屋ブローアウトパネル

閉止操作 

上記操作は，原子炉建屋４階通路と原子

炉建屋１階ＭＳトンネル室での操作のた

め，当該個所へのアクセスルートを第

1.16.9図～第1.16.12図に示す。 

（添付資料1.16.6） 

 ・現場での原子炉建屋ブローアウトパネル

部の閉止操作 

上記操作は，原子炉建屋地上３階（原子

炉建屋原子炉棟内）の操作のため，当該

箇所へのアクセスルートを第1.16－20図

に示す。 

（添付資料 1.16.11） 

・現場での原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル部の閉止操作 

上記操作は，原子炉建物４階での操作のた

め，当該箇所へのアクセスルートを第1.16－

27図に示す。 

（添付資料1.16.6） 

 

上記の現場操作が必要な個所へのアクセ

ス性については，外部起因事象として地

震，地震随伴火災及び地震による内部溢水

を想定した場合のアクセスルートの成立性

についても評価し，アクセス性に影響がな

いことを確認した。 

 上記の現場操作が必要な箇所へのアクセス

性については，外部起因事象として，地震，

地震随伴火災及び地震による内部溢水を想定

した場合のアクセスルートの成立性について

も評価し，アクセス性に影響がないことを確

認した。 

上記の現場操作が必要な箇所へのアクセス

性については，外部起因事象として地震，地

震随伴火災及び地震による内部溢水を想定し

た場合のアクセスルートの成立性についても

評価し，アクセス性に影響がないことを確認

した。 
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第1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処

設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処

設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／3） 

 
 

第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対

処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/2） 

 

第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対

処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／３) 

  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ 

居
住
性
の
確
保 

中央制御室遮蔽 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－ 

再循環用ファン 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

中央制御室換気系弁 

（中央制御室外気取入調節弁，中央制御室給気外側

隔離弁，中央制御室給気内側隔離弁，中央制御室排

気内側隔離弁，中央制御室排気外側隔離弁） 

中央制御室換気系ダクト 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

中央制御室待避室遮蔽 － 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁） 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

中央制御室差圧計 事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

待避室差圧計 事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 
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 第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処

施設と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／3） 

 

 

第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対

処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2/2） 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(２／３) 

 

※１ 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する 

・設備の相違 

【東海第二，女川２

号】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2/2） 

 

 

第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設

備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／3） 

 

 

 対応手段，対処設備，手順書一覧(３／３) 

 

※１ 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ 

居
住
性
の
確
保 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（固定型）（屋外アンテナ） 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型）（屋外アンテナ） 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

－ 

非常用照明 
自
主
対
策
設
備 

－ 

ＬＥＤライト（ランタンタイプ） 

 

資
機
材 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 
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第 1.16.2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1/2） 

第1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／3） 

第 1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1/4） 

第 1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／４) 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

対応手段における監

視計器の相違 
手順書 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ａ－１．中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 
判
断
基
準

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

信号 

原子炉棟排気高レンジモニタ 

燃料取替階モニタ 

換気系モニタ 

操
作 中央制御室換気系の運転 ― 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ａ－２．炉心損傷の判断時の中央制御室換気系加圧運転の実施手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 中央制御室内加圧状態の監視 中央制御室差圧 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ａ－３．炉心損傷後に格納容器ベントを実施する際の中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 

ｂ－３．炉心損傷後に格納容器ベントを実施する際の中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

判
断
基
準

中央制御室待避室正圧化装置による

加圧 
待避室差圧計 

操
作 中央制御室換気系の運転 ― 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ａ－４．中央制御室待避室から退出した後の中央制御室換気系による加圧運転の実施手順 

ｂ－４．中央制御室待避室から退出した後の中央制御室換気系による加圧運転の実施手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

判
断
基
準

中央制御室待避室からの退出 ― 

操
作 中央制御室内加圧状態の監視 中央制御室差圧 
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第1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（2／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（2/4） 

 

 

監視計器一覧(２／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ｂ－１．中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 中央制御室換気系の運転 ― 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

ｂ－２．炉心損傷の判断時の中央制御室換気系加圧運転の実施手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 
判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 中央制御室内加圧状態の監視 中央制御室差圧 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 中央制御室待避室正圧化 

中央制御室待避室差圧 

中央制御室待避室空気ボンベ圧力 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(3) 中央制御室の照明を確保する手順 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 ＬＥＤライト（三脚タイプ）の設置 － 
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監視計器一覧（2/2） 

 

第1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（3／3） 

 

 

 

第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（3/4） 

 

監視計器一覧(３／４)  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

 

 

 

 

  

 

第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（4/4） 

 

監視計器一覧(４／４) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

判
断
基
準 

中央制御室換気系の運転状態 － 

操
作 中央制御室内の環境監視 

酸素濃度 

二酸化炭素濃度 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）の

設置 
－ 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

中央制御室待避室内の環境監視 待避室差圧計 

操
作 中央制御室待避室内の環境監視 

酸素濃度 

二酸化炭素濃度 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(7) 中央制御室待避室でのプラントパラメータ監視装置によるプラントパラメータ等の監視手順 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 プラントパラメータ監視装置の設置 － 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設営及び運用手順 

原子力災害対策手順書 

「中央制御室チェンジングエリアの設営及

び運用」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 チェンジングエリアの設営 － 

 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除去」 

判
断
基
準 

原子炉建物内の放射線量率 
原子炉棟排気高レンジモニタ 

燃料取替階モニタ 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

操
作 原子炉建物内の外気差圧 

原子炉建物外気差圧 

非常用ガス処理系系統流量 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除去」 

判
断
基
準 

原子炉建物内の水素濃度 原子炉建物水素濃度 

操
作 原子炉建物内の外気差圧 

原子炉建物外気差圧 

非常用ガス処理系系統流量 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ｃ．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止手順 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除去」 

判
断
基
準 

非常用ガス処理系の運転状態 － 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

完了確認 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉圧力 

エリア放射線モニタ 

電源 ＳＡ-Ｃ／Ｃ母線電圧 

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネルの開閉状態 
ブローアウトパネル開閉状態表示 

操
作 

原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル部の閉止 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置開閉状

態表示 
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第 1.16.3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

 

 

第 1.16－3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

 

第 1.16－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 

 

対象条文 給電対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.16】 

原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

再循環用ファン 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｌ／Ｃ Ｃ系 

Ｌ／Ｃ Ｄ系 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

非常用ガス処理系 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止

装置 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 
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第 1.16.1図 運転モード毎の中央制御室換気空調系概要図(1/2) 

 

 

 

第 1.16－1図 中央制御室換気系概要図（Ａ系運転時） 

 

  
記載例 ○  ：操作手順番号を示す。 
○a-1※１～：a-1は交流電源が正常な場合の中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順，b-

1は全交流動力電源が喪失した場合の中央制御室換気系系統隔離運転の実施手
順を示す。同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある

場合，その実施順を示す。 

第 1.16－1図 運転モードごとの中央制御室換気系概要図(１／２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ①，②の相違 
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中 央 制 御 室 他 

FC FC 

再循環用ファン 
  

   

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 

排気ファン 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

 
H 
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フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

・フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

AO AO 

AO AO MO 

AO AO 

AO 

：空気の流れ 

：弁全閉 

 

プラント 
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再循環用ファン 
  

   

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 

排気ファン 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

 
H 

C 

  

 
H 

C 

  

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

・フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

AO AO 

AO AO MO 

AO AO 

AO 

：空気の流れ 

：弁全閉 

②ａ-1※１ 
②ａ-1※５ 

②ｂ-1※４ 

②ａ-1※４ 

②ｂ-1※３ 

②ａ-1※２ 

②ｂ-1※１ 

②ａ-1※３ 

②ｂ-1※２ 

②ａ-1※７ 

④ｂ-1※２ 

②ａ-1※６ 

②ｂ-1※５ 

④ｂ-1※１ 

 

プラント 
パラメータ 
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二酸化炭素 

濃度計 
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DPX 

：中央制御室 
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中央制御室 

差圧計 
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FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FC FC 

再循環用ファン 
  

   

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

 
H 

C 

  

 
H 

C 

  

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

・フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

AO AO 

AO AO MO 

AO AO 

AO 

：空気の流れ 

 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 
DPX 

DPX 

中 央 制 御 室他 
排気ファン 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 

PI 

FI 

 操作手順 名称 

②a-1※１ 排気ファン 

②a-1※２②ｂ-1※１ 中央制御室給気外側隔離弁 

②a-1※３②ｂ-1※２ 中央制御室給気内側隔離弁 

②a-1※４②ｂ-1※３ 中央制御室排気内側隔離弁 

②a-1※５②ｂ-1※４ 中央制御室排気外側隔離弁 

②a-1※６②ｂ-1※５ 中央制御室非常用再循環装置入口隔離弁 

②a-1※７④ｂ-1※２ チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

④ｂ-1※１ 再循環用ファン 
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第 1.16.1図 運転モード毎の中央制御室換気空調系概要図(2/2) 
記載例 ○ ：操作手順番号を示す。
○a-2※１～：a-2は交流電源が正常な場合の中央制御室換気系加圧運転の実施手順，b-2は

全交流動力電源が喪失した場合の中央制御室換気系加圧運転の実施手順，a-3
は交流電源が正常な場合の格納容器ベントを実施する際の中央制御室換気系系
統隔離運転の実施手順，b-3は全交流動力電源が喪失した場合の格納容器ベン

トを実施する際の中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順，a-4は交流電源
が正常な場合の中央制御室待避室から退出した後の中央制御室換気系による加
圧運転の実施手順，b-4は全交流動力電源が喪失した場合の中央制御室待避室

から退出した後の中央制御室換気系による加圧運転の実施手順を示す。同一操
作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順
を示す。なお，a-2及び b-2の②系統隔離運転の系統構成については第 1.16－

1図 運転モードごとの中央制御室換気系概要図(１／２)と同様の為省略。 

第 1.16－1図 運転モードごとの中央制御室換気系概要図(２／２) 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②の相違

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設空

調を用いて制御室内

の加圧を行う 非
常
時
運
転
モ
ー
ド

加
圧
運
転
（
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ル
ー
ム
通
過
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び
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ル
ー
ム
通
過

後
）

系
統
隔
離
運
転
（
プ
ル
ー
ム
通
過
中
）

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

再循環用ファン 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 

排気ファン 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

H 

C 

H 

C 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

・フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：弁全開 

：弁調整開 

：空気の流れ 

：弁全閉 

：中央制御室 

 正圧化バウンダリ 

AO AO 

AO AO MO 

AO Ａ

AO 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 DPX 

DPX 

④a-2※１

④b-2※１

③a-2③b-2

⑥a-2⑥b-2

②a-4②b-4

④a-2※２

④b-2※２

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 

PI 

FI 

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

再循環用ファン 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 

排気ファン 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

H 

C 

H 

C 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

・フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：弁全開 

：弁調整開 

：空気の流れ 

：弁全閉 

：中央制御室待避室 

 正圧化バウンダリ 

AO AO MO 

AO AO 

AO 

AO AO 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 
DPX 

DPX 

：中央制御室 

 バウンダリ 

②ａ-3②ｂ-3

待避室差圧計 
中央制御室 

差圧計 

PI 

FI 

操作手順 名称 

④a-2※１④b-2※１ 中央制御室給気外側隔離弁 

④a-2※２④b-2※２ 中央制御室給気内側隔離弁 

③a-2 ⑥a-2 ②a-3②a-4

③b-2 ⑥b-2 ②b-3②b-4
中央制御室外気取入調節弁 
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第 1.16.2図 中央制御室，中央制御室待避室の陽圧化バウンダ

リ構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.16－5図 中央制御室待避室正圧化バウンダリ構成図 

 

 

 

 

第 1.16－2図 中央制御室，中央制御室待避室の正圧化バウンダリ

構成図（１／２） 
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第 1.16－2図 中央制御室，中央制御室待避室の正圧化バウンダリ

構成図（２／２） 

A-チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 

B-チャコール・フィルタ 

・ブースタ・ファン 
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第 1.16.3図 中央制御室可搬型陽圧化空調機の構成図 

第 1.16.4図 6号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機 配置図 

第 1.16－3図 チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン及び非常

用チャコール・フィルタ・ユニット配置図 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 
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第 1.16.5 図 7号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機 配置図 
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第 1.16－4図 中央制御室換気系系統隔離運転の実施手順 タイム

チャート（交流電源が正常な場合） 

第 1.16－5図 中央制御室換気系の加圧運転 タイムチャート 

（交流電源が正常で中央制御室換気系が通常運転している場合） 

第 1.16－6図 中央制御室換気系の加圧運転 タイムチャート 

（交流電源が正常で中央制御室換気系が系統隔離運転している場

合） 

第 1.16－7図 中央制御室換気系の系統隔離運転 タイムチャート 

（炉心損傷後に格納容器ベントを実施する場合） 

第 1.16－8図 中央制御室換気系の加圧運転 タイムチャート 

（中央制御室待避室から退出した場合） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違

【東海第二】 

⑪の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違

【東海第二】 

⑪の相違

・手順の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は格納容器

ベントによるプルーム

通過中は加圧運転から

系統隔離運転に切替

え，待避室から退出後

に加圧運転に戻す 

手順の項目

　系統隔離運転の確認

中央制御室換気系の系統隔離運転
（交流電源が正常な場合）

中央制御室運転員Ａ １

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

10分 中央制御室換気系

系統隔離運転の確認

手順の項目

　系統構成（系統隔離運転実施）

　中央制御室外気取入調節弁開操作

　中央制御室換気系給気隔離弁開操作

現場運転員Ｄ及びＥ ２

中央制御室換気系の加圧運転
（交流電源が正常で中央制御室換気系が通常運

転している場合）

中央制御室運転員Ａ １

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

40分 中央制御室換気系

加圧運転実施

手順の項目

　系統構成（系統隔離運転実施）

　中央制御室外気取入調節弁開操作

　中央制御室換気系給気隔離弁開操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

中央制御室換気系の加圧運転
（交流電源が正常で中央制御室換気系が系統隔

離運転している場合）

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｄ及びＥ ２

40分 中央制御室換気系

加圧運転実施

手順の項目

　中央制御室外気取入調節弁閉操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

中央制御室換気系の系統隔離運転
（炉心損傷後に格納容器ベントを実施する場

合）
中央制御室運転員Ａ １

中央制御室待避室加圧操作完了

5分 中央制御室換気系

系統隔離運転実施

手順の項目

　中央制御室外気取入調節弁開操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

中央制御室換気系の加圧運転
（中央制御室待避室から退出した場合）

中央制御室運転員Ａ １

中央制御室待避室から退出完了

5分 中央制御室換気系

加圧運転実施
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第 1.16－2 図 中央制御室換気系による居住性の確保タイムチャ

ート（全交流動力電源が喪失した場合） 

第 1.16－9図 中央制御室換気系系統隔離運転の手動起動 タイム

チャート 

（全交流動力電源が喪失した場合） 

第 1.16－10図 中央制御室換気系の加圧運転 タイムチャート 

（全交流動力電源が喪失した場合） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違

【東海第二】 

⑪の相違

手順の項目

　手動起動操作

5510 15 20 25 30

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

中央制御室換気系の系統隔離運転
（全交流動力電源が喪失した場合）

中央制御室運転員Ａ

40 45 備考5 60

１

35 50

交流電源確保 20分 中央制御室換気系

系統隔離運転の実施

手順の項目

　系統構成（系統隔離運転実施）

　中央制御室外気取入調節弁開操作

　中央制御室換気系給気隔離弁開操作

中央制御室換気系の加圧運転
（全交流動力電源が喪失した場合）

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｄ及びＥ ２

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

40分 中央制御室換気系

加圧運転実施

交流電源確保
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第 1.16.6図 中央制御室待避室陽圧化装置概要 

 

 

第 1.16－6図 中央制御室待避室空気ボンベユニット概要図 

  

第 1.16－11図 中央制御室待避室正圧化装置概要 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 ○  ：操作手順番号を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

PI 

 

FI 

中央制御室待避室 

気密扉 

気密扉 待避室差圧計 

均圧室 

 DPX 

②※2 

 

⑥ 

④ 

②※1 

 

操作手順 名称 

②※1 中央制御室空気供給系空気ボンベラック出口止め弁 

②※2 中央制御室空気供給系 1次減圧弁入口弁 

④ 中央制御室空気供給系出口止め弁 

⑥ 中央制御室空気供給系流量調節弁 
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第 1.16－4 図 中央制御室待避室による居住性の確保のタイムチ

ャート 

第 1.16－12図 中央制御室待避室による居住性の確保のタイムチャ

ート 

手順の項目

　中央制御室待避室の加圧準備操作

　中央制御室待避室の加圧

現場運転員Ｄ及びＥ ２

中央制御室運転員Ａ １

　LEDﾗｲﾄ(ﾗﾝﾀﾝﾀｲﾌﾟ)及びﾌﾟﾗﾝﾄﾊﾟﾗ
　ﾒｰﾀ監視装置の設置及び起動

中央制御室待避室による居住性の確保 現場運転員Ｄ １

要員(数)

必要な要員と作業項目 備考10 20 30 40 50 20

経過時間（分） 経過時間（分）

60 -30 -20 -10 0 10 30

中央制御室加圧運転を開始 ベント実施予測時刻約20分前30分 加圧準備完了

10分 照明点灯及びﾌﾟﾗﾝﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ

監視装置の起動完了
5分 中央制御室待避室の加圧開始

ベント実施予測時刻
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第 1.16－3図 中央制御室の照明の確保のタイムチャート 

第 1.16－13図 中央制御室の照明確保 タイムチャート 

手順の項目

　ＬＥＤライト（三脚タイプ）の設置及び点灯

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

中央制御室の照明確保 現場運転員Ｂ １

10分 中央制御室の照明確保完了
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第 1.16.7図 データ表示装置に関するデータ伝送の概要 

 

 

 

 

 

 

第 1.16－7図 データ表示装置（待避室）に関するデータ伝送の  

概要 

 

第 1.16－14図 プラントパラメータ監視装置に関するデータ伝送の

概要 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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第 1.16－10図 対応手段選択フローチャート 第 1.16－15図 対応手段選択フローチャート 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

制御室の照明確保に関

する対応手段選択フロ

ーを記載 

Yes

No

No

Yes

全交流動力電源喪失

代替交流電源設

備給電可能

非常用照明

使用可能

ＬＥＤライト（三脚タイプ）

〔内蔵蓄電池給電〕

ＬＥＤライト（三脚タイプ）

〔代替交流電源設備給電〕

非常用照明

〔代替交流電源設備給電〕

（凡例）

：プラント状態

：操作確認

：判断

：重大事故等対処設備
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第 1.16.9図 現場操作アクセスルート（建屋２階） 

[制御室建物４階・廃棄物処理建物１階] 

[廃棄物処理建物２階] 

第 1.16－16図 現場操作アクセスルート（中央制御室換気系隔離運

転及び加圧運転） 

凡例 

アクセスルート 

   操作対象箇所 

チャコール・フィルタ・

ブースタ・ファン， 

非常用チャコール・ 

フィルタ・ユニット 

中央制御室給気隔離弁 

再循環用ファン 

原子炉建物２FL 

EL 23800 

タービン建物３FL 

EL 20600 

廃棄物処理建物２FL 

EL 22100 

中央制御室外気取入調節弁 
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第 1.16.10図 現場操作アクセスルート（建屋１階） 

[廃棄物処理建物１階・制御室建物４階] 

第 1.16－17図 現場操作アクセスルート（中央制御室待避室） 
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第 1.16.11図 現場操作アクセスルート（建屋地下１階） 
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第 1.16.12図 現場操作アクセスルート（建屋４階） 
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第 1.16.13図 「大破断 LOCA＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力

電源喪失」シーケンス 

第 1.16－8図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」の作業と所要時間（代替循環冷却系を使用でき

ない場合） 

第 1.16－18図 「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機

能喪失＋全交流動力電源喪失」シーケンス 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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動
/
運

転
確

認
/
系

統
構

成
/
漏

え
い

隔
離

操
作

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常

設
）

注
水

操
作

（
1
人

）

A
―

・
 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

常
設

）
注

水
弁

操
作

1
0
分

中
央

制
御

室
待

避
室

に
退

避
す

る
前

に
原

子
炉

注
水

流
量

を
崩

壊
熱

相
当

に
調

整
す

る
。

―
・

 
放

射
線

防
護

具
準

備
／

装
備

―
・

 
大

量
送

水
車

に
よ

る
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
へ

の
補

給
準

備

　
（

大
量

送
水

車
配

置
，

ホ
ー

ス
展

張
・

接
続

）

―
・

 
大

量
送

水
車

に
よ

る
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
へ

の
補

給

格
納

容
器

ベ
ン

ト
前

に
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
を

満
水

に

し
，

緊
急

時
対

策
所

へ
待

避
。

低
圧

原
子

代
替

注
水

槽
を

満
水

に
す

る
こ

と
に

よ
り

待
避

中
も

注
水

を
維

持
で

き
る

。

待
避

解
除

は
作

業
エ

リ
ア

の
放

射
線

量
測

定
後

と
な

る
。

原
子

炉
ウ

ェ
ル

代
替

注
水

系

注
水

操
作

―
・

 
大

量
送

水
車

に
よ

る
原

子
炉

ウ
ェ

ル
へ

の
注

水
解

析
上

考
慮

せ
ず

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
可

搬
型

）
系

統
構

成

（
1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
系

統
構

成
1
0
分

―
（

2
人

）

a
,
b

・
 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
ス

プ
レ

イ
弁

操
作

（
現

場
）

（
1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
ス

プ
レ

イ
弁

操
作

―
（

1
2
人

）

a
～

l
・

 
資

機
材

配
置

及
び

ホ
ー

ス
敷

設
，

系
統

水
張

り
，

起
動

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
放

射
線

防
護

具
準

備
／

装
備

1
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接

続
解

析
上

考
慮

せ
ず

―
―

・
 
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
　

系
統

構
成

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
（

2
人

）

c
,
d

・
 
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
　

運
転

状
態

監
視

解
析

上
考

慮
せ

ず

格
納

容
器

ベ
ン

ト
前

に
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
の

流
量

を
調

整

し
，

緊
急

時
対

策
所

へ
待

避
。

流
量

調
整

す
る

こ
と

で
待

避
中

も
燃

料
補

給
が

不
要

と
な

る
。

（
1
人

）

A
―

・
 
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
　

冷
却

水
流

量
調

整
1
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
格

納
容

器
内

雰
囲

気
計

装
起

動
5
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

及
び

酸
素

濃
度

の
監

視
解

析
上

考
慮

せ
ず

―
・

 
放

射
線

防
護

具
準

備
／

装
備

―
・

 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給

燃
料

補
給

作
業

―
・

 
大

量
送

水
車

，
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
へ

の
補

給
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

適
宜

実
施

―
・

 
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
ｐ

H
制

御
　

系
統

構
成

2
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
ｐ

H
制

御
　

起
動

1
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

（
1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

準
備

（
第

２
弁

操
作

）
1
0
分

―
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

準
備

（
第

２
弁

操
作

）
解

析
上

考
慮

せ
ず

―
（

2
人

）

g
,
h

・
 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
排

気
ラ

イ
ン

ド
レ

ン
排

出
弁

閉
操

作
4
0
分

―
（

2
人

）

o
,
p

・
 
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

水
素

濃
度

準
備

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
（

2
人

）

e
,
f

・
 
可

搬
式

窒
素

供
給

装
置

準
備

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
―

・
 
緊

急
時

対
策

所
へ

の
待

避
2
5
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

（
1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

操
作

（
第

１
弁

操
作

）
1
0
分

―
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

操
作

（
第

１
弁

操
作

）
解

析
上

考
慮

せ
ず

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
　

再
開

（
1
人

）

A
―

・
 
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

系
再

起
動

解
析

上
考

慮
せ

ず

燃
料

プ
ー

ル
水

温
6
6
℃

以
下

維
持

必
要

人
員

数
　

合
計

1
人 A

1
9
人

a
～

s

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）
（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
し
な
い
場
合
）

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）
経

過
時

間
（

時
間

）
経

過
時

間
（

日
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

4
0

4
1

4
2

4
3

5
6

7

操
作

項
目

実
施

箇
所

・
必

要
人

員
数

操
作

の
内

容

　
事

象
発

生

　

通
報

連
絡

者
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

5
人

初
動

で
の

指
揮

中
央

制
御

室
連

絡

発
電

所
外

部
連

絡

運
転

員

（
現

場
）

状
況

判
断

1
人 A

―
―

1
0
分

交
流

電
源

回
復

操
作

―
解

析
上

考
慮

せ
ず

対
応

可
能

な
要

員
に

よ
り

対
応

す
る

― ― ―
1
0
分

2
人

B
,
C

1
0
分

3
5
分

Ｄ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
準

備

―
2
5
分

Ｄ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
操

作

―
5
分

（
2
人

）

B
,
C

5
分

Ｃ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
準

備

―

（
2
人

）

B
,
C

Ｃ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
操

作

―

（
2
人

）

B
,
C

― ―

水
素

濃
度

及
び

酸
素

濃
度

監
視

設
備

の
起

動

（
1
人

）

A

― ― ―

中
央

制
御

室
換

気
系

起
動

― ―

（
2
人

）

D
,
E

4
0
分

中
央

制
御

室
換

気
系

運
転

モ
ー

ド
切

替
え

―
5
分

―

中
央

制
御

室
待

避
室

準
備

（
2
人

）

D
,
E

―
5
分

―
　

　
1
0
時

間

―

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常

設
）

起
動

操
作

2
人

D
,
E

1
0
分

2
0
分

―
1
0
分

―
　

　
　

　
　

　
注

水
開

始
3
0
分

は
最

大
流

量
と

し
，

そ
の

後
は

崩
壊

熱
相

当
量

で
注

水
継

続
　

　
注

水
継

続
適

宜
実

施

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

／
西

２
）

か

ら
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
へ

の

補
給

―
1
4
人

a
～

n

1
0
分

―
2
時

間
1
0
分

―

（
2
人

）

a
,
b

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

適
宜

実
施

適
宜

実
施

―
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
上

部
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
内

雰
囲

気
温

度
低

下
を

確
認

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

蒸
発

に
よ

る
水

位
低

下
を

考
慮

し
て

定
期

的
に

注
水

待 避 時 間

　
現

場
作

業
中

断

　
（

一
時

待
避

中
）

移 動 時 間

適
宜

実
施

待 避 時 間

―
 
適

宜
実

施

待 避 時 間

　
現

場
作

業
中

断

　
（

一
時

待
避

中
）

移 動 時 間

（
2
人

）

B
,
C

1
時

間
4
0
分

―

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
可

搬
型

）
ス

プ
レ

イ
操

作

―
 
適

宜
実

施

待 避 時 間

　
現

場
確

認
中

断

　
（

一
時

待
避

中
）

移 動 時 間

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

準
備

操
作

―
7
時

間
2
0
分

―
3
人

o
,
p
,
q

―
1
時

間
4
0
分

適
宜

実
施

―

格
納

容
器

内
雰

囲
気

計
装

に
よ

る

水
素

濃
度

及
び

酸
素

濃
度

監
視

（
1
人

）

A

― ―
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

適
宜

実
施

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

運
転

―
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
適

宜
実

施

燃
料

補
給

準
備

―

2
人

r
,
s

1
0
分

―
2
時

間
3
0
分

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

残
量

に
応

じ
て

適
宜

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

等
か

ら
補

給
。

格
納

容
器

ベ
ン

ト
前

に
可

搬
型

設
備

へ
燃

料
補

給
を

実
施

し
，

緊
急

時
対

策
所

へ
待

避
。

待
避

解
除

は
作

業
エ

リ
ア

の
放

射
線

量
測

定
後

と
な

る
。

―

待 避 時 間

　
現

場
作

業
中

断

　
（

一
時

待
避

中
）

移 動 時 間

　
適

宜
実

施

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

ｐ
H
制

御
操

作
（

1
人

）

A

― ―

格
納

容
器

ベ
ン

ト
準

備
操

作

―

（
2
人

）

D
,
E

（
2
人

）

B
,
C

1
時

間
2
0
分

― ―
2
時

間

―
2
時

間

格
納

容
器

ベ
ン

ト
操

作

―

（
2
人

）

D
,
E

1
時

間
3
0
分

―
1
0
分

・
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

水
ポ

ン
プ

を
再

起
動

し
燃

料
プ

ー
ル

の
冷

却
を

再
開

す
る

。

・
必

要
に

応
じ

て
ス

キ
マ

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

へ
の

補
給

を
実

施
す

る
。

4
人

B
,
C
,
D
,
E

（
）

内
の

数
字

は
他

の
作

業
終

了
後

，
移

動
し

て
対

応
す

る
人

員
数

。

約
27
時
間

格
納
容
器
圧
力

64
0
kP
a
[g
a
ge
]到

達

1
0分

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

遠
隔
操
作
に
失
敗
し
た
場
合
は
，
現
場
操
作
に
て
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
除
熱
を
行
う
。

操
作
は
，
現
場
へ
の
移
動
を
含
め
，
約

14
分
後
か
ら
開
始
可
能
で
あ
る
。
（
操
作
完
了
は
約

1時
間
30
分
後
）

具
体
的
な
操
作
方
法
は
，
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構
に
よ
り
，
原
子
炉
建
物
付
属
棟
内
か
ら
操
作
を
行
う
。

約
5分

炉
心
損
傷

プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

約
10
分

燃
料
被
覆
管
温
度

12
0
0℃

到
達

原
子
炉
ス
ク
ラ
ム

3
0分

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
原
子
炉
注
水
開
始

約
28
分

燃
料
温
度
25
0
0K
（
22
27
℃
）
到
達

約
１
時
間

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

運
転
開
始

約
32
時

間
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位

通
常

水
位
＋

約
1.
3m
到

達

約
１
時
間

40
分

中
央
制
御
室
換
気
系

運
転
開
始
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 1.16－9図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」の作業と所要時間（代替循環冷却系を使用でき

ない場合） 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑩の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

第 1.16.14 図 「大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失」シーケンス（中央制御室運転員） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

第 1.16.15図 「大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力 

電源喪失」シーケンス（現場運転員） 
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第 1.16－11図 中央制御室チェンジングエリア設置タイムチャ

ート 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

第 1.16.16図 中央制御室チェンジングエリア設営 第 1.16－19図 チェンジングエリア設営タイムチャート 
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［制御室建物２階］ 

［制御室建物３階］ 

第 1.16－20図 現場操作アクセスルート（チェンジングエリア）

(１／２) 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，チェ

ンジングエリア設営を

行う場合のアクセス性

について記載 

凡例 

アクセスルート 

操作対象箇所 

第１チェックポイント 

（放射線管理室） 

制御室建物２FL 

EL 8800 

廃棄物処理建物 B１FL 

EL 8800 

原子炉建物 B１FL 

EL 8800 

タービン建物１FL 

EL 5500 

凡例 

アクセスルート 

操作対象箇所 

制御室建物３FL 

EL 12800 

廃棄物処理 BM１FL 

EL 12300 
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［制御室建物４階］ 

第 1.16－20図 現場操作アクセスルート（チェンジングエリア）

(２／２) 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，チェ

ンジングエリア設営を

行う場合のアクセス性

について記載 

凡例 

アクセスルート 

操作対象箇所 

チェンジングエリア 

原子炉建物１FL 

EL 15300 
廃棄物処理建物１FL 

EL 15300 

制御室建物４FL 

EL 16900 

タービン建物２FL 

EL 12500 

1.16-92



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

第 1.16.8図 非常用ガス処理系概要（6号炉） 

 

 

第 1.16－12図 原子炉建屋ガス処理系概要図 

（Ａ系運転時） 

 

 

第 1.16－21図 非常用ガス処理系概要図（運転時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 系統設計の相違 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 ○  ：操作手順番号を示す。 

○a※１～：aは交流電源が正常の手順，bは全交流動力電源が喪失した場合を示す。 

同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合， 

その実施順を示す。 

 

排
気
筒 

 

 

 

 

  

  

 

原子炉棟 

換気系へ 

前置ガス処理装置（Ｂ） 後置ガス処理装置（Ｂ） 

排気ファン（Ａ） 

原子炉建物原子炉棟 

サプレッション・チェンバ 

 原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉格納容器 

ドライウェル 

格納容器フィルタベント系へ 

AO 

MO 

MO 

AO 

AO MO 

MO MO 

MO 

AO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

AO 

AO 

原子炉建物 

２階より 

排気ファン（Ｂ） 

AO MO 

前置ガス処理装置（Ａ） 後置ガス処理装置（Ａ） 

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル閉止装置 

②a※４②b※２ ②a※２②b※４ 

②a※１②b※３ 

②a※３②b※５ 

②a※５②b※１ 

操作手順 名称 

②a※１②b※３ 排気ファン 

②a※２②b※４ ＳＧＴ入口弁 

②a※３②b※５ ＳＧＴ出口弁 

②a※４②b※２ Ｒ／Ｂ連絡弁 

②a※５②b※１ Ｒ／Ｂ給排気隔離弁 
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第 1.16.8図 非常用ガス処理系概要（7号炉） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

申請号炉の違い 
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第 1.16－13 図 原子炉建屋ガス処理系（交流電源が正常な場

合）運転のタイムチャート 

第 1.16－14 図 原子炉建屋ガス処理系（全交流動力電源が喪失

した場合）運転のタイムチャート 

第 1.16－15図 原子炉建屋ガス処理系停止のタイムチャート 

第 1.16－22図 非常用ガス処理系起動手順 タイムチャート（交流

電源が正常な場合） 

第 1.16－23図 非常用ガス処理系起動手順 タイムチャート（全交

流動力電源が喪失した場合） 

第 1.16－24図 非常用ガス処理系停止手順 タイムチャート 

手順の項目

　非常用ガス処理系の自動起動の確認

35 40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30

非常用ガス処理系起動手順
（交流電源が正常な場合）

中央制御室運転員Ａ １

５分 非常用ガス処理系起動

手順の項目

　非常用ガス処理系の手動起動操作

30 35 40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25

非常用ガス処理系起動手順
（全交流動力電源が喪失した場合）

中央制御室運転員Ａ １

10分 非常用ガス処理系起動

交流電源確保

手順の項目

　非常用ガス処理系の停止操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

非常用ガス処理系停止手順 中央制御室運転員Ａ １

５分 非常用ガス処理系停止

交流電源確保
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第 1.16－16 図 原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放した

場合の閉止（遠隔操作の場合）のタイムチャー

ト 

第 1.16－17 図 原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放した

場合の閉止（現場において人力による操作が必

要な場合）のタイムチャート 

第 1.16－18 図 原子炉建屋外側ブローアウトパネルの強制開放

のタイムチャート 

第 1.16－25図 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止

手順 タイムチャート 

（中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の

閉止） 

第 1.16－26図 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止

手順 タイムチャート 

（現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止）

（１個あたり） 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違

手順の項目

　原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の閉止

35 40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20 25 30

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の
閉止手順

（中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブ
ローアウトパネル部の閉止）

中央制御室運転員Ａ １

５分 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止完了

手順の項目

　移動

　原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 140 180 200 220 240 260

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の
閉止手順

（現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウト
パネル部の閉止）

緊急時対策要員 ２

120分 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止完了

（１個あたり）
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[原子炉建物１階] 

[原子炉建物２階] 

第 1.16－27図 現場操作アクセスルート（原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置（現場操作））(１／３) 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉はブロー

アウトパネル閉止装置

の現場操作に関するア

クセスルートを記載 

凡例 

アクセスルート 

操作対象箇所 

タービン建物３FL 

EL 20600 

原子炉建物２FL 

EL 23800 

廃棄物処理建物２FL 

EL 22100 
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[原子炉建物中２階] 

[原子炉建物３階] 

第 1.16－27図 現場操作アクセスルート（原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置（現場操作））(２／３) 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉はブロー

アウトパネル閉止装置

の現場操作に関するア

クセスルートを記載 

凡例 

アクセスルート 

操作対象箇所 

タービン建物３ＦＬ 

EL 20600 

廃棄物処理建物３ＦＬ 

EL 26700 

原子炉建物Ｍ２ＦＬ 

EL 30500 

凡例 

アクセスルート 

操作対象箇所 

原子炉建物３ＦＬ 

EL 34800 

廃棄物処理建物４ＦＬ 

EL 32000 

タービン建物４ＦＬ 

EL 32000 
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[原子炉建物４階] 

第 1.16－27図 現場操作アクセスルート（原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置（現場操作））(３／３) 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉はブロー

アウトパネル閉止装置

の現場操作に関するア

クセスルートを記載 

凡例 

アクセスルート 

   操作対象箇所 

廃棄物処理建物５ＦＬ

ＥＬ 37500

原子炉建物４ＦＬ

ＥＬ 42800

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 
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添付資料 1.16.1 

 

 

 

第 1 図 6号炉中央制御室 給電系統概要図（重大事故等） 

添付資料 1.16.1 

 

 

 

 

対応手段として選定した設備の電源構成図（1／2） 

 

 

 

対応手段として選定した設備の電源構成図（2／2） 

 

 

添付資料 1.16.1 

 

対応手段として選定した設備の電源構成図 

 

第 1図 電源構成図（交流電源） 

 

 

 

 

 

第 2図 電源構成図（交流電源） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違に伴う電

源構成の相違 
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第 3図 電源構成図（直流電源） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違に伴う電

源構成の相違 

第 2図 7号炉中央制御室 給電系統概要図（重大事故等） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

申請号炉の違い 
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添付資料 1.16.2 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/3) 

添付資料 1.16.2 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／5） 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／5） 

添付資料 1.16.2 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/3) 

添付資料 1.16.2 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／

４） 

技術的能力審査基準（1.16） 番号 設置許可基準規則（五十九条） 技術基準規則（七十四条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉制御

室に関し、重大事故が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために必要な手順等

が整備されているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 ① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合（重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）が有する原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）においても運転員が第二十六条第

一項の規定により設置される原子炉制御

室にとどまるために必要な設備を設けな

ければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合（重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）が有する原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）においても運転員が第三十八条第

一項の規定により設置される原子炉制御

室にとどまるために必要な設備を施設し

なければならない。 

① 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順

等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御

室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジ

メント（マスク及びボンベ等）により対応

する場合）又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処

設備（特定重大事故等対処施設を構成する

もの除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場

合」とは、第４９条、第５０条、第５１条

又は第５２条の規定により設置されるい

ずれかの設備の原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が喪失した場合をい

う。 

【解釈】 

１ 第７４条に規定する「重大事故等対処

設備（特定重大事故等対処施設を構成する

もの除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場

合」とは、第６４条、第６５条、第６６条

又は第６７条の規定により設置されるい

ずれかの設備の原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が喪失した場合をい

う。 

－ 

ａ）重大事故が発生した場合においても、

放射線防護措置等により、運転員がとどま

るために必要な手順等を整備すること。 
② 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６

条第１項の規定により設置される原子炉

制御室にとどまるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

２ 第７４条に規定する「運転員が第３８

条第１項の規定により設置される原子炉

制御室にとどまるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

－ ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）が、代替交流電源設備からの給電を可

能とする手順等（手順及び装備等）を整備

すること。 

※１ 

※１ 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が，

代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手

順及び装備等）は，技術的能力「1.14 電源の確保に関

する手順等」で整理 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）は、代替交流電源設備からの給電を可

能とすること。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）は、代替交流電源設備からの給電を可

能とすること。 
※１ 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原

子炉制御室の居住性について、次の要件を

満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器

破損モードのうち、原子炉制御室の運転員

の被ばくの観点から結果が最も厳しくな

る事故収束に成功した事故シーケンス（例

えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧

力逃がし装置等の格納容器破損防止対策

が有効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても

よい。ただしその場合は、実施のための体

制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただ

しその場合は、実施のための体制を整備す

ること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日

間で 100mSv を超えないこと。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原

子炉制御室の居住性について、次の要件を

満たすものであること。 

① 設置許可基準規則解釈第３７条の想

定する格納容器破損モードのうち、原子炉

制御室の運転員の被ばくの観点から結果

が最も厳しくなる事故収束に成功した事

故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容

器破損防止対策が有効に機能した場合）を

想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても

よい。ただしその場合は、実施のための体

制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただ

しその場合は、実施のための体制を整備す

ること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日

間で 100mSv を超えないこと。 

② 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において、原子炉

制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を

行うための区画を設けること。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において、原子炉

制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を

行うための区画を設けること。 

③ 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減す

る必要がある場合は、非常用ガス処理系等

（BWR の場合）又はアニュラス空気再循環

設備等（PWR の場合）を設置すること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減す

る必要がある場合は、非常用ガス処理系等

（BWR の場合）又はアニュラス空気再循環

設備等（PWR の場合）を設置すること。 

④ 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制

御室の居住性を確保するために原子炉建

屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に

閉止操作ができること。また、ブローアウ

トパネルは、現場において人力による操作

が可能なものとすること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制

御室の居住性を確保するために原子炉建

屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に

閉止操作ができること。また、ブローアウ

トパネルは、現場において人力による操作

が可能なものとすること。 

⑤ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/3) 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／5） 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／４) 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 

既設 

新設 

解釈  

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

居
住
性
の
確
保 

中央制御室遮蔽 既設 

① 

② 

－ － － － － － 

再循環用ファン 既設 

チャコール・フィルタ・

ブースタ・ファン 
既設 

非常用チャコール・フィ

ルタ・ユニット 
既設 

中央制御室換気系弁（中

央制御室外気取入調節

弁，中央制御室給気外側

隔離弁，中央制御室給気

内側隔離弁，中央制御室

排気内側隔離弁，中央制

御室排気外側隔離弁） 

既設 

中央制御室換気系ダクト 既設 

中央制御室待避室遮蔽 新設 

－ － － － － － 

中央制御室待避室正圧化

装置（空気ボンベ） 
新設 

中央制御室待避室正圧化

装置（配管・弁） 
新設 

ＬＥＤライト（三脚タイ

プ） 
新設 

居住性

の確保 
非常用照明 常設 － － 

自主対
策とす

る理由
は本文
参照 

中央制御室差圧計 新設 

－ － － － － － 

待避室差圧計 新設 

酸素濃度計 新設 

二酸化炭素濃度計 新設 

無線通信設備（固定型） 新設 

無線通信設備（固定型）

（屋外アンテナ） 
新設 

衛星電話設備（固定型） 新設 

 

1.16-103



柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 女川発電所２号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/3) 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／5） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/3) 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／

４） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二，

女川２号】 

設備構成の相違 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／5） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／４) 

：重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 

既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

衛星電話設備（固定型）

（屋外アンテナ） 
新設 

プラントパラメータ監視

装置（中央制御室待避室） 
新設 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 

ＬＥＤライト（ランタン

タイプ） 
新設 

汚
染
の
持
ち 

込
み
防
止 

防護具（全面マスク等）

及びチェンジングエリア

用資機材 

新設 

① 

③ 
－ － － － － － 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 

運
転
員
の
被
ば
く
低
減 

非常用ガス処理系排気フ

ァン 
既設 

① 

② 

④ 

⑤ 

－ － － － － － 

前置ガス処理装置 既設 

後置ガス処理装置 既設 

非常用ガス処理系配管・

弁 
既設 

非常用ガス処理系排気管 既設 

原子炉建物原子炉棟 既設 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 

原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装

置 

新設 

技術的能力審査基準（1.16） 適合方針 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において，原子

炉制御室に関し、重大事故が発生した

場合においても運転員等がとどまるた

めに必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

重大事故が発生した場合においても中

央制御室換気系，非常用ガス処理系，

ＬＥＤライト（三脚タイプ）及び中央

制御室待避室等により中央制御室に運

転員がとどまるために必要な手順を整

備する。 

【解釈】 

１ 「運転員等がとどまるために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置（原

子炉制御室の遮蔽設計及び換気設備

に加えてマネジメント（マスク及びボ

ンベ等）により対応する場合）又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

－ 

ａ）重大事故が発生した場合において

も、放射線防護措置等により、運転員

等がとどまるために必要な手順等を整

備すること。 

重大事故が発生した場合においても資

機材（防護具及びチェンジングエリア

用資機材）を用いた放射線防護措置に

より中央制御室に運転員がとどまるた

めに必要な手順を整備する。 

ｂ）原子炉制御室の電源（空調及び照

明等）が、代替交流電源設備からの給

電を可能とする手順等（手順及び装備

等）を整備すること。 

中央制御室用の電源（空調及び照明等）

が，常設代替交流電源設備であるガス

タービン発電機又は可搬型代替交流電

源設備である高圧発電機車からの給電

を可能とする手順等（手順及び装備等）

は技術的能力「1.14 電源の確保に関

する手順等で整備する。 
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添付資料 1.16.3 

重大事故等時における中央制御室の被ばく評価に係る事象の選定

について 

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉においては，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「設置許可基準規則」）の解釈第59条1b)及び技術基

準の解釈第74条1b)，並びに「実用発電用原子炉に係る重大事故

時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する

審査ガイド」（以下「審査ガイド」）に基づき想定する「設置許

可基準規則解釈第37条の想定する格納容器破損モードのうち，原

子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば，炉心の著しい損傷の

後，格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に

機能した場合）」である「大破断LOCA時に非常用炉心冷却系の機

能及び全交流動力電源が喪失するシーケンス」（以下「大破断

LOCA＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」）においても，

格納容器ベントを実施することなく事象を収束することのできる

代替循環冷却系を整備している。従って，審査ガイド4.2（3）h.

被ばく線量の重ね合わせに基づき，6号及び7号炉において同時に

重大事故が発生したと想定する場合，第一に両号炉において代替

循環冷却系を用いて事象を収束することとなる。 

しかしながら，被ばく評価においては，一方の号炉において代

替循環冷却に失敗することも考慮し，当該号炉において格納容器

圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを行うことを想定する。

これを被ばく評価における基本想定シナリオとする。 

添付資料 1.16.3 

重大事故等時における中央制御室の被ばく評価に係る事象の選定 

島根原子力発電所２号炉においては，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下，

「設置許可基準規則」）の解釈第 59条 1b)及び技術基準の解釈第 74

条 1b)，並びに「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（以

下，「審査ガイド」）に基づき想定する「設置許可基準規則解釈第

37条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員

の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故

シーケンス（例えば，炉心の著しい損傷の後，格納容器圧力逃がし

装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）」である

『冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）時に非常用炉心冷却系の機能及び

全交流動力電源が喪失する事故シーケンス』においても格納容器ベ

ントを実施することなく，事象を収束することのできる残留熱代替

除去系を整備している。従って，第一に残留熱代替除去系を用いて

事象を収束することとなる。 

しかしながら，被ばく評価においては，残留熱代替除去系の起動

に失敗することも考慮し，格納容器フィルタベント系を用いた格納

容器ベントを行う事を想定する。 

これを被ばく評価における基本想定シナリオとする。 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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なお，更なる安全性向上の観点から，さらに2つのシナリオを

想定して，自主的な対策を講じることとする。1つ目のシナリオ

として，遮蔽設計をより厳しくする観点から，両号炉において代

替循環冷却に失敗し，同時に格納容器圧力逃がし装置を用いた格

納容器ベントを行うことを想定する。これに応じた遮蔽設計を行

うこととする。 

 

 
2つ目のシナリオとして，空調設計をより厳しくする観点か

ら，両号炉において代替循環冷却に失敗し，同時にではなく格納

容器圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを行うことを想定す

る。これに応じた自主的な対策を講じることとする。 

 

 

 

  

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 
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添付資料 1.16.4 

中央制御室待避室使用時の酸素濃度及び二酸化炭素濃度について 

格納容器圧力逃し装置使用時に待避する中央制御室待避室の酸

素濃度及び二酸化炭素濃度の評価を，「空気調和・衛生工学便覧

空気調和設備設計」に基づき評価を実施した。 

(1)必要換気量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数：n＝20名

・許容二酸化炭素濃度：C＝0.5%（労働安全衛生規則） 

・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.039%（標準大気の二酸化

炭素濃度） 

・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.022m3 /h/人（空気

調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐出し

量） 

・必要換気量：Q1＝100×M×n／（C－C0） m3/h（空気調

和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量） 

Q1＝ 100×0.022×20÷(0.5－0.039) 

＝ 95.45 

≒ 95.5m3/h 

添付資料 1.16.3 

中央制御室換気系閉回路循環運転時及び中央制御室待避室 

使用時の酸素濃度及び二酸化炭素濃度について 

中央制御室換気系が閉回路循環運転時及び格納容器圧力逃し装

置作動時に使用する中央制御室待避室の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の評価を，「空気調和・衛生工学便覧 空気調和設備設計」

に基づき実施した。 

2. 中央制御室待避室の必要空気供給量

(1) 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

ａ．収容人数：n＝3名 

ｂ．許容二酸化炭素濃度：C＝0.5％（ＪＥＡＣ4622-2009） 

ｃ．大気二酸化炭素濃度：C０＝0.0336％（空気ボンベの二

酸化炭素濃度） 

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.022m３／h／人（空

気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐出し

量） 

ｅ．必要換気量：Q１＝100×M×n／（C－C０）m３／h（空気調

和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量） 

Q１＝100×0.022×3÷（0.5－0.0336） 

＝14.15 

≒14.2 m３／h 

添付資料 1.16.4 

中央制御室待避室使用時の酸素濃度及び二酸化炭素濃度について 

格納容器フィルタベント使用時に待避する中央制御室待避室の酸

素濃度及び二酸化炭素濃度の評価を，「空気調和・衛生工学便覧 

空気調和設備設計」に基づき評価を実施した。 

(1)  中央制御室待避室の必要空気供給量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数：ｎ＝５名

・許容二酸化炭素濃度：C＝1.0％（鉱山保安法施行規

則） 

・加圧用空気ボンベ二酸化炭素濃度：C0＝0.03％（空気調

和・衛生工学便覧の乾き空気の主な成分組成により引

用） 

・呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝0.022m3/h/人（空気

調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐出し

量） 

・必要換気量：Q1＝100×M×n／（C－C0）m3/h（空気調

和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量） 

Q1＝100×0.022×５÷（1.0－0.03） 

＝11.34 

≒11.4m3/h 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

中央制御室待避室に

留まる人数の相違 

⑧の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

収容人数の相違に伴

う必要換気量の相違 
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②酸素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数： n＝ 20 名

・吸気酸素濃度： a＝ 20.95%（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度： b＝ 18%（労働安全衛生規則） 

・成人の呼吸量： c＝ 0.48m3 /h/人（ 空気調和・衛生

工学便覧） 

・乾燥空気換算酸素濃度： d ＝ 16.4% （ 空気調和・衛

生工学便覧） 

・必要換気量：Q1 ＝ c ×（a－d）×n／ （a－b）m3/h

（空気調和・衛生工学便覧の酸素

基準の必要換気量） 

Q1＝0.48×(20.95－ 16.4)×20÷(20.95－ 18.0) 

＝ 14.81 

≒ 14.9m3 /h 

以上により，空気ボンベ陽圧化に必要な換気量は二酸

化炭素濃度基準の95.5m3/hとする。 

(2) 酸素濃度基準に基づく必要換気量 

ａ．収容人数：n＝3名 

ｂ．吸気酸素濃度：a＝20.95％（標準大気の酸素濃度） 

ｃ．許容酸素濃度：b＝19％（鉱山保安法施行規則） 

ｄ．成人の呼吸量：c＝0.48m３／h／人（空気調和・衛生工

学便覧） 

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：d＝16.4％（空気調和・衛生工

学便覧） 

ｆ．必要換気量：Q１＝c×（a－d）×n／（a－b）m３／h（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量） 

Q１＝0.48×（20.95－16.4）×3÷（20.95－19.0） 

＝3.36 

≒3.4m３／h 

以上により，中央制御室待避室使用に必要な空気供給

量は二酸化炭素濃度基準の 14.2m３／hとする。 

②酸素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数：ｎ＝５名

・吸気酸素濃度：ａ＝20.95％（標準大気の酸素濃度）

・許容酸素濃度：ｂ＝19％（鉱山保安法施行規則）

・成人の呼吸量：ｃ＝0.48m3/h/人（空気調和・衛生工学

便覧） 

・乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝16.4％（空気調和・衛生

工学便覧） 

・必要換気量：Q1＝ｃ×（ａ－ｄ）×ｎ／（ａ－ｂ）m3/h

（空気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量） 

Q1＝0.48×（20.95－16.4）×５÷（20.95－19.0） 

＝5.6m3/h 

以上より，空気ボンベ正圧化に必要な換気量は二酸化炭素

濃度基準の 11.4m3/h以上とする。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

中央制御室待避室に

留まる人数の相違 

⑧の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

収容人数の相違に伴

う必要換気量の相違 
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(2) 必要ボンベ本数 

 

 

 

中央制御室待避室を10時間陽圧化する必要最低限のボン

ベ本数は二酸化炭素濃度基準換気量の95.5m3 /h 及びボン

ベ供給可能空気量5.50m3/本を基に算出すると，下記のとお

り174 本となる。なお，中央制御室待避室においては陽圧

化試験を実施し，必要ボンベ本数が10時間陽圧化維持する

のに十分であることを確認した後，予備のボンベ容量につ

いて決定する。 

・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa（at35℃） 

・ボンベ内容積： 46.7L 

・圧力調整弁最低制御圧力： 0.89MPa 

・ボンベ供給可能空気量：5.50m3 /本（at-4℃ ） 

 

 

 

 

 

 

 

必要ボンベ本数＝ 95.5m3 /h÷5.50m3 /本×10 時間 

＝ 173.7 

≒ 174 本 

3. 中央制御室待避室の必要ボンベ本数 

中央制御室待避室は，中央制御室内に流入した放射性物質

からの影響を十分に防護できる時間として，ベント開始から 5

時間正圧化する。 

中央制御室待避室を 5時間正圧化する必要最低限のボンベ本

数は，二酸化炭素濃度基準換気量の 14.2m３／h及びボンベ供

給可能空気量 5.5m３／本から下記のとおり 13本となる。な

お，中央制御室待避室の設置後に試験を実施し必要ボンベ本数

が 5時間正圧化維持するのに十分であることの確認を実施し，

予備のボンベ容量について決定する。 

 

(1) ボンベ初期充填圧力：14.7MPa（at35℃） 

 

 

(2) ボンベ供給可能空気量：5.5m３/本※ 

 

 

※ 空気ボンベは標準圧力 14.7MPaで 6.8m３／本であるが，安

全側（残圧及び使用温度補正）を考慮し 5.5m３／本とする。 

 

 

 

必要ボンベ本数＝14.2m３／h÷5.5m3／本×5時間 

＝12.9本 

≒13本 

(2)  中央制御室待避室の必要ボンベ本数 

 

 

 

中央制御室待避室を 10時間正圧化する必要最低限のボンベ

本数は二酸化炭素濃度基準換気量の 11.4m3/h及びボンベ供給

可能空気量 8.0m3/本から下記のとおり 15本となる。なお，中

央制御室待避室の設置後に試験を実施し，必要ボンベ本数が

10時間以上正圧化維持するのに十分であることの確認を実施

し，予備のボンベ容量について決定する。 

 

・ボンベ初期充填圧力：19.6MPa（at 35℃） 

・ボンベ内容積：50.0L 

・圧力調整弁最低制御圧力：1.0MPa 

・ボンベ供給可能空気量：8.0m3/本（at ０℃） 

・待避中ボンベ使用時間：10時間 

・待避前ボンベ使用時間：20分※ 

※格納容器ベント実施予測時刻の 20分前にボンベ使用を開

始する。 

以上より，必要ボンベ本数は下記のとおり 15本以上とな

る。 

 

必要ボンベ本数＝11.4m3/h÷8.0m3/本×10時間 20分 

＝14.7 

≒15本 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

格納容器ベント時

間，収容人数及び空気

ボンベ設計方針の相違 
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(3) 酸素濃度，二酸化炭素濃度に関する法令要求について 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二酸

化炭素濃度管理は，労働安全衛生法及びJEAC4622-2009「原

子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規

定」に基づき，酸素濃度が許容濃度の18％を下回るおそれ

がある場合，又は二酸化炭素濃度が許容濃度の0.5％を上回

るおそれがある場合に，外気をフィルタにて浄化しながら

取り入れる運用としている。 

酸素欠乏症等防止規則 （ 一部抜粋） 

（ 定義） 

第二条 この省令において， 次の各号に掲げる用語の意義は， 

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である

状態をいう。 

（ 換気） 

第五条 事業者は， 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場

合は， 当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パー

セント以上（ 第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあって

は， 空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上， かつ， 硫

化水素の濃度を百万分の十以下） に保つように換気しなけれ

ばならない。ただし， 爆発， 酸化等を防止するため換気する

ことができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困

難な場合は， この限りでない。 

1. 酸素濃度，二酸化炭素濃度に関する法令要求について

酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二酸化炭

素濃度管理は，労働安全衛生法，ＪＥＡＣ4622-2009「原子力

発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規程」及び

鉱山保安法施行規則に基づき，酸素濃度が 19％以上，かつ二

酸化炭素濃度が 1％以下で運用する。 

(3) 酸素濃度，二酸化炭素濃度に関する法令要求について 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二酸化

炭素濃度管理は，労働安全衛生法，ＪＥＡＣ4622-2009「原子

力発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規程」及

び鉱山保安法施行規則に基づき，酸素濃度が 19％以上，かつ

二酸化炭素濃度が 1.0％以下で運用する。 

鉱山保安法施行規則（一部抜粋） 

（通気の確保） 

第十六条の一 

一 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含

有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセン

ト以下とすること。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

酸素欠乏症等防止規則（一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満

である状態をいう。 

（換気） 

 第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させ

る場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八

パーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっ

ては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫

化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しなけれ

ばならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気する

ことができない場合又は作業の性質上換気することが著しく

困難な場合は、この限りでない。 

鉱山保安法施行規則（一部抜粋） 

第十六条の一  

一 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素

含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パー

セント以下とすること。 

酸素欠乏症等防止規則（一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満

である状態をいう。 

（換気） 

 第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させ

る場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八

パーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっ

ては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫

化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しなけれ

ばならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気する

ことができない場合又は作業の性質上換気することが著しく

困難な場合は、この限りでない。 
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（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫化

水素中毒」） 

JEAC4622 -2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ば

くに関する規定」（一部抜粋） 

【付属書解説2.5.2】事故時の外気の取り込み 

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には，中央制

御室内のCO2濃度の上昇による運転員の操作環境の劣化防止の

ために外気を取り込む場合がある。 

(1 ) 許容CO2濃度 

事務所衛生基準規則（昭和47年労働省令第43号，最終改正平成

16年3月30日厚生労働省令第70号）により，事務室内のCO2濃度

は100万分の5000（0.5%）以下と定められており，中央制御室

のCO2濃度もこれに準拠する。したがって，中央制御室居住性

の評価にあたっては，上記濃度（0.5%） を許容濃度とする。 

（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫化水

素中毒」） 

（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・

硫化水素中毒」） 

 ＪＥＡＣ4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員等の

事故時被ばくに関する規程」 （一部抜粋） 

【付属書解説 2.5.2】事故時の外気の取り込み 

 中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には、中

央制御室内の CO２濃度の上昇による運転員等の操作環境の劣

化防止のために外気を取り込む場合がある。 

（1）許容 CO２濃度 

事務所衛生基準規則（昭和 47年 9月 30 日労働省令第 43

号、最終改正平成 26年 7月 30日厚生労働省令第 87号）に

より，事務室内の CO２濃度は 100万分の 5000（0.5％）以下

と定められており、中央制御室の CO２濃度もこれに準拠す

る。したがって、中央制御室居住性の評価にあたっては、上

記濃度（0.5％）を許容濃度とする。 

 ＪＥＡＣ4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員等の

事故時被ばくに関する規程」 （一部抜粋） 

【付属書解説 2.5.2】事故時の外気の取り込み 

 中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には、中

央制御室内の CO２濃度の上昇による運転員等の操作環境の劣

化防止のために外気を取り込む場合がある。 

（1）許容 CO２濃度 

事務所衛生基準規則（昭和 47年 9月 30日労働省令第 43

号、最終改正平成 26年 7月 30日厚生労働省令第 87号）に

より，事務室内の CO２濃度は 100万分の 5000（0.5％）以下

と定められており、中央制御室の CO２濃度もこれに準拠す

る。したがって、中央制御室居住性の評価にあたっては、上

記濃度（0.5％）を許容濃度とする。 
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添付資料 1.16.5 

 

炉心損傷の判断基準について 

 

炉心損傷に至るケースとしては，注水機能喪失により原子炉水

位が有効燃料頂部（TAF）以上に維持できない場合において，原

子炉水位が低下し，炉心が露出し冷却不全となる場合が考えられ

る。 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）では，原子炉圧力容器へ

の注水系統を十分に確保できず原子炉水位がTAF未満となった際

に，格納容器内雰囲気放射線レベル計（CAMS）を用いて，ドライ

ウェル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率の状況

を確認し，第1図に示す設計基準事故相当のガンマ線線量率の10

倍を超えた場合を，炉心損傷の判断としている。 

炉心損傷等により燃料被覆管から原子炉内に放出される希ガス

等の核分裂生成物が，逃がし安全弁等を介して原子炉格納容器内

に流入する事象進展を捉まえて，原子炉格納容器内のガンマ線線

量率の値の上昇を，運転操作における炉心損傷の判断，及び炉心

損傷の進展割合の推定に用いているものである。 

また，福島第一原子力発電所の事故時に原子炉水位計， 格納

容器内雰囲気放射線レベル計等の計器が使用不能となり，炉心損

傷を迅速に判断出来なかったことに鑑み，格納容器内雰囲気放射

線レベル計に頼らない炉心損傷の判断基準について検討してお

り，その結果，格納容器内雰囲気放射線レベル計の使用不能の場

合は，「原子炉圧力容器温度計：300℃以上」を炉心損傷の判断

基準として手順に追加する方針である。 

原子炉圧力容器温度は，炉心が冠水している場合には，ＳＲＶ

動作圧力（安全弁機能の最大8.20MPa［gage］）における飽和温

度約298℃を超えることはなく，300℃以上にはならない。一方，

原子炉水位の低下により炉心が露出した場合には過熱蒸気雰囲気

となり，温度は飽和温度を超えて上昇するため，300℃以上にな

ると考えられる。 

上記より，炉心損傷の判断基準を300℃以上としている。な

お，炉心損傷の判断は格納容器内雰囲気放射線レベル計が使用可

能な場合は，当該計器にて判断を行う。 

 添付資料 1.16.5 

 

炉心損傷の判断基準 

 

炉心損傷に至るケースとしては，注水機能喪失により原子炉水位

が有効燃料棒頂部（TAF）以上に維持できない場合において，原子炉

水位が低下し，炉心が露出し冷却不全となる場合が考えられる。 

事故時操作要領書（徴候ベース）では，原子炉圧力容器への注水

系統を十分に確保できず原子炉水位が TAF未満となった際に，格納

容器雰囲気放射線モニタを用いて，ドライウェル又はサプレッショ

ン・チェンバ内のガンマ線線量率の状況を確認し，第 1図，第 2図

に示す設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合を，

炉心損傷判断としている。 

 

炉心損傷等により燃料被覆管から原子炉内に放出される希ガス等

の核分裂生成物が，逃がし安全弁等を介して原子炉格納容器内に流

入する事象進展を踏まえて，原子炉格納容器内のガンマ線線量率の

値の上昇を，運転操作における炉心損傷の判断及び炉心損傷の進展

割合の推定に用いているものである。 

また，格納容器雰囲気放射線モニタの使用不能の場合は，「原子

炉圧力容器温度：300℃以上」を炉心損傷の判断基準として手順に追

加する方針である。 

 

 

 

 

原子炉圧力容器温度は，炉心が冠水している場合には，逃がし安

全弁動作圧力（安全弁機能の最大 8.35MPa［gage］）における飽和

温度約 299℃を超えることはなく，300℃以上にはならない。一方，

原子炉水位の低下により炉心が露出した場合には過熱蒸気雰囲気と

なり，温度は飽和温度を超えて上昇するため，300℃以上になると考

えられる。 

上記より，炉心損傷の判断基準を 300℃以上としている。なお，

炉心損傷判断は格納容器雰囲気放射線モニタが使用可能な場合は，

当該計器にて判断を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設計方針の相違 
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(1) ドライウェルのガンマ線線量率 

(2) サプレッション・チェンバのガンマ線線量率 

第 1 図 SOP導入条件判断図 

第 1図 ドライウェル領域における炉心損傷判断基準 

第 2図 ウェットウェル領域における炉心損傷判断基準 
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添付資料 1.16.6 

現場作業の成立性について 

1. 全交流動力電源喪時の中央制御室換気空調系給排気隔離弁閉

処置について 

(1) 作業概要 

全交流動力電源喪失時の中央制御室陽圧化のため，中央

制御室換気空調系給排気隔離弁閉処置を行う。 

(2) 作業場所 

   コントロール建屋 地上２階（非管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：2名（現場） 

操作時間（想定）：30分 

(4) 作業の成立性 

作業環境:ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。操

作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業

を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッ

ドライト及び懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

添付資料 1.16.6 

作業の成立性について ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，全交

流動力電源喪失時の中

央制御室換気系ダンパ

閉処置については，ダ

ンパは自動で「閉」状

態となるため，現場で

の隔離操作は不要 

操作性 ：給排気隔離弁閉処置作業は，弁を閉側へ回す

作業のみであり容易に操作実施可能である。 

連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 
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第 1 図 中央制御室換気空調系給排気隔離弁配置図（6号炉） 

第 2 図 中央制御室換気空調系給排気隔離弁配置図（7号炉） 
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2.中央制御室可搬型陽圧化空調機起動操作について

(1) 作業概要 

中央制御室の陽圧化の実施条件成立時に，可搬型陽圧化

空調機を起動し，中央制御室を陽圧化する。 

 (2) 作業場所 

   コントロール建屋 地上１階（非管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：2名（現場） 

操作時間（想定）：30分 

(4) 作業の成立性 

作業環境:ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。操

作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業

を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッド

ライト及び懐中電灯をバックアップとして携行

している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作は，

中央制御室可搬型陽圧化空調機ブロワユニット

と中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニ

1. 炉心損傷の判断時の中央制御室換気系加圧運転の実施手順

(1) 作業概要 

中央制御室の正圧化の実施条件成立時に，中央制御室換気系

加圧運転を実施し，中央制御室を正圧化する。 

(2) 作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２

名） 

想定時間 ：40分以内（所要時間目安※１：21分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定

した時間 

(4) 作業の成立性 

ａ．中央制御室操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライ

ト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタ

ンタイプ）及びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容

易に実施可能である。 

ｂ．現場操作 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。操作は汚染の可能性を考慮し防護具

（全面マスク，綿手袋，個人線量計，ゴム

手袋，汚染防護服）を装備して作業を行

う。 

移動経路：停電時においても，ヘッドライトを携行し

ていることから，アクセス可能である。さ

らに，電源内蔵型照明も期待できる。アク

セスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：中央制御室換気系加圧運転の実施は，中央

制御室給気内側隔離弁及び中央制御室給気

外側隔離弁を開操作するのみであり，容易

に操作実施可能である。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，中央

操作についても記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，ヘッ

ドライトにより作業し

バックアップとして電

源内蔵型照明を使用

（以下，⑬の相違） 

・設備の相違 
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ット，中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタ

ユニットと中央制御室給気口を仮設ダクトで接

続し，中央制御室可搬型陽圧化空調機を起動操

作するのみであり，容易に操作実施可能であ

る。 

連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話

設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用

可能な設備により，中央制御室に連絡する。 

連絡手段：通信連絡設備（所内通信連絡設備（警報装

置を含む。），電力保安通信用電話設備，

有線式通信設備）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室に連絡する。 

第１図 廃棄物処理建物２階 中央制御室非常用再循環送風機室 

【柏崎 6/7】 

①の相違

中央制御室外気取入調節弁 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

中央制御室排気隔離弁 

AV264-5 

AV264-6 

中央制御室給気隔離弁 

CV264-17 

CV264-18 

再循環ファン 
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3.中央制御室待避室の陽圧化準備操作について

(1) 作業概要 

炉心損傷後の格納容器圧力逃がし装置を使用する際に待

避する中央制御室待避室の陽圧化のための準備操作を行

う。 

 (2) 作業場所 

   コントロール建屋 地上１階（管理区域） 

廃棄物処理建物 地上１階（管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：2名（現場） 

操作時間（想定）：30分 

(4) 作業の成立性 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マ

スク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作

業を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッ

ドライト及び懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：中央制御室待避室の陽圧化準備作業は，空気

ボンベの元弁を開側へ回す作業のみであり容

2. 中央制御室待避室の準備手順

(1) 中央制御室待避室の正圧化準備手順 

ａ． 作業概要 

炉心損傷後の格納容器フィルタベント系による格納容器ベン

トを実施する際に待避する中央制御室待避室の正圧化のための

準備操作を行う。 

ｂ． 作業場所 

廃棄物処理建物 １階会議室（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階運転員控室（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階消火用ボンベ室（非管理区域） 

ｃ． 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：２名（現場運転員２名） 

想定時間 ：30 分以内（所要時間目安※１：10分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員】 

●中央制御室待避室系統構成：想定時間 30分，所要時間目

安 10分 

・中央制御室空気供給系空気ボンベラック出口止め弁及び

中央制御室空気供給系１次減圧弁入口弁開操作（廃棄物

処理建物１階会議室，運転員控室，消火用ボンベ室） 

ｄ． 作業の成立性 

（ａ）現場操作 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。操作

は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，綿

手袋，個人線量計，ゴム手袋，汚染防護服）を装

備して作業を行う。 

移動経路：停電時においても，ヘッドライトを携行している

ことから，アクセス可能である。さらに，電源内

蔵型照明も期待できる。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：中央制御室待避室の正圧化準備作業は，空気ボン

ベの操作弁を開側へ回す作業のみであり容易に操

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

操作についても記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違

1.16-118



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

易に操作実施可能である。 

連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

作実施可能である。 

連絡手段：通信連絡設備（所内通信連絡設備（警報装置を含

む。），電力保安通信用電話設備，有線式通信設

備）のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

 

(2) 中央制御室待避室の正圧化実施手順 

ａ． 作業概要 

中央制御室待避室について，格納容器ベント実施予測時刻の

約20分前に，中央制御室待避室正圧化装置により正圧化操作を

行う。 

 

ｂ． 作業場所 

制御室建物 ４階中央制御室（非管理区域） 

 

ｃ． 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：５分以内（所要時間目安※１：２分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●中央制御室待避室加圧操作：想定時間５分，所要時間目

安２分 

・中央制御室内から中央制御室待避室までの移動 

・中央制御室空気供給系出口止め弁開操作（中央制御室待

避室） 

・中央制御室空気供給系流量調整弁操作（中央制御室待避

室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室待避室の正圧化実

施手順を準備手順と分

けて記載 
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ｄ． 作業の成立性 

（ａ）作業着手の実施判断 

格納容器ベント実施判断基準であるサプレッション・プール

水位が通常水位＋約 1.3ｍ到達時点で，中央制御室待避室の正

圧化が完了しているようにするため，ベント実施予測時刻の約

20分前から中央制御室待避室の正圧化操作を開始する。ベン

ト実施に係る対応の流れを第２図に示す。 

第 2図 ベント実施に係る対応の流れ 

（ｂ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タ

イプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘ

ッドライトを配備している。 

移動経路：中央制御室内の主盤エリアから同じ中央制御室内

の中央制御室待避室への移動であり短時間で移動

が可能である。 

操作性 ：手動弁の操作であり，容易に操作可能である。 

（ｃ）操作開始から正圧化完了までの時間 

中央制御室待避室を加圧した際に隣接区画に比べて＋10Pa

［gage］の正圧達成までに要する時間を評価した結果，約２秒

となった。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室待避室の正圧化実

施手順を準備手順と分

けて記載 

　Ｓ／Ｐ水位　通常水位＋約1.2m 　Ｓ／Ｐ水位　通常水位＋約1.3m
 （ベント実施予測時刻の約１時間前）   ベント実施判断⇒ベント開始

＜緊急時対策要員及び運転員＞
ａ． 緊急時対策所への待避 50分
ｂ． 緊急時対策所　加圧操作  ５分
＜運転員＞ 20分前
ａ． 原子炉注水流量調整（崩壊熱相当） 10分
ｂ． 中央制御室待避室　加圧操作 ５分
ｃ． 中央制御室換気系運転モード変更（加圧→系統隔離） ５分
ｄ． 第１弁（Ｓ／Ｃ側）「全開」操作 10分

1.16-120



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ａ） 評価モデル 

中央制御室待避室への加圧の評価モデル及び評価式を以

下に示す。 

中央制御室待避室加圧における圧力時間変化の式を以下

に示す。 

上記式から，単位時間当たりの待避室圧力上昇量を求

め，微小時間⊿ｔ後の待避室圧力 P(t＋⊿ｔ)を繰り返し計

算することで，待避室圧力 P(t)の経時変化を求める。 

待避室からの空気流出量 Qoutについては，ベルヌーイ式

により求めることができ，漏えい面積 Aは，待避室の設計値

に基づき，設定ボンベ流量及び，正圧基準値により求める。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室待避室の正圧化実

施手順を準備手順と分

けて記載 

P：圧力(Pa) 

V：容積(m3) 

T：温度(K) 

R：気体定数(J/mol･K) 

Qin：流入量 

（m3/h[normal]） 

Qout：流出量 

（m3/h[normal]） 
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ｂ) 評価条件 

第１表 中央制御室待避室への加圧の評価条件 

ｃ) 正圧化達成時間 

第３図 中央制御室待避室内圧力の時間変化 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室待避室の正圧化実

施手順を準備手順と分

けて記載 

項目 記号 単位 値 備考 

大気圧力 Patm Pa 101325 標準大気圧力 

大気密度 ρ kg/m3 1.185 25℃のときの空気

密度 

容積 V m3 30 設計値より 

ボンベ流量 Qin m3/h 

[normal] 

11.4 設計値より 

等価漏えい面積 A m2 流入量と正圧基準

値から算出 

正圧基準値 P∞ Pa 評価用暫定値 
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約1.5秒

1.16-122



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3. チェンジングエリアの設営手順

(1) 作業概要 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため，モ

ニタリング及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエ

リアを設営する。 

(2) 作業場所 

タービン建物 ２階運転員控室前通路（非管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

チェンジングエリアの設営に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数：２名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：２時間以内（所要時間目安※１：１時間43分） 

※１：所要時間目安は，実働による検証及び模擬により算定し

た時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●資機材準備：想定時間20分，所要時間目安15分

●エリア設営：想定時間１時間40分，所要時間目安１時間28分

(4) 作業の成立性 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。設営は

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，綿手

袋，個人線量計，ゴム手袋，汚染防護服）を装備し

て作業を行う。 

移動経路：停電時においても，ヘッドライトを携行しているこ

とから，アクセス可能である。さらに，電源内蔵型

照明も期待できる。アクセスルート上に支障となる

設備はない。 

連絡手段：通信連絡設備（所内通信連絡設備（警報装置を含

む。），電力保安通信用電話設備）のうち，使用可

能な設備により，中央制御室又は緊急時対策所に連

絡する。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，チェ

ンジングエリアの設営

についても記載 
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4.現場での原子炉建屋ブローアウトパネル閉止について

(1) 作業概要

原子炉建屋原子炉区域の気密バウンダリに一部として原

子炉建屋に設置する原子炉建屋ブローアウトパネル開放時

の現場での閉止操作。 

 (2) 作業場所 

   原子炉建屋 地上４階，地上１階（管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

必要要員数：4名（現場） 

操作時間（想定）：１枚当たり約10時間 

   （移動１時間，吊り上げ４時間，固定５時間） 

(4) 作業の成立性 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マ

スク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作

業を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッ

ドライト及び懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：牽引装置等を操作し原子炉建屋ブローアウト

パネルを引き上げ，原子炉建屋に固定するの

みであり，操作実施可能である。 

連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室又は緊急

4.現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止

(1) 作業概要 

原子炉建物原子炉棟内部の負圧を確保するために，現場で原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止操作を行う。 

(2) 作業場所 

原子炉建物原子炉棟 ４階（管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止

操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：２名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：１個あたり２時間以内（所要時間目安※１：２

時間） 

※１：所要時間目安は，机上評価により算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●移動：想定時間１時間，所要時間目安１時間

●手動操作機構操作：想定時間１時間，所要時間目安１時間

(4) 作業の成立性 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。操作

は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，綿

手袋，個人線量計，ゴム手袋，汚染防護服）を装

備して作業を行う。 

移動経路：停電時においても，ヘッドライトを携行している

ことから，アクセス可能である。さらに，電源内

蔵型照明も期待できる。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：手動操作機構を操作し原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル閉止装置を閉止するのみであり，

操作実施可能である。 

連絡手段：通信連絡設備（所内通信連絡設備（警報装置を含

む。），電力保安通信用電話設備，有線式通信設

備）のうち，使用可能な設備により，中央制御室

・記載の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場

での操作について記載 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違
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時対策所に連絡する。 又は緊急時対策所に連絡する。 

1.16-125



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

原子炉建屋ブローアウトパネル（近傍写真） 

原子炉建屋ブローアウトパネル（遠方写真） 

図１ 原子炉建屋ブローアウトパネル（原子炉建屋４階） 
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添付資料 1.16.7 

可搬型照明を用いた場合の中央制御室の監視操作について 

(1) 可搬型蓄電池内蔵型照明を用いた場合の監視操作について 

中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用する可搬型

蓄電池内蔵型照明は,６号及び７号炉にて3台使用する設計

とする。数量はシミュレーション施設を用いて監視操作に

必要な照度を確保できることを確認のうえ決定している。

可搬型蓄電池内蔵型照明を操作箇所に応じて向きを変更す

ることにより，更に照度を確保できることを確認してい

る。 

仮に可搬型蓄電池内蔵型照明が活用できない場合のた

め，乾電池内蔵型照明を中央制御室に備えており，それら

も活用した訓練を実施している。 

第 1 表 中央制御室に配備している可搬型蓄電池内蔵型照明及び

乾電池内蔵型照明 

添付資料 1.16.4 

可搬型照明（ＳＡ）を用いた場合の中央制御室の 

監視操作について 

1. 中央制御室に配備している可搬型照明（ＳＡ）

中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用する可搬型照明

（ＳＡ）は，主制御盤エリア用 3台，中央制御室待避室用 1

台，予備 1台の計 5台を配備する。個数はシミュレーション施

設を用いて監視操作に必要な照度を確保できることを確認して

いるとともに，可搬型照明（ＳＡ）を操作箇所に応じて向きを

変更することによりさらに照度を確保できることを確認してい

る。 

仮に，可搬型照明（ＳＡ）が活用できない場合のため，乾電

池内蔵型照明を中央制御室に備えている。第 1表に中央制御室

に配備している可搬型照明（ＳＡ）及び乾電池内蔵型照明の概

要を示す。 

第 1表 中央制御室に配備している可搬型照明（ＳＡ）及び乾電

池内蔵型照明 

添付資料 1.16.7 

可搬型照明を用いた場合の中央制御室の監視操作について 

(1) ＬＥＤライト（三脚タイプ）を用いた場合の監視操作につい

て 

中央制御室の照明がすべて消灯した場合に使用するＬＥＤラ

イト（三脚タイプ）は,２個使用する設計とする。個数はシミ

ュレータ施設を用いて監視操作に必要な照度を確保できること

を確認しているとともに，ＬＥＤライト（三脚タイプ）を操作

箇所に応じて向きを変更することにより，さらに照度を確保で

きることを確認している。 

仮に，ＬＥＤライト（三脚タイプ）が活用できない場合のた

め，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを中央

制御室に備えており，それらも活用した訓練を実施している。

中央制御室に配備している可搬型照明の仕様を第１表に示す。 

第 1表 中央制御室に配備している可搬型照明 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイ

プ）２個で必要照度を

確保できることを確認

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備仕様の相違 

保管場所 数量 仕様 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

中央制御室

前通路 

３個 

（中央制御室主盤エ

リア２個＋予備１

個） 

電源：交流 100V※ 

点灯可能時間：4.5 時間

（蓄電池） 

※常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源

設備から給電可能 

ＬＥＤライト 

（ランタンタイプ） 

中央制御室 

12 個 

（中央制御室対応と

して中央制御室執務

机６個＋中央制御室

待避室２個＋予備４

個） 

電源：乾電池（単三×３） 

点灯可能時間：約 29 時間 

※連続して作業可能なよ

うに予備乾電池を持参す

る。 

ヘッドライト 

中央制御室 

11 個 

（運転員分９個＋予

備２個） 

電源：乾電池（単四×３） 

点灯可能時間：約 20 時間 

※連続して作業可能なよ

うに予備乾電池を持参す

る。 
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可搬型蓄電池内蔵型照明の照度は，第1図に示すとおり大

型表示盤から約15mの机位置に設置した場合で，直流照明の

設計値である照度（１ルクス）に対し，大型表示盤表面で

約20ルクスの照度を確認し，監視操作が可能なことを確認

している。 

第1 図 シミュレーション施設における可搬型蓄電池内蔵型照明

確認状況 

2. 可搬型照明（ＳＡ）を用いた監視操作

可搬型照明（ＳＡ）の照度は，第 1図に示すとおり主制御盤

から約 6mの位置に設置した場合で，直流非常灯の実測値であ

る照度（20ルクス以上）に対し，室内照明全消灯状態にて主

制御盤垂直部平均で約 20ルクス以上の照度を確認し，監視操

作が可能なことを確認している。 

第1図 シミュレーション施設における可搬型照明（ＳＡ）確認

状況 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）の照度は，第１図に示すとおり

制御盤から約２ｍの位置に設置した場合で，直流非常灯の設計

値である照度（平均照度 50ルクス）に対して，操作を行う盤

面で 50ルクス以上の照度を確保しており，監視操作が可能な

ことを確認している。 

第1図 シミュレータ施設におけるＬＥＤライト（三脚タイプ）確認

状況 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイ

プ）２台で必要照度を

確保できることを確認

している 

画像については，印刷仕上がり時に照明確認時点と 

同様の雰囲気となるよう補正を施してあります。 
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同様に，重大事故等対処のための追加安全対策設備等を

配置した裏盤について，第2図に示すとおり，可搬型蓄電池

内蔵型照明の照度は盤から約１mの位置に設置した場合で，

制御盤表面で約10ルクスの照度を確認し，監視操作が可能

なことを確認している。 

第2 図 裏盤における可搬型蓄電池内蔵型照明確認状況 

同様に，重大事故等対処のための追加安全対策設備等を配置

した重大事故操作盤については，主盤エリアに設置することか

らＬＥＤライト（三脚タイプ）によって十分な照度を確保し，

監視操作が可能なことを確認している。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイ

プ）２台で必要照度を

確保できることを確認

している 
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添付資料 1.16.8 

チェンジングエリアについて 

(1) チェンジングエリアの基本的な考え方 

チェンジングエリアの設営に当たっては，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置， 構造及び設備の基準に関

する規則の解釈」第59 条第１項（運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備）並びに「実用発電用原子炉及びその

附属設備の技術基準に関する規則の解釈」第74条第１項

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）に基づ

き，原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，原子炉制御室への汚染の持ち込みを防

止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設けることを基本的な考え方とする。 

なお， チェンジングエリアは6号及び7号炉共用とする。 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関す

る規則の解釈第74条第１項（運転員が原子炉制御室にとど

まるための設備）抜粋） 

原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防

止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行う

ための区画を設けること。 

添付資料 1.16.5 

チェンジングエリアについて 

1. チェンジングエリアの基本的な考え方

チェンジングエリアの設営にあたっては，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則

の解釈」第 59条第 1項（運転員が原子炉制御室にとどまるた

めの設備）並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈」第 74条第 1項（運転員が原子炉制

御室にとどまるための設備）に基づき，中央制御室の外側が放

射性物質により汚染したような状況下において，中央制御室へ

の汚染の持ち込みを防止するため，身体の汚染検査及び防護具

の脱衣等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とす

る。 

添付資料 1.16.8 

チェンジングエリアについて 

(1) チェンジングエリアの基本的な考え方 

チェンジングエリアの設営にあたっては，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則

の解釈」第 59条第１項（運転員が原子炉制御室にとどまるた

めの設備）並びに「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術

基準に関する規則の解釈」第 74条第１項（運転員が原子炉制

御室にとどまるための設備）に基づき，原子炉制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下において，原子炉制御

室への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業

服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考えと

する。 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規

則の解釈第 74条第１項（運転員が原子炉制御室にとどまるた

めの設備）抜粋） 

原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防

止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行う

ための区画を設けること。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

申請号炉の違い 
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(2) チェンジングエリアの概要 

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，

除染エリアからなり，中央制御室陽圧化バウンダリに隣接

するとともに，要員の被ばく低減の観点からコントロール

建屋内に設営する。概要は第1表のとおり。 

第1 表 チェンジングエリアの概要 

2. チェンジングエリアの概要

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，除染

エリア，クリーンエリアからなり原子炉建屋付属棟内，かつ中

央制御室バウンダリに隣接した場所に設営する。 

概要は第 1表のとおり。 

第 1表 チェンジングエリアの概要 

(2) チェンジングエリアの概要 

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア及び除

染エリアからなり，要員の被ばく低減の観点からタービン建物

内，かつ中央制御室正圧化バウンダリに隣接した場所に設営す

る。 

概要は第 1表のとおり。 

第 1表 チェンジングエリアの概要 

・運用及び設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

式空気浄化装置による

エリア内の浄化及び定

期定期なエリア内の環

境測定により汚染流入

を防止 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネ

ル取付ユニット方式を

採用 
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(3) チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート 

チェンジングエリアは，中央制御室陽圧化バウンダリに

隣接した場所に設置する。チェンジングエリアの設営場所

及び屋内のアクセスルートは，第1図のとおり。 

第1 図 中央制御室チェンジングエリアの設営場所及び屋内のア

クセスルート 

3. チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート

チェンジングエリアは，中央制御室バウンダリに隣接した場

所に設置する。チェンジングエリアの設営場所及びアクセスル

ートは，第 1図，第 2図のとおり。なお，通常時のルートであ

るサービス建屋側へアクセスするルートは使用せず，耐震性が

確保された原子炉建屋内外のルートを設定する。作業員は放射

線防護具を着用し，チェンジングエリアから中央制御室へのア

クセスする。原子炉建屋付属棟における中央制御室へのアクセ

スルートの設定図を第 3図に示す。作業員が携行する資機材

（携行型有線通話装置，電離箱サーベイメータ，電動ドライバ

等）についてはバックパックに入れ携行することで，携行時の

負担を軽減する。 

第 1図 中央制御室チェンジングエリアの設営場所 

(3) チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート 

チェンジングエリアは，中央制御室正圧化バウンダリに隣接

した場所に設営する。チェンジングエリアの設営場所及びアク

セスルートは，第 1図のとおり。 

第 1図 チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート 
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第 2図 中央制御室へのアクセスルートの概要図 

第 3図 中央制御室へのアクセスルート設定図 
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(4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

ａ．考え方 

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するた

め，第2図の設営フローに従い，第3 図のとおりチェンジ

ングエリアを設営する。チェンジングエリアの設営は，

保安班員2名で， 約60分を想定する。なお，チェンジン

グエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行

い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ることとしてい

る。 

 

 

 

 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急

時対策要員（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）） 

の保安班2名，又は参集要員（10時間後までに参集）のう

ち，チェンジングエリアの設営に割り当てることができ

る要員で行う。設営の着手は，保安班長が，原子力災害

対策特別措置法第10条特定事象が発生した後，事象進展

の状況（格納容器雰囲気放射線レベル計（CAMS）等によ

り炉心損傷を判断した場合等），参集済みの要員数及び

保安班が実施する作業の優先順位を考慮して判断し，速

やかに実施する。 

4. チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

(1) 考え方 

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため，

第 4図の設営フローに従い，第 5図のとおりチェンジング

エリアを設営する。チェンジングエリアの設営は，放射線

管理班員 2名で，初期運用開始に必要なサーベイエリア，

除染エリア及びクリーンエリアについて約 60分，さらに脱

衣エリアの設営について約 80分の合計 140分を想定してい

る。なお，チェンジングエリアが速やかに設営できるよう

定期的に訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図

ることとしている。夜間休日に事故が発生した場合に参集

までの時間を考慮しても約 3時間後にはチェンジングエリ

アの初期運用を開始することが可能である。 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の要員の

放射線管理班における重大事故等対応要員 4名のうち，チ

ェンジングエリアの設営に割り当てることができる要員で

行う。設営の着手は，原子力災害対策特別措置法第 10条特

定事象が発生し，災害対策本部長代理の指示があった場合

に実施する。 

 

 

(4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

ａ．考え方 

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため，第

2図の設営フローに従い，第 3図のとおりチェンジングエリ

アを設営する。チェンジングエリアの設営は，放射線管理班

員２名で，２時間以内を想定する。チェンジングエリアが速

やかに設営できるよう定期的に訓練を行い，設営時間の短縮

及び更なる改善を図ることとしている。 

 

 

 

 

 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急時対

策要員の放射線管理班員２名をチェンジングエリアの設営に

割り当て行う。設営の着手は，当直副長が，原災法該当事象

が発生したと判断した後，事象進展の状況，参集済みの要員

数及び放射線管理班が実施する作業の優先順位を考慮して判

断し，速やかに実施する。 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16-134



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2 図 チェンジングエリア設営フロー 第 4図 チェンジングエリアの設営フロー 第 2図 チェンジングエリア設営フロー 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネ

ル取付ユニット方式を

採用 
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第 3 図 中央制御室チェンジングエリア 

第 5図 中央制御室チェンジングエリア 

第 3図 中央制御室チェンジングエリア 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネ

ル取付ユニット方式を

採用 
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ｂ．チェンジングエリア用資機材 

チェンジングエリア用資機材については， 運用開始後

のチェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等

も考慮して，第2表のとおりとする。チェンジングエリア用

資機材は，チェンジングエリア付近に保管する。 

第2 表 中央制御室チェンジングエリア用資機材 

(2) チェンジングエリア用資機材 

チェンジングエリア用資機材については，運用開始後の

チェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も

考慮して，第 2表のとおりとする。チェンジングエリア用

資機材は，チェンジングエリア付近に保管する。 

第2表 チェンジングエリア用資機材 

ｂ．チェンジングエリア用資機材 

チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチ

ェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮

して，第 2表のとおりとする。チェンジングエリア用資機材

は，チェンジングエリア付近に保管する。 

第 2表 中央制御室チェンジングエリア用資機材 

※１ 今後，訓練等で見直しを行う。 

※２ 約 35m2（床，壁の養生面積）×３（エリア全面張替え１回分＋補修張替え等） 

÷90m2／巻×1.5 倍≒２巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※３ ４個（各エリア間設置箇所数） 

※４ ２枚(設置箇所数)×２（汚染時の交換用）＝４枚 

※５ ６個（設置箇所数） 

※６ ６枚（設置箇所）×３枚／日（１日交換回数）×７日×1.5 倍＝189 枚→200 枚 

※７ 約 80m（養生エリアの外周距離）×３（エリア全面張替え１回分＋補修張替え等） 

÷30m／巻×1.5 倍＝12 巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※８ 1,200 枚／箱（除染等） 

※９ 120 枚／個（除染等） 

※10 960mm×960mm×1,600mm（除染エリア設置）

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

チェンジングエリア

設営に必要な資機材の

相違 

名称 数量※１ 根拠 

チェンジングエリア区画資材 １式 

チェンジングエリアの設営に 

必要な数量 

養生シート ２巻※２ 

バリア ４個※３ 

粘着マット ４枚※４ 

装備回収箱 ６個※５ 

ヘルメット掛け １式 

ポリ袋 200 枚※６ 

テープ 12 巻※７ 

ウエス １箱※８ 

ウェットティッシュ ５個※９ 

はさみ １個 

マジック ２本 

簡易テント １台※10 

簡易シャワー １台 

簡易タンク １台 

トレイ １個 

バケツ ２個 

可搬式空気浄化装置 １台 

チェンジングエリア用照明 ２個 
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(5) チェンジングエリアの運用 

（出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，要員に汚染が

確認された場合の対応，廃棄物管理，チェンジングエリ

アの維持管理） 

ａ．出入管理 

チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，中央制御室に

待機していた要員が， 中央制御室外で作業を行った後，

再度，中央制御室に入室する際等に利用する。中央制御

室外は，放射性物質により汚染しているおそれがあるこ

とから，中央制御室外で活動する要員は防護具を着用し

活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは第3図のとおりであ

り，チェンジングエリアには下記の①から③のエリアを

設けることで中央制御室内への放射性物質の持ち込みを

防止する。 

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア。

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行

うエリア。 

汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。 

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行

うエリア。 

5. チェンジングエリアの運用

（出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，廃棄物管理，チ

ェンジングエリアの維持管理） 

(1) 出入管理 

チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，中央制御室外で作

業を行った要員が，中央制御室に入室する際に利用する。

中央制御室外は，放射性物質により汚染しているおそれが

あることから，中央制御室外で活動する要員は防護具を着

用し活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは第 5図のとおりであ

り，チェンジングエリアには下記の①から④のエリアを設

けることで中央制御室内への放射性物質の持ち込みを防止

する。 

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア。

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品の汚染検査を行う

エリア。 

汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。 

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行う

エリア。 

④クリーンエリア

扉付シート壁により区画することでサーベイエリア等

からの汚染の流入を防止するエリア。 

(5) チェンジングエリアの運用 

（出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，要員に汚染が確認

された場合の対応，廃棄物管理，チェンジングエリアの維持

管理） 

ａ．出入管理 

チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，中央制御室に待機して

いた要員が，中央制御室外で作業を行った後，再度，中央制

御室に入室する際等に利用する。中央制御室外は，放射性物

質により汚染しているおそれがあることから，中央制御室外

で活動する要員は防護具を着用し，活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは第 3図のとおりであ

り，チェンジングエリアには，下記①から③のエリアを設け

ることで，中央制御室内への放射性物質の持ち込みを防止す

る。 

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア。

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行う

エリア。

汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行う

エリア。

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

式空気浄化装置による

エリア内の浄化及び定

期定期なエリア内の環

境測定により汚染流入

を防止 

1.16-138



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ｂ．脱衣 

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下

のとおり。 

・脱衣エリアの靴脱ぎ場で，汚染区域用靴，ヘルメッ

ト，ゴム手袋外側，アノラック等を脱衣する。 

・脱衣エリアで，不織布カバーオール，ゴム手袋内

側，マスク，帽子，靴下，綿手袋を脱衣する。 

なお， チェンジングエリアでは，保安班員が要員の脱

衣状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱衣の補助

を行う。 

(2) 脱衣 

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下の

とおり。 

・脱衣エリアの靴脱ぎ場で，安全靴，ヘルメット，アノ

ラック，靴下（外側）を脱衣する。 

・脱衣エリア前室で，ゴム手袋（外側），タイベック等

を脱衣する。 

・脱衣エリア後室で，ゴム手袋（内側），綿手袋，靴下

（内側）を脱衣する。 

・マスク及び帽子を着用したまま，サーベイエリアへ移

動する。 

なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が要

員の脱衣状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱衣

の補助を行う。 

ｂ．脱衣 

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下のと

おり。 

・脱衣エリア入口で，安全靴，ヘルメット，被水防護服

及びゴム手袋外側を脱衣する。 

・脱衣エリアで汚染防護服，ゴム手袋内側，マスク，帽

子，靴下及び綿手袋を脱衣する。 

なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が要員の

脱衣状況を適宜確認し，指導，助言及び防護具の脱衣の補助

を行う。 

ｃ．汚染検査 

チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のと

おり。 

・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

・汚染基準を満足する場合は，中央制御室へ入室す

る。汚染基準を超える場合は， 除染エリアに移動す

る。 

なお，保安班員でなくても汚染検査ができるように汚

染検査の手順について図示等を行う。また，保安班員は

汚染検査の状況について，適宜確認し，指導，助言をす

る。 

(3) 汚染検査 

チェンジングエリアにおける汚染検査等の手順は以下の

とおり。 

①サーベイエリアにて，マスク及び帽子を着用した状態

の頭部の汚染検査を受ける。

②汚染基準を満足する場合は，マスク及び帽子を脱衣

し，全身の汚染検査を受ける。

③汚染基準を満足する場合は，脱衣後のマスクを持参

し，クリーンエリアを通過して中央制御室へ入室す

る。 

④②又は③の汚染検査において汚染基準を満足しない場

合は，除染エリアに移動する。 

なお，放射線管理班員でなくても汚染検査ができるよ

うに汚染検査の手順について図示等を行う。また，放射

線管理班員は汚染検査の状況について，適宜確認し，指

導，助言をする。 

ｃ．汚染検査 

チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとお

り。 

・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

・汚染基準を満足する場合は，中央制御室へ入室する。

汚染基準を満足しない場合は，除染エリアに移動す

る。 

なお，放射線管理班員でなくても汚染検査ができるように

汚染検査の手順について図示等を行う。また，放射線管理班

員は汚染検査の状況について，適宜確認し，指導，助言をす

る。 
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ｄ．除染 

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとお

り。 

・汚染検査にて汚染基準を超える場合は， 除染エリア

に移動する。 

・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

・再度汚染箇所について汚染検査する。 

・汚染基準を超える場合は，簡易シャワーで除染す

る。（簡易シャワーでも汚染基準を超える場合は，

汚染箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動す

る。） 

(4) 除染 

サーベイエリア内で重大事故等に対処する要員の汚染が

確認された場合は，サーベイエリアに隣接した除染エリア

で重大事故等に対処する要員の除染を行う。 

重大事故等に対処する要員の除染については，クリーン

ウエスでの拭き取りによる除染を基本とするが，拭き取り

にて除染ができない場合も想定し，汚染箇所への水洗によ

って除染が行えるよう簡易シャワーを設ける。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，第 6図のとおり必要

に応じて吸水シートへ染み込ませる等により固体廃棄物と

して処理する。 

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリ

アに移動する。 

・汚染箇所をクリーンウエスで拭き取りする。 

・再度汚染箇所について汚染検査する。 

・汚染基準を満足しない場合は，簡易シャワーで除染す

る。（マスク及び帽子は除く） 

・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は，汚染

箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。 

ｄ．除染 

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリ

アに移動する。 

・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

・再度汚染箇所について汚染検査する。 

・汚染基準を満足しない場合は，簡易シャワーで除染す

る。 

・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は，汚染

箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

ｅ．着衣 

防護具の着衣手順は以下のとおり。 

・中央制御室内で，綿手袋，靴下，帽子， 不織布カバ

ーオール，マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外側等

を着衣する。 

・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で，ヘルメット，汚

染区域用靴等を着用する。 

保安班員は，要員の作業に応じて，アノラック等の着

用を指示する。 

(5) 着衣 

防護具の着衣手順は以下のとおり。 

・中央制御室内で，綿手袋，靴下内側，靴下外側，帽

子，タイベック，マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外

側等を着衣する。 

・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で，ヘルメット，靴を

着用する。 

・放射線管理班は，要員の作業に応じて，アノラック等

の着用を指示する。 

ｅ．着衣 

防護具の着衣手順は以下のとおり。 

・中央制御室内で，綿手袋，靴下，帽子，汚染防護服，

マスク，ゴム手袋内側及びゴム手袋外側等を着衣す

る。 

・脱衣エリア出口でヘルメット，安全靴等を着用する。 

・放射線管理班員は，要員の作業に応じて，被水防護服

等の着用を指示する。 

ｆ．要員に汚染が確認された場合の対応 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，

サーベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行

う。要員の除染については，ウェットティッシュでの拭

き取りによる除染を基本とするが， 拭き取りにて除染で

きない場合も想定し，汚染箇所への水洗によって除染が

行えるよう簡易シャワーを設ける。 

ｆ．要員に汚染が確認された場合の対応 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サー

ベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。要員

の除染については，ウェットティッシュでの拭き取りによる

除染を基本とするが，拭き取りにて除染できない場合も想定

し，汚染箇所への水洗によって除染が行えるよう簡易シャワ

ーを設ける。 
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簡易シャワーで発生した汚染水は，第4図のとおり必要

に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物とし

て処理する。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，第 4図のとおり必要に

応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として処理

する。 

第4 図 除染及び汚染水処理イメージ図 

第 6図 除染及び汚染水処理イメージ図 

第 4図 除染及び汚染水処理イメージ図 

ｇ．廃棄物管理 

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具につい

ては，チェンジングエリア内に留め置くとチェンジング

エリア内の線量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因と

なることから， 適宜チェンジングエリア外に持ち出しチ

ェンジングエリア内の線量率の上昇及び汚染拡大防止を

図る。 

(6) 廃棄物管理 

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具について

は，チェンジングエリア内に留め置くとチェンジングエリ

ア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因とな

ることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出しチェン

ジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を図

る。 

ｇ．廃棄物管理 

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具について

は，チェンジングエリア内にとどめておくとチェンジングエ

リア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因とな

ることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出し，チェン

ジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を図

る。 

ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

保安班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密度，

線量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回/日以

上）に測定し，放射性物質の異常な流入や拡大がないこ

とを確認する。 

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再

開する際には，表面汚染密度，線量率及び空気中放射性

物質濃度の測定を実施し，必要に応じチェンジングエリ

アの除染を実施する。 

なお，測定及び除染を行った要員は，脱衣エリアにて

脱衣を行う。 

(7) チェンジングエリアの維持管理 

放射線管理班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密

度，線量当量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回／

日以上）に測定し，放射性物質の異常な流入や拡大がない

ことを確認する。 

ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

放射線管理班員は，床･壁等の養生の確認を実施し，養生

シート等に損傷が生じている場合は，補修を行う。 

チェンジングエリア内の表面汚染密度，線量当量率及び空

気中放射性物質濃度を定期的（１回／日以上）に測定し，放

射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。 

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開す

る際には，表面汚染密度，線量当量率及び空気中放射性物質

濃度の測定を実施し，必要に応じチェンジングエリアの除染

を実施する。 

なお，測定及び除染を行った要員は，脱衣エリアにて脱衣

を行う。 
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(6) チェンジングエリアに係る補足事項 

ａ．可搬型空気浄化装置 

チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，

可搬型空気浄化装置を1台設置する。可搬型空気浄化装置

は，最も汚染が拡大するおそれのある脱衣エリアの空気

を吸い込み浄化するよう配置し，脱衣エリアを換気する

ことで，中央制御室外で活動した要員の脱衣による汚染

拡大を防止する。 

中央制御室内への汚染持込防止を目的とした可搬型空

気浄化装置による換気ができていることの確認は，チェ

ンジングエリアのエアーテント生地がしぼむ状態になっ

ているかどうかを目視する等により確認する。 

可搬型空気浄化装置は，脱衣エリアを換気できる風量

とし，仕様等を第5図に示す。 

なお，中央制御室はプルーム通過時には， 原則出入り

しない運用とすることから，チェンジングエリアについ

ても，プルーム通過時は，原則利用しないこととする。

したがって，チェンジングエリア用の可搬型空気浄化装

置についてもプルーム通過時には運用しないことから，

可搬型空気浄化装置のフィルタが高線量化することでの

居住性への影響はない。 

ただし，可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能

性があることから，フィルタの線量が高くなることも想

定し，本体（フィルタ含む）の予備を1台設ける。なお，

交換したフィルタ等は，線源とならないようチェンジン

グエリアから遠ざけて保管する。 

第5 図 可搬型空気浄化装置の仕様等 

6. チェンジングエリアの汚染拡大防止について

(3) 可搬型空気浄化装置 

更なる汚染拡大防止対策として，チェンジングエリアに

設置する可搬型空気浄化装置の仕様等を第 10図に示す。 

可搬型空気浄化装置による送気が正常に行われているこ

との確認は，可搬型空気浄化装置に取り付ける吹き流しの

動きを目視で確認することで行う。 

なお，中央制御室は格納容器圧力逃がし装置の操作直後

には，原則出入りしない運用とすることから，チェンジン

グエリアについても，原則利用しないこととする。したが

って，チェンジングエリア用の可搬型空気浄化装置につい

てもこの間は運用しないことから，可搬型空気浄化装置の

フィルタが高線量化することによる居住性への影響はな

い。 

ただし，可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能性

があることから，フィルタの線量が高くなることも想定

し，本体（フィルタ含む）の予備を 1 台設ける。なお，交

換したフィルタ等は，線源とならないようチェンジングエ

リアから遠ざけて保管する。 

第 10図 可搬型空気浄化装置の仕様等 

(6)  チェンジングエリアに係る補足事項 

ａ．可搬式空気浄化装置 

チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，可搬

式空気浄化装置を１台設置する。可搬式空気浄化装置は，放

射性物質を取り除いた外気をチェンジングエリア内に供給す

ることで正圧化し，放射性物質の流入を防止する。 

可搬式空気浄化装置による送気が正常に行われているこ

との確認は，可搬式空気浄化装置に取り付ける吹き流しの

動きを目視により行う。 

可搬式空気浄化装置の仕様等を第 5図に示す。 

なお，中央制御室はプルーム通過時には，原則出入りしな

い運用とすることから，チェンジングエリアについても，プ

ルーム通過時は，原則利用しないこととする。したがって，

チェンジングエリア用の可搬式空気浄化装置についてもプル

ーム通過時には運用しないことから，可搬式空気浄化装置の

フィルタが高線量化することでの居住性への影響はない。 

ただし，可搬式空気浄化装置は長期的に運用する可能性が

あることから，フィルタの線量が高くなることも想定し，本

体（フィルタ含む。）の予備を１台設ける。なお，交換した

フィルタ等は，線源とならないようチェンジングエリアから

遠ざけて保管する。 

第 5図 可搬式空気浄化装置の仕様等 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，可搬

式空気浄化装置により

放射性物質を取り除い

た外気をチェンジング

エリア内に連続して供

給（加圧）すること

で，放射性物質流入を

防止 

○外形寸法：約 500(D)×約 360(W)×約 1,350(H)mm

○最大風量：13m3/min

○重  量：約 60kg（フィルタ除く。） 

○フィルタ：微粒子フィルタ

よう素フィルタ 

微粒子フィルタ 

微粒子フィルタのろ材はガラス繊維であり，微粒子を含

んだ空気がろ材を通過する際に，微粒子が捕集される。 

よう素フィルタ 

よう素フィルタのろ材は，活性炭素繊維であり，よう素

を含んだ空気がフィルタを通過する際に，よう素が活性

炭素繊維を通ることにより吸着・除去される。 
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ｂ．チェンジングエリアの設営状況 

チェンジングエリアは，靴脱ぎ場及び脱衣エリアの空

間をエアーテントにより区画する。エアーテントの外観

は第6図のとおりであり，高圧ボンベにより約3分間送風

することで，展張することが可能である。なお，展張は

手動及びブロワによる送風も可能な設計とする。 

チェンジングエリア内面は，必要に応じて汚染の除去

の容易さの観点から養生シートを貼ることとし，一時閉

鎖となる時間を短縮している。 

また，エアーテントに損傷が生じた際は，速やかに補

修が行えるよう補修用の資機材を準備する。 

(1) 汚染拡大防止の考え方 

各テントハウスの接続部等をテープ養生することでテン

トハウス外からの汚染の持ち込みを防止する。また，テン

トハウスの出入口等を扉付シート壁で区画することで中央

制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

チェンジングエリアには，更なる汚染拡大防止対策とし

て，可搬型空気浄化装置を 1台設置する。 

(2) チェンジングエリアの区画 

チェンジングエリアは，テントハウスの出入口，サーベ

イエリア，クリーンエリア，除染エリアは扉付のシート壁

により区画し，テントの接続部は放射性物質が外部から流

入することを防止できる設計とする。テントハウスの外観

は第 7図のとおりであり，仕様は第 3 表のとおりである。

また，第 8図はテントハウスの設置状況であり，図中①～

⑦の各テントハウス間はファスナーを用いて接続する。な

お，各テントハウス間の接続は第 9図のとおり行う。 

中央制御室へアクセスする階段の周囲（階段室及び前後

室）は扉付のシート壁により 2重に区画した上で 2重のシ

ート扉は同時に開けない運用とし，テント床面開口部周囲

を難燃テープでシールすることで，中央制御室側への空気

の流入を防止する。チェンジングエリア内面には，必要に

応じて汚染除去の容易さの観点から養生シートを貼ること

とし，一時閉鎖となる時間を短縮する。 

更にチェンジングエリア内には，靴等に付着した放射性

物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。 

ｂ．チェンジングエリアの設営状況 

チェンジングエリアは，区画資材により区画する。チェン

ジングエリアの外観は第 6図のとおりであり，チェンジング

エリア区画資材の仕様は第 3表のとおりである。 

チェンジングエリア内面は，汚染の除去の容易さの観点か

ら，必要に応じて養生シートを貼ることとし，一時閉鎖とな

る時間を短縮している。 

更に，チェンジングエリア内には，靴等に付着した放射性

物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。 

また，チェンジングエリア区画資材に損傷が生じた際は，

速やかに補修が行えるよう補修用の資機材を準備する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネ

ル取付ユニット方式を

採用 
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第 6 図 エアーテントの外観 第 7図 テントハウスの外観（イメージ） 

第 3表 テントハウスの仕様 

第 6図 チェンジングエリアの外観 

第 3表 チェンジングエリア区画資材の仕様 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，パネ

ル取付ユニット方式を

採用 
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第 8図 テントハウスの設置状況（イメージ） 
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第 9図 各テントハウス間の接続（イメージ） 
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ｃ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

中央制御室チェンジングエリアは，一定の気密性が確

保されたコントロール建屋内に設置し，第7図のように，

汚染の区分ごとにエリアを区画し，汚染を管理する。 

また，更なる被ばく低減のため，可搬型空気浄化装置

を1台設置する。可搬型空気浄化装置は，脱衣を行うホッ

トエリアの空気を吸い込み浄化し，ホットエリアを換気

することで脱衣による汚染拡大を防止するとともに，チ

ェンジングエリア周辺を循環運転することによりチェン

ジングエリア周辺の放射性物質を低減する。 

第7図のようにチェンジングエリア内に空気の流れをつ

くることで脱衣による汚染拡大を防止する。 

第 7 図 中央制御室チェンジングエリアの空気の流れ 

(4) チェンジングエリアへの空気の流れ 

チェンジングエリアは，第 11図のように，汚染の区分ご

とに空間を区画し，汚染を管理する。 

また，更なる汚染拡大防止のため設置する，可搬型空気

浄化装置により中央制御室へアクセスする階段室及びその

前後室に浄化された空気を送り込むことで，中央制御室へ

放射性物質が流入することを防止する。 

第 11図，第 12図のとおりチェンジングエリア内に空気

の流れを作ることで，中央制御室への汚染の持ち込みを防

止する。なお，テントハウス出入口はカーテンシートとす

ることで外部への空気の流れを確保する。 

第 11図 中央制御室チェンジングエリアの空気の流れ 

ｃ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

中央制御室チェンジングエリアは，一定の気密性が確保さ

れたタービン建物内に設営し，第 7図のように，汚染の区分

ごとにエリアを区画し，汚染を管理する。 

また，更なる被ばく低減のため，可搬式空気浄化装置を１

台設置する。可搬式空気浄化装置は，放射性物質を取り除い

た外気をチェンジングエリア内に供給することで正圧化し，

放射性物質の流入を防止する。 

第 7図のように脱衣エリア及び除染エリアの空気がサーベ

イエリアへ流入しないよう，可搬式空気浄化装置から各エリ

アに供給する風量を調整し，チェンジングエリア内に空気の

流れをつくることで，中央制御室内に汚染を持ち込まないよ

う管理する。 

第 7図 チェンジングエリアの空気の流れ 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設営場所の相違 

中央制御室側
可搬式空気浄化装置

除染エリア サーベイエリア 脱衣エリア
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第 12図 中央制御室へアクセスする階段の周囲の区画 
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ｄ．チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染

が，他の要員に伝播することがないようサーベイエリア

において要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養

生するとともに， サーベイエリア内に汚染が移行してい

ないことを確認する。サーベイエリア内に汚染が確認さ

れた場合は，一時的にチェンジングエリアを閉鎖する

が，速やかに養生シートを張り替える等により，要員の

出入りに大きな影響は与えないようにする。ただし，中

央制御室から緊急に現場に行く必要がある場合は，張り

替え途中であっても，退室する要員は防護具を着用して

いることから，退室することは可能である。 

また，中央制御室への入室の動線と退室の動線を分離

することで，脱衣時の接触を防止する。なお，中央制御

室から退室する要員は，防護具を着用しているため，中

央制御室に入室しようとする要員と接触したとしても，

汚染が身体に付着することはない。 

(5) チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が他

の要員に伝播することがないよう，サーベイエリアにおい

て要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養生すると

ともにサーベイエリア内に汚染が拡大していないことを確

認する。サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，速

やかに養生シートを張り替える等により，要員の出入りに

極力影響を与えないようにする。 

また，チェンジングエリア内は一方通行とし，扉付シー

ト壁により入域ルート側の汚染が退域エリアに伝播するこ

とを防止する。さらに脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行う

運用とすることで，脱衣する要員同士の接触を防止する。 

ｄ．チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が，他

の要員に伝播することがないようサーベイエリアにおいて要

員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養生するととも

に，サーベイエリア内に汚染が移行していないことを確認す

る。サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時的に

チェンジングエリアを閉鎖するが，速やかに養生シートを張

り替える等により，要員の出入りに大きな影響を与えないよ

うにする。ただし，中央制御室から緊急に現場に行く必要が

ある場合は，張り替え途中であっても，退室する要員は防護

具を着用していることから，退室することは可能である。 

また，脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行う運用とすること

で，脱衣する要員同士の接触を防止する。なお，中央制御室

から退室する要員は，防護具を着用しているため，中央制御

室に入室しようとする要員と接触したとしても，汚染が身体

に付着することはない。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，動線

は分離せず要員１人ず

つ脱衣を実施 

(7) 汚染の管理基準 

第3表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用す

る。ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じ

て，第3表の管理基準での運用が困難となった場合は，バッ

クグラウンドと識別できる値を設定する。 

7. 汚染の管理基準

第 4表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用する。

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第 4表

の管理基準での運用が困難となった場合は，バックグラウンド

と識別できる値を設定する。 

(7) 汚染の管理基準 

第 4表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用する。

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第 4表

の管理基準での運用が困難となった場合は，バックグラウンド

と識別できる値を設定する。 

第 4表 汚染の管理基準 第 4表 汚染の管理基準 

※１：計測器の仕様や構成により係数率が異なる場合は，計測器毎の数値を確認してお

く。また，測定する場所のバックグラウンドに留意する必要がある。 

※２：４Bq/cm2相当。 

※３：120Bq/cm2 相当。バックグラウンドが高い状況下に適用。バックグラウンドの影響

が相対的に小さくなる数値のうち，最低の水準（バックグラウンドのノイズに信号

が埋まらないレベルとして３倍程度の余裕を見込む水準）として設定（13,000×３

≒40,000cpm）。 

※４：40Bq/cm2 相当（放射性よう素の吸入により小児の甲状腺等価線量が 100mSv に相当

する内部被ばくをもたらすと想定される体表面密度）。 
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(8) 中央制御室におけるマスク着用の要否について 

炉心損傷の判断後に運転員が中央制御室に滞在する場合，又

は現場作業を実施する際に全面マスク等を着用する。 

(8) 中央制御室におけるマスク着用の要否について 

中央制御室内は，中央制御室換気系により正圧化することで

希ガス以外の放射性物質の流入防止対策は行っているが，第 5

表のとおりよう素の一部を除去しきれないため，全面マスク等

の着用が必要となる。 

第 5表 中央制御室換気系のフィルタ除去効率 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はよう素の

一部を除去しきれない

ことから全面マスク等

を着用する 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は設計条件

を記載 

(9) 乾電池内蔵型照明 

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場

合に乾電池内蔵型照明を使用する。乾電池内蔵型照明は，

脱衣，汚染検査，除染時に必要な照度を確保するために第4

表に示す数量及び仕様とする。 

8. 可搬型照明（ＳＡ）

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合に

使用する可搬型照明（ＳＡ）は，チェンジングエリアの設置，

脱衣，汚染検査，除染時に必要な照度を確保するために 3台

（予備 1台）を使用する。可搬型照明（ＳＡ）の仕様を第 5表

に示す。 

(9) チェンジングエリア用照明 

チェンジングエリア設営場所付近の全照明が消灯した場合に

使用するチェンジングエリア用照明は，チェンジングエリアの

設営，脱衣，汚染検査，除染時に必要な照度を確保するために

第 6表に示す数量及び仕様とする。 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，照明

を資機材で確保する 

第4 表 チェンジングエリアの乾電池内蔵型照明 第 5表 チェンジングエリアの可搬型照明（ＳＡ） 

チェンジングエリア内は，第 13図に示すように設置する可搬型

照明（ＳＡ）により 5ルクス以上の照度が確保可能であり，問題

なく設営運用等が行えることを確認している。 

第 13図 チェンジングエリア設置場所における 

可搬型照明（ＳＡ）確認状況 

第 6表 チェンジングエリア用照明 

種類 総合除去効率（％） 

粒子用高効率フィルタ 99.9（0.3μm 粒子※１） 

チャコール・フィルタ 95（相対湿度 70％以下※２） 

※１：日本工業規格 JIS Z 4812-1975「放射性エーロゾル用高性能エアフィルタ HEPA 

Filters for Radioactive Aerosols」に基づき設定 

※２：非常用チャコール・フィルタ・ユニット入口の空気条件に基づき設定 
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(10) チェンジングエリアのスペースについて 

中央制御室における現場作業を行う運転員は，2名1組で4

組を想定し，同時に8名の運転員がチェンジングエリア内に

収容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に8名の

要員が来た場合，全ての要員が中央制御室に入りきるまで

約21分であり，全ての要員が汚染している場合でも約36分

であることを確認している。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエ

リアに来た場合でもチェンジングエリアは建屋内に設置し

ており，屋外での待機はなく不要な被ばくを防止すること

ができる。 

9. チェンジングエリアのスペースについて

中央制御室における現場作業を行う運転員等は，2名 1組

で 2組を想定し，同時に 4名の運転員等がチェンジングエリ

ア内に収容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に

4名の要員が来た場合，全ての要員が中央制御室に入りきる

まで約 14分（1人目の脱衣に 6分＋その後順次汚染検査 2分

×4名）と設定し，全ての要員が汚染している場合でも除染

が完了し中央制御室に入りきるまで約 22 分と設定してお

り，訓練によりこれを下回る時間で退域できることを確認し

ている。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリ

アに来た場合でも，チェンジングエリアは建屋内に設置して

おり，屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することがで

きる。 

(10) チェンジングエリアのスペースについて 

中央制御室における現場作業を行う運転員は，２名１組で２

組を想定し，同時に４名の運転員がチェンジングエリア内に収

容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に４名の要員

が来た場合，全ての要員が中央制御室に入りきるまで 16分

（脱衣２分，汚染検査２分×４人）であり，全ての要員が汚染

している場合でも除染が完了し中央制御室に入りきるまで 36

分（脱衣２分，汚染検査２分，除染３分，汚染検査２分×４

人）であることを確認している。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリア

に来た場合でも，チェンジングエリアは建物内に設営してお

り，屋外での待機はなく，不要な被ばくを防止することができ

る。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違
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(11) 保安班の緊急時対応のケーススタディー 

保安班は，チェンジングエリアの設置以外に，緊急時対

策所の可搬型陽圧化空調機運転(60分)，可搬型エリアモニ

タの設置（20分），可搬型モニタリングポストの設置(最大

435分)，可搬型気象観測装置の設置(90分)を行うことを想

定している。これら対応項目の優先順位については，保安

班長が状況に応じ判断する。以下にタイムチャートの例を

示す。なお，緊急時対策所のチェンジングエリアは，北東

側ルートを設営した場合(90分)を想定する。 

例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケー

ス①）には，全ての対応を並行して実施することになる。 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が

発生した場合で， 原子力災害対策特別措置法第10条発生直

後から周辺環境が汚染してしまうような事象が発生した場

合（ケース②）は，原子力防災組織の緊急時対策要員の保

安班2名で，チェンジングエリアの設営を優先し，次に可搬

型モニタリングポスト等の設置を行うことになる。 

10. 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ

放射線管理班は，チェンジングエリアの設置以外に，緊急時

対策所可搬型エリアモニタの設置（10分），可搬型モニタリン

グ・ポストの設置（最大475分），可搬型気象観測設備の設置

（80分）を行うことを技術的能力にて説明している。これら対

応項目の優先順位については，放射線管理班長が状況に応じ判

断する。 

例えば，平日昼間に事故が発生した場合（ケース①）には，

放射線管理班員4名にて緊急時対策所可搬型エリアモニタ，可搬

型モニタリング・ポスト及び可搬型気象観測設備の設置を優先

し，その後にチェンジングエリアの設置を行う。 

夜間・休祭日に事故が発生した場合（ケース②）には，放射

線管理班員2名にて緊急時対策所可搬型エリアモニタ，可搬型モ

ニタリング・ポスト（緊急時対策所加圧判断用）及び可搬型気

象観測設備の設置を行い，その後参集した要員がチェンジング

エリアの設置を行う。要員参集後（発災から2時間後）に参集し

た放射線管理班員にてチェンジングエリアの設置を行うことで

平日昼間のケースと同等の時間で設置を行える。なお，チェン

ジングエリアの運用については，エリア使用の都度，放射線管

理班員がチェンジングエリアまで移動して対応するがチェンジ

ングエリアが使用されるのは直交代時及び作業終了後に運転員

が中央制御室に戻る際であり，多くとも1日数回程度のため十分

対応が行える。 

(11) 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ 

放射線管理班は，中央制御室チェンジングエリアの設営以外

に，緊急時対策所の可搬式エリア放射線モニタの設置（20分

以内），可搬式モニタリング・ポストの設置（最大６時間 30

分以内），可搬式気象観測装置の設置（３時間 10分以内），

緊急時対策所チェンジングエリアの設営（20分以内）を行う

ことを想定している。これら対応項目の優先順位については，

放射線管理班長が状況に応じ判断する。以下にタイムチャート

の例を示す。 

例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース

①）には，全ての対応を並行して実施することになる。

また，夜間及び休日昼間（平日の勤務時間帯以外）に事故が

発生した場合で，原災法該当事象発生直後から周辺環境が汚染

してしまうような事象が発生した場合（ケース②）は，原子力

防災組織の緊急時対策要員の放射線管理班２名で，中央制御室

チェンジングエリアの設営を優先し，次に可搬式モニタリン

グ・ポスト等の設置を行うことになる。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急

時対策所入口の１箇所

にチェンジングエリア

を設営 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，周辺

環境が汚染してしまう

ような事象が発生した

場合，中央制御室のチ

ェンジングエリアの設

営を優先 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違
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第8 図 平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ ケース① ） 

※ 可搬型モニタリングポストの設置の前に，保安班長の

判断によりチェンジングエリアの設営を優先。 

第 9 図 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が発生し

た場合(ケース②) 

・ケース①（平日昼間の場合） 

・ケース②（夜間・休祭日に事故が発生した場合） 

※1 可搬型モニタリング・ポストは，放射線管理班長の判断によ

り緊急時対策所加圧判断用モニタを優先して設置する。 

第 14図 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ 

第 8図 平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①） 

※可搬式モニタリング・ポストの設置の前に，放射線管理班長の

判断により中央制御室チェンジングエリアの設営を優先する。 

第 9図 夜間及び休日昼間（平日の勤務時間帯以外）に事故が発生

した場合（ケース②） 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，周辺

環境が汚染してしまう

ような事象が発生した

場合，チェンジングエ

リアの設営を優先 

緊急時対策所への移動

状況把握（モニタリング・ポストなど）

可搬式エリア放射線モニタの設置 放射線管理要員（1名）

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理要員（1名）

可搬式モニタリング・ポストの設置 放射線管理要員（2名）

中央制御室チェンジングエリアの設営

緊急時対策所への移動

可搬式気象観測装置の設置

対応項目 対応要員

経過時間（時間）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

放射線管理要員（2名）

放射線管理要員（2名）

重大事故

等発生

▼
参集済

▼

状況把握（モニタリング・ポストなど）

可搬式エリア放射線モニタの設置

緊急時対策所チェンジングエリアの設営

中央制御室チェンジングエリアの設営

緊急時対策所への移動

可搬式モニタリング・ポストの設置

可搬式気象観測装置の設置
放射線管理班員

（要員参集後対応）

4 5 6 10 11 12

対応項目 対応要員

経過時間（時間）

0 1 2 3 7 8 9

放射線管理要員（1名）

13

放射線管理要員（2名）

※

重大事故等発生

▼

要員参集完了

▼
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11. チェンジングエリア設置前の汚染の持ち込み防止について

夜間，休日は，参集要員によりチェンジングエリアの設置を行

う可能性があるため，チェンジングエリアの初期運用の開始※１

まで事象発生から 3時間程度※２要する場合が考えられる。その

場合において，チェンジングエリアの初期運用開始までは，下記

の対応により中央制御室への過度な汚染の持ち込みを防止する。 

※1： サーベイエリア，除染エリア及びクリーンエリアの設営 

※2： 2時間（参集時間）＋1時間（サーベイエリア及び除染エ

リアの設営） 

 運転員等は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染（クリ

ーンウエスによる拭取り）を行った上で，中央制御室に入室

する。 

 放射線管理班員は，チェンジングエリアの初期運用開始に必

要なサーベイエリア及び除染エリアを設営後，運転員等の再

検査を実施し，必要に応じ除染（クリーンウエスでの拭き取

り又は簡易シャワーによる水洗）を行う。また，中央制御室

内の環境測定を行う。

 上記に加えて，中央制御室とチェンジングエリアの間に設置

する気密扉により中央制御室バウンダリを区画する。

 なお，仮に中央制御室に汚染が持ち込まれた場合でも，中央

制御室換気系により中央制御室内を浄化することで，中央制

御室の居住性を確保する。

詳細な手順は「5. チェンジングエリアの運用」に従う。 

(12) チェンジングエリア設営前の汚染の持ち込み防止について 

チェンジングエリアの運用開始までに，事象発生から２時間程度

要するため，チェンジングエリアの運用開始までは，下記の対応に

より中央制御室への過度な汚染の持ち込みを防止する。 

 運転員は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染（ウェット

ティッシュによる拭き取り）を行った上で，中央制御室に入室

する。 

 放射線管理班員は，チェンジングエリアの運用開始に必要な脱

衣エリア，サーベイエリア及び除染エリアを設営後，運転員の

再検査を実施し，必要に応じ除染（ウェットティッシュでの拭

き取り又は簡易シャワーによる水洗）を行う。また，中央制御

室内の環境測定を行う。

 なお，仮に中央制御室に汚染が持ち込まれた場合でも，中央制

御室換気系により中央制御室内を浄化することで，中央制御室

の居住性を確保する。

詳細な手順は「(5) チェンジングエリアの運用」に従う。 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑩の相違

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，気密

扉を設置しない 
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添付資料 1.16.9 

中央制御室内に配備する資機材の数量について 

(1) 防護具 

中央制御室に以下の数量を配備する。 

添付資料 1.16.6 

中央制御室内に配備する資機材の数量について 

1. 放射線防護資機材等

中央制御室に配備する放射線防護資機材等の内訳を第 1表及

び第 2表に示す。なお，放射線防護資機材等は，汚染が付着し

ないようビニール袋等であらかじめ養生し，配備する。 

第1表 放射線防護具類 

添付資料 1.16.9 

中央制御室内に配備する資機材の数量について 

(1) 防護具 

中央制御室に以下の数量を配備する。 

第 1表 防護具の配備数 ・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室の運転員にて対

応するため，中央制御

室配備資機材のみを記

載。また，各作業に使

用する防護具の相違 
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・放射線防護具類の配備数の妥当性の確認について 

【中央制御室】 

 中央制御室には初動対応に必要な数量を配備することとし，初

動対応以降は交替要員が中央制御室に向かう際に，緊急時対策所

建屋より防護具類を持参することで対応する。 

中央制御室の要員数は11名であり，運転員等（中央制御室）4

名と運転員（現場）3名，情報班員1名，重大事故等対応要員3名

で構成されている。このうち，運転員等（現場）は，1回現場に

行くことを想定する。また，全要員の交替時の防護具類を考慮す

る。 

タイベック等（帽子，綿手袋）の配備数は，以下のとおり，上

記を踏まえ算出した必要数を上回っており妥当である。 

11名×1回（交替時）＋3名×1回（現場）＝14 ＜ 17 

 靴下及びゴム手袋は二重にして使用し，チャコールフィルタは

2個装着して使用する。靴下等の配備数は，以下のとおり，必要

数を上回っており妥当である。 

（11名×1回（交替時）＋3名×1回（現場））×2倍＝28 ＜ 34 

全面マスク及びバックパックは，再使用するため，必要数は11

個であり，配備数（17個）は必要数を上回っており妥当である。 

長靴，胴長靴及び自給式呼吸用保護具は，それぞれ想定する使

用者数を上回るよう設定しており妥当である（※21，22参照）。 

・放射線防護具類の配備数の妥当性の確認について 

【中央制御室】 

要員数９名は，運転員（中央制御室）５名と運転員（現場）４名

で構成されている。このうち，運転員（中央制御室）は，中央制御

室内を正圧化することにより，防護具類を着用する必要がない。た

だし，運転員は２交替を考慮し，交替時の１回着用を想定する。ま

た，運転員（現場）は，１回現場に行くことを想定している。 

９名×１回×２交替×７日＋４名×１回×２交替×７日＝182着

＜210着 

上記想定により，重大事故等発生時に，交替等で中央制御室に

複数の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分な数量を

確保している。 

なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内より適

宜運搬することにより補充する。 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，配備

数の妥当性の確認に関

する項目を記載 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑩の相違

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑩の相違
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(2) 計測器 

中央制御室に以下の数量を配備する。 

第2表 放射線計測器（被ばく管理・汚染管理） 

(2) 計測器 

中央制御室に以下の数量を配備する。 

第 2表 計測器（被ばく管理，汚染管理）の配備数 ・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室の運転員にて対

応するため，中央制御

室配備資機材のみを記

載している。また，各

作業に使用する計測器

及び飲食料の相違 

(3) 飲食料等 

中央制御室に以下の数量を配備する。 

(3) 飲食料等 

中央制御室に以下の数量を配備する。 

第 3 表 飲食料等の配備数 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室に配備する飲食

料等について記載 品名 保管数※ 考え方 

飲食料 

・食料 

・飲料水（1.5リットル） 

210食 

140本 

・10名（１，２号炉運転員９名＋余裕，以下同様）

×７日×３食 

・10名×７日×２本 

簡易トイレ １式 

安定よう素剤 160錠 
10名×８錠（初日２錠＋２日目以降１錠／日×６

日）×２交替 
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添付資料 1.16.10 

交替要員体制を考慮した運転員の被ばく評価について 

被ばく評価に当たっては，評価期間を事故発生後7 日間とし，

運転員が交替（5直2交替）するものとして実効線量を評価した。

運転員の直交替サイクルを第1表に，交替スケジュール例を第2表

に示す。なお，被ばく線量が厳しくなる場合は，特定の班のみが

過大な被ばくを受けることにならないよう，訓練直が代わりに勤

務することを想定する等，評価上で班交替を工夫するものとし

た。 

第1表 運転員の勤務形態 

第2表 直交替スケジュール例 

添付資料 1.16.7 

運転員等の交替要員体制の被ばく評価について 

1．被ばく評価 

中央制御室等の運転員等の被ばく評価は，事故シーケンス

「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」

（代替循環冷却系を使用できない場合）（全交流動力電源喪失

の重畳を考慮）で，運転員の勤務体系（5直 2交替）に基づ

き，中央制御室の滞在期間及び入退域の時間を考慮して評価す

る。想定する勤務体系を第 1表に，対応のタイムチャートを第

1図に示す。 

第 1表 想定する勤務体系 

中央制御室の滞在時間は，1直が 8:00～21:45，2直が

21:30～8:15とする。 

保守的にフィルタベント開始 1時間前から 12時間は中央制

御室に滞在することとした。 

第 1図 中央制御室内での対応のタイムチャート 

添付資料 1.16.10 

運転員等の交替要員体制の被ばく評価について 

被ばく評価に当たっては，評価期間を事故発生後７日間とし，運

転員が交替（４直２交替）するものとして実効線量を評価した。運

転員の直交替サイクルを第 1表に，交替スケジュール例を第 2表に

示す。 

第 1 表 運転員の勤務形態 

第 2表 直交替スケジュール例 

保守的にフィルタベント開始 1時間前に直交替を行うこととし

た。 

第1図 中央制御室内での対応のタイムチャート 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

勤務形態の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

勤務形態の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

事故対応の運用上の

相違 

中央制御室の滞在時間 

１直 8:00～21:15 

２直 21:00～8:15 

日勤班 － 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 
入退域 

回数 

Ａ班 １直 １直 ２直 ２直 ７回 

Ｂ班 ２直 ２直 １直 ７回 

Ｃ班 ２直 １直 １直 ６回 

Ｄ班 １直 １直 ２直 ２直 ８回 

Ｅ班 ０回 

事故発生からの経過時間[h] 0  70min 2  ベント 15 分前   約 32     約 42    168 

原子炉建物からの漏えい 

非常用ガス処理系放出 

格納容器フィルタベント放出 

中央制御室

換気系 

運転等 

中央制御室換気系 

中央制御室待避室 

空気ボンベ 

中央制御室内への 

外気の直接流入 

中央制御室待避室に滞在 

4

(停止) (加圧運転) (加圧運転) (系統隔離運転) 
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運転員の被ばく線量は，6号及び7号炉において同時に重大事故

（大破断LOCA時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が

喪失）が発生した場合を想定し評価した。6号及び7号炉で代替循

環冷却系を用いて事象収束に成功した場合の評価結果を第3表

に，6号炉が格納容器ベントを実施し，7号炉が代替循環冷却系を

用いて事象収束に成功した場合の評価結果を第4 表に，7号炉が

格納容器ベントを実施し，6号炉が代替循環冷却系を用いて事象

収束に成功した場合の評価結果を第5表に示す。なお，評価条件

等の詳細は「59-11 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価につ

いて」を参照。 

第3表，第4表及び第5表より，実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則の解釈 第74 条に記載されている判

断基準である「運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないこ

と」を満足することを確認した。 

第3表 各勤務サイクルでの被ばく線量 

（6号及び7号炉において代替循環冷却系を用いて事象を収束する

場合） 

この勤務形態での各班の被ばく評価結果を第 2表に，最も厳

しい被ばくとなる事故直後に中央制御室に滞在している班(A

班)の評価結果の内訳を第 3表に示す。 

この評価結果より，運転員等の被ばく線量は 100mSvを超え

ないことを確認した。 

運転員の被ばく線量は，想定する格納容器破損モードのうち，

「中央制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス」として，「大破断ＬＯＣＡ時に

非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失したシーケン

ス」を想定した。残留熱代替除去系を用いて事象収束に成功した場

合の評価結果を第3表に，格納容器フィルタベント系を用いて事象収

束に成功した場合の評価結果を第4表に示す。なお，評価条件等の詳

細は「59-11 原子炉制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被

ばく評価について」を参照。 

第3表及び第4表より，実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈 第74条に記載されている判断基準である

「運転員の実効線量が７日間で100mSvを超えないこと」を満足する

ことを確認した。 

第3表 各勤務サイクルでの被ばく線量 

（残留熱代替除去系を用いて事象を収束する場合） 

(マスクの着用を考慮した場合）(単位：mSv)※１※２

※１ 入退域時においてマスク（PF＝50）の着用を考慮 

※２ 中央制御室内でマスク（PF＝50）の着用を考慮。５時間

着用，１時間外すことを繰り返すものとして評価 

※３ 評価期間終了直前の入域に伴う被ばく線量を，７日目１

直（Ｂ班）の被ばく線量に加えて整理。７日目２直（Ｄ

班）の被ばく線量は，入域及び中央制御室滞在（評価期

間終了まで）に伴う被ばく線量を示している。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

申請号炉の違い 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

評価結果の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，全面

マスク着用で評価を実

施 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 合計 

Ａ班 約 12 約８ 約８ 約７ 約 35 

Ｂ班 約８ 約８ 約９※３ 約 25 

Ｃ班 約８ 約８ 約７ 約 23 

Ｄ班 約８ 約８ 約７ 約４※３ 約 27 
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第4表 評価結果の内訳（被ばく線量が最大となる班（Ａ班）の合

計）（残留熱代替除去系を用いて事象を収束する場合）

（マスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv） 

・構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，被ば

く線量が最大となる班

の内訳を記載 

・評価対象の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は残留熱

代替除去系を用いた評

価結果を記載 

被ばく経路 ２号炉 

中央制

御室滞

在時 

①原子炉建物内等の放射性物質からのガ

ンマ線による中央制御室内での被ばく
約 5.2×10－４ 

②放射性雲中の放射性物質からのガンマ

線による中央制御室内での被ばく
約 3.0×10－１ 

③地表面に沈着した放射性物質のガンマ

線による中央制御室内での被ばく
約 9.9×10－１ 

④室内に外気から取り込まれた放射性物

質による中央制御室内での被ばく
約 1.3×10１ 

（内訳）内部被ばく 

外部被ばく 

約 1.1×10１

約 2.5×10０ 

小計（①＋②＋③＋④） 約 1.4×10１ 

入退域

時 

⑤原子炉建物内等の放射性物質からのガ

ンマ線による入退域時の被ばく
約 3.2×10－１ 

⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ

線による入退域時の被ばく
約 2.4×10－１ 

⑦地表面に沈着した放射性物質からのガ

ンマ線による入退域時の被ばく
約 1.9×10１ 

⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入

摂取による入退域時の被ばく
約 3.6×10－１ 

小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 2.0×10１ 

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 35 
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第4 表 各勤務サイクルでの被ばく線量（ 6 号炉：格納容器ベ

ント実施 7 号炉： 代替循環冷却系を用いて事象収束） 

第 2表 各班の被ばく評価結果 

（単位：mSv） 

第5表 各勤務サイクルでの被ばく線量 

（格納容器フィルタベント系を用いて事象を収束する場合） 

（マスクの着用を考慮した場合）(単位：mSv)※１※２

※１ 入退域時においてマスク（PF＝50）の着用を考慮 

※２ 中央制御室内でマスク（PF＝50）の着用を考慮。５時間

着用，１時間外すことを繰り返すものとして評価 

※３ 評価期間終了直前の入域に伴う被ばく線量を，７日目１

直（Ｂ班）の被ばく線量に加えて整理。７日目２直（Ｄ

班）の被ばく線量は，入域及び中央制御室滞在（評価期

間終了まで）に伴う被ばく線量を示している。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

評価結果の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，全面

マスク着用で評価を実

施 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 合計 

Ａ班 約 12 約９ 約８ 約６ 約 35 

Ｂ班 約 34 約 10 約７※３ 約 51 

Ｃ班 約８ 約７ 約６ 約 22 

Ｄ班 約 13 約９ 約５ 約４※３ 約 32 
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 第 3表 最大の線量となる班の被ばく評価結果の内訳 

 

 

第6表 評価結果の内訳（被ばく線量が最大となる班（Ｂ班）の合

計）（格納容器フィルタベント系を用いて事象を収束する

場合）（マスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv） 

 

・構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，被ば

く線量が最大となる班

の内訳を記載 

・評価結果の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被ばく経路 ２号炉 

中央制

御室滞

在時 

①原子炉建物内等の放射性物質からのガ

ンマ線による中央制御室内での被ばく 
約 8.4×10－５ 

②放射性雲中の放射性物質からのガンマ

線による中央制御室内での被ばく 
約 4.0×10０ 

③地表面に沈着した放射性物質のガンマ

線による中央制御室内での被ばく 
約 8.6×10－１ 

④室内に外気から取り込まれた放射性物

質による中央制御室内での被ばく 
約 2.2×10１ 

（内訳）内部被ばく 

外部被ばく 

約 1.4×10０ 

約 2.1×10１ 

小計（①＋②＋③＋④） 約 2.7×10１ 

入退域

時 

⑤原子炉建物内等の放射性物質からのガ

ンマ線による入退域時の被ばく 
約 1.7×10－１ 

⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ

線による入退域時の被ばく 
約 1.1×10－１ 

⑦地表面に沈着した放射性物質からのガ

ンマ線による入退域時の被ばく 
約 2.3×10１ 

⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入

摂取による入退域時の被ばく 
約 1.7×10－１ 

小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 2.4×10１ 

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 51 
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第5表 各勤務サイクルでの被ばく線量（6号炉：代替循環冷却

系を用いて事象収束7号炉：格納容器ベント実施） 

2．マスク着用の要否について 

中央制御室内は，中央制御室換気系による閉回路循環運転を

行うことで，希ガス以外の放射性物質の流入防止対策を行って

いるため，マスク着用は不要とする。 

ただし，中央制御室換気系又は原子炉建屋ガス処理系が機能

喪失した場合は復旧後 1時間が経過するまで中央制御室内でマ

スクを着用する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

申請号炉の違い 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，全面

マスク着用で評価を実

施 
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添付資料 1.16.11 

交替要員の放射線防護と移動経路について 

運転員等の交替要員は，発電所への入域及び退域の際に放射線

防護管理による被ばくの低減を行う。以下にその放射線防護措置

と移動経路を示す。 

①発電所に入域するにあたり原子力災害対策支援拠点（ 以下

「支援拠点」という。）にて発電所内の情報を入手し，必要

な防護具を着用する。

②通行できる事が確認されたルートを通り発電所へ入域後，中

央制御室入口付近に設置したチェンジングエリアで身体サー

ベイを実施する。

③汚染が認められなければ中央制御室に入室し，運転員等との

引継ぎを実施する。

④引継ぎを終えた運転員等は，防護具を着用したまま中央制御

室を退室後，警戒区域境界の指定された場所へ移動を行い，

防護具を脱衣し，警戒区域外の支援拠点にて身体サーベイを

実施する。

添付資料 1.16.8 

交替要員の放射線防護と移動経路について 

運転員等の交替要員は，発電所への入域及び退域の際に放射

線防護管理による被ばくの低減を行う。以下にその放射線防護

措置と移動経路を第 1図に示す。 

① 発電所に入域するにあたり原子力災害対策支援拠点

（以下「支援拠点」という。）にて発電所内の情報を入

手し，必要な防護具を着用する。 

② 通行できる事が確認されたルートを通り発電所へ入域

後，緊急時対策所建屋で退室時用の防護具を受け取る。 

③ 中央制御室入口付近に設置したチェンジングエリアで

身体及び退室時用の防護具等の汚染検査を実施する。 

④ 汚染が認められなければ中央制御室に入室し，運転員

等との引継ぎを実施する。 

⑤ 引継ぎを終えた運転員等は，入室時に持参した防護具

を着用し，中央制御室を退室後，警戒区域境界の指定さ

れた場所へ移動を行い，防護具を脱衣し，警戒区域外の

支援拠点にて身体の汚染検査を実施する。 

第 1図 放射線防護措置と移動経路 

添付資料 1.16.11 

交替要員の放射線防護と移動経路について 

運転員等の交替要員は，発電所への入域及び退域の際に放射線防

護管理による被ばく線量の低減を行う。以下にその放射線防護措置

と移動経路を示す。 

①発電所に入域するにあたり，原子力災害対策支援拠点（以下

「支援拠点」という。）にて発電所内の情報を入手し，必要な

防護具を着用する。

②通行できることが確認されたルートを通り，発電所へ入域後，

中央制御室入り口付近に設置したチェンジングエリアで身体サ

ーベイを実施する。

③汚染が認められなければ中央制御室に入室し，運転員等との引

継ぎを実施する。

④引継ぎを終えた運転員等は，防護具を着用したまま中央制御室

を退室後，警戒区域境界の指定された場所へ移動を行い，防護

具を脱衣し，警戒区域外の支援拠点にて身体サーベイを実施す

る。
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添付資料 1.16.12 

1.16 操作手順の解釈一覧 

添付資料 1.16.12 

1.16 操作手順の解釈一覧 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中の記載の解釈を表に

整理 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違に伴

う操作手順の解釈の相

違 

手順 操作基準記載内容 解釈 

1.16.2.1 居住性を確保

するための手順等 

(1)中央制御室換気系設

備の運転手順等 

中央制御室給気外側隔離弁 CV264-17 

中央制御室給気内側隔離弁 CV264-18 

中央制御室排気内側隔離弁 AV264-5 

中央制御室排気外側隔離弁 AV264-6 

中央制御室非常用再循環装置入口

隔離弁 
AV264-7(A/B) 

制御室再循環風量調整ダンパ AD264-1 

ケーブル処理室排気切替ダンパ AD264-2 

制御室再循環空気排気切替ダンパ AD264-3 

中央制御室外気取入調節弁 MV264-1 

中央制御室の圧力を隣接区画より

正圧に維持 

中央制御室の圧力を隣接区画

より+20Paに維持 

チャコール・フィルタ・ブースタ・

ファンの流量を調整 

チャコール・フィルタ・ブー

ス タ ・ フ ァ ン の 流 量 を

17,500m3/hに調整 

(2)中央制御室待避室の

準備手順 

中央制御室空気供給系空気ボンベ

ラック出口止め弁 
V-1,V-2,V-3,V-4,V-5 

中央制御室空気供給系 1次減圧弁入

口弁 
V-10(A/B) 

中央制御室空気供給系出口止め弁 V-13 

中央制御室空気供給系流量調節弁 V-12 

中央制御室待避室の圧力を隣接区

画より正圧に維持 

中央制御室待避室の圧力を隣

接区画より+10Paに維持 

(4)中央制御室の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定

と濃度管理手順 

中央制御室給気外側隔離弁 CV264-17 

中央制御室給気内側隔離弁 CV264-18 

中央制御室排気内側隔離弁 AV264-5 

中央制御室排気外側隔離弁 AV264-6 

(6)中央制御室待避室の

酸素及び二酸化炭素の濃

度測定と濃度管理手順 

中央制御室待避室の圧力を隣接区

画より正圧に維持 

中央制御室待避室の圧力を隣

接区画より+10Paに維持 

(11)現場操作のアクセス

性 

中央制御室給気外側隔離弁 CV264-17 

中央制御室給気内側隔離弁 CV264-18 

1.16.2.3 運転員等の被

ばくを低減するための

手順等 

(1)非常用ガス処理系に

よる運転員等の被ばく防

止手順 

原子炉建物原子炉棟が負圧である

こと 

R/Bの負圧を-0.063kPa以上に

調整 
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添付資料 1.16.13 

事故発生直後から中央制御室内放射線量が 

急上昇した時の対応について 

１．はじめに 

想定事象を超えてはいるが，全交流動力電源喪失等により中

央制御室から中央制御室換気空調系の隔離弁操作ができない状

態で，事故発生直後から中央制御室内放射線量が上昇した際の

現場対応（中央制御室換気空調系隔離弁閉操作）について示

す。 

２．中央制御室換気空調系隔離弁の閉操作について 

中央制御室換気空調系が通常運転モード時の隔離弁の「開」

「閉」状態については第1図のとおり。 

中央制御室線量上昇時に中央制御室を最も短縮した操作で隔

離する場合，6号及び7号炉ともにMCR 排気ダンパ（2弁）とMCR

外気取入ダンパ（1弁）の合計6弁を閉操作すると中央制御室は

換気隔離される。（通常操作は，6号及び7号炉ともにMCR 排気

ダンパ（2弁）とMCR外気取入ダンパ（2弁）の閉操作とMC非常

時外気取入ダンパ（2弁）の閉確認操作を行う。） 

最も短縮した操作で中央制御室を隔離状態した場合は第2 図

のとおり。 

第1 図 中央制御室換気空調系の概要図（通常運転モード） 

第2 図 中央制御室隔離状態図（最も短縮した操作で隔離） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違

島根２号炉は，常設

の中央制御室換気系の

現場操作による対応を

もともと想定している

ため対応に相違がなく

当該資料なし 
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各隔離弁については，1弁あたりの操作時間（弁間の移動時

間含む）は5分で対応可能であり，6号及び7 号炉の現場運転員

がそれぞれ2人1組で操作した場合，1プラントあたり5分×3弁

＝15分で隔離可能である。 

３．中央制御室換気空調系隔離弁までの移動経路について 

当該隔離操作は，事故発生時に火災が発生していなければ初

期消火要員である運転員にて対応可能であるが，現場運転員で

対応が可能であることを示すため，事故発生直後の作業量が多

い全交流動力電源喪失対応中に当該操作を行うことを想定す

る。 

6号及び7号炉が同時に全交流動力電源喪失した場合には，6

号及び7号炉の現場運転員の各2 組（各4人）は，原子炉建屋地

下1階のM/C(D)室及びコントロール建屋地下1階の区分Ⅱ計測制

御電源盤室で交流電源の受電準備を行っている。M/C(D)が受電

されれば，原子炉圧力容器への注水や格納容器スプレイ操作は

対応可能である。よってM/C(D)の受電準備を優先し，その後中

央制御室換気空調系の隔離弁閉操作を行うこととする。 

M/C(D)の受電準備作業は約10分で対応可能でM/C(D)室から中

央制御室の隔離弁までの移動経路は，ほぼ直線であることから

5分で移動可能である。 

４．まとめ 

事故発生直後から中央制御室内放射線量が急上昇した時の対

応については上記で記載したように，火災が発生していなけれ

ば初期消火要員で対応可能であるが，現場運転員で対応したと

しても，中央制御室内放射線量上昇から30分（M/C(D)受電準備

作業10分＋移動5 分＋弁閉操作15分）で中央制御室を換気隔離

可能である。 

第 3図 6号及び 7号炉現場運転員移動経路（地下 1階） 
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第 4図 6号及び 7号炉現場運転員移動経路（2階） 
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添付資料 1.16.9 

手順のリンク先について 

原子炉制御室の居住性等に関する手順等について，手順のリン

ク先を以下に取りまとめる。 

1． 1.16.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

＜リンク先＞1.14.2.1(1) 非常用交流電源設備による非常用電

気設備への給電 

1.14.2.2(1)ａ．常設代替交流電源設備による非

常用所内電気設備への給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替交流電源設備による

非常用所内電気設備への給電 

1.14.2.4(1)ａ．常設代替交流電源設備による代

替所内電気設備への給電 

1.14.2.4(1)ｂ．可搬型代替交流電源設備による

代替所内電気設備への給電 

添付資料 1.16.13 

手順のリンク先について 

原子炉制御室の居住性等に関する手順等について，手順のリンク

先を以下に取りまとめる。 

1． 1.16.2.1(9)その他の手順項目にて考慮する手順 

・格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに関する手順 

＜リンク先＞1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のため

の対応手順 

・常設代替交流電源設備による中央制御室への電源の給電に関す

る手順 

＜リンク先＞1.14.2.1 (1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／

Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

・可搬型代替交流電源設備による中央制御室への電源の給電に関

する手順 

＜リンク先＞1.14.2.1 (1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

・中央制御室，屋内現場，緊急時対策所等の相互に通信連絡が必

要な箇所と通信連絡を行う手順 

＜リンク先＞1.19.2.1(1) 発電所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための手順等 

2． 1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

・常設代替交流電源設備に関する手順 

＜リンク先＞1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

・可搬型代替交流電源設備に関する手順 

＜リンク先＞1.14.2.1 (1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中に記載されたリンク

先をすべて記載 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 2.1 可搬型設備等による対応〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

添2.1.2－① 島根２号炉は評価に年超過確率は用いていない

添2.1.2－②
島根２号炉の原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，タービン補機海水ポンプ及び循環水ポンプは屋外設置のため，評価対象。また，ディーゼル燃料貯蔵タン
クは地下設置のため，評価対象外

添2.1.2－③ 島根２号炉の制御室及び廃棄物処理施設は原子炉建物とはそれぞれ別建物（制御室建物，廃棄物処理建物）にあるため評価対象

添2.1.2－④ 島根２号炉のディーゼル燃料貯蔵タンクは地下設置のため，評価対象外

添2.1.4－①
島根２号炉のタービン補機冷却系サージタンクは建物最上階に設置されているため，評価対象並びに中央制御室換気系及び再循環ポンプMGセットは建物最上階に設置されていない
ため，評価対象外

添2.1.13－① 島根２号炉では実機寸法を模擬した試験を実施し，評価しているが，東海第二では机上計算により評価している

添2.1.20－① 島根２号炉は，対応状況が本文等の別箇所に記載されている場合は，再度記載はせず引用箇所のみ記載している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応

＜ 目 次 ＞ 

2.1 可搬型設備等による対応 ..............................3 

2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 ..........4 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 ..................4 

2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 ..............6 

2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 ....8 

2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応における事項 ..................9 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 .................10 
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添付資料2.1.1  大規模損壊を発生させる可能性のある大規模

な自然現象の抽出プロセスについて 

添付資料2.1.7  設計基準を超える竜巻事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.3  設計基準を超える低温（凍結）事象に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料2.1.2  設計基準を超える積雪事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.4  設計基準を超える落雷事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.5  設計基準を超える火山事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.6  設計基準を超える風（台風）事象に対する事故

シーケンス抽出

添付資料2.1.8  設計基準を超える降水事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な 

自然災害の抽出プロセスについて 

添付資料 2.1.2   竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.3  凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.4   積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.5   落雷事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.6   火山の影響に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある大規模

な自然現象の抽出プロセスについて 

添付資料 2.1.2 設計基準を超える竜巻事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.3 設計基準を超える凍結事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.4 設計基準を超える積雪事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.5 設計基準を超える落雷事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.6 設計基準を超える火山事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.7 設計基準を超える地滑り・土石流事象のうち

土石流に対する事故シーケンス抽出 

・事象想定の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は風（台

風）の評価結果につい

て，「添付資料 2.1.1 第

２表 評価対象自然現象

評価結果（１／１１）」

の No.１に記載 

・事象想定の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は降水の

評価結果について，「添

付資料 2.1.1 第２表 

評価対象自然現象評価

結果（２／１１）」の No.

６に記載 

・事象想定の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，発電所

敷地内に土石流が発生

するおそれがあること

から，評価を実施 
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添付資料2.1.9  設計基準を超える自然現象の重畳に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料2.1.10 PRAで選定しなかった事故シーケンス等への対

応について 

添付資料2.1.11 大規模損壊発生時の対応 

添付資料2.1.12 個別戦略フローにおける対応手順書等及び設

備一覧について 

添付資料2.1.13 使用済燃料プール大規模漏えい時の対応につ

いて 

添付資料2.1.14 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料2.1.15 大規模損壊に特化した設備と手順の整備につ

いて 

添付資料2.1.16 米国ガイド(NEI-06-12及びNEI-12-06)で参考

とした事項について 

添付資料2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等

対処設備等の配備及び防護の状況について 

添付資料2.1.21 発電所対策本部体制と指揮命令及び情報の流

添付資料 2.1.7   森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.8   自然現象の重畳に対する事故シーケンス抽出 

 

添付資料 2.1.9 ＰＲＡで選定しなかった事故シーケンス等への 

対応について 

添付資料 2.1.10 大規模損壊発生時の対応 

添付資料 2.1.11 大規模損壊発生時に使用する対応手順書及び 

設備一覧について 

添付資料 2.1.12 使用済燃料プール大規模漏えい時の対応につい

て 

添付資料 2.1.13 放水砲の設置位置及び使用方法等について 

添付資料 2.1.14 竜巻に対する可搬型重大事故等対処設備の離隔

について 

 

 

 

 

添付資料 2.1.15 外部事象に対する対応操作の適合性について 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.16 米国ガイド（NEI06-12及び NEI12-06）で参考と

した事項について 

添付資料 2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等 

対処設備等の配備及び防護の状況について 

添付資料 2.1.18 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等

添付資料 2.1.8 設計基準を超える森林火災事象に対する事故

シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.9 設計基準を超える自然現象の重畳に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.10 ＰＲＡで選定しなかった事故シーケンス等へ

の対応について 

添付資料 2.1.11 大規模損壊発生時の対応 

添付資料 2.1.12 大規模損壊発生時に使用する対応手順書及び

設備一覧について 

添付資料 2.1.13 燃料プール大規模漏えい時の対応について 

 

添付資料 2.1.14 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.15 外部事象に対する対応操作の適合性について 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.16 米国ガイド（ＮＥＩ－06－12及びＮＥＩ－12

－06）で参考とした事項について 

添付資料 2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等

対処設備等の配備及び防護の状況について 

添付資料 2.1.18 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

 森林火災の評価結果

について，「３ 評価対

象自然現象評価結果（１

０／１１）」の No.35 に

記載（島根２号炉は，「第

２表 評価対象自然現象

評価結果（９／１１）」

の No.41 により選定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎と

同様に竜巻は大規模損

壊を発生させる可能性

は無いと想定 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部事

象に対する対応操作の

適合性について記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大規模

特化手順について，別冊

Ⅰにて記載 
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れについて 

添付資料2.1.18 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材に

ついて 

添付資料2.1.19 設計基準対象施設に係る要求事項に対する大

規模損壊での対応状況 

添付資料2.1.20 大規模損壊発生時における放射線防護に係る

対応について 

添付資料2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基

本的な考え方について 

添付資料2.1.23 重大事故等に対処する要員に対する教育及び

訓練内容について 

添付資料2.1.24 現場要員の多能化について 

添付資料2.1.25 初動対応要員の分散配置について 

別冊 非公開資料 

Ⅰ．具体的対応の共通事項 

Ⅱ．大規模な自然災害の想定の具体的対応 

Ⅲ．故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの想定脅

威の具体的対応 

の考え方 

添付資料 2.1.19 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材につ

いて 

添付資料 2.1.20 設計基準対象施設に係る要求事項に対する 

大規模損壊における対応状況 

添付資料 2.1.21 大規模損壊発生時における放射線防護に係る対

応について 

別冊 非公開資料 

Ⅰ. 具体的対応の共通事項 

Ⅱ. 大規模な自然災害の想定の具体的内容 

Ⅲ. テロの想定脅威の具体的内容 

等の考え方 

添付資料 2.1.19 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材に

ついて 

添付資料 2.1.20 設計基準対象施設に係る要求事項に対する大

規模損壊での対応状況 

添付資料 2.1.21 大規模損壊発生時における放射線防護に係る

対応について 

別冊 非公開資料 

Ⅰ．具体的対応の共通事項 

Ⅱ．大規模な自然災害の想定の具体的内容 

Ⅲ．テロの想定脅威の具体的内容 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，添付資

料 2.1.18にて記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の初動対

応要員の配置について

は，「別冊Ⅰ2.5 大規模

損壊発生時の体制」にて

記載 
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2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合における体制の整備に関し，次の項目に関する手順書を

適切に整備し，また，当該手順書にしたがって活動を行うため

の体制及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発

生するおそれがある場合又は発生した場合においても，当該の

手順書等を活用した対策によって緩和措置を講じることができ

ることを説明する。 

1 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動に関すること。 

2 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

3 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること。 

4 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保す

るための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策

に関すること。 

5 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため 

の対策に関すること。 

 

 

2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合における体制の整備に関し，以下の項目に関する手順書を

適切に整備し，また，当該手順書に従って活動を行うための体

制及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発

生した場合においても，当該の手順書等を活用した対策によっ

て緩和措置を講じることができることを説明する。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

 

2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合における体制の整備に関し，次の項目に関する手順書を適

切に整備し，また，当該手順書に従って活動を行うための体制

及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発

生した場合においても，当該の手順書等を活用した対策によっ

て緩和措置を講じることができることを説明する。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 
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2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模

損壊を発生させる可能性のある外部事象として，設計基準を超

えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを想定する。ただし，特定の事象の発生や検

知がなくても，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書の

延長で対応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための手

順を整備する。 

2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模

損壊を発生させる可能性のある外部事象として，設計基準を超

えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを想定する。ただし，特定の事象の発生や検

知がなくても，非常時運転手順書及び重大事故等対策要領（重

大事故編）に加え，重大事故等対策要領（大規模損壊編）で対

応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための手

順を整備する。 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性

を確認する。これに加え，確率論的リスク評価（以下「ＰＲＡ」

という。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽

出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事故シー

ケンスについても対応できる手順書として整備する。

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

(1) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対応に

おける考慮

大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を想定する

に当たっては，国内外の基準等で示されている外部事象を網

羅的に収集し，その中から考慮すべき自然災害に対して，設

計基準を超えるような規模を想定し，発電用原子炉施設の安

全性に与える影響及び重畳することが考えられる自然災害の

組合せについても考慮する。 

また，事前予測が可能な自然現象については，影響を低減

させるための必要な安全措置を講じることを考慮する。 

さらに，事態収束に必要と考えられる機能の状態に着目し

て事象の進展を考慮する。 

2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模

損壊を発生させる可能性のある外部事象として，設計基準を超

えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを想定する。ただし，特定の事象の発生や検

知がなくても，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書で

対応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための手

順を整備する。 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定したうえで，整備した対応手順書の有効

性を確認する。これに加え，確率論的リスク評価（以下「ＰＲ

Ａ」という。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定

にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事

故シーケンスについても対応できる手順書として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

(1) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対応

における考慮 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を想定する

に当たっては，国内外の基準等で示されている外部事象を網

羅的に収集し，その中から考慮すべき自然災害に対して，設

計基準を超えるような規模を想定し，発電用原子炉施設の安

全性に与える影響及び重畳することが考えられる自然災害の

組合せについても考慮する。 

また，事前予測が可能な自然現象については，影響を低減

させるための必要な安全措置を講じることを考慮する。 

さらに，事態収束に必要と考えられる機能の状態に着目し

て事象の進展を考慮する。 
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大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

は，当直副長の指揮の下で事故時運転操作手順書（事象ベース，

徴候ベース及びシビアアクシデント）に基づいて対応操作する

ことを基本とする。このことは，自然災害が大規模な場合であ

っても同様であるが，常設の設備では事故収束が行えない場合

は，発電所対策本部は，可搬型設備による対応を中心とした多

様性及び柔軟性を有する手順（以下「多様なハザード対応手順」

という）等を使用した対応操作を行う。 

また，大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉

施設が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広

範囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，発電所対

策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉施設

の操作に対する支援が重要となる。このため，発電用原子炉施

設の状態の把握並びに対策及びその優先順位の決定に用いる発

電所対策本部で使用する対応フロー及びチェックシートを整備

する。対応フローは，事故時運転操作手順書，多様なハザード

対応手順及び発電所対策本部の各機能班の対応ガイド等の相互

関係の概略をまとめ，全体像を把握するツールとして発電所対

策本部の運営を支援するために整備するものであり，具体的な

対応操作の手順は個別の手順書等に記載する。 

当該号炉に関する対応操作の優先順位付けや実施の判断は，

一義的に事故発生号炉の当直副長が行う。 

万一，中央制御室の機能喪失時や中央制御室から運転員が撤

退する必要が生じた場合等，当直副長の指揮下で対応できない

場合には，発電所対策本部長は当該号炉の運転員又は号機班の

中から当該号炉の対応操作の責任者を定め対応に当たらせる。 

当直副長又は当該号炉の対応操作の責任者が判断した結果及

びそれに基づき実施した監視や操作については，発電所対策本

 (2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応

における考慮 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定し，多

様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設

が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範

囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，災害対

策本部における情報収集，当直（運転員）が実施する発電用

原子炉施設の操作に対する支援が重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応

における考慮 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定し，多

様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設

が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範

囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，緊急時

対策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉

施設の操作に対する支援が重要となる。 
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部に報告し，各機能班の責任者（統括又は班長）は，その時点

における他号炉の状況，人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

また，発電所対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行

い，その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応を予想

して先行的に準備を行う。 

発電所対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の

対応について総括的な責任を負う。 

 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放

出の防止，抑制を最大の目的とし，次に示す各項目を優先実施

事項とする。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と原子炉圧力容

器への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉

格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の

著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水

による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員（運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊をいう。以

下同じ。）の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

なお，これら優先実施事項の考え方は，事故時運転操作手順

書と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 炉心の著しい損傷を緩和するための対策 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と発電用原子

炉への注水 

b) 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子

炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

c) 使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料

体の著しい損傷を緩和するための対策 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

d) 放射性物質の放出を低減するための対策 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放

水による拡散抑制 

e) 大規模な火災が発生した場合における消火活動 

・消火活動 

f) その他の対策 

・要員の安全確保 

 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と原子炉圧力

容器への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子

炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著し

い損傷を緩和するための対策＞ 

・燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建物への放

水による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 
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ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

 大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困

難で事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪

化した等の安全側に判断した措置をとるように判断フロー

を整備する。大規模損壊発生時に使用する手順書を有効か

つ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条

件を明確化するとともに，判断フローを明示することによ

り必要な個別戦略への移行基準を明確化する。 

 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警

報，外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知し

た場合，中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認

及び把握（火災発生の有無，建屋の損壊状況等）を行うと

ともに，大規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の

判断を原子力防災管理者又は当直発電長が行う。また，原

子力防災管理者又は当直発電長が以下の適用開始条件に該

当すると判断した場合は，大規模損壊時に対応する手順に

基づく事故の進展防止及び影響を緩和するための活動を開

始する。 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下のい

ずれかの状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状

態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機能喪失や

中央制御室と連絡が取れない場合を含む。） 

 

・使用済燃料プールの損傷により漏えいが発生し，使用済

燃料プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与え

る可能性があるような大規模な損壊（建屋損壊に伴う広

範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用

した支援が必要と判断した場合 

c) 当直発電長が大規模損壊に対応する手順を活用した支

援が必要と判断した場合 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難

で事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化し

た等の安全側に判断した措置をとるように対応フローを整

備する。また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効か

つ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条件

を明確化するとともに，判断フローを明示することにより必

要な個別戦略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，

外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，

中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認及び把握

（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うとともに，大

規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力

防災管理者又は当直副長が行う。また，原子力防災管理者又

は当直副長が以下の適用開始条件に該当すると判断した場

合は，大規模損壊時に対応する手順に基づく事故の進展防止

及び影響を緩和するための活動を開始する。 

 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下

のいずれかの状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラン

ト状態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機

能喪失や中央制御室と連絡が取れない場合を含

む。） 

・燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料

プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を

与える可能性があるような大規模な損壊（建物損壊

に伴う広範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場 

合 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活

用した支援が必要と判断した場合 

c) 当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支

援が必要と判断した場合 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制
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 災害対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して

先行的に準備を行う。 

 災害対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体

の対応について総括的な責任を負う。 

また，非常招集を行った場合，災害対策要員（初動）は，

緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用で

きない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所とし

て利用する。 

 発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認

チェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定

の判断をするための災害対策本部で使用する対応フローを

整備する。この対応フローは，非常時運転手順書，重大事

故等対策要領等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握

するツールとして災害対策本部の運営を支援するために整

備するものであり，具体的な操作手順は個別の手順書等に

記載する。 

 また，ｂ．(b)項から(o)項の手順の中で使用することを

想定している設備については，チェックシートの項目に盛

り込むこととしている。 

 対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に災害

対策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次

に掲げる(a)，(b)項を実施する。 

当直発電長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作

については，災害対策本部に報告し，各班の責任者（本部

員）は，その時点における人的リソースや資機材の確保状

況，対応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を

行う。 

 また，重大事故等時に対処するために直接監視すること

が必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいず

れでも確認できない場合は，放射線測定器，可搬型代替直

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して

先行的に準備を行う。 

緊急時対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体

の対応について総括的な責任を負う。 

また，非常招集を行った場合，緊急時対策要員及び自衛消

防隊は，緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が

使用できない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所

として利用する。 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チ

ェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判

断を行うための緊急時対策本部で使用する対応フローを整

備する。この対応フローは，事故時操作要領書，原子力災害

対策手順書等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握する

ツールとして緊急時対策本部の運営を支援するために整備

するものであり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載

する。 

また，ｂ．(b)項から(o)項の手順の中で使用することを想

定している設備については，チェックシートの項目に盛り込

むこととしている。 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊急時

対策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に

掲げる(a)，(b)項を実施する。 

当直副長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作に

ついては，緊急時対策本部に報告し，各班の責任者（本部員）

は，その時点における人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが

必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれ

でも確認できない場合は，放射線測定器，可搬型直流電源設

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当
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流電源設備や可搬型計測器等の代替の監視手段と無線連絡

設備等の通信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保さ

れ次第，パラメータ監視のための当直（運転員），重大事故

等対応要員等を現場に出動させ，先ず外からの目視による

確認を行い，その後，確認できないパラメータを対象に代

替監視手段を用いた可能な限り継続的なプラント状況の把

握に努める。パラメータが中央制御室及び緊急時対策所に

おいて部分的に確認できる場合は，確認したパラメータを

基に安全機能等の状況把握を行った上で，他のパラメータ

については，パラメータが確認できない場合と同様の対応

を行う。 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断

要素として代替できる他のパラメータを採取する。採取手

段の優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常

設計器等の使用を第 1 優先とし，監視機能の喪失により採

取できない場合は，中央制御室内の計器盤内にて可搬型計

測器等の使用を第 2 優先とする。中央制御室内でパラメー

タが採取できない場合は，現場の常設計器又は可搬型計測

器を使用して採取する。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要

素として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパ

ラメータのいずれもが採取できない場合は，先ず外からの

目視による確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も

影響を与えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を

回復させ，使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 (a) 当面達成すべき目標の設定 

 災害対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，

使用可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状況及

び火災発生状況等を把握し，チェックシートに記載した

上で，その情報を基に当面達成すべき目標を設定し，環

境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先すべき戦

略を決定する。 

 当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に

当たっては，災害対策要員の安全確保を最優先とする。 

 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに

発電用原子炉を停止し，注水することである。炉心

備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線通信設備等の通

信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パラ

メータ監視のための当直（運転員），緊急時対策要員等を現

場に出動させ，まず外からの目視による確認を行い，その後，

確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用いて可

能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメータ

が中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認でき

る場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握

を行ったうえで，他のパラメータについては，パラメータが

確認できない場合と同様の対応を行う。 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要

素として代替できる他のパラメータを採取する。採取手段の

優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器

等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できな

い場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を

第２優先とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場

合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取す

る。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素

として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラ

メータのいずれも採取できない場合は，まず外からの目視に

よる確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与

えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，

使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，

使用可能な設備，屋外の放射線量率，建物の損傷状況，

火災発生状況等を把握し，チェックシートに記載したう

えで，その情報を基に当面達成すべき目標を設定し，環

境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先すべき戦

略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に

当たっては，重大事故等に対処する要員の安全確保を最

優先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに

発電用原子炉を停止し，注水することである。炉心

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-12



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

損傷に至った場合においても発電用原子炉への注水

は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の

破損を回避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速

やかに注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心

損傷，かつ，原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール水位の異常低下の回避が困難な場合は放射性

物質の拡散抑制を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケース

も想定される。また，プラント状況に応じて，設定する

目標も随時見直していくこととする。 

 

 (b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

災害対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，

個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個別戦略

の考え方を次に示す。 

    a) 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器への

注水 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に

実施する。 

 

    b) 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉

圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な

設備や対応可能要員の観点から，一時的に原子炉格納容

器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況になる

ことが想定される。この際に「閉じ込め」機能を維持す

るための個別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放射

性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物

質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    c) 設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略

を実施する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，

原子炉建屋内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定

損傷に至った場合においても発電用原子炉への注水

は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の

破損を回避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに

注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心

損傷かつ原子炉格納容器の破損又は燃料プール水位

の異常低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散

抑制を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケース

も想定される。また，プラント状況に応じて，設定する

目標も随時見直していくこととする。 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づ

き，個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個別

戦略の考え方を次に示す。 

a) 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先

的に実施する。 

 

b) 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子

炉圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可

能な設備や対応可能要員の観点から，一時的に原子炉

格納容器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況

になることが想定される。この際に「閉じ込め」機能

を維持するための個別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放

射性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射

性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

c) 設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施

する。燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建物

内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定される場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    d) 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への注

水が行えない場合，使用済燃料プール水位の低下が継続

している場合又は原子炉建屋が損傷している場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ｂ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，

(a)項に示す 5つの活動を行うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等

に加えて共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備等を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合でも対応できるよう現場にて

プラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設

備の状況を目視にて確認するための手順及び現場にて直接

機器を作動させるための手順等を整備する。なお，プラン

トパラメータの採取手段の優先順位は，採取に時間を要し

ない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先とし，監視

機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内の計

器盤内にて可搬型計測器等の使用を第2優先とする。中央制

御室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計

器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

 技術的能力に係る審査基準 1.2から 1.14における重大事

故等対処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。ま

た，大規模損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

 

(a) 5つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

イ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関す

る手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動として，故意による大型航空機の衝突によ

る大規模な航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた

泡消火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害におい

ては，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備

は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

d) 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への

注水が行えない場合，燃料プール水位の低下が継続し

ている場合又は原子炉建物が損傷している場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ｂ. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，

(a)項に示す５つの活動を行うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に

加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の

現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視

手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連

絡手順を整備する。なお，プラントパラメータの採取手段の

優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器

等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できな

い場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を

第２優先とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場

合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取す

る。 

 

 

 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故

等対処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。また，

大規模損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

 

(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ⅰ 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動として，故意による大型航空機の衝突

による航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡

消火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害にお

いては，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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の火災が発生した場合においても，同様な対応が可能な

ように多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消

火について速やかに準備し，早期に準備が可能な化学消

防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火並び

に延焼防止のための消火を実施する。 

 

地震により建屋内部に火災が発生した場合において，

屋外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響

を受けないと考えられるため，これらの設備を中心とし

た事故対応を行うことが可能である。なお，当該の対応

において事故対応を行うためのアクセスルート若しくは

操作箇所での復旧活動に支障となる火災が発生している

場合は，消火活動を速やかに実施し，操作箇所までのア

クセスルート等を確保する。具体的には，次の手順で対

応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇

所を使用する。 

b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害

がある場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇

所を優先的に確保する。 

c) a)及び b)いずれの場合も，予備としてもう１つの操

作箇所へのアクセスルートを確保する。 

 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に

示す a)～d)の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，

優先度の高い火災より順次消火活動を実施する。 

 

a) アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保（初期消火

に用いる化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車等） 

 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建屋，放射性物質内

包の建屋 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エ

設備の火災が発生した場合においても，同様な対応が

可能なように多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場

合における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた

泡消火について速やかに準備し，早期に準備が可能な

小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車及び化学消防自

動車による泡消火並びに延焼防止のための消火を実施

する。 

地震により建物内部に火災が発生した場合におい

て，屋外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災

の影響を受けないと考えられるため，これらの設備を

中心とした事故対応を行うことが可能である。なお，

当該の対応において，事故対応を行うためのアクセス

ルート又は操作箇所での復旧活動に支障となる火災が

発生している場合は，消火活動を速やかに実施し，操

作箇所までのアクセスルート等を確保する。具体的に

は，次の手順で対応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その

箇所を使用する。 

b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに

障害がある場合，最もアクセスルートを確保し

やすい箇所を優先的に確保する。 

c) a)及びb)いずれの場合も，予備としてもう１つの

操作箇所へのアクセスルートを確保する。 

 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に

示すa)からd)の区分を基本に消火活動の優先度を判定

し，優先度の高い火災より順次消火活動を実施する。 

 

a) アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保 

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放

水砲等） 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射

性物質内包の建物 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及
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リアの確保 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及びホースルー

ト，放水砲の設置エリアの確保 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力

安全に影響を与える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び

設置エリアの確保 

d) その他火災の消火 

a)から c)以外の火災は，対応可能な段階になってか

ら，可能な範囲で消火する。 

 

 建屋内外共に上記の考え方を基本に消火するが，大型

航空機衝突による建屋内の大規模な火災時は，入域可能

な状態になってから消火活動を実施する。 

 また，自衛消防隊以外の災害対策要員が消火活動を行

う場合は，災害対策本部の指揮命令系統の下で活動する。 

 

 消火活動に当たっては，事故対応とは独立した通信手

段を用いるために，消火活動専用の無線連絡設備の回線

を使用する。 

 

ロ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スク

ラム，再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制，

ほう酸水注入，代替制御棒挿入機能又は手動挿入に

よる制御棒緊急挿入及び原子炉水位低下による原子

炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧

炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障によ

り発電用原子炉の冷却が行えない場合に，高圧代替

注水系により発電用原子炉を冷却する。全交流動力

電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原

子炉の冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設

備より給電される高圧代替注水系による発電用原子

炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動による

び設置エリアの確保 

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲

の設置エリアの確保 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子

力安全に影響を与える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続

箇所及び設置エリアの確保 

d) その他火災の消火 

a)からc)以外の火災は，対応可能な段階になっ

てから，可能な範囲で消火する。 

 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，

大型航空機衝突による建物内の大規模な火災時は，入

域可能な状態になってから消火活動を実施する。 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動

を行う場合は，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令

系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

消火活動に当たっては，事故対応とは独立した通信

手段を用いるために，消火活動専用の無線通信設備の

回線を使用する。 

 

ⅱ 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手

順等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動ス

クラム，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出

力抑制，ほう酸水注入，代替制御棒挿入機能又は

手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水位低

下による原子炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高

圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障

により発電用原子炉の冷却が行えない場合に，高

圧原子炉代替注水系により発電用原子炉を冷却す

る。全交流動力電源喪失又は常設直流電源系統喪

失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，

常設代替直流電源設備より給電される高圧原子炉

代替注水系による発電用原子炉の冷却又は原子炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪

失している状態において，原子炉内低圧時に期待し

ている注水機能が使用できる場合は，逃がし安全弁

による原子炉減圧操作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉

冷却材喪失事象が発生している場合は，残留熱除去

系（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系を優先し，

全交流動力電源喪失により発電用原子炉の冷却が行

えない場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替

注水系（可搬型），代替循環冷却系，消火系及び補

給水系による発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

 

 

 

 

ハ．原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する

手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次

のとおりとする。 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障又

は全交流動力電源喪失により機能が喪失した場合

は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型），消火系及び補給

水系により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場

合は，緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系に

よりサプレッション・チェンバから最終ヒートシン

ク（海洋）へ熱を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容

器圧力逃がし装置により，原子炉格納容器内の減圧

及び除熱を行う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，代替循環冷却系によ

隔離時冷却系の現場起動により発電用原子炉の冷

却を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が

喪失している状態において，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に期待している注水機能が使用で

きる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操作

を行う。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，原

子炉冷却材喪失事象が発生している場合は，残留

熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレ

イ系を優先し，全交流動力電源喪失により発電用

原子炉の冷却が行えない場合は，低圧原子炉代替

注水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子

炉代替注水系（可搬型）により原子炉を冷却する。 

 

 

 

 

 

ⅲ 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関す

る手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は

次のとおりとする。 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障又は

全交流動力電源喪失により機能喪失した場合は，

格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系，消

火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

り原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

る。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

場合は，原子炉補機代替冷却系によりサプレッシ

ョン・チェンバから最終ヒートシンク（海）へ熱

を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納

容器フィルタベント系により，原子炉格納容器内

の減圧及び除熱を行う。 

・炉心に著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器の破損を防止するため，残留熱代替除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の同様設

備である残留熱代替除

去系は，四十七条の重大

事故等対処設備とは位

置付けていない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬の

原子炉補機代替冷却系

を四十八条の重大事故

等対処設備にしている

のに対し，東海第二は常

設の緊急用海水系を四
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り原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉

心・コンクリート相互作用や溶融炉心と原子炉格納

容器バウンダリの接触による原子炉格納容器の破損

を防止するため，ペデスタル（ドライウェル部）へ

注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素が放出された場合において

も水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ためにプラント運転中の原子炉格納容器内は不活性

ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内雰囲気を

不活性化した状態になっているが，炉心の著しい損

傷が発生し，ジルコニウム－水反応並びに水の放射

線分解等による水素及び酸素の発生によって水素濃

度及び酸素濃度が可燃限界を超えるおそれがある場

合は，可燃性ガス濃度制御系により水素及び酸素の

濃度を抑制する。また，可搬型窒素供給装置により

原子炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度

を抑制し，更に酸素濃度が上昇する場合においては，

格納容器圧力逃がし装置により水素を原子炉格納容

器外に排出する手段を有している。 

 

 

 

ニ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃

料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

使用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステン

レス鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持

されている。使用済燃料プールの水位を確保するための

対応手段及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対応

手段は次のとおりとする。 

 

・使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃

料プール水位・温度，使用済燃料プールエリア放射

線モニタ及び使用済燃料プール監視カメラを使用す

る。 

 

去系により原子炉格納容器の圧力及び温度を低下

させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融

炉心・コンクリート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」

という。）や溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリ

の接触による原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器下部へ注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合に

おいても，水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するためにプラント運転中の原子炉格納容

器内は不活性ガス（窒素）置換により原子炉格納

容器内雰囲気を不活性化した状態になっている

が，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウム－

水反応，水の放射線分解等による水素ガス及び酸

素ガスの発生によって水素濃度及び酸素濃度が可

燃限界を超えるおそれがある場合は，可燃性ガス

濃度制御系により水素ガス及び酸素ガスの濃度を

抑制する。また，可搬式窒素供給装置により原子

炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を

抑制し，さらに酸素濃度が上昇する場合において

は，格納容器フィルタベント系により水素ガス及

び酸素ガスを原子炉格納容器外に排出する手段を

有している。 

 

ⅳ 燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体

の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス

鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持さ

れている。燃料プールの水位を確保するための対応手

段及び燃料体等の著しい損傷を緩和するための対応手

段は次のとおりとする。 

 

・燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水

位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使

用する。 

十八条の重大事故等対

処設備として位置付け

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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・使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃料

プールからの水の漏えい，その他の要因により使用

済燃料プールの水位が低下した場合は，常設低圧代

替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水

ライン），可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水

ライン），可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料

プール注水系（可搬型スプレイノズル）及び消火系

により使用済燃料プールへ注水することにより，使

用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，臨界を防止する。 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により使用済燃料プールの水位維持が行えない

場合，常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイノズ

ルを使用したスプレイを実施することで，使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止するとともに，環境への放射性物質

の放出を可能な限り低減させる。 

 

 

・原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子

炉建屋に近づけない場合は，放水砲により燃料体の

著しい損傷の進行を緩和する。 

 

ホ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順

等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のと

おりとする。 

・原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲によ

り原子炉建屋に海水を放水し，大気への放射性物質

の拡散を抑制する。 

・その際，放水することで放射性物質を含む汚染水が

一般排水路を通って雨水排水路集水桝又は放水路か

ら海へ流れ出すため，汚濁防止膜を設置することで，

海洋への拡散範囲を抑制する。 

 

 

・燃料プールの注水機能の喪失又は燃料プールから

の水の漏えい，その他の要因により燃料プールの

水位が低下した場合は，消火系，燃料プールスプ

レイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールス

プレイ系（可搬型スプレイノズル）により燃料プ

ールへ注水することにより，燃料プール内の燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因

により燃料プールの水位維持が行えない場合は，

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）又

は燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールスプレイを実施することで，燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止するとともに，環境への放射性物

質の放出を可能な限り低減させる。 

 

・原子炉建物の損壊又は放射線量率の上昇により原

子炉建物に近づけない場合は，放水砲により燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和する。 

 

ⅴ 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手

順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次の

とおりとする。 

・原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合は，

大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に

海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制

する。 

・その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置

することにより汚染水の海洋への拡散抑制を行

う。 

・放水することで放射性物質を含む汚染水が構内雨

水排水路から海へ流れ出すためシルトフェンスを

設置することで，海洋への拡散範囲を抑制する。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬の

燃料プールスプレイ系

を五十四条の重大事故

等対処設備として位置

付けているのに対し，東

海第二は常設低圧代替

注水系ポンプによる代

替燃料プール注水系を

五十四条の重大事故等

対処設備，として位置付

けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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・防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置することに

より汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.2の手順を用いた手順

等を整備する。 

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.3の手順を用いた手順

等を整備する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.4の手順を用いた手順

等を整備する。 

(e) 「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.5の手順を用いた手順

等を整備する。 

(f) 「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.6の手順を用いた手順

等を整備する。 

(g) 「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手

順等」 

重大事故等対策にて整備する1.7の手順を用いた手順

等を整備する。 

(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.8の手順を用いた手順

等を整備する。 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.9の手順を用いた手順

等を整備する。 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」 

・また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津

波警報や津波警報が出ている状況等）である場合

は，大津波警報又は津波警報等が解除された後に

シルトフェンスの設置を開始する。 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.2の手順を用いた手

順等を整備する。 

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

の手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.3の手順を用いた手

順等を整備する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.4の手順を用いた手

順等を整備する。 

(e) 「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.5の手順を用いた手

順等を整備する。 

(f) 「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.6の手順を用いた手

順等を整備する。 

(g) 「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.7の手順を用いた手

順等を整備する。 

(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.8の手順を用いた手

順等を整備する。 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.9の手順を用いた手

順等を整備する。 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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重大事故等対策にて整備する1.10の手順を用いた手順

等を整備する。 

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.11の手順を用いた手順

等を整備する。 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.12の手順を用いた手順

等を整備する。 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.13の手順を用いた手順

等を整備する。 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.14の手順を用いた手順

等を整備する。 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

可搬型設備等による対応手順等のうち，柔軟な対応を

行うための大規模損壊に特化した手順を以下に示す。 

イ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱手順 

ロ．可搬型代替注水中型ポンプによる消火手順 

ハ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる使用済燃料プールへの注水手順 

ニ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる使用済燃料乾式貯蔵建屋への放水手順 

ホ．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監

視手順 

 

ｃ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮

し中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備

する。 

ｄ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書については，地

震，津波及び地震と津波の重畳により発生する可能性のあ

る大規模損壊に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故

シーケンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津

波特有の事象として発生する事故シーケンスについて，当

該事故により発生する可能性のある重大事故，大規模損壊

重大事故等対策にて整備する1.10の手順を用いた手

順等を整備する。 

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.11の手順を用いた手

順等を整備する。 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.12の手順を用いた手

順等を整備する。 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.13の手順を用いた手

順等を整備する。 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.14の手順を用いた手

順等を整備する。 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

可搬型設備等による対応手順等のうち，柔軟な対応

を行うための大規模損壊に特化した手順を以下に示

す。 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 現場での可搬型計測器によるパラメータ計測，監視

手順 

ⅱ 中央制御室損傷時の通信連絡手順 

ｃ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し

中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備

する。 

ｄ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，地震，津波及

び地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模

損壊に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケン

スグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有

の事象として発生する事故シーケンスについて，当該事故

により発生する可能性のある重大事故及び大規模損壊へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大規模

損壊時に特化した手順

を整備 

【東海第二】 

 大規模特化として整

備する手順の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

2.1-21



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

への対応をも考慮する。加えて，大規模損壊発生時に，同

等の機能を有する可搬型重大事故等対処設備，常設重大事

故等対処設備及び設計基準事故対処設備が同時に機能喪失

することなく，炉心注水，電源確保，放射性物質拡散抑制

等の各対策が上記設備のいずれかにより達成できるよう構

成する。 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の

対応する手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，

米国におけるＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，

当該のガイドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対

応状況を確認する。 

の対応も考慮する。加えて，大規模損壊発生時に，同等の

機能を有する可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故等

対処設備及び設計基準事故対処設備が同時に機能喪失す

ることなく，炉心注水，電源確保，放射性物質拡散抑制等

の各対策が上記設備のいずれかにより達成できるよう構

成する。 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対

応する手順は，大規模損壊に関する考慮事項等，米国にお

けるＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，当該ガイ

ドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を

確認する。 
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2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊に至る可能性のある事象は，基準地震動及び基

準津波等の設計基準を超えるような規模の自然災害並びに故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。

重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が受ける影響及び被

害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと

なる。そのため，発電所施設の被害状況から残存する資源等

を活用し事故対応を行う。被害を受けた機器の復旧可能性の

把握，判断も事故対応の方向性を決める判断要素の一つとす

る。残存する資源の把握，活用，復旧判断等の活動は，通常

時の実務経験を踏まえた「添付資料 1.0.10重大事故等時の体

制について」で整備する体制で引き続き対応する。 

ただし，中央制御室の機能喪失，要員の被災及び重大事故

等対処で期待する重大事故等対処設備が使用できない等の状

況を想定した場合に対処できるよう，該当する部分の体制の

整備，充実を図る。 

福島第一原子力発電所事故の対応の際には，複数の発電用

原子炉施設での同時被災を想定した備えが十分でなく，発電

所対策本部の情報共有と指揮命令が混乱し，迅速・的確な意

思決定ができなかったことから，大規模損壊の発生に備えた

発電所対策本部及び本社対策本部の体制は，重大事故等対処

のための体制と同様，指揮命令系統，及び各機能班・スタッ

フの役割を明確にすることを基本とする。また，重大事故等

を超えるような状況を想定した大規模損壊対応のための体制

を整備，充実するために大規模損壊対応に係る必要な計画の

策定並びに運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊に対する

教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等対策に係る体制を基本とす

るが，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の

体制が部分的に機能しない場合においても流動性を持って柔軟

に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに災害対策要員に対する教育及び訓

練を付加して実施し体制の整備を図る。 

2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等対策に係る体制を基本とす

るが，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の

体制が部分的に機能しない場合においても流動性を持って柔軟

に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに重大事故等に対処する要員に対す

る教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊への教育及び

訓練については，「添付資料1.0.9重大事故等対策の対処に係

る教育及び訓練について」で定める教育及び訓練に加え，過

酷な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生

時に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得

するための教育及び訓練を実施する。また，原子力防災管理

者及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しな

い場合及び残存する資源等を最大限活用しなければならない

事態を想定した個別の教育及び訓練を実施する。さらに，運

転員及び緊急時対策要員の役割に応じて付与される力量に加

え，流動性をもって柔軟に対応できるような力量を確保して

いくことにより，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応

できるよう教育及び訓練の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

必要な力量の確保に当たっては，通常時の実務経験を通じ

て付与される力量を考慮し，事故時対応の知識及び技能につ

いて，運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の役割に応じ

た教育及び訓練を定められた頻度，内容で計画的に実施する

ことにより各要員の力量の維持・向上を図る。 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊発生時の体制については，重大事故等対策に係

る体制を基本とするが，大規模損壊の発生により，要員の被

災等による非常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制

御室の機能喪失含む）においても流動性を持って柔軟に対応

できる体制を整備する。 

発電所対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施

組織及びその支援組織から構成されており，それぞれの機能

ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な大規模

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確，かつ，柔軟に対処するために必要な力量を確保

するため，災害対策要員への教育及び訓練については，重大

事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷な状況下

においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応す

る手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための

教育及び訓練を実施する。また，原子力防災管理者及びその

代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しない場合を想

定した個別の教育及び訓練を実施する。さらに，重大事故等

対応要員においては，要員の役割に応じて付与される力量に

加え，流動性をもって柔軟に対応できるような力量を確保し

ていくことにより，本来の役割を担う要員以外の要員でも対

応できるよう教育及び訓練の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊の発生に備えた災害対策本部及び本店対策本部

の体制は，重大事故等対策に係る体制を基本とする体制を整

備する。 

 

 

 

 

 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，重大事故等に対処する要員への教育及び訓練について

は，重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷

な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時

に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得す

るための教育及び訓練を実施する。また，原子力防災管理者

及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しない

場合を想定した個別の教育及び訓練を実施する。さらに，緊

急時対策要員の役割に応じて付与される力量に加え，流動性

をもって柔軟に対応できるような力量を確保していくことに

より，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応できるよう

教育及び訓練の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊の発生に備えた緊急時対策本部及び緊急時対策

総本部の体制は，重大事故等対策に係る体制を基本とする体

制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の運転員

は，中央制御室及び現場

（屋内）において，プラ

ント対応に傾注してい

るため，多能化について

は考慮していない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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損壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，複数号炉の

同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して

炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とす

る。6 号及び7 号炉の原子炉主任技術者は，号炉ごとに独立

性を確保して配置する。 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に緊急時対策要員50 名，運転員40 名及び自衛消

防隊10 名の合計100 名を常時確保し，大規模損壊発生時は本

部長代行が初動の指揮を執る体制を整備する。 

さらに，大規模な自然災害が発生した場合には，上述 100 名

の中に被災者が発生する可能性があることに加え，社員寮，

社宅等からの交替要員参集に時間を要する可能性があるが，

その場合であっても，運転員及び自衛消防隊を含む発電所構

内に常駐する要員により優先する対応手順を必要とする要員

数未満で対応することで交替要員が到着するまでの間も事故

対応を行えるよう体制を整備する。 

 

 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に勤務している緊急時対策要員により指

揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応する

ための体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に災害対策要員（指揮者等）4 名，重大事故等対

応要員 17 名，当直（運転員）7 名，自衛消防隊 11 名を常時

39名確保し，大規模損壊の発生により要員の被災等による非

常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪

失含む。）においても，対応できる体制を整備する。 

 

なお，原子炉運転停止中※については，中央制御室の当直（運

転員）を 5名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃

未満）及び燃料交換の期間 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が到着

するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に常駐している災害対策要員により指揮

命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するた

めの体制を整備する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における統括待

機当番者（副原子力防災管理者）を含む災害対策要員（初

動）は，地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも

対応できるよう，分散して待機する。また，建物の損壊等

により要員が被災するような状況においても，発電所構内

に常駐している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとる

ことを基本とする。 

 

ｂ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う災害

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

 

 

 

 

 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に緊急時対策要員 31名，運転員９名及び火災発生

時の初期消火活動に対応するための自衛消防隊７名の合計 47

名を常時確保し，大規模損壊の発生により要員の被災等によ

る非常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機

能喪失を含む。）においても，対応できる体制を整備する。 

 

なお，２号炉原子炉運転停止中※については，中央制御室の

２号運転員を５名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未

満）及び燃料交換の期間 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が到着

するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命

令系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に勤務している重大事故等に対処する要

員により指揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時

に対応するための体制を整備する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における指示者（副

原子力防災管理者）を含む重大事故等に対処する要員は，

地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも対応でき

るよう，分散して待機する。また，建物の損壊等により要

員が被災するような状況においても，発電所構内に勤務し

ている他の要員を活用する等の柔軟な対応をとることを基

本とする。 

 

ｂ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

a. 本社対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本社対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「添付資料1.0.10重大事故等時の体制

について」で整備する支援体制と同様である。 

 

b. 外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「添付資料

1.0.4外部からの支援について」で整備する支援体制と同様

である。 

に必要な災害対策要員は緊急時対策所及び第二弁操作室，

当直（運転員）の一部は中央制御室待避室にとどまり，そ

の他の災害対策要員は発電所構外へ一時退避し，その後，

災害対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，

災害対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，災害対策本部長が，事故対

応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の実

施が必要と判断した場合は，災害対策本部の指揮命令系統

の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事させる。 

 

 

(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．本店対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本店対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「技術的能力審査基準 1.0」で整備す

る支援体制と同様である。 

 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「技術的能力

審査基準 1.0」で整備する原子力災害発生時の外部支援体

制と同様である。 

 

 

 

に必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，運転員は中央制

御室待避室及び緊急時対策所にとどまり，その他の緊急時

対策要員及び自衛消防隊は発電所構外へ一時退避し，その

後，緊急時対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊

急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，緊急時対策本部長が，事故

対応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の

実施が必要と判断した場合は，緊急時対策本部の指揮命令

系統の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事さ

せる。 

 

(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置によ

る発電所への支援体制は，「技術的能力審査基準 1.0」で整

備する支援体制と同様である。 

 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「技術的能力

審査基準 1.0」で整備する原子力災害発生時の外部支援体制

と同様である。 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，格納容

器破損のおそれがない

場合におけるベント弁

操作後の運転員は，中央

制御室待避室にとどま

る 
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2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従

って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を

次に示す基本的な考え方に基づき配備する。なお，大規模損壊

発生時の対応のために必要となる設備及び資機材については，

「添付資料1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について」で整

備するもので対応可能である。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当該設備の

防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時で配備する設

備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設計

基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能

喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所に

保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の可

搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場所を

分散しかつ十分離して配備する。 

2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従

って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を

配備する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の

防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する

設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設

計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機

能喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所

に保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の

可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場所

を分散し，かつ，十分離して配備する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる

敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈

下，地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受

けない場所に保管する。また，敷地に遡上する津波を超え

る津波に対して，裕度を有する高台に保管する。 

ｂ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建

屋等から 100m以上離隔距離を確保するとともに，当該可搬

型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基

準対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の

離隔距離を確保した上で，当該建屋及び当該設備と同時に

影響を受けない場所に分散して配備する。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複

数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電力又は水

を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセスルート

を確保した複数の接続口を設ける。 

2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従

って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を

配備する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の

防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する

設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設

計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機

能喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所

に保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の

可搬型重大事故等対処設備等が機能喪失しないように保管場

所を分散しかつ十分離して配備する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる

敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等

沈下，地盤支持力の不足，地下構造物の損壊等の影響を

受けない場所に保管する。また，原子炉建物外から電力

又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備のうち，少

なくとも１セットは，基準津波を超える津波に対して，

裕度を有する高台に保管する。 

ｂ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建

物，タービン建物及び廃棄物処理建物から100m以上の離

隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処

設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備

及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を

確保したうえで，当該建物及び当該設備と同時に影響を

受けない場所に分散して配備する。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複

数箇所に分散して保管する。原子炉建物外から電力又は

水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセスル

ートを確保した複数の接続口を設ける。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物外から電力又は水

を供給する可搬型設備

のうち少なくとも１セ

ットは高台とする 
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(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大事

故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線量の

環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない状況を

想定し配備する。また，そのような状況においても使用を期待

できるよう，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原

子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から100m以上離隔

距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がそ

の機能を代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等

対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，分散して配

備する。 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大

事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線

量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない

状況を想定し配備する。また，そのような状況においても使

用を期待できるよう，原子炉建屋から 100m以上離隔をとった

場所に分散して配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下

において，事故対応のために着用する全面マスク，高線量

対応防護服及び個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火

災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空

機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施するため

に着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）や放水砲等の消火設備を配備する。 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外

等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な

複数の通信連絡設備を整備する。また，消火活動専用の通

信連絡が可能な無線連絡設備を配備する。 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大

事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線

量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない

状況を想定し配備する。また，そのような状況においても使

用を期待できるよう，原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処

理建物から 100m以上離隔をとった場所に分散して配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下

において，事故対応のために着用する全面マスク，高線量

対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火

災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空

機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施するため

に着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大型送水ポン

プ車や放水砲等の消火設備を配備する。 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等

との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な複

数の通信連絡設備を整備する。また，消火活動専用の通信

連絡が可能な無線通信設備を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応における事項 

＜要求事項> 

発電用原子炉設置者において，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規損な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関

し，以下の項目についての手順書が適切に整備されているか，

又は整備される方針が適切に示されていること。また，当該手

順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備さ

れているか，又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

1 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動に関すること。 

2 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

3 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること。 

4 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保す

るための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策

に関すること。 

5 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため

の対策に関すること。 

 

【解釈】 

１  発電用原子炉設置者において，大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において，第1号

から第5号までに掲げる活動を実施するために必要な手順

書，体制及び資機材等を適切に整備する方針であること 

２  第1号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火災

が発生した場合における消火活動」について，発電用原子

炉設置者は，故意による大型航空機の衝突による外部火災

を想定し，泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等

を整備する方針であること。 

 

３  発電用原子炉設置者は，本規程における「1.重大事故等対

策における要求事項」の以下の項目について，大規模な自然災

2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応における事項 

 

【解釈】 

１  発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において、第１号

から第５号までに掲げる活動を実施するために必要な手順

書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２  第１号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火

災が発生した場合における消火活動」について、発電用原子

炉設置者は、故意による大型航空機の衝突による外部火災を

想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等を整

備する方針であること。 

 

３  発電用原子炉設置者は、本規程における「１. 重大事故等

対策における要求事項」の以下の項目について、大規模な自

＜要求事項＞ 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規損な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生する

おそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関

し、以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。また、当該手

順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和する

ための対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和

するための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確

保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること。 

2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応における事項 

＜要求事項＞ 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。)が発生する

おそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関

し、以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。また、当該手

順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

 

【解釈】 

１ 発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において、第 1

号から第 5 号までに掲げる活動を実施するために必要な手

順書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２ 第 1 号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火

災が発生した場合における消火活動」について、発電用原

子炉設置者は、故意による大型航空機の衝突による外部火

災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順

等を整備する方針であること。 

 

３ 発電用原子炉設置者は、本規程における「1.重大事故等対

策における要求事項」の以下の項目について、大規模な自
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害を想定した手順等を整備する方針であること。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順   

等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

1.5 最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための手順等 

 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手

順等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの手順等 

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

４  発電用原子炉設置者は，上記３の項目について，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等

を整備する方針であること。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性

を確認する。これに加え，確率論的リスク評価（以下「PRA」と

いう。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽

出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事故シー

ケンスについても対応できる手順書として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

然災害を想定した手順等を整備する方針であること。 

 １．２ 原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

 １．３ 原子炉冷却材圧カバウンダリを減圧するための手順

等 

 １．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

 １．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

  

１．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

 １．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

 １．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手

順等 

 １．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの手順等 

 １．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの手順 

 １．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

 １．１２ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等 

 １．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

 １．１４ 電源の確保に関する手順等 

４  発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等

を整備する方針であること。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性

を確認する。これに加え，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケン

スグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象

として発生する事故シーケンスについても対応できる手順書と

して整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

然災害を想定した手順等を整備する方針であること。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための手順等 

1.5 最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための手順等 

 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の手順等 

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

４ 発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等

を整備する方針であること。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定したうえで，整備した対応手順書の有効

性を確認する。これに加え，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケ

ンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事

象として発生する事故シーケンスについても対応できる手順書

として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 
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(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定につい

て

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に抽

出するため，柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺での発生実績

に関わらず，国内で一般に発生し得る事象に加え，国内外の基

準で示されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む）について，設計基準を超えるような苛

酷な状況を想定した場合の発電用原子炉施設への影響度を評価

し，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象を選定し，さらに大規模損壊のケーススタディとし

て扱う事象をその中から選定した。 

検討プロセスをフローで表したものを図2.1.1に示す。また検

討内容について以下に示す。 

a. 自然現象の網羅的な抽出

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，

自然現象44事象を抽出した。（添付資料2.1.1 参照） 

b. 特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性の

ある自然現象の選定

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に苛酷

な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損な

われる可能性について評価を実施し，発生し得るプラント状

態（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリー

による事象進展評価又は定性的な評価を実施した。 

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安

全性に影響を与える可能性があるとして整理された事象）

の影響を整理した結果を表2.1.1，表2.1.2，表2.1.3 及び

図2.1.2 にそれぞれ示す。その他の事象を含む全事象に対

する検討内容については添付資料2.1.1 に示す。検討した

結果，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能

性のある自然現象として選定されたものは次のとおり。 

・地震

・津波

・地震と津波の重畳

・風（台風）

(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定につい

て 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に抽

出するため，東海第二発電所及びその周辺での発生実績に関わ

らず，国内で一般に発生し得る事象に加え，国内外の基準で示

されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む）について，設計基準を超えるような苛

酷な状況を想定した場合の発電用原子炉施設への影響度を評価

し，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象を選定し，さらに大規模損壊のケーススタディとし

て扱う事象をその中から選定した。 

検討プロセスをフローで表したものを第2.1.1図に示す。また

検討内容について以下に示す。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，

自然現象55事象を抽出した。 

ｂ．特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象の選定 

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に苛酷

な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損なわ

れる可能性について評価を実施し，発生し得るプラント状態

（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリーに

よる事象進展評価又は定性的な評価を実施した。  

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安全

性に影響を与える可能性があるとして整理された事象）の影

響を整理した結果を第2.1.1表，第2.1.2表，第2.1.3表及び第

2.1.2図にそれぞれ示す。検討した結果，特に発電用原子炉施

設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象として選定

されたものは次のとおり。 

・地震

・津波

・地震と津波の重畳

(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定につ

いて 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に

抽出するため，島根原子力発電所及びその周辺での発生実績

にかかわらず，国内で一般に発生し得る事象に加え，国内外

の基準で示されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む。）について，設計基準を超えるよう

な過酷な状況を想定した場合の発電用原子炉施設への影響度

を評価し，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可

能性のある自然現象を選定し，さらに大規模損壊のケースス

タディとして扱う事象をその中から選定した。

検討プロセスをフローで表したものを第１図に示す。また

検討内容について以下に示す。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，

自然現象55事象を抽出した。（添付資料2.1.1 参照） 

ｂ．特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象の選定 

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に過酷

な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損な

われる可能性について評価を実施し，発生し得るプラント状

態（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリーに

よる事象進展評価又は定性的な評価を実施した。 

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安全

性に影響を与える可能性があるとして整理された事象）の影

響を整理した結果を第１表，第２表及び第２図にそれぞれ示

す。その他の事象を含む全事象に対する検討内容については

添付資料2.1.1に示す。検討した結果，特に発電用原子炉施

設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象として選

定されたものは次のとおり。 

・地震

・津波

・地震と津波の重畳

・設計方針の相違

【柏崎 6/7】 

 収集した自然現象 55

事象を類似性・随伴性か

ら 44 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は自然現象 55 事象そ

のまま評価を実施して

いる 

・設計方針の相違
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・竜巻 

・低温（凍結） 

・降水 

・積雪 

・落雷 

 

・火山 

 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定し

た起因事象・シナリオを基に，大規模損壊のケーススタデ

ィとして想定することが適切な事象を選定する。 

上記b.での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次

の3項目に類型化することができ，表2.1.3に事象ごとに整

理した結果を示す。 

・重大事故対策で想定していない事故シーケンス（大規

模損壊） 

・重大事故対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

表2.1.3に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模

損壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，津波，

地震と津波の重畳，降水，積雪，落雷，火山及び隕石の8

事象となる。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の

うち，以下の事象については，他の事象のシナリオに代表

させることができる。 

 

 

・竜巻 

・凍結  

 

・積雪 

・落雷 

 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定した

起因事象・シナリオを基に，大規模損壊のケーススタディと

して想定することが適切な事象を選定する。 

上記b.での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次の3

項目に類型化することができ，第2.1.3表に事象ごとに整理し

た結果を示す。 

・重大事故等対策で想定していない事故シーケンス（大規

模損壊） 

・重大事故等対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

第2.1.3表に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模

損壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，津波，地

震と津波の重畳，竜巻及び隕石の5事象となる。 

 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のう

ち，以下の事象については，他の事象のシナリオに代表させ

ることができる。 

 

 

・竜巻 

・凍結 

 

・積雪 

・落雷 

・地滑り・土石流 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定した

起因事象・シナリオを基に，大規模損壊のケーススタディと

して想定することが適切な事象を選定する。 

上記ｂ．での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次

の３項目に類型化することができ，第３表に事象ごとに整理

した結果を示す。 

・重大事故等対策で想定していない事故シーケンス（大規

模損壊） 

・重大事故等対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

第３表に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模損

壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，津波，地震

と津波の重畳，積雪，落雷，火山の影響及び隕石の７事象と

なる。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のう

ち，以下の事象については，他の事象のシナリオに代表させ

ることができる。 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，風（台

風）は竜巻に包含される

事象として整理，降水は

設備に対する影響は大

きくないと整理，森林火

災は防火帯外の送電線

が火災により損傷する

と想定 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，発電所

敷地内に土石流が発生

するおそれがあること

から，特に発電用原子炉

施設の安全性に影響を

与える可能性のある自

然現象として選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，降水は

設備に対する影響は大

きくないと整理 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎と
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・降水 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計測・制御

系機能喪失＋直流電源喪失となる。津波のシナリオに代

表させる事象として整理した。 

 

・積雪 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計測・制

御系機能喪失＋注水機能喪失となる。積雪については

大型航空機の衝突と異なり事象進展がある程度遅いこ

とから，事前に除雪等の対応が可能となる。非常に苛

酷な状況を考慮した場合にも，除雪の対象を限定し最

小限必要な設備（原子炉建屋やアクセスルート等）に

ついて健全性を維持させるといった対応により損傷範

囲を抑制することが可能であることから，大型航空機

の衝突や津波のシナリオに代表させる事象として整理

した。 

 

・落雷 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋直流電源

喪失＋注水機能喪失＋計測・制御系喪失となるが，地

震と津波の重畳のシナリオ又は大型航空機の衝突に代

表させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・竜巻 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失に加え代替電源

が喪失する場合となるが，地震及び津波のシナリオに代表さ

せることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・積雪 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計装・制御

系喪失となる。積雪については大型航空機の衝突と異な

り事象進展がある程度遅いことから，事前に除雪等の対

応が可能となる。非常に過酷な状況を考慮した場合に

も，除雪の対象を限定し最小限必要な設備（原子炉建物

やアクセスルート等）について健全性を維持させるとい

った対応により損傷範囲を抑制することが可能である

ことから，津波又は地震と津波の重畳のシナリオに代表

させる事象として整理した。 

 

 

・落雷 

最も過酷なケースは外部電源喪失＋計装・制御系喪失

となるが，地震と津波の重畳のシナリオ又は大型航空機

の衝突に代表させることができる。 

 

 

 

同様に竜巻は大規模損

壊を発生させる可能性

は無く，積雪，落雷，火

山の影響は大規模損壊

を発生させる可能性が

ある事象と想定 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎と

同様に竜巻は大規模損

壊を発生させる可能性

は無いと想定 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，降水は

設備に対する影響は大

きくないと整理 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 
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・火山 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計測・制

御系機能喪失＋注水機能喪失となるが，大型航空機の

原子炉建屋東側とコントロール建屋への衝突のシナリ

オに代表させることができる。また，大量の降灰があ

る場合には，積雪時と同様，灰を除去することで，影

響範囲を抑制することが可能である。 

 

・隕石 

隕石衝突に伴う建屋・屋外設備の損傷については，

大型航空機の衝突のシナリオに代表させることができ

る。 

発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生について

は，地震のシナリオに代表させることができる。 

また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波について

は，津波のシナリオに代表させることができる。 

以上より，自然現象として，地震，津波及び地震と津波

の重畳3 事象をケーススタディとして選定する。これら3 

事象で想定する事故シーケンスと代表シナリオは次のとお

りとする。 

 

・地震 

地震レベル1PRA により抽出した事故シーケンスに

は，ExcessiveLOCA，計測・制御系喪失，格納容器バイ

パス，原子炉圧力容器・原子炉格納容器損傷，原子炉建

屋損傷，全交流動力電源喪失＋原子炉停止失敗等があ

る。また，地震と重畳し得る内部事象のレベル1.5PRA に

より，炉心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納

容器の破損モードとして，格納容器隔離失敗を抽出して

いる。大規模な地震が発生した場合には，これらの事故

シーケンス，あるいは複数の事故シーケンスの組み合わ

せが生じることが考えられるが，大規模損壊が発生した

場合の対応手順書の有効性を確認する観点から，ケース

スタディとして，大規模な地震で原子炉格納容器内の原

子炉冷却材圧力バウンダリにおいて，大破断LOCA を超

える規模の損傷が発生し，炉心損傷に至るExcessive 

LOCA を代表シナリオとして選定する。この際，地盤の

陥没等により，アクセスルートの通行に支障をきたす可

 

 

 

 

 

 

 

 

・隕石 

  隕石衝突に伴う建屋・屋外設備の損傷については，大型

航空機の衝突のシナリオに代表させることができる。 

 

  発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生については，

地震のシナリオに代表させることができる。 

  また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波については，

津波のシナリオに代表させることができる。 

以上より，自然現象として，地震，津波，地震と津波の重

畳の3事象をケーススタディとして選定する。これら3事象で

想定する事故シーケンスと代表シナリオは次のとおりとす

る。 

 

(a) 地震 

地震レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスに

は，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，計装・制御系喪失，

格納容器バイパス，原子炉圧力容器損傷，原子炉格納容器

損傷，原子炉建屋損傷，交流電源喪失＋原子炉停止失敗等

がある。また，内部事象のレベル１．５ＰＲＡにより，炉

心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損

モードとして，格納容器隔離失敗を抽出している。大規模

な地震が発生した場合には，これらの事故シーケンス，あ

るいは複数の事故シーケンスの組合せが生じることが考え

られるが，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効

性を確認する観点から，ケーススタディとして，大規模な

地震でＬＯＣＡが発生し，炉心損傷に至る事象を代表シナ

リオとして選定する。この際，地盤の陥没等により，アク

セスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

・火山の影響 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計装・制御

系喪失となる。火山の影響についても，大量の降下火砕

物がある場合には，積雪時と同様，降下火砕物を除去す

ることで，影響範囲を抑制することが可能であることか

ら，津波又は地震と津波の重畳のシナリオに代表させる

事象として整理した。 

 

・隕石 

隕石衝突に伴う建物・屋外設備の損傷については，大

型航空機の衝突のシナリオに代表させることができる。 

 

発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生について

は，地震のシナリオに代表させることができる。 

また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波について

は，津波のシナリオに代表させることができる。 

以上より，自然現象として，地震，津波及び地震と津波の

重畳の３事象をケーススタディとして選定する。これら３事

象で想定する事故シーケンスと代表シナリオは次のとおり

とする。 

 

(a) 地震 

地震レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスに

は，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，原子炉格納容器損傷，

原子炉圧力容器損傷，計装・制御系喪失，格納容器バイパ

ス，原子炉建物損傷，制御室建物損傷，廃棄物処理建物損

傷，全交流動力電源喪失＋原子炉停止失敗等がある。また，

内部事象のレベル 1.5ＰＲＡにより，炉心損傷後に格納容

器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードとして，格

納容器隔離失敗を抽出している。大規模な地震が発生した

場合には，これらの事故シーケンス，あるいは複数の事故

シーケンスの組合せが生じることが考えられるが，大規模

損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認する観点

から，ケーススタディとして，大規模な地震で原子炉格納

容器内の原子炉冷却材圧力バウンダリにおいて，大破断Ｌ

ＯＣＡを超える規模の損傷が発生し，炉心損傷に至るＥｘ

ｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡを代表シナリオとして選定す

る。この際，地盤の陥没等により，アクセスルートの通行

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 
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能性を考慮する。 

 

・津波 

津波レベル1PRA により抽出した事故シーケンスと

して，最終ヒートシンク喪失＋RCIC 失敗，最終ヒート

シンク喪失＋SRV 再閉鎖失敗，最終ヒートシンク喪失

＋全交流動力電源喪失＋RCIC 失敗，最終ヒートシンク

喪失＋全交流動力電源喪失＋SRV 再閉鎖失敗，最終ヒ

ートシンク喪失＋全交流動力電源喪失＋直流電源喪失

がある。また，津波と重畳し得る内部事象のレベル

1.5PRA により，炉心損傷後に格納容器バイパスに至る

原子炉格納容器の破損モードとして，格納容器隔離失

敗を抽出している。大規模な津波が発生した場合には，

これらの事故シーケンス，あるいは複数の事故シーケ

ンスの組み合わせが生じることが考えられるが，大規

模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認す

る観点から，防潮堤を超える規模の津波により，原子

炉建屋内地下階が冠水する前提において，ケーススタ

ディとして，全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋計

測・制御系喪失に至る事象を代表シナリオとして選定

する。この際，原子炉建屋周辺の冠水により，アクセ

スルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

・地震と津波の重畳 

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で

想定した事故シーケンスの組み合わせとして，全交流

動力電源喪失＋直流電源喪失＋Excessive LOCA＋計

測・制御系喪失等が想定される。ケーススタディとし

ては，対応手順書の有効性を確認する観点から，この

事故シーケンスを代表シナリオとして選定する。この

際，地盤の陥没等及び原子炉建屋周辺の冠水により，

アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮す

る。 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応に

おける考慮について 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

 

 

(b) 津波 

津波レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスとし

て，防潮堤損傷がある。 

 

 

 

 

また，内部事象のレベル１．５ＰＲＡにより，炉心損傷

後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モード

として，格納容器隔離失敗を抽出している。大規模な津波

が発生した場合には，これらの事故シーケンス，あるいは

複数の事故シーケンスの組合せが生じることが考えられる

が，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確

認する観点から，敷地に遡上する津波を超える規模の津波

により，原子炉建屋付属棟及びタービン建屋の一部が冠水

する前提において，ケーススタディとして，全交流動力電

源喪失及び最終ヒートシンク喪失に至る事象を代表シナリ

オとして選定する。この際，原子炉建屋周辺の冠水により，

アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

(c) 地震と津波の重畳      

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で想定

した事故シーケンスの組合せとして，全交流動力電源喪失，

直流電源喪失，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，計装・制

御系喪失等の重畳が想定される。ケーススタディとしては，

対応手順書の有効性を確認する観点から，この事象を代表

シナリオとして選定する。この際，地盤の陥没等及び原子

炉建屋周辺の冠水により，アクセスルートの通行に支障を

きたす可能性を考慮する。 

 

 

 (2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応における考慮について 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも

施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大

に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

(b) 津波 

津波レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスとし

て，直接炉心損傷に至る事象がある。 

 

 

 

 

また，内部事象のレベル 1.5ＰＲＡにより，炉心損傷後

に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードと

して，格納容器隔離失敗を抽出している。大規模な津波が

発生した場合には，これらの事故シーケンス，あるいは複

数の事故シーケンスの組合せが生じることが考えられる

が，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確

認する観点から，防波壁を超える規模の津波により，原子

炉建物付属棟地下階が浸水する前提において，ケーススタ

ディとして，全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋計装・

制御系喪失に至る事象を代表シナリオとして選定する。こ

の際，取水槽エリアの浸水により，アクセスルートの通行

に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

(c) 地震と津波の重畳 

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で想定

した事故シーケンスの組合せとして，全交流動力電源喪失

＋直流電源喪失＋Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ＋計装・

制御系喪失等が想定される。ケーススタディとしては，対

応手順書の有効性を確認する観点から，この事故シーケン

スを代表シナリオとして選定する。この際，地盤の陥没等

及び取水槽エリアの浸水により，アクセスルートの通行に

支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応における考慮について 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 津波ＰＲＡの相違に

よる事故シーケンスの

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-35



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突をケーススタディとして選定す

る。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影響

については，故意による大型航空機の衝突に代表させること

ができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たって

は，（1）及び（2）において整理した大規模損壊の発生によっ

て，多量の放射性物質が環境中に放出されるような万一の事態

に至る可能性も想定し，発電用原子炉施設において使える可能

性のある設備，資機材及び要員を最大限に活用した多様性及び

柔軟性を有する手段を構築する。 

 

規模な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与

える故意による大型航空機の衝突をケーススタディとして

選定する。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影

響については，故意による大型航空機の衝突に代表させる

ことができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当た

っては，(1)及び(2)において整理した大規模損壊の発生に

よって，多量の放射性物質が環境中に放出されるような万

一の事態に至る可能性も想定し，発電用原子炉施設におい

て使える可能性のある設備，資機材及び要員を最大限に活

用した多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

     （添付資料2.1.1，2.1.2，2.1.3，2.1.4，2.1.5，2.1.

6，2.1.7，2.1.8，2.1.9） 

 

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突をケーススタディとして選定す

る。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影響

については，故意による大型航空機の衝突に代表させること

ができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たって

は，(1)及び(2)において整理した大規模損壊の発生によって，

多量の放射性物質が環境中に放出されるような万一の事態に至

る可能性も想定し，発電用原子炉施設において使える可能性の

ある設備，資機材及び要員を最大限に活用した多様性及び柔軟

性を有する手段を構築する。（添付資料2.1.2，2.1.3，2.1.4，

2.1.5，2.1.6，2.1.7，2.1.8，2.1.9，2.1.10参照） 
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表
2
.
1
.1
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
1
/1
3
)
 

第
2
.
1.
1
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
1
／
7
）

第
１
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
１
／
８
）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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表

2.
1.
1 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
2
/1
3
) 

第
2.
1.
1
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
2／

7
）

 

第
１

表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評

価
（
２
／
８
）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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表
2.
1.
1 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
3
/1
3
) 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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表
2
.
1
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自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
4
/1
3
)
 

第
2
.
1
.1
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
3
／
7）

第
１
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
３
／
８
）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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2.
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自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評

価
（
5
/1
3
) 

 

  

 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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然
現
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が
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用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
6
/1
3
)
 

第
2
.
1.
1
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
4
／
7
）

第
１
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
４
／
８
）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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表
2
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1
.1
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
7
/1
3
)
 

第
１
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
５
／
８
）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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2.
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1 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評

価
（
8
/1
3
) 

 

  

 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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が
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電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評

価
（
9
/1
3
) 

 

  

 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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2.
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然
現
象
が
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電
用
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施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
1
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1
3
) 

 

第
2.
1.
1
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
5／

7
）

 

 

第
１

表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
６
／
８
）
 

 
 

 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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2
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1
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自
然
現
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電
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原
子
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施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
1
1/
1
3
)
 

第
2
.
1.
1
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
6
／
7
）

第
１
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
７
／
８
）

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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現
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与
え
る
影
響
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価
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1
2/
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自
然
現
象
が
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電
用
原
子
炉
施
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へ
与
え
る
影
響
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価
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7／

7
）

 

 

第
１

表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評

価
（
８
／
８
）
 

 
 

 

 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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表
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用
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設
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与
え
る
影
響
評
価
（
1
3/
1
3
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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1
/
2
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1.
2
表
 
自
然
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の
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が
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用
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へ
与
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影
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第
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然
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の
重
畳
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
１
／
２
）
 

第２表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 
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原
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影
響
評
価
（
２
／
２
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第２表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 
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第３表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第３表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第３表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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図2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 

 

 

 

 

第 2.1.1図  大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 

 

 

  

第１図 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 地震ＰＲＡにおける

事故シーケンスの分類

の相違 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 津波ＰＲＡにおける

事故シーケンスの分類

の相違 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 地震ＰＲＡ及び津波

ＰＲＡにおける事故シ

ーケンスの分類の相違 
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(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が受

ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確

定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定して対応するこ

とが困難であると考えられることから，発電所対策本部における

情報収集，運転員が実施する発電用原子炉施設の操作に対する支

援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放出

の防止及び抑制を最優先として，次に示す各項目を優先実施事項

とする。技術的能力に係る審査基準の該当項目との関係を表

2.1.4に示す。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と原子炉圧力容器

への注水

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格

納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の

著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水に

よる拡散抑制

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保

・対応に必要なアクセスルートの確保

・電源及び水源の確保並びに燃料補給

・人命救助

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が

受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で

不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定して対応

することが困難であると考えられることから，災害対策本部に

おける情報収集，当直（運転員）が実施する発電用原子炉施設

の操作に対する支援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放

出の防止及び抑制を最優先として，次に示す各項目を優先実施

事項とする。技術的能力に係る審査基準の該当項目との関係を

第 2.1.4表に示す。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と発電用原子炉へ

の注水

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格

納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著

しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水に

よる拡散抑制

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保

・対応に必要なアクセスルートの確保

・電源及び水源の確保並びに燃料補給

・人命救助

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設

が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範

囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，緊急時

対策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉

施設の操作に対する支援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質

放出の防止及び抑制を最優先として，次に示す各項目を優先

実施事項とする。技術的能力に係る審査基準の該当項目との

関係を第４表に示す。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷を緩和するための原子炉停止と発電用

原子炉への注水

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子

炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避

＜燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著し

い損傷を緩和するための対策＞ 

・燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための対策

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建物への放

水による拡散抑制

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保

・対応に必要なアクセスルートの確保

・電源及び水源の確保並びに燃料補給

・人命救助
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a. 大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムにより，発電所における緊急時態勢発令に至る事象が発

生した場合は，事故時運転操作手順書（事象ベース，徴候ベース，

シビアアクシデント）等に基づいて対応操作することを基本とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

  大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難で

事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化した等

の安全側に判断した措置をとるように判断フローを整備する。

また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効，かつ，効果

的に使用するため，対応手順書において適用開始条件を明確化

するとともに，判断フローを明示することにより必要な個別戦

略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，外部

からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，中央

制御室の状況，プラント状態の大まかな確認及び把握（火災発

生の有無，建屋の損壊状況等）を行うとともに，大規模損壊の

発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力防災管理者又

は当直発電長が行う。また，原子力防災管理者又は当直発電長

が以下の適用開始条件に該当すると判断した場合は，大規模損

壊時に対応する手順に基づく事故の進展防止及び影響を緩和す

るための活動を開始する。 

 

ⅰ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下のいずれかの

状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状

態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機能喪失や

中央制御室と連絡が取れない場合を含む） 

・使用済燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，使

用済燃料プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与え

る可能性があるような大規模な損壊（建屋損壊に伴う広

範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

ⅱ) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用した

支援が必要と判断した場合※ 

 

ⅲ) 当直発電長が大規模損壊に対応する手順を活用した支援が

必要と判断した場合※ 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と対応フロー 

大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難

で事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化し

た等の安全側に判断した措置をとるように対応フローを整

備する。また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効，

かつ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条

件を明確化するとともに，対応フローを明示することにより

必要な個別戦略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，

外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，

中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認及び把握

（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うとともに，大

規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力

防災管理者又は当直副長が行う。また，原子力防災管理者又

は当直副長が以下の適用開始条件に該当すると判断した場

合は，大規模損壊時に対応する手順に基づく事故の進展防止

及び影響を緩和するための活動を開始する。 

 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下のい

ずれかの状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント

状態把握に支障が発生した場合 

（中央制御室の機能喪失を含む。） 

・燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料プ

ールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与

える可能性があるような大規模な損壊（建物損壊に伴

う広範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用

した支援が必要と判断した場合※ 

 

c) 当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支援

が必要と判断した場合※ 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 では大規模

損壊発生後も事故時運

転操作手順書を基本と

した対応操作行う運用

としているが，島根２号

炉ではプラント状態等

により大規模損壊発生

を判断し，大規模損壊発

生時の対応手順書に移

行する方針 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根１

号炉と中央制御室が共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制
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また，発電所対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応を予想して先

行的に準備を行う。 

発電所対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の対

応について総括的な責任を負う。 

自然災害が大規模になり，常設の設備では事故収束が行えない

場合は，発電所対策本部は，多様なハザード対応手順等の「添付

資料1.0.6 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について」

で判断基準を明確化して整備する手順を使用する。また，非常召

集を行った場合，初動対応要員は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策

所へ移動する。ただし，地震発生後防潮堤を超える津波により5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所も使用できない場合は，屋内外の

利用できる施設を緊急時対策所として利用する。 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チェッ

クシート」及び各号炉における対応操作の優先順位付けや対策決

定の判断を行うための発電所対策本部で使用する対応フローを整

備する。この対応フローは，事故時運転操作手順書，多様なハザ

ード対応手順，発電所対策本部の各機能班の対応ガイド等の相互

関係の概略をまとめ，全体像を把握するツールとして発電所対策

本部の運営を支援するために整備するものであり，具体的な操作

手順は個別の手順書等に記載する。また，本報告書において「1.2

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの手順等」から「1.14 電源の確保に関する手順等」に沿って作

成した手順（表2.1.5から表2.1.17）の中で使用することを想定し

ている設備については，チェックシートの項目に盛り込むことと

している。 

 

当該号炉に関する対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一

義的に事故発生号炉の当直副長が行う。万一，中央制御室の機能

喪失時や中央制御室から運転員が撤退する必要が生じた場合等，

当直副長の指揮下で対応できない場合については，次に掲げる

(a)，(b)及び(c)項を実施し，それ以外の場合については，次に掲

※ 大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判

断した場合とは，重大事故等時に期待する設備等が機能

喪失し，事故の進展防止及び影響緩和が必要と判断した

場合をいう。 

 

災害対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，そ

の結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して先行

的に準備を行う。 

災害対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の

対応について総括的な責任を負う。 

 

 

 

また，非常招集を行った場合，災害対策要員（初動）は，

緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用でき

ない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所として利

用する。 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チ

ェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判

断を行うための災害対策本部で使用する対応フローを整備す

る。この対応フローは，非常時運転手順書，重大事故等対策

要領等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握するツール

として災害対策本部の運営を支援するために整備するもので

あり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載する。また，

ｂ．(b)項から(o)項の手順（第 2.1.5表から第 2.1.18表）の

中で使用することを想定している設備については，チェック

シートの項目に盛り込むこととしている。 

 

 

 

 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に災害対

策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に掲

げる(a)，(b)項を実施する。 

 

 

※：大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判断

した場合とは，重大事故等時に期待する設備等が機能喪

失し，事故の進展防止及び影響緩和が必要と判断した場

合をいう。 

 

緊急時対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して

先行的に準備を行う。 

緊急時対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体

の対応について総括的な責任を負う。 

 

 

 

非常招集を行った場合，緊急時対策要員及び自衛消防隊

は，緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用

できない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所とし

て利用する。 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チ

ェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判

断を行うための緊急時対策本部で使用する対応フローを整

備する。この対応フローは，事故時操作要領書，原子力災害

対策手順書等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握する

ツールとして緊急時対策本部の運営を支援するために整備

するものであり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載

する。また，ｂ．(b)項から(o)項の手順（第５表から第18

表）の中で使用することを想定している設備については，チ

ェックシートの項目に盛り込むこととしている。 

 

 

 

 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊急時

対策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に

掲げる(a)，(b)項を実施する。 

 

 

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉ではプラ

ント状態等により大規

模損壊発生を判断し，大

規模損壊発生時の対応

手順書に移行する方針 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は緊急時

対策所が使用できない

場合として，津波に限定

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大規模

損壊対応における対応

操作判断の責任者は緊
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げる(b)及び(c)項を実施する。 

 

 

 

 

当直副長又は当該号炉の対応操作の責任者が判断した結果及び

それに基づき実施した監視や操作については，発電所対策本部に

報告し，各機能班の責任者（統括又は班長）は，その時点におけ

る他号炉の状況，人的リソースや資機材の確保状況，対応の優先

順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが必要

なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれでも確認で

きない場合は，放射線測定器，可搬型直流電源設備，テスタ等の

代替の監視手段と無線連絡設備等の通信連絡設備を準備し，アク

セスルートが確保され次第，パラメータ監視のための運転員，号

機班員等を現場に出動させ，先ず外からの目視による確認を行い，

その後，確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用いて

可能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメータが

中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認できる場合

は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握を行った上

で，他のパラメータについては，パラメータが確認できない場合

と同様の対応を行う。 

 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として必要

になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要素として代

替できる他のパラメータを採取する。採取手段の優先順位は，採

取に時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先

とし，監視機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内

の計器盤内にて可搬型計測器等の使用を第2優先とする。中央制御

室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計器又は可

搬型計測器を使用して採取する。 

 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラメータのい

ずれも採取できない場合は，先ず外からの目視による確認を行い，

目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与えるパラメータから優

先順位を付けて監視機能を回復させ，使用可能な設備を用いて緩

 

 

 

 

 

当直発電長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作に

ついては，災害対策本部に報告し，各班の責任者（本部員）

は，その時点における人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが

必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれで

も確認できない場合は，放射線測定器，可搬型代替直流電源

設備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線連絡設備等の

通信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パ

ラメータ監視のための当直（運転員），重大事故等対応要員等

を現場に出動させ，先ず外からの目視による確認を行い，そ

の後，確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用い

て可能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメ

ータが中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認で

きる場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把

握を行った上で，他のパラメータについては，パラメータが

確認できない場合と同様の対応を行う。 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として

必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要素

として代替できる他のパラメータを採取する。採取手段の優

先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器等

の使用を第 1 優先とし，監視機能の喪失により採取できない

場合は，中央制御室内の計器盤内にて可搬型計測器等の使用

を第 2 優先とする。中央制御室内でパラメータが採取できな

い場合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取

する。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素

として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラメ

ータのいずれも採取できない場合は，先ず外からの目視によ

る確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与え

るパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，使

 

 

 

 

 

当直副長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作に

ついては，緊急時対策本部に報告し，各班の責任者（統括又

は班長）は，その時点における人的リソースや資機材の確保

状況，対応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を

行う。 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが

必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれ

でも確認できない場合は，放射線測定器，可搬型直流電源設

備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線通信設備等の通

信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パラ

メータ監視のための当直（運転員），緊急時対策要員等を現

場に出動させ，まず外からの目視による確認を行い，その後，

確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用いて可

能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメータ

が中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認でき

る場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握

を行ったうえで，他のパラメータについては，パラメータが

確認できない場合と同様の対応を行う。 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要

素として代替できる他のパラメータを採取する。採取手段の

優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器

等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できな

い場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を

第２優先とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場

合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取す

る。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素

として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラ

メータのいずれも採取できない場合は，まず外からの目視に

よる確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与

えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，

急時対策本部長 

また，島根２号炉は当直

副長の指揮下で対応で

きない場合は，大規模損

壊として扱う 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 
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和措置を行う。 

（添付資料2.1.11，2.1.12） 

(a) 当直副長の指揮下での対応操作が困難な場合 

中央制御室の機能喪失時や中央制御室との連絡が取れない場

合等，当直副長の指揮下で対応できない場合には，発電所対策

本部長は当該号炉の運転員又は号機班の中から当該号炉の対応

操作の責任者を定め対応に当たらせる。当直副長の指揮下での

対応操作不可の判断基準は次のとおりとする。 

・中央制御室の監視機能又は制御機能が喪失した場合 

・中央制御室と連絡が取れない場合 

・運転員による対応操作では限界があり，発電所対策本部の指

揮下で対応操作を行う必要があると当直副長が判断した場合 

(b) 当面達成すべき目標の設定 

発電所対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使用

可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状況及び火災発生

状況等を把握し，チェックシートに記載した上で，その情報を

基に当面達成すべき目標を設定し，優先すべき号炉及び戦略を

決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当たって

は，緊急時対策要員の安全確保を最優先とする。 

 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電用原

子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至った場合

においても原子炉圧力容器への注水は必要となる。 

 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損を回

避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注

水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷かつ

原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール水位の異常低下

の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制を行う。 

 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想定

される。また，プラント状況に応じて，設定する目標も随時見

直していくこととする。 

 

 

用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

災害対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使用

可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状況及び火災発

生状況等を把握し，チェックシートに記載した上で，その情

報を基に当面達成すべき目標を設定し，環境への放射性物質

の放出低減を最優先に，優先すべき戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当た

っては，災害対策要員の安全確保を最優先とする。 

 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電

用原子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至

った場合においても発電用原子炉への注水は必要とな

る。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損

を回避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速やか

に注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷，

かつ，原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール水位

の異常低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制

を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想

定される。また，プラント状況に応じて，設定する目標も随

時見直していくこととする。 

 

 

使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使

用可能な設備，屋外の放射線量率，建物の損傷状況，火災発

生状況等を把握し，チェックシートに記載したうえで，その

情報を基に当面達成すべき目標を設定し，環境への放射性物

質の放出低減を最優先に，優先すべき戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当た

っては，重大事故等に対処する要員の安全確保を最優先とす

る。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電

用原子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至

った場合においても発電用原子炉への注水は必要とな

る。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損

を回避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注水

する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷

かつ原子炉格納容器の破損又は燃料プール水位の異常低

下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制を行う。 

 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想

定される。また，プラント状況に応じて，設定する目標も随

時見直していくこととする。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

本項目については，島

根２号炉では，大規模損

壊の適用条件

（2.1.2.1(3)ａ.項）に

含まれているため，ここ

での記載は不要と整理 
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(c) 個別戦略を選択するための判断フロー 

発電所対策本部は，(b)項で決定した目標設定に基づき，個別

戦略を実施していく。設定目標と実施する個別戦略の考え方を

次に示す。 

イ．設定目標：炉心損傷回避 

 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実

施する。 

 

ロ．設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉圧力

容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な設備や対

応可能要員の観点から，一時的に原子炉格納容器の破損回避

の対応を優先せざるを得ない状況になることが想定される。

この際に「閉じ込め」機能を維持するための個別戦略を実施

する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放射性物

質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑

制戦略を実施する。 

 

ハ．設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施

する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建屋

内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定される場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ニ．設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに原子炉圧力容器への注水が行

えない場合，使用済燃料プール水位の低下が継続している場

合又は原子炉建屋が損傷している場合は，放射性物質拡散抑

制戦略を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

災害対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，個別

戦略を実施していく。設定目標と実施する個別戦略の考え方

を次に示す。 

    イ. 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

      発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的

に実施する。 

 

    ロ. 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

      基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子

炉圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可

能な設備や対応可能要員の観点から，一時的に原子炉

格納容器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況

になることが想定される。この際に「閉じ込め」機能

を維持するための個別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放

射性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射

性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    ハ. 設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略

を実施する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，

原子炉建屋内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定

される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    ニ. 設定目標：放射性物質拡散抑制 

      炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への

注水が行えない場合，使用済燃料プール水位の低下が

継続している場合又は原子炉建屋が損傷している場合

は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

（添付資料 2.1.10，2.1.11） 

 

 

 

 

 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，個

別戦略を実施する。設定目標と実施する個別戦略の考え方を

次に示す。 

ⅰ 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器への注水 

 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実

施する。 

 

ⅱ 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉圧力

容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な設備や対

応可能要員の観点から，一時的に原子炉格納容器の破損回避

の対応を優先せざるを得ない状況になることが想定される。

この際に「閉じ込め」機能を維持するための個別戦略を実施

する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放射性物

質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑

制戦略を実施する。 

 

ⅲ 設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施する。

燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建物内の放射性物

質濃度が上昇する状況が想定される場合は，放射性物質拡散

抑制戦略を実施する。 

 

ⅳ 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への注水が

行えない場合，燃料プール水位の低下が継続している場合又

は原子炉建物が損傷している場合は，放射性物質拡散抑制戦

略を実施する。 

（添付資料2.1.11，2.1.12参照） 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(1/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（1／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（１／８） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(2/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（2／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（２／８) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主対

策設備として原子炉建

物内にも主蒸気逃がし

安全弁用蓄電池を設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，あらかじめ背圧対策

を加味した圧力を設定

しているが，島根２号炉

は，設定値到達で圧力調

整を実施する手順を整

備 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(3/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（3／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（３／８)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は可搬式

窒素供給装置による原

子炉格納容器の不活性

化について，大規模損壊

発生時の対応操作とし

て考慮 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(4/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（4／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（４／８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系を四十八条

の自主対策設備として

使用する 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，格納容

器代替スプレイ系（常

設），復水輸送系，消火

系による格納容器スプ

レイについて，大規模損

壊発生時の対応操作と

して考慮 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(5/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（5／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（５／８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理装置設備として重大

事故等対処設備として

いない 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(6/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（6／8） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（６／８) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(7/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（7／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（７／８) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（8／8） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（８／８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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図2.1.3 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

(プラント状況把握が困難な場合) 

  

第 2.1.3図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

（プラント状況把握が困難な場合） 

 

 

第３図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

 (プラント状況把握が困難な場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，事象初

期のプラント状況確認

の内容を詳しく記載し

ているが，実質的な相違

はない 
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b. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

対応する手順については，(a)項に示す5つの活動を行うための手

順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加え

て共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等

対処設備等を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪

失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパラメータを

監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監

視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための

手順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備する。 

 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取に時

間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先とし，

監視機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内の計器

盤内にて可搬型計測器等による計測を第2優先とする。 

 

 

中央制御室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設

計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故等対

処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。 

 

(a) 5つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

イ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手

順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合におけ

る消火活動として，故意による大型航空機の衝突による航空

機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火についての手

順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害において

は，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火災

が発生した場合においても，同様な対応が可能なように多様

な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合に

おける対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火につ

いて速やかに準備し，早期に準備が可能な大型化学高所放水

車あるいは化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車による

ｂ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

 大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

に対応する手順については，(a)項に示す5つの活動を行うため

の手順を網羅する。 

 また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事

故等対処設備等を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機

能が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパラ

メータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラ

メータを監視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確

認するための手順，現場にて直接機器を作動させるための手順

等を整備する。 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取に

時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先と

し，監視機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内

の計器盤内にて可搬型計測器等による計測を第2優先とする。 

 

 

中央制御室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常

設計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故等対

処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。なお，大規模

損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

(a) 5つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

イ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する

手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動として，故意による大型航空機の衝突による

航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火につい

ての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害において

は，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火

災が発生した場合においても，同様な対応が可能なように

多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火

について速やかに準備し，早期に準備が可能な化学消防自

動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火並びに延

ｂ.大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場

合に対応する手順については，(a)項に示す５つの活動を行

うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に

加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の

現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視

手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連

絡手順を整備する。 

 

 

 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取

に時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第１

優先とし，監視機能の喪失により採取できない場合は，補助

盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を第２優先とす

る。 

 

補助盤室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常

設計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故

等対処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。なお，

大規模損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ⅰ 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関す

る手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動として，故意による大型航空機の衝突による

大規模な航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消

火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害において

は，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火

災が発生した場合においても，同様な対応が可能なように

多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火

について速やかに準備するとともに，早期に準備が可能な

小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車及び化学消防自動車

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大規模

損壊時に特化した手順

を整備 
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泡消火並びに延焼防止のための消火を実施する。 

地震により建屋内部に火災が発生した場合において，屋外

に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を受け

ないと考えられるため，これらの設備を中心とした事故対応

を行うことが可能である。なお，当該の対応において事故対

応を行うためのアクセスルート若しくは操作箇所での復旧

活動に支障となる火災が発生している場合は，消火活動を速

やかに実施し，操作箇所までのアクセスルート等を確保す

る。具体的には，次の手順で対応を行う。 

①アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使

用する。

②複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害があ

る場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的

に確保する。

③ ①及び②いずれの場合も，予備としてもう１つの操作箇

所へのアクセスルートを確保する。

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示す

(1)～(4)の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度

の高い火災より順次消火活動を実施する。 

(1)アクセスルート・操作箇所の確保のための消火

①アクセスルート確保

②車両及びホースルートの設置エリアの確保

（初期消火に用いる化学消防自動車，大型化学高所放水

車等）

(2)原子力安全の確保のための消火

③重大事故等対処設備が設置された建屋，放射性物質内包

の建屋

④可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エ

リアの確保

⑤大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及びホースルー

ト，放水砲の設置エリアの確保

(3)火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安全

に影響を与える可能性がある火災の消火

焼防止のための消火を実施する。 

地震により建屋内部に火災が発生した場合において，屋

外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を

受けないと考えられるため，これらの設備を中心とした事

故対応を行うことが可能である。なお，当該の対応におい

て事故対応を行うためのアクセスルート若しくは操作箇

所での復旧活動に支障となる火災が発生している場合は，

消火活動を速やかに実施し，操作箇所までのアクセスルー

ト等を確保する。具体的には，次の手順で対応を行う。

①アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使用

する。

②複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害がある

場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的に確

保する。

③①及び②いずれの場合も，予備としてもう1つの操作箇所へ

のアクセスルートを確保する。

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示す［1］

～［4］の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度の

高い火災より順次消火活動を実施する。 

［1］ アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保

・車両及びホースルートの設置エリアの確保

（初期消火に用いる化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車

等） 

［2］ 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建屋，放射性物質内包の建

屋

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エリアの

確保 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及びホースルート，放

水砲の設置エリアの確保 

［3］ 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安

全に影響を与える可能性がある火災の消火 

による泡消火並びに延焼防止のための消火を実施する。 

地震により建物内部に火災が発生した場合において，屋

外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を

受けないと考えられるため，これらの設備を中心とした事

故対応を行うことが可能である。なお，当該の対応におい

て，事故対応を行うためのアクセスルート又は操作箇所で

の復旧活動に支障となる火災が発生している場合は，消火

活動を速やかに実施し，操作箇所までのアクセスルート等

を確保する。具体的には，次の手順で対応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所

を使用する。

b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害

がある場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所

を優先的に確保する。

c) a)及びb)いずれの場合も，予備としてもう１つの操作

箇所へのアクセスルートを確保する。

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示

すa)からd)の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優

先度の高い火災より順次消火活動を実施する。 

a) アクセスルート及び操作箇所の確保のための消火

・アクセスルート確保

・車両及びホースルートの設置エリアの確保

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放水砲

等） 

b) 原子力安全の確保のための消火

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射性物質

内包の建物

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置

エリアの確保

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲の設置

エリアの確保

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安

全に影響を与える可能性がある火災の消火
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⑥可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所の確

保 

⑦代替熱交換器車の設置エリアの確保 

 

(4)その他火災の消火 

(1)から(3)以外の火災は，対応可能な段階になってか

ら，可能な範囲で消火する。 

建屋内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，大

型航空機衝突による建屋内の大規模な火災時は，入域可

能な状態になってから消火活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動の支援

を行う場合は，発電所対策本部の火災対応の指揮命令系統の

下で活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

 

ロ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラム，

冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，ほう酸水

注入，代替制御棒挿入機能又は手動挿入による制御棒緊急

挿入及び原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉心注

水系及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原子炉

の冷却が行えない場合に，高圧代替注水系により発電用原

子炉を冷却する。全交流動力電源喪失又は常設直流電源系

統喪失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，常設

代替直流電源設備より給電される高圧代替注水系による

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び設置エ

リアの確保 

 

 

［4］ その他火災の消火 

［1］から［3］以外の火災は，対応可能な段階になってから，

可能な範囲で消火する。 

 建屋内外共に上記の考え方を基本に消火するが，大型航空機

衝突による建屋内の大規模な火災時は，入域可能な状態になっ

てから消火活動を実施する。 

 

 消火活動に当たっては，現場間では無線連絡設備を使用する

とともに，現場と災害対策本部間では衛星電話設備を使用し，

連絡を密にする。無線連絡設備及び衛星電話設備での連絡が困

難な建屋内において火災が発生している場合には，複数ある別

の対応手段を選択して事故対応を試みるとともに，火災に対し

ては連絡要員を配置する等により外部との通信ルート及び自

衛消防隊員の安全を確保した上で，対応可能な範囲の消火活動

を行う。 

 また，自衛消防隊以外の重大事故等対応要員が消火活動を行

う場合は，災害対策本部の指揮命令系統の下で活動する。 

 

 

ロ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとおりと

する。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラム，

再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制，ほう酸水注

入，代替制御棒挿入機能又は手動挿入による制御棒緊急挿

入及び原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉心ス

プレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原

子炉の冷却が行えない場合に，高圧代替注水系により発電

用原子炉を冷却する。全交流動力電源喪失又は常設直流電

源系統喪失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，

常設代替直流電源設備より給電される高圧代替注水系に

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及

び設置エリアの確保 

 

 

d) その他火災の消火 

a)からc)以外の火災は，対応可能な段階になってか

ら，可能な範囲で消火する。 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，

大型航空機衝突による建物内の大規模な火災時は，入

域可能な状態になってから消火活動を実施する。 

 

消火活動に当たっては，現場間及び現場と緊急時対策本部

間では無線通信設備を使用し，連絡を密にする。無線通信設

備での連絡が困難な建物内において火災が発生している場

合には，複数ある別の対応手段を選択して事故対応を試みる

とともに，火災に対しては連絡要員を配置する等により外部

との通信ルート及び自衛消防隊の安全を確保したうえで，対

応可能な範囲の消火活動を行う。 

 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動の支援

を行う場合は，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の

下で活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

 

ⅱ 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

  等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラ

ム，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，

ほう酸水注入，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）又は手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水

位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉

心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障により

発電用原子炉の冷却が行えない場合に，高圧原子炉代

替注水系により発電用原子炉を冷却する。全交流動力

電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原

子炉の冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設備

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は移動式

代替熱交換設備の設置

エリアと大型送水ポン

プ車，ホースルート及び

放水砲設置エリアと同

様であることから記載

していない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，消火活

動で使用する通信連絡

設備について記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場と

緊急時対策本部間の連

絡も無線通信設備を使

用 
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発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動

による発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失して

いる状態において，原子炉内低圧時に期待している注水機

能が使用できる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操

作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷却材

喪失事象が発生している場合は，残留熱除去系ポンプ（低

圧注水モード）を優先し，全交流動力電源喪失により発電

用原子炉の冷却が行えない場合は，低圧代替注水系（常

設），低圧代替注水系（可搬型）及び消火系による発電用

原子炉の冷却を試みる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

 

・残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）が故

よる発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場

起動による発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失して

いる状態において，原子炉内低圧時に期待している注水機

能が使用できる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操

作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷却材

喪失事象が発生している場合は，残留熱除去系（低圧注水

系）又は低圧炉心スプレイ系を優先し，全交流動力電源喪

失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，低圧代替

注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却

系，消火系及び補給水系による発電用原子炉の冷却を試み

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障又は全交

より給電される高圧原子炉代替注水系による発電用

原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動に

より発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失

している状態において，原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に期待している注水機能が使用できる場合は，

逃がし安全弁による原子炉減圧操作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷

却材喪失事象が発生している場合は，残留熱除去系

（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系を優先

し，全交流動力電源喪失により発電用原子炉の冷却が

行えない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），復

水輸送系，消火系及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）

により原子炉を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する

手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次

のとおりとする。 

 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障又は全交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧炉

心スプレイ系を設置 

 島根２号炉は，四十七

条の重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備

と位置付けており，原子

炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備

として使用 
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障又は全交流動力電源喪失により機能が喪失した場合は，

代替格納容器スプレイ冷却系，消火系及び可搬型代替注水

ポンプにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は，

代替原子炉補機冷却系によりサプレッション・チェンバか

ら最終ヒートシンク（海洋）へ熱を輸送する。

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器圧力

逃がし装置により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行

う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において 原子炉格納容

器の破損を防止するため，代替循環冷却により原子炉格納

容器の圧力及び温度を低下させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用（以下「MCCI」という。）や溶融炉心

と原子炉格納容器バウンダリの接触による原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器下部注水を行

う。 

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合においても

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

プラント運転中の原子炉格納容器内は不活性ガス（窒素）

置換により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態

になっているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウ

ム－水反応及び水の放射線分解等による水素ガス及び酸

素ガスの発生によって水素濃度が可燃限界を超えるおそ

れがある場合は，可燃性ガス濃度制御系による水素ガス又

流動力電源喪失により機能が喪失した場合は，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型），消火系及び補給水系により原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は，

緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系によりサプレ

ッション・チェンバから最終ヒートシンク（海洋）へ熱を

輸送する。

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器圧力

逃がし装置により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行

う。

・炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため，代替循環冷却により原子炉格納容

器の圧力及び温度を低下させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用や溶融炉心と原子炉格納容器バウン

ダリの接触による原子炉格納容器の破損を防止するため，

ペデスタル（ドライウェル部）へ注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素が放出された場合においても水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するためにプラ

ント運転中の原子炉格納容器内は不活性ガス（窒素）置換

により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態にな

っているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウム－

水反応並びに水の放射線分解等による水素及び酸素の発

生によって水素濃度及び酸素濃度が可燃限界を超えるお

それがある場合は，可燃性ガス濃度制御系による水素及び

流動力電源喪失により機能喪失した場合は，格納容器

代替スプレイ系（常設），復水輸送系，消火系及び格

納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

は，原子炉補機代替冷却系によりサプレッション・チ

ェンバから最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器

フィルタベント系により，原子炉格納容器内の減圧及

び除熱を行う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損を防止するため，残留熱代替除去系によ

り原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる。

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩ

や溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリの接触によ

る原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納

容器下部への注水を行う。

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合におい

ても水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るためにプラント運転中の原子炉格納容器内は不活

性ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内雰囲気を

不活性化した状態になっているが，炉心の著しい損傷

が発生し，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等

による水素ガス及び酸素ガスの発生によって水素濃

度が可燃限界を超えるおそれがある場合は，可燃性ガ

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，四十七

条の重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬の

原子炉補機代替冷却系

を四十八条の重大事故

等対処設備としている

が，東海第二は常設の緊

急用海水系を重大事故

等対処設備としている 
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は酸素ガスの濃度を抑制する。 

さらに，格納容器圧力逃がし装置により水素ガスを原子

炉格納容器外に排出する手段を有している。 

 

 

 

 

ニ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体

の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

使用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス

鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されてい

る。使用済燃料プールの水位を確保するための対応手段及び

燃料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃料貯蔵

プール水位計，使用済燃料貯蔵プール温度計，燃料取替機

エリア放射線モニタ，使用済燃料貯蔵プール監視カメラを

使用する。 

 

・使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃料プール

からの水の漏えい，その他の要因により使用済燃料プール

の水位が低下した場合は，燃料プール代替注水系（常設），

燃料プール代替注水系（可搬型）及び消火系により使用済

燃料プールへ注水することにより，使用済燃料プール内の

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因に

より使用済燃料プールの水位維持が行えない場合，常設ス

プレイヘッダ又は可搬型スプレイヘッダを使用したスプ

レイを実施することで，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環

境への放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 

酸素の濃度を抑制する。また，可搬型窒素供給装置により

原子炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を抑

制し，更に酸素濃度が上昇する場合においては，格納容器

圧力逃がし装置により水素を原子炉格納容器外に排出す

る手段を有している。 

 

 

ニ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体

の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

使用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス

鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されてい

る。使用済燃料プールの水位を確保するための対応手段及び

燃料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃料プー

ル水位・温度，使用済燃料プールエリア放射線モニタ及び

使用済燃料プール監視カメラを使用する。 

 

 

・使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃料プール

からの水の漏えい，その他の要因により使用済燃料プール

の水位が低下した場合は，常設低圧代替注水系ポンプによ

る代替燃料プール注水系（注水ライン），可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃

料プール注水系（注水ライン），可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）

及び消火系により使用済燃料プールへ注水することによ

り，使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，臨界を防止する。 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因に

より使用済燃料プールの水位維持が行えない場合，常設ス

プレイヘッダ又は可搬型スプレイノズルを使用したスプ

レイを実施することで，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環

境への放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 

ス濃度制御系による水素ガス又は酸素ガスの濃度を

抑制する。また，可搬式窒素供給装置により原子炉格

納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を抑制し，

さらに，格納容器フィルタベント系により水素ガス及

び酸素ガスを原子炉格納容器外に排出する手段を有

している。 

 

ⅳ 燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の

著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製

ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されてい

る。燃料プールの水位を確保するための対応手段及び燃料

体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとおり

とする。 

 

・燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水位（Ｓ

Ａ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使用する。 

 

・燃料プールの注水機能の喪失又は燃料プールからの水

の漏えい，その他の要因により燃料プールの水位が低

下した場合は，消火系，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）により燃料プールへ注水することに

より，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により

燃料プールの水位維持が行えない場合，燃料プールスプ

レイ系（常設スプレイヘッダ）又は燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールスプレイ

を実施することで，燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環境への

放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器への窒素供給につい

て記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は,常設低圧

代替注水系ポンプによ

る代替燃料プール注水

系を使用した使用済燃

料プールへの注水およ

びスプレイ設備を整備 
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・原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建屋

に近づけない場合は，放水砲により燃料体の著しい損傷の

進行を緩和する。 

 

ホ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，大容量送

水車，放水砲により原子炉建屋に海水を放水し，大気への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

・その際，防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置すること

により汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

 

 

 

 

・また，汚濁防止膜の設置が困難な状況（大津波警報や津波

警報が出ている状況）である場合，大津波警報又は津波警

報が解除された後に汚濁防止膜の設置を開始する。 

 

 

(b)「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，高圧

炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手順を整

・原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建屋

に近づけない場合は，放水砲により燃料体の著しい損傷の

進行を緩和する。 

 

ホ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲により原子炉建屋

に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

・その際，放水することで放射性物質を含む汚染水が一般排

水路を通って雨水排水路集水桝又は放水路から海へ流れ

出すため，汚濁防止膜を設置することで，海洋への拡散範

囲を抑制する。 

 

・防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置することにより汚

染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系による発電

用原子炉への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手

・原子炉建物の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建

物に近づけない場合は，放水砲により燃料体の著しい損

傷の進行を緩和する。 

 

ⅴ 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合，大型送

水ポンプ車，放水砲により原子炉建物に海水を放水し，

大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

・その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置するこ

とにより汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

・放水することで放射性物質を含む汚染水が雨水排水路及

び２号炉放水接合槽から海へ流れ出すためシルトフェ

ンスを設置することで，海洋への拡散範囲を抑制する。 

 

・また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津波警報

や津波警報が出ている状況等）である場合，大津波警報

又は津波警報等が解除された後にシルトフェンスの設

置を開始する。 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子

炉圧力容器への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手
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備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和する

ため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共通要因

で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備

を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪失した

場合も対応できるよう，現場にてプラントパラメータを監視

するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監

視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確認するた

めの手順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整

備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

おける発電用原子炉を冷却するための手順の例を次に示す。

（表2.1.5参照） 

 

・高圧注水系が機能喪失した場合において，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系を起動できない場合，現場で

の人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し，復

水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により高圧

注水系での発電用原子炉の冷却に使用できない場合におい

て，高圧代替注水系が起動できない場合，現場での人力に

よる弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯

蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

・高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時に

おいて，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維

持できない場合，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした

ほう酸水注入系による発電用原子炉へのほう酸水注入を実

施する。 

 

順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和

するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共

通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故

等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機

能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラントパ

ラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラン

トパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動さ

せるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次

に示す。（第2.1.5表参照） 

 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失し

た場合において，中央制御室からの操作により高圧代替注

水系を起動できない場合，現場での人力による弁の操作に

より高圧代替注水系を起動し，サプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を発電用原子炉

の冷却に使用できない場合において，高圧代替注水系が起

動できない場合，現場での人力による弁の操作により原子

炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失

時において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした

ほう酸水注入系による発電用原子炉へのほう酸水注入を

実施する。 

 

順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和

するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順

等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した

場合の現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ

計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策

所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次

に示す（第５表参照）。 

 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪

失した場合において，中央制御室からの操作により高

圧原子炉代替注水系を起動できない場合，現場での人

力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起

動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を発

電用原子炉の冷却に使用できない場合において，高圧

原子炉代替注水系が起動できない場合，現場での人力

による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離

時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合，ほう酸水

貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注水を実施する。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 
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・高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時に

おいて，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維

持できない場合，原子炉補機冷却系により冷却水を確保し，

復水貯蔵槽を水源とした制御棒駆動系による原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時において，高圧代替注水系

及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合，電源及

び原子炉補機冷却系による冷却水を確保し，復水貯蔵タンク

を水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離

時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３)以上に維持できない場合は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却

水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動

水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施する。 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（1/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.5表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順（1.2） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(１／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（2/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(２／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（3/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(３／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替直流

電源設備による原子炉

隔離時冷却系への給電

について，対応手段，対

処設備，手順書一覧（4

／6）にて記載 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（4/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(４／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7 同様に高圧発電機

車と常設充電器を組み

合わせた直流電源確保

を可搬型直流電源設備

とし，東海第二と同等の

設備構成となる直流給

電車による直流電源確

保は自主対策手順とし

て記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

直流電源設備による原

子炉隔離時冷却系への

給電について，第５表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（1.2）

(3/6)にて記載 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（5/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(５／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（6/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(６／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない

ことから，重大事故等時

の対応手段として期待

しない 
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(c)「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」 

 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，逃が

し安全弁（自動減圧機能付き）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムLOCA発生時は，原子炉冷却材圧

力バウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉冷却材の

漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができない場合は，

逃がし安全弁による原子炉減圧で原子炉冷却材の漏えいを

抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するための対処設備及び手順を整備

する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備し

た手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのな

い可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場に

てプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設備

の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を

作動させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための手順の例を次に示す。（表2.1.6参照） 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機

能が喪失した場合，可搬型直流電源設備により逃がし安全

弁（自動減圧機能なし）の作動に必要な直流電源を確保し，

逃がし安全弁（自動減圧機能なし）を開放して発電用原子

炉を減圧する。 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機

能が喪失した場合，現場多重伝送盤にて逃がし安全弁（自

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手

順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，

逃がし安全弁（自動減圧機能）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷

却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉

冷却材の漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができ

ない場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧で原子炉冷却

材の漏えいを抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するための対処設備及び手順

を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備した手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失するこ

とのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制

御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できる

よう，現場にてプラントパラメータを監視するための手

順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するため

の手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための手順の例を次に示す。（第2.1.6表参照） 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能

が喪失した場合，可搬型代替直流電源設備により逃がし安全

弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を確保し，逃が

し安全弁（自動減圧機能）を開放して発電用原子炉を減圧す

る。  

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能

が喪失した場合，中央制御室にて逃がし安全弁（自動減圧機

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷

却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉

冷却材の漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができ

ない場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧で原子炉冷却

材の漏えいを抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するための対処設備及び手順

を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監

視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器

によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室

損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための手順の例を次に示す（第６表参照）。 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減

圧機能が喪失した場合，可搬型直流電源設備により逃

がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし

安全弁を開放して，発電用原子炉を減圧する。 

 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減

圧機能が喪失した場合，補助盤室にて逃がし安全弁の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自動減

圧機能有無に関わらず

給電する構成 
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動減圧機能付き）の作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電

池を接続し，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を開放し

て発電用原子炉を減圧する。 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の自動減圧機能

が喪失した場合，代替逃がし安全弁駆動装置により逃がし

安全弁（自動減圧機能なしD,E,K又はU）の電磁弁排気ポー

トへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁（自動減圧機能なし

D,E,K又はU）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

・不活性ガス系からの窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全

弁の作動に必要な窒素ガスの供給圧力低下した場合，供給

源を高圧窒素ガスボンベに切り替えることで逃がし安全

弁の機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能）の作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続し，逃

がし安全弁（自動減圧機能）を開放して発電用原子炉を減圧

する。 

 

・逃がし安全弁の駆動に必要なアキュムレータの供給圧力の喪

失により逃がし安全弁（自動減圧機能）が喪失した場合，非

常用逃がし安全弁駆動系により逃がし安全弁（逃がし弁機能

（自動減圧機能なしＡ,Ｇ,Ｓ及びＶ））の電磁弁排気ポート

へ窒素を供給し，逃がし安全弁（逃がし弁機能（自動減圧機

能なしＡ,Ｇ,Ｓ及びＶ））を開放して発電用原子炉を減圧す

る。 

 

 

 

 

 

・窒素供給系からの窒素の供給が喪失し，逃がし安全弁の作動

に必要な窒素の供給圧力が低下した場合，供給源を非常用窒

素供給系高圧窒素ボンベに切り替えることで逃がし安全弁

（自動減圧機能）の機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池を接続し，逃

がし安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能

が喪失した場合，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備

により逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ及びＪ）の

電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁

（自動減圧機能なしＡ及びＪ）を開放して発電用原子

炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

・窒素ガス制御系からの作動窒素ガスの供給が喪失し，

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスの供給圧力が

低下した場合，供給源が逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベに自動で切り替わることで逃がし安全弁の機能が

確保される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・故障想定の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，常設直

流電源系統喪失を想定。

東海第二は，窒素供給圧

力喪失を想定 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するた

めに必要となる弁数の

相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，圧力低

信号によりボンベ出口

弁が自動開 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(1/4) 

第2.1.6表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順（1.3） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／7） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／7） 

第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(１／４) 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(2/4) 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／7） 第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(２／４) 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主

対策設備として原子炉

建物内にも主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池を設

置 

・記載表現の相違

【東海第二】 

東海第二は，非常用

窒素供給系による窒素

確保，非常用逃がし安

全弁駆動系による原子

炉減圧について，対応

手段，対処設備，手順

書一覧（4／7）にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，逃が

し安全弁窒素ガス供給

系による逃がし安全弁

駆動源確保により駆動

源を確保 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，逃が

し安全弁の背圧対策に

ついて，第６表 機能

喪失を想定する設計基

準事故対処設備と整備

する手順（1.3）（3/4）

にて記載 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(3/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(３／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，逃がし

安全弁の背圧対策につ

いて，対応手段，対処

設備，手順書一覧（4

／7）にて記載 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(4/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／7） 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／7） 

 

 

 

 

 

 

第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(４／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ブロ

ーアウトパネルについ

て説明を記載 
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(d)「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留

熱除去系ポンプ（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷

却する対処設備及び手順を整備する。 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備し

た手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのな

い可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場に

てプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設備

の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を

作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次に示

す。（表2.1.7参照） 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が喪失

した場合，低圧代替注水系(常設)，低圧代替注水系(可搬

型)及び消火系による原子炉圧力容器への注水の3手段に

ついて，同時並行で注水準備を開始する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系によ

る発電用原子炉への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却する対処設備及び手順を整備する。 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備した手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失するこ

とのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制

御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できる

よう，現場にてプラントパラメータを監視するための手

順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するため

の手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次

に示す。（第2.1.7表参照） 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が喪

失した場合，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水について，

同時並行で注水準備を開始する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系に

よる原子炉圧力容器への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉を冷却

する対処設備及び手順を整備する。 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監

視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器

によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室

損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時における原子炉を冷却するための手順の例を次に示す

（第７表参照）。 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が

喪失した場合，低圧原子炉代替注水系（常設）及び低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水について，同時並行で注水準備を開始する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

炉心スプレイ系が設置

されており，重大事故

等時の対応において復

旧することを想定。 

また，設計基準拡張設

備として整備 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規

模損壊に特化した手順

について記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設

による注水手段で最初

に着手する低圧原子炉

代替注水系（常設）と

同時に可搬の低圧原子

炉代替注水系（可搬型）

に着手 
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原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，上記手段のう

ちポンプ1台以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了

した時点で，その手段による原子炉圧力容器への注水を開

始する。 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低圧

代替注水系(常設)のポンプ2台以上又は上記手段のうち2

系以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了した時点

で，逃がし安全弁による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力

容器への注水を開始する。 

 

 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了し

た系統のうち，低圧代替注水系(常設)，消火系，低圧代替

注水系(可搬型)の順で選択する。 

 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用原

子炉を満水にする必要がある場合は，上記手段に加え給水

系，復水系，残留熱除去系(低圧注水モード)又は高圧炉心

注水系を使用し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，低圧代替注

水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却

系，消火系及び補給水系の手段のうち，起動及び注水ラ

インの系統構成が完了した時点で，その手段による原子

炉圧力容器への注水を開始する。 

 

 

 

 

   また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低

圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替

循環冷却系，消火系及び補給水系の手段のうち，低圧で

原子炉圧力容器へ注水可能な系統1系統以上が起動し，

注水ラインの系統構成が完了した時点で，逃がし安全弁

による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を

開始する。 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了

した手段のうち，低圧代替注水系（常設），代替循環冷

却系，消火系，補給水系及び低圧代替注水系（可搬型）

の順で選択する。 

 

   なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用

原子炉を満水にする必要がある場合は，上記手段に加え

給水系，復水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレ

イ系又は残留熱除去系（低圧注水系）を使用し原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，低圧原子

炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬

型），復水輸送系及び消火系の手段のうち低圧で原子

炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上の起動及

び注水ラインの系統構成が完了した時点で，その手段

による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，

低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水

系（可搬型），復水輸送系及び消火系の手段のうち低

圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上

を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，

逃がし安全弁による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力

容器への注水を開始する。 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完

了した系統のうち，低圧原子炉代替注水系（常設），

復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の順で選択する。 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電

用原子炉を満水にする必要がある場合は，上記手段に

加え復水・給水系，残留熱除去系（低圧注水モード），

高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系を使用し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系（常設）

を新たに設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 
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